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部を改正する条例の制定について 

議案第１２０号 菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第１２１号 菊池市四季の里旭志条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１２２号 平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

議案第１２３号 平成２１年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

議案第１２４号 平成２１年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第３号） 

議案第１２５号 平成２１年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１２６号 平成２１年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

議案第１２７号 平成２１年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算

（第３号） 

議案第１２８号 平成２１年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 

議案第１２９号 平成２１年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第

３号） 

議案第１３０号 辺地総合整備計画の変更について 

議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市立泗水図書館） 

議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市市民会館） 

議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市総合体育館） 

まで一括上程・説明・質疑・委員会付託 

第５ 議案第１３４号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の一部変更について 

議案第１３５号 熊本県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の

減少及び規約の一部変更について 

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

第６ 議案第１３６号 菊池広域連合の規約の一部変更について 

上程・説明・質疑・討論・採決 

第７ 請願第３号 最低保障年金制度の実現を求める請願書 
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請願第４号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願書 

請願第５号 菊池市老人福祉センター存続に関する請願書 

まで一括上程 

第８ 休会の議決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 平成２０年度菊池市決算特別委員会委員長報告 

議案第 ９０号 平成２０年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

議案第 ９１号 平成２０年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

議案第 ９２号 平成２０年度菊池市老人保健医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

議案第 ９３号 平成２０年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

議案第 ９４号 平成２０年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

議案第 ９５号 平成２０年度菊池市簡易水道事業等特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議案第 ９６号 平成２０年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議案第 ９７号 平成２０年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

議案第 ９８号 平成２０年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

議案第 ９９号 平成２０年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

議案第１００号 平成２０年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳

出決算の認定について 

議案第１０１号 平成２０年度菊池市水道事業会計決算の認定について 

菊池市中小企業振興基本条例に基づく審査 

 まで、質疑・討論・採決 
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日程第４ 議案第１１８号 菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例の制定につい

て 

議案第１１９号 菊池市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１２０号 菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第１２１号 菊池市四季の里旭志条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第１２２号 平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

議案第１２３号 平成２１年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１２４号 平成２１年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第

３号） 

議案第１２５号 平成２１年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号） 

議案第１２６号 平成２１年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 

議案第１２７号 平成２１年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正

予算（第３号） 

議案第１２８号 平成２１年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１２９号 平成２１年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予

算（第３号） 

議案第１３０号 辺地総合整備計画の変更について 

議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市立泗水図書館） 

議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市市民会館） 

議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市総合体育館） 

 まで一括上程・説明・質疑・委員会付託 

日程第５ 議案第１３４号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び規約の一部変更について 

議案第１３５号 熊本県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体
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の数の減少及び規約の一部変更について 

 まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第６ 議案第１３６号 菊池広域連合の規約の一部変更について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第７ 請願第３号 最低保障年金制度の実現を求める請願書 

請願第４号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願書 

請願第５号 菊池市老人福祉センター存続に関する請願書 

まで一括上程 

日程第８ 休会の議決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２８名） 

                     １番  東   英 俊 君 

                     ２番  東   裕 人 君 

                     ３番  泉 田 栄一朗 君 

                     ４番  森   清 孝 君 

                     ５番  藤 野 敏 昭 君 

                     ６番  樋 口 正 博 君 

                     ７番  二ノ文 伸 元 君 

                     ８番  中 山 繁 雄 君 

                     ９番  水 上 博 司 君 

                    １０番  三 池 健 治 君 

                    １１番  怒留湯 健 蓉 さん 

                    １２番  坂 本 昭 信 君 

                    １３番  隈 部 忠 宗 君 

                    １４番  奈 田 臣 也 君 

                    １５番  葛 原 勇次郎 君 

                    １６番  木 下 雄 二 君 

                    １７番  坂 井 正 次 君 

                    １８番  森   隆 博 君 

                    １９番  山 瀬 義 也 君 

                    ２０番  本 田 憲 一 君 

                    ２１番  栃 原 茂 樹 君 

                    ２２番  松 本   登 君 

                    ２３番  工 藤 恭 一 君 
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                    ２４番  境   和 則 君 

                    ２５番  北 田   彰 君 

                    ２６番  外 村 國 敏 君 

                    ２７番  徳 永 隆 義 君 

                    ２８番  横 田 輝 雄 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

説明のため出席した者 

             市     長     福 村 三 男 君 

             副 市 長     永 田 明 紘 君 

             総 務 部 長     緒 方 希八郎 君 

             企 画 部 長     石 原 公 久 君 

             市 民 部 長     原 川 智 明 君 

             経 済 部 長     後 藤   定 君 

             建 設 部 長     岡 崎 俊 裕 君 

             七城総合支所長     古 閑 昭二郎 君 

             旭志総合支所長     中 村 榮 光 君 

             泗水総合支所長     岩 下 義 人 君 

            企画部首席審議員     木 村 靖 弘 君 

             財 政 課 長     松 岡 千 利 君 

             総務課長兼選挙 
                         山 田 浩 文 君 
           管理委員会事務局長 

             教 育 長     田 中 忠 彦 君 

             教 育 次 長     井 野 英 利 君 

           農業委員会事務局長     五 島 千 秋 君 

             水 道 局 長     安 武 昭 二 君 

             監査事務局長     大 塚 茂 幸 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     岩 木 精四郎 君 

             議 事 課 長     永 田 哲 士 君 

             総 務 審 議 員     高 田 早 苗 君 

             議 事 係 長     上 田 敏 雄 君 



 －57－

○議長（北田 彰君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（北田 彰君） ただいまの出席議員は２７名です。定足数に達しておりますの

で、ただいまから平成２１年第４回菊池市議会定例会を開会します。 

 ここで、日程に先立ちまして諸般の報告をいたします。 

 監査委員から平成２１年１０月分の一般会計・特別会計並びに企業会計に関する

例月出納検査の報告があっておりますのでご報告申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、事務局に備え付けの書類によりご承諾いただきたい

と思います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（北田 彰君） これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（北田 彰君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は会議規則第８１条の規定により、本田憲一君及び栃原茂樹君を指名します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（北田 彰君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期につきましては、去る１１月２７日の議会運営委

員会におきまして、本日から１２月１７日までの１４日間と結論をみておりますが、

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から１２月１７日までの１４日間と決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 平成２０年度菊池市決算特別委員会委員長報告 

○議長（北田 彰君） 次に、日程第３、平成２０年度菊池市決算特別委員会委員長よ
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り議案第９０号から議案第１０１号までの１２議案及び菊池市中小企業振興基本条

例に基づく審査について審査結果の報告があっておりますので、これを議題としま

す。平成２０年度菊池市決算特別委員会の審査の経過並びに結果について、委員長

の報告を求めます。 

 平成２０年度菊池市決算特別委員長、栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○平成２０年度菊池市決算特別委員長（栃原茂樹君） おはようございます。平成２０

年度菊池市決算特別委員会の審査の経過並びに結果について、報告をいたします。 

 第３回定例会、９月議会におきまして、本特別委員会に付託されました議案は、

議案第９０号平成２０年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案

第１０１号、平成２０年度菊池市水道事業会計決算の認定についてまでの１２件で

ございます。それから条例といたしまして、菊池市中小企業振興基本条例に基づく

審査について、計の１３案件でございました。 

 去る１０月５日から１３日及び１１月２６日の７日間にわたりまして、執行部の

説明を受けながら慎重審議をいたしました。その決算審査の内容につきましては、

一般会計・特別会計ともに、先の９月議会において市の代表監査委員より詳細な報

告・説明がなされておりますので、財政運営、それから財産管理及び歳入歳出差引

収支額の数値等につきましては、説明を省かせていただきます。 

 今回の審査対象は、平成２０年度決算の認定であり、昨年度から決算特別委員会

が設置されまして審査しておりますが、今年度は昨年の決算審査での指摘事項等も

踏まえまして、市政運営の状況はどうか、議会が認めた予算が適正に執行されてい

るか、各種資料の提出を求めながら、その行政効果や経済効果につきまして、詳細

に、精力的に審査を行ったところでございます。 

 また、平成２０年第１回３月議会で議会提案といたしまして上程して可決されま

した菊池市中小企業振興基本条例につきましては、多くの菊池市民がこの条例に大

きな関心をもっており、この条例の理念に基づき、中小企業者に対し、公正・公平

に適正な運用がなされているかを慎重にかつ詳細に審査を行ったところでございま

す。その審査の過程での内容、また総括的質疑を通じまして要望事項・指摘事項等

について報告をまずさせていただきたいと思います。 

 はじめに歳入項目についてでございますが、審査にあたっては、収入確保が十分

努力されているか、またその実績が上がっているか、特に予算額に比べて調定額は

どうであったか、その調定額に対して収入済額の実績と収入未済額はどうなってい

たのか、未済額の原因と理由は何であったか、不納欠損額の理由等を着眼として審

査をいたしました。また、毎年指摘している歳入欠陥等につきましても詳細に審査
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をいたしたところでございます。 

 まず税関係ございますが、１００万円以上の高額滞納者を含め、納税に対する希

薄さも感じられます。市財政の立場から見ますと、厳しい財政状況の中、新しい財

源の掘り起こし等についても努力はされておりますが、まず滞納の一掃が先ではな

いか、悪質あるいは高額滞納者に対する法的対応は、もちろん収納に総力を集中す

べきでございます。税は国民の義務であり、税負担の公平からして、収納率の向上

に格段の努力を要望いたしました。 

 住宅使用料についてでございますが、滞納者に対しては、現に市営住宅への入居

希望者１１０名ぐらいと多くの方が待機されておられるのも事実でございます。長

期未納者につきましては、税とは違い連帯保証人への督促等、法的手段をより一層

強化し、退去命令等を行い、滞納一掃を目指して、その徴収に努力されるよう強く

要望をいたしたところでございます。 

 保育料につきましても、同じく保護者の支払い義務は当然であり、徴収方法の改

善も含め収納率の向上に努力されるよう要望をいたしました。 

 次に、各項目についてでございますが、職員につきましては、国・県との人材派

遣等積極的に取り組まれている反面、市外からの職員が８０名程度おられるという

ことでございますが、消防や地域との交流などが稀薄になっているようでございま

す。職員研修等を通し、市民にやさしい使命感に満ち溢れた職員を育成されるよう

要望したところでございます。 

 職員定数についてでございますが、定員適正化計画や行財政改革に基づいた職員

数の削減については、目的達成のため努力はされておりますが、反面、嘱託員・臨

時職員の採用が多くあっております。勤務内容、待遇面から見て、職員の削減分の

補充については、安易に補充するのでなく、本当に補充すべきかどうか検証した上

で採用すべきではないかというような意見が多く出されました。市行政改革の推進

にあたっては、市職員としての資質の向上が求められるところでございます。 

 また、東京菊池会については、東京菊池会へ１００万円の支出がされており、そ

の成果が問われているところでございます。ふるさと納税への理解や菊池のふるさ

と産品の売り込み等、今まで以上に取り組んでほしいとの意見や、今だ各支部が存

在しているので早く統一ができるよう努力してほしいというような意見がございま

した。 

 新規就農事業についてでございますが、１１名が新規就農され、それぞれに３０

万支出されておりますが、単なる現金の支給というようなことでなく、もう少し新

規就農者が農地取得や農機具及び生産資材等の購入等に対して補助すべきではない

かというような意見も出され、次年度の予算編成にあたっては十分考慮すべきであ
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る旨の要望をいたしました。 

 出資金についてでございますが、これは四季の里旭志については６,０００万円の

増資を行っているところでございます。冬場の業績等が厳しいため、取締役会等と

十分協議し、かつ地元住民の理解を得ながら今後の運営について十分協議を重ね、

責任分野等も明確にすべき旨の指摘をいたしております。 

 堆肥センターについてでございますが、堆肥センター建設事業利子補給補助金が

今年度も支払われておりますが、環境対策は市の事業として全地域を対象に補助さ

れるよう要望したところでございます。 

 農畜産物のブランド化等につきましては、農業予算のそのほとんどが国・県の補

助事業でございまして、本市独自のブランド化に向け、山間・中山間・平地、市に

根付く予算編成に努めてほしいとの意見が出されました。 

 また予算の流用でございますが、各予算の執行状況を見ますと流用件数が非常に

多うございます。流用元科目が２７６件もございます。金額にいたしまして１,４８

０万円程度の流用がなされております。このことにつきましては、特に事業課にお

ける利用件数の多さが目立っておりますし、もちろん運用については間違いではな

いわけでございますが、予算編成時の見積りの甘さに起因するものであり、当然議

会にも説明すべき事項も見受けられましたので、予算編成にあたっては十分検討し、

むやみに流用すべきでない旨の指摘をいたしております。 

 予備費充当についても同様でございますが、予算流用と同様でございますけれど

も、関係法令に抵触していないからといって安易な充当はしないよう指摘をいたし

ました。特に、当初予算に計上していない節に１４８万４,０００円充当してござい

ます。今後はこのようなことがないよう強く指摘をいたしております。 

 また、同じ節に数回にわたり増額流用し、かつ予備費から充当してございますが、

決算ではその額以上に不用額を出している節もあり、このような財政運営は好まし

くないということで、今後十分注意して予算計上されることを強く要望いたしてお

ります。 

 次に、歳入欠陥についてでございますが、この件につきましても以前から指摘し

ている事項ではございますが、本年度も歳入予算現額より収入済額が少ない項目が

見受けらます。特に、国庫支出金、繰入金、市債等は、予算執行上、相当な収入欠

陥を招いております。総計予算主義でございますので、歳入歳出は同額でございま

す。歳出から事業をすべてやったとするならば、ある事業会計では現年度は単年度

の赤字というようなことも発生するわけでございますが、予算の不用額がたくさん

出ているというところで、つじつまだけは合っておりますが、極端に申しますと、

会計の収支計算の差引残額が１,０００円というような会計もございます。そこだけ
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見ますと、本当に立派にできていると思いますけれども、不用額は２,７００万円か

ら３,０００万円と出ておりますので、それだけ分は結局歳入欠陥を歳入の方で招い

ているということが言えるわけでございますので、もう少し真剣に当初予算時にお

きましても、それから常時予算については精査をしながらどうなっているか、その

あたりを検討しながら十分補正予算の臨時議会も大分あっておりますので、そうい

うところでつじつまが合うように、要らないなら要らないというところで減額の補

正をやって、議会の承認を求めるというような姿で行っていただきたいというよう

なことで、この件については今後十分注意されて予算計上されることを強く指摘を

いたしたところでございます。 

 それから、施策の事業成果についてでございますけれども、各課、いろいろ立派

にできて、成果が書いてあるところもございますけれども、成果のところに、ただ

事業をやった金額と事業名、箇所だけを書いてございます。これは道路関係につい

てがそういうことがございますし、やっぱり成果というものは、事業したのは完成

したということだけでございまして、その事業をやってどういう成果が出たかとい

うのを議員としてはこの成果表で見せていただくわけでございますから、簡単に申

し上げますなら、道路を拡幅して離合がスムーズにいくようになったとか、農道で

あれば荷崩れがしないようになったとか、そういうことがあろうかと思います。ま

た、事業をやってすぐ効果が出ないものもあろうかと思いますので、そういう点に

つきましては、現在のところ本年度は効果がなかったというようなことで、統一し

た見解でこの事業成果表には記載をしていただきたいと。立派にでけとるところも

ございますが、中にはそういうのが多々見受けられますので、審査する上において、

我々議会としては、当然成果表を見てどうであったかという費用対効果も見ていく

わけでございますので、十分注意されるよう統一した成果表をつくっていただくよ

う強く要望をいたしたところでございます。 

 以上、主な事項、指摘事項を申し上げ、決算特別委員会に付託されました議案第

９０号から議案第１０１号までの決算認定については、お手元に配付をいたしてお

りますとおり、全員一致で認定すべきものと決しました。 

 議員各位におかれましては、速やかにご賛同の上、認定いただきますようお願い

をまず申し上げます。 

 それから、討論・採決に付すべき案件ではございませんが、菊池市中小企業振興

基本条例に基づく審査について付託を受けておりますので、その審査の結果につい

てご報告を申し上げたいと思います。これにつきましては、皆さん方も既にご承知

のとおり条例がございますので、条例の内容は十分ご承知のことと思いますが、第

２条関係について、事務所、事業所の実態調査については、事前通告して調査や納
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税証明書等で確認がなされております。また、写真も、事業所の写真も撮っておら

れますけれども、やっぱり事前に通知をしておけば本当にどうであったかというこ

とはなかなかわからないだろうということで、抜き打ち調査や課税台帳等でも確認

されるわけでございますので、そういうこともやるべきであるという多くの意見が

出されました。 

 また第４条でございますが、ここがいろいろ執行部におかれましても大変なこと

だろうと思いますけれども条例ができておりますので、１号から５号までの基本施

策を策定するように、定めるようになっておりますので、いろいろ審査いたしまし

たところ、商工観光課関係で補助事業等についていろいろ取り組まれておりますけ

れども、これは従前から、この条例が制定される前からやっていた事業だとうこと

で、新しくこの条例が制定されてからこれに基づいてということではないというこ

とで、５項目についての施策を定めるようになっておりますが、その定めはなされ

ていないということでございまして、言えば全くこの条例はまだ余り取り組んでお

られなかったということでございました。そういうことでございますので、今後は

この条例を活かし、施策を展開すべき旨の要望をいたしております。 

 また、中小企業の基本政策に対しては、商工会を通しての事業ということだけで

なく、商工会に加入していない業者や農業等を含む者にも、この基本政策が浸透す

るよう積極的な事業展開をされるよう要望をいたしております。 

 また、第６条・第７条関係については、第６条では中小企業者の努力、第７条で

は市民の理解と協力を明記しておりますので、条例の趣旨を広く市民に理解しても

らうよう努力してほしいとの意見も出されたところでございます。 

 以上、多くの意見なり、要望いたしておりますが、今後さらなる中小企業の活性

化を図る上においては、執行部はもちろんのことより、議会ともどもこの条例の目

的達成のため努力する必要がございます。 

 以上が中小企業振興基本条例に基づく審査結果でございます。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。終わります。 

○議長（北田 彰君） 以上で特別委員長の報告を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、議案第９０号から議案第１０１号までの１２議案について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 東裕人君。 
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［登壇］ 

○２番（東 裕人君） おはようございます。 

 議案第９０号、９１号、９３号について、不認定の討論を行います。 

 まず、議案第９０号、平成２０年度菊池市一般会計歳入歳出決算についてです。

同和関連事業の問題もありますが、補正予算も含め予算の審議の際に取り上げた問

題から不認定の討論を行います。 

 私は予算の審議の際、庁舎建設基金３億円計上の問題を取り上げて、条例制定以

来一貫して述べている事業内容も総事業費の規模も明確でない事業に３億円もの基

金を積む根拠はないこと、凍結中に基金だけは３億円積み続けることは認められな

いこと、これを挙げて反対討論を行いました。その後１年、民意を問うこともせず、

基金だけは積み続ける、これでは住民の不安や不信は解決しないままです。こうし

たことは認められません。 

 また、第三セクター四季の里への追加出資の問題があります。私はこれまで破綻

が見込まれる第三セクターへの出資は違法ではないか、問題提起をし、地元の議論、

法的問題、経営計画と、解決しないままの出資は認められないと反対をしてきまし

た。その後１年経ち、破綻が明らかとなった今日において、経営責任など明確にさ

れないまま、それを決算で認めることはできません。 

 次に、議案第９１号、平成２０年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算についてです。国保税は、合併後毎年のように増税され、国保運営協議会でも市

民はパニックになる、もう限界との声が上がる中で、２０年度の６月議会において

増税が決まりました。その議会で私は、市民が悲鳴を上げている今、あらゆる手立

てを講じる必要があり、それが不十分なままの大増税は認められない、反対をしま

した。その後１年経って、市民の悲鳴が収まるどころか、執行部も税負担の限界と

言わざるを得ない市民の暮らしの実態があります。また、深刻な増税と収納率悪化

の悪循環に陥ってもいます。そういう点からも、決算でこの増税を追認ことはでき

ません。 

 次に、議案第９３号、平成２０年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算についてです。予算の審議で、７５歳以上のお年寄りが亡くなるまで少ない年

金から保険料を天引きされ、受ける医療さえ制限される、この制度の問題点を指摘

し、条例と併せて反対をしました。その後１年、問題点が解決されたわけではあり

ません。来年４月には保険料も全国平均で１２％上がります。私はこの高齢者差別

の医療制度そのものに反対であり、決算でも反対します。 

 以上、議案第９０号、９１号、９３号の不認定の討論を終わります。 

○議長（北田 彰君） 次に、原案に賛成者の発言はありませんか。 
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 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。ただいま討論がありました議案第９０号、議案第９１号、

議案第９３号を除き、一括採決します。 

 お諮りします。議案第９２号、議案第９４号、議案第９５号、議案第９６号、議

案第９７号、議案第９８号、議案第９９号、議案第１００号、議案第１０１号、以

上の９案件について、特別委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり

認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、以上の９案件については、

委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

 次に、討論がありました議案第９０号、議案第９１号、議案第９３号については、

起立により採決します。 

 お諮りします。議案第９０号について、委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（北田 彰君） 起立多数です。したがって、議案第９０号は、認定することに

決定しました。 

 次に、議案第９１号について、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は

起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（北田 彰君） 起立多数です。したがって、議案第９１号は、認定することに

決定しました。 

 次に、議案第９３号について、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は

起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（北田 彰君） 起立多数です。したがって、議案第９３号は、認定することに

決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第１１８号から議案第１３３号まで一括上程・説明・質疑・委員会付

託 

○議長（北田 彰君） 次に、日程第４、議案第１１８号から議案第１３３号までの１

６案件について一括議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 
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 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） おはようございます。本日、平成２１年第４回菊池市議会定例

会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては本会議にご出席をいた

だき、誠にありがとうございます。 

 本定例会の会期につきましては、先ほどご決定をいただきましたように、本日か

ら１２月１７日までの１４日間の日程でご審議をお願いするものでございます。 

 提案理由を申し上げます前に、いま大変心配されています新型インフルエンザは、

既に全国に１千万人を超える感染者が確認され、菊池地域ではインフルエンザ定点

からの患者数が警戒レベルの３０人をはるかに超えた７７.１人に達しています。本

市といたしましては、先の臨時議会で承認をいただきましたように、新型インフル

エンザワクチン接種の優先接種対象者に対する助成をはじめ、様々な対策を講じて

いるところです。 

 また、最近の円高、デフレは、企業の疲弊と一層の雇用不安を招き、経済状況の

悪化に一段と拍車をかけるなど、大変憂慮される事態となっています。 

 これらを踏まえ、国の経済対策には常に注視しながら最大限の努カを図ってまい

る所存でございます。 

 それでは、上程させていただきました議案につきまして、ご説明申し上げます。 

 今回提案しております議案は、条例の制定及び一部改正案４件、平成２１年度の

各会計補正予算案８件及びその他議決案４件でございます。この中で、議案第１１

８号、菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例の制定及び議案第１１９号菊池市

公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例の一部改正につきましては、暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律の趣旨に基づき、公共施設から暴力

団等を排除するために条例を制定するものでございます。 

 また、議案第１２０号及び議案第１２１号につきましては、その他公衆浴場への

営業の種別の変更に伴い、リバーサイドパーク及び四季の里旭志の入場料の一部改

正を行う条例の制定でございます。 

 次に、議案第１２２号から議案第１２９号までの平成２１年度菊池市一般会計並

びに各特別会計補正予算案につきましては、主なものとしまして市内小中学校の耐

震工事及び太陽光発電システム設置工事等の事業増加分見込み分の追加補正であり

ます。 

 また、議案第１３０号、辺地総合整備計画の変更につきましては、杉生区の辺地

につきまして、平成１７年度に同計画の議決をいただいておりますが、その一部に

変更が生じましたので法律の規定により議会の議決を求めるものでございます。 
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 最後に、議案第１３１号から議案第１３３号までの公の施設の指定管理者の指定

につきましては、来年３月末をもって指定期間が満了する公の３施設に対し、公募

による指定管理候補者を選定しましたので、議会の議決をお願いするものです。 

 以上、上程されました議案につきましてご説明を申し上げました。 

 内容の詳細につきましては、総務部長に説明をいたさせますので、議員各位にお

かれましては、これらの議案につきまして慎重審議のうえ、速やかにご賛同たまわ

りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） おはようございます。 

 それでは、議案第１１８号から第１３３号までの議案につきまして、一括して説

明いたしたいと思います。 

 まず、議案の第１ページをお願いします。議案第１１８号、菊池市公共施設の暴

力団排除に関する条例の制定について説明いたします。 

 開けていただきまして２ページをお願いします。制定する条例でございます。 

 第１条が目的で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の趣旨に基づ

きまして暴力団等の公共施設の利用等を制限することにより、市民の皆様の安全を

図ること等を目的といたしております。 

 第２条が定義で、それぞれの用語の意義を定めております。 

 第３条が利用の制限で、これらのものの利用につながると認めるときは利用を許

可しないものといたしております。 

 第４条が利用等の許可取り消し等で、これらのものに既に許可しているときも、

許可の取り消しあるいは中止等をすることができることを定めるものでございます。 

 第５条が委任で、附則で、この条例は公布の日から施行することといたしており

ます。 

 次に、右の３ページでございますが、議案第１１９号、菊池市公の施設の指定管

理者の指定の手続きに関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

すが、開けていただきまして４ページが一部を改正する条例でございます。今回、

新たに公共施設の指定管理者の申請について、暴力団及び暴力団等が役員である団

体もしくは経営に実質的に関与している団体等を除外するものでございます。また

公の施設の指定管理者の候補者が暴力団等であることが選定後に判明したときは、

その選定を取り消すことができるよう規定を追加するものでございます。 

 次に、右の５ページをお願いします。議案第１２０号、菊池市リバーサイドパー

ク条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 



 －67－

 開けていただきまして６ページをお願いします。一部を改正する条例でございま

す。優待者証に係る経過措置の有効期限が切れましたことによりまして、別表２の

３の温泉交流館の表から優待者証所持者の欄を削除するものでございます。また当

該施設について、現在の一般公衆浴場からその他の公衆浴場への営業種別の変更に

より入湯税の課税対象となり、現行の入湯料では著しく管理法人の経営を圧迫する

ことが推測されますため、別表２の入湯料の上限額を改正するものでございます。 

 附則で、この条例は平成２２年４月１日より施行することといたしております。 

 次に、開けていただきまして９ページ、議案第１２１号、菊池市四季の里旭志条

例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、開けて１０ページをお願

いします。条例の一部を改正する条例でございます。当該施設についても、リバー

サイドパークと同様に、現在の一般公衆浴場からその他の公衆浴場への営業種別の

変更により入湯税の課税対象となり、現行の入場料では著しく管理法人の経営を圧

迫することが推測されますために、別表２の入湯料等の上限額を改正するものでご

ざいます。この条例につきましても、附則で平成２２年４月１日より施行すること

といたしております。 

 次に、１１ページ、議案第１２２号、平成２１年度菊池市一般会計補正予算を説

明いたします。 

 開けていただきまして１２ページ、一般会計補正予算（第９号）でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億３,１３２万７,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を２５６億９,０４６万円とするものでございます。 

 ２２ページの事項別明細書で主なものを説明いたします。 

 まず歳入でございますが、中ほどの款１４国庫支出金、目３民生費国庫負担金３,

９０４万８,０００円のうち社会福祉費負担金２,７３６万８,０００円の補正は、障

害者自立支援等諸費負担金で、認定基準の見直しによる増及び児童福祉費負担金１,

１６８万円の補正は、補助単価の改正と入所園児の増及び私立保育園の運営費負担

金の増によるものであります。 

 下段の同じく款１４国庫支出金、目７土木費国庫補助金１,１００万円の補正は、

市道伊倉・黒仁田線につきまして事業量が増加したもの及び地域活力基盤創造交付

金の増によるものであります。 

 款１４国庫支出金、目９教育費国庫補助金３億４,３６９万２,０００円のうち小

学校費補助金１億６,５６７万７,０００円につきましては、隈府小学校校舎、七城

小学校校舎の耐震診断や実施設計による補正並びに新規に取り組みます菊之池小学

校体育館の耐震事業及び隈府小学校の太陽光発電設置事業の実施設計に伴います財

源としての国庫補助金、公共投資臨時交付金と安全安心な学校づくりの交付金の増
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額補正であります。また、中学校費１億７,２６１万５,０００円につきましても、

菊池南中学校、七城中学校校舎及び新たに旭志中学校の校舎の耐震と中学校３校、

菊池南中、七城中、旭志中への太陽光発電設備設置事業に対しましての国庫補助金

の補正となります。 

 開けていただきまして２５ページ、款１５県支出金、目３民生費県負担金１,９５

２万４,０００円の補正は、障害者自立支援等諸費負担金１,３６８万４,０００円及

び私立保育園の運営費の県の負担金５８４万円であります。 

 目５農林水産業費県補助金７８２万５,０００円の補正のうち主なものは、柿のパ

イプ棚、梨の防蛾灯及びアスパラガスのハウス換気設備導入等に対する園芸新たな

挑戦強化対策事業補助金４６４万８,０００円と、茶の防霜施設及び被せ茶の被覆資

材導入に対する地域特産物産地づくり支援対策事業補助金４７４万２,０００円で

ございます。 

 目８消防費県補助金６７５万８,０００円は、緊急地震速報等の情報を瞬時に市民

に伝達するための設備整備費及び積載車購入に対します消防設備整備費補助金でご

ざいます。 

 下段の款１８繰入金、目１財政調整基金繰入金１億９３２万６,０００円は、今回

の補正財源として繰り入れるものでございます。 

 開けていただきまして２６ページ、上から２段目になりますが、款２０諸収入、

目２過年度収入２,８８４万円のうち主なものは、後期高齢者医療市町村療養給付費

負担金で、平成２０年度負担金の精算に伴う返納金２,６０３万２,０００円が主な

ものであります。 

 最後に、款２１市債の主なものにつきましては、目２総務費２,４０５万３,００

０円の減額補正で、臨時財政対策債の確定によるものと、一番下の目９教育費は小

学校の耐震事業に伴います合併特例債の補正でございます。 

 次に、２８ページをお願いします。 

 歳出ですが、主なものを説明いたします。 

 款１議会費、目１議会費８５１万５,０００円の補正のうち委託料８１９万円の補

正は、議会中継システム整備委託料でございまして、現在本庁ロビー及び議場前で

議会中継を行っておりますけれども、各総合支所においても議会中継を行うことに

よりまして、市民の皆様の利便性の向上を図るとともに、本庁と総合支所間の情報

の共有を図るものでございます。 

 目８の企画費７５０万円の補正は太陽光発電施設設置費補助金で、当初の補助申

請件数を４０件、９月の議会で６０件の補正をお願いしたところでございますけれ

ども、申請件数が多く、今回の補正で５０件を追加し、合計１５０件分の予算を確
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保するものでございます。なお、３年間で３００件の設置を計画しておりまして、

今回その前倒しで取り組むものでございます。 

 目１１情報化推進費８７９万１,０００円の減額補正のうち主なものは、３総合支

所への議会中継に係ります経費８１９万円を工事請負費として計上しておりました

けれども、システム整備のための業務委託に変更し、併せまして当該予算を議会費

へ組み替えるものでございます。 

 一番下の款３民生費、目３障害者福祉費７,４０８万６,０００円の補正のうち、

地域生活支援事業５００万円の補正は、障害者自立支援法に基づく訪問入浴サービ

ス等事業あるいは日常生活用具給付事業等の支援事業の利用者の増に伴う補正、単

独事業分の２１８万３,０００円は、人工内耳体外機給付事業、また介護給付費給付

事業５,７５０万円の補正につきましては、報償単価の引き上げに伴います需用費が

増額となったものでございます。特別対策事業費の２６５万４,０００円の補正につ

きましては、障害者自立支援法に基づく特例交付金で、障害者支援施設等が事務職

員を配置した場合の助成金等であります。 

 開けていただきまして３０ページ、３１ページ。３１ページの一番上になります

が、節２３償還金利子及び割引料６６６万９,０００円の補正は、介護給付事業の平

成２０年度事業確定に伴います国及び県への返納金でございます。 

 中ほどの款３民生費、目４児童福祉施設費、節１９の負担金補助及び交付金のう

ち２,６７７万円への補正は、私立保育園への年間運営費負担金で、補助単価の改正

並びに入所園児の増による補正でございます。 

 開けていただきまして３２ページ、款４衛生費、目２予防費１,００７万円の補正

は、各種健診の受診者の増による委託料の増額補正。 

 中ほどの目３塵芥処理施設費１,２４４万１,０００円の補正につきましては、エ

コヴィレッジ旭の修繕料。 

 下段の款５農林水産業費、目３農業振興費、節１９負担金補助及び交付金９４４

万２,０００円の補正のうち主なものは、地域特産物産地づくり支援対策事業補助金

４７４万２,０００円で、茶の防霜施設及び被せ茶の被覆資材導入に対する県の補助

事業でございます。その下の園芸新たな挑戦強化対策事業補助金４６４万８,０００

円は、柿のパイプ棚、梨の防蛾灯及びアスパラガスのハウス換気設備導入に対しま

すＪＡ各部会への単県補助でございます。 

 開けていただきまして３４ページ、下段の款６商工費、目２商工業振興費３０９

万１,０００円のうち３００万円の補正は、今回４商工会の合併に伴います環境整備

のための市の単独補助でございます。 

 款７土木費、目２道路橋梁新設改良費３,７５０万円のうち工事請負費５,５５８
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万５,０００円は、妻越・泗水線と伊倉・滝黒仁田線の事業の前倒しによる道路改良

工事。 

 開けていただきまして３６ページ、３７ページの一番上になりますが、節１７公

有財産購入費と節２２の補償補てん及び賠償費の減額補正につきましては、泗水中

央線の用地交渉について同意が得られなかったために減額し、その減額分を妻越・

泗水線の工事請負費に充当するものでございます。 

 款７の土木費、項５下水道費、目１の特別会計繰出金５３２万９,０００円の減額

補正につきましては、公共下水道特別会計への歳出補正に伴います補正でございま

す。 

 款７土木費、目１住宅管理費、節１１の需用費１,０８０万円の補正につきまして

は、市営住宅入居者の退去後の改修費及び住宅の老朽化による修繕料でございます。 

 款８消防費、目４防災管理費６２０万６,０００円の補正のうち節３につきまして

は、災害待機時の時間外勤務手当２９２万８,０００円。節１３委託料３０２万円の

補正につきましては、局地的な異常気象、地震などの自然災害及びミサイル発射や

テロなどの武力攻撃に対し、全国の自治体に瞬時に緊急情報を配信できるようにす

るため、全国一斉に瞬時警報システムの整備を行うものでございます。 

 次に、開けていただきまして３８ページ、款９教育費、項２小学校費、目１学校

管理費２億３,７９９万３,０００円の補正のうち節１３委託料４４８万円の補正は、

菊之池小学校体育館の耐震の実施設計及び管理業務委託料、節１５の工事請負費２

億３,３００万円の補正につきましては、隈府小学校校舎の実施設計による工事費の

増及び新規の菊之池小学校体育館の耐震工事と隈府小学校太陽光発電施設整備の実

施設計による補正でございます。 

 款９の教育費、項３中学校費、目１学校管理費１億６,８９２万６,０００円の補

正のうち、節１３委託料１１２万円と節１５工事請負費の補正につきましては、耐

震診断の結果に伴うものと新規に旭志中学校校舎について耐震事業を進めるための

補正でございます。 

 節１９の負担金補助及び交付金１５９万５,０００円につきましては、中学生が九

州大会や全国大会に出場したときの補助金であります。 

 それでは、１６ページに戻っていただきたいと思います。第２表繰越明許費補正

で、地域グリーンニューディール基金事業等記載しております６事業につきまして、

年度内の竣工が困難でありますので、翌年度に繰越をお願いするものでございます。

また、小学校の耐震及び太陽光発電事業と中学校の耐震事業工事３事業につきまし

て、繰越明許を補正後の額に変更をお願いするものでございます。 

 右のページが第３表債務負担行為補正で、掲げております６件の管理委託料等を
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追加し、期間及び限度額の設定をお願いするものでございます。 

 開けていただきまして１８ページが第４表地方債の補正で、起債の目的別に限度

額を補正後に変更し、補正後の限度額を３０億４,８７４万７,０００円とするもの

でございます。 

 以上が、議案第１２２号の説明でございました。 

 次に４７ページをお願いします。議案第１２３号、平成２１年度菊池市国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 開けていただきまして４８ページ、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,

０２１万６,０００円を追加し、歳入歳出予算を６３億７,０１８万５,０００円とす

るものでございます。 

 ５４ページの事項別明細で説明いたします。５４ページをお願いいたします。 

 歳入でございますけれども、款３国庫支出金、目２療養給付費等負担金及び項２

の国庫補助金、目１財政調整交付金並びに下から２番目の款６県支出金、目３財政

調整基金につきましては、一般被保険者高額療養費の現在までの実績及び今後の見

込み増によります補正でございます。 

 款４の療養給付費交付金の補正につきましては、平成２０年度の退職被保険者等

の確定に伴う補正でございます。 

 款５の前期高齢者交付金の補正につきましても、事業確定に伴うものでございま

す。 

 次に、開けていただきまして５６ページ、歳出で主なものを説明いたします。 

 款２保険給付費、目２退職被保険者等療養給付費３,２９７万１,０００円の補正

及び款２保険給付費、項２高額療養費、目１の一般被保険者高額療養費３,４７９万

９,０００円の補正は、それぞれの負担につきまして１０月までの実績と来年３月ま

での見込額について不足分の補正をお願いするものでございます。 

 次に、開けていただきまして５９ページをお願いします。 

 議案第１２４号、平成２１年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算、開けて

いただきまして６０ページ、特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４０万５,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を２億８,０９８万２,０００円とするものでございます。 

 ６４ページの事項別明細で説明いたします。 

 上の段が歳入でございます。今回の補正財源として一般会計からの繰入金及び雑

入の消費税還付金を充てるものでございます。 

 下段が歳出で、款１総務費、目２事業費２２１万６,０００円の補正のうち修繕料

１４９万７,０００円の補正は、水源・迫間簡易水道及び旭志簡易水道の施設修繕費
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でございます。 

 開けていただきまして６７ページ、議案第１２５号、平成２１年度菊池市公共下

水道事業特別会計補正予算。 

 開けていただきまして６８ページ、公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５３２万９,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を１０億９,３１１万５,０００円とするものでございま

す。 

 ７４ページをお願いします。 

 歳入でございますが、款３国庫支出金１００万円の補正は、補助事業の確定によ

るもの。 

 款５繰入金５３２万９,０００円の減額補正は、歳出の減額補正に伴います一般会

計からの繰入金を減額するものでございます。 

 款８市債１００万円の減額補正は、補助事業の確定によりまして下水道事業債を

減額するものでございます。 

 開けていただきまして７６ページ、歳出になります。 

 款１事業費、目１事業費につきましては、起債事業から補助事業へ財源を組み替

えるものでございます。 

 目２の維持管理費５３２万９,０００円の減額補正の主なものは、節１１需用費の

うち燃料費でございまして、Ａ重油の購入単価の値下げによるものと、節１３委託

料１７２万２,０００円の減額補正につきましても、浄水センターの運転業務の委託

料の入札残を減額するものでございます。 

 戻っていただきまして７１ページ、第２表の債務負担行為補正でございまして、

掲げております浄水センター運転業務委託を追加し、期間及び限度額の設定をお願

いするものでございます。 

 下段が地方債の補正で、下水道事業債の限度額を補正後に変更し、補正後の限度

額を４億８,０４０万円とするものでございます。 

 次に、７９ページをお願いします。 

 議案第１２６号、平成２１年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算でございます。 

 開けて８０ページ、特別会計補正予算（第３号）でございます。歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ２,２７０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を６億２,

８００万４,０００円とするものでございます。 

 ８６ページをお願いします。上が歳入でございます。 

 款３国庫支出金１,４００万円の減額補正は、公共下水道事業の補助対象事業の減
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に伴う減額。 

 款８市債８７０万円の減額補正は、補助対象事業の減に伴い、下水道事業債を減

額するものでございます。 

 下段が歳出で、款１事業費２,２７０万円の減額補正につきましては、富の原西の

接続事業の延期に伴います減額補正が主なものでございます。 

 ８３ページに戻っていただきたいと思います。 

 第２表債務負担行為補正で、泗水浄化センター管理業務委託を追加し、期間及び

限度額の設定をお願いするものでございます。 

 下段が地方債の補正で、下水道事業債の限度額を補正後に変更し、補正後の限度

額を２億４,４１３０万円とするものでございます。 

 次に、８９ページをお願いします。議案第１２７号、平成２１年度菊池市地域生

活排水処理事業特別会計補正予算。 

 開けていただきまして９０ページ、地域生活排水事業特別会計補正予算（第３号）

でございます。歳入歳出予算の総額に変更はございませんが、右のページの第１表

の債務負担行為補正をお願いするもので、鳳来・穴川地区の地域生活排水事業につ

きまして、浄化槽の保守点検及び清掃業務委託を追加し、期間及び限度額の設定を

お願いするものでございます。 

 次に、開けて９３ページをお願いします。議案第１２８号、平成２１年度菊池市

農業集落排水事業特別会計補正予算。 

 開けていただきまして９４ページ、特別会計補正予算（第２号）でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４万５,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を６億８,５９５４万円とするものでございます。 

 開けて１００ページをお願いします。 

 上段の歳入でございますが、今回の補正財源として一般会計からの繰入金９４万

５,０００円でございます。 

 下段が歳出で、目２維持管理費９４万５,０００円の補正につきましては、七城町

の南部浄化センターの汚泥分離膜取り替えのための修繕料でございます。 

 戻っていただきまして９７ページ、第２表債務負担行為の補正で、処理施設管理

業務委託を追加し、期間及び限度額の設定をお願いするものでございます。 

 次に、１０３ページをお願いします。議案第１２９号、平成２１年度菊池市特別

養護老人ホーム特別会計補正予算。 

 開けていただきまして１０４ページ、特別会計補正予算（第３号）でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７万５,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を６億１,４３４万６,０００円とするものでございます。 
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 １１０ページをお願いします。上段が歳入でございます。 

 款３財産収入４７万５,０００円は、財政調整基金の預金利子収入でございます。 

 款５繰入金１,３０２万円の減額補正は、その下の款６の前年度繰越金１,３０２

万円の補正財源として充当したための補正でございます。 

 下段が歳出でございまして、款４基金積立金、目１財政調整基金積立金の補正で、

預金利子４７万５,０００円を基金に積み立てるものでございます。 

 戻っていただきまして１０７ページ、第２表債務負担行為の補正で、給食業務委

託を追加し、期間及び限度額の設定をお願いするものでございます。 

 次に、１１３ページをお願いします。議案第１３０号、辺地総合整備計画の変更

について説明いたします。提案理由といたしまして、辺地総合整備計画を変更する

にあたっては、辺地に係る公共施設等の総合整備のための財政上の特別措置等に関

する法律第３条第５項の規定により、議会の議決を経る必要がありますためにお願

いするものでございます。 

 開けていただきまして１１４ページ、下段の方の計画変更の理由でございますが、

辺地地域でございます原地域の杉生において、消防施設の整備が遅れており、早急

にその施設整備を実施することで、火災の発生時の不安を解消するものでございま

して、内容的には平成２１年度で防火水槽設置工事１カ所を追加するものでござい

ます。 

 なお、右のページが総合整備計画書であります。 

 その次のページが施設別年次計画書でありますので、ご参照いただきたいと思い

ます。 

 次に、１１７ページになりますけれども、議案第１３１号から、開けて１１９ペ

ージになりますけれども、議案第１３３号までの３議案につきましては、公の施設

の指定管理者の指定についてお願いするもので、地方自治法第１２２条の２第６項

の規定に基づき、指定管理者の指定をしようとするときはあらかじめ議会の議決を

経る費用がありますためにお願いするものでございます。 

 まず１１７ページの議案第１３１号につきましては、指定管理者に管理を行わせ

る公の施設名でございますが、菊池市立泗水図書館、指定管理者となる団体の名称

につきましては、特定非営利活動法人、本と人とのネット泗水。指定の期間でござ

いますが、平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までの５年間といたして

おります。 

 次に、開けていただきまして１１８ページになりますが、議案第１３２号につき

ましては、公の施設名が菊池市市民会館、これは菊池市文化会館と菊池市泗水ホー

ルの２施設がございますが、指定管理者となる団体の名称につきましては、九州綜
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合サービス株式会社。指定の期間につきましては、平成２２年４月１日から平成２

７年３月３１日までの５年間となります。 

 次に、右の１１９ページ、議案第１３３号でございますけれども、指定管理者に

管理を行わせる公の施設名称が菊池市総合体育館。指定管理者となる団体の名称が

株式会社後楽園スポーツ。指定管理の期間が平成２２年４月１日から平成２７年３,

月３１日までの５年間といたしております。 

 以上、議案第１１８号から議案第１３３号までを一括して説明申し上げました。

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 以上で議案の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） それでは、議案第１３２号、公の施設の指定管理者の指定、

菊池市文化会館、菊池市市民ホールについて質疑をしたいと思います。 

 私が３年前の文厚委員長のときに指定管理の指定を指摘しましたが、その中で５

年以上の実務経験者の常駐を契約書に明記することで委員会としては議決した経緯

があります。その当時の委員会の中の答弁では、はっきり契約書に明記すると言わ

れておりました。しかしながら、その後確認してみますと、契約書のその記載はあ

りませんでした。 

 そこで質問ですが、今回の募集した仕様書に５年以上の実務経験者の常駐を明記

してあるかどうか、伺いたいと思います。 

 次にですね、私どもの情報によりますと、館長が３年間で２人、３人と代わられ

たという情報も入っております。そのことについては、どのような議論をされたの

でしょうか。 

 それと次に、有識者の方が選定委員会のメンバーとして入っておられると思いま

すが、その中に市民会館と市民ホールの利用者である文化協会の方がメンバーにな

っておられるのか、お聞きしたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 最後の選定委員会のメンバーでございますけれども、選

定委員会のメンバーにつきましては、学識経験者として県立大の桑原教授、それと

区長会、いわゆる市民代表として区長会の方から入っていただいておりますし、ま

た税理士の方が１名ということで外部は３名の方でございます。内部的には、委員
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長が副市長になっておりますので、副市長と私、総務部長と、それと担当部署であ

ります、今回につきましては教育委員会所管でございますので教育次長がそのメン

バーに入って６名で審査委員会、候補者の選定委員会のメンバーといたしていると

ころでございます。 

 あとにつきましては、教育委員会の方からになると思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（北田 彰君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０７分 

開議 午前１１時１２分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） １点目の５年以上の実務経験者が入っているかということに

関しましてですが、募集要項には確実にそれは入っております。この実務経験者が

いない場合は、その有資格を持っている者に代えることができるというのがありま

すので、今回も有資格者がある者に委託するということで進めていくことになるか

と思います。 

 また、館長が２、３人と代わったが、そのことについて論議があったかというこ

とでございますけれども、確かに最初入った館長あたり、ちょっと若いということ

で、そのことで論議にはなったということでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） 文化協会の方は入っていらっしゃらないということですね。

今、教育長の答弁によりますと、５年以上の実務経験者はいなくても有資格者で委

託すると、そういう形でございますけれども、今回は私ども、この指定管理者が５

年でございます。やっぱり最初は３年間ということである程度の期間が短うござい

ますからチェックができますけれども、今回は５年ということでございますので、

長期に委託するという形になりますから、まずこの選定基準をきちんとやっとかな

いとですね、市民にとっても大変な迷惑になると思います。 

 いずれにしても、文厚の委員会に付託されますので、しっかりした審議をお願い

して質疑を終わります。 
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○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

 栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） ちょっと議案に疑義がございますので、議案第１２０号、菊

池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の制定について。 

 まず第１点目、改正後の入湯料につきましては入湯税も含まれているか。 

 ２点目、大人１００円の引き上げであるが、ただ説明では経営圧迫というような

ことをおっしゃいましたけれども、その積算の基礎はどのように算定されて４００

円になっているのか。大体１９年、２０年の決算においては入場料というのは１２

億円から１３億円の売り上げがあっております。そこで、維持管理料がどれだけ要

っているのか。必要経費として、売り上げの１億２,０００万円なり１億３,０００

万円に対してどれだけ必要経費が管理料として要っているのか。その点について、

まず明確にこのことについては数字を示してお答えをお願いいたします。極端に言

いますと、ただ入湯税だろうと多分思いますけれども、公衆浴場への営業の種別の

変更ということでございますから。ただ、現在は入湯税は６０円でございますから、

ただ単純に言えば３００円ですから３６０円と単純に私たちは考えますが、それが

４０円増して４００円ということですから、なぜこうなったかという詳細な計算を

基に説明をしていただきたいと思います。 

 後は、質問席で質問させていただきます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） おはようございます。 

 リバーサイドパークの条例改正に伴いますご質疑でございますが、まず入浴料に

ついて、その中に入湯税が含まれているかというようなことだったろうと思います

が、含まれているということじゃなくて、それを見込んで一応４００円にしている

ということになろうかと思います。 

 それから４００円の基礎ということでございます。これにつきましては、２０年

度の決算、七城温泉ドームの決算でございますが、その２０年度の当期の純利益が

１,２０５万円ほどが当期の純利益としてございます。それから、入湯税を対象者の

入場者数が大体２９万８,０００名でございますので、これに６０円を単純に掛けま

すと１,７９０万円ほどになります。そうしますと、１,７９０万円から当期純利益

の１,２００万円を差し引きますと単年度で５００万円から６００万円程度の赤字

が見込めると考えております。 

 それから、もう１点、維持管理料というようなことでございますけれども、そち
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らの方はちょっと手持ち資料持っておりませんので詳細には申し上げられませんが、

この単純に言いますと議員ご指摘のように入湯税を見ますと３６０円でいいんじゃ

ないかというようなことでございますけれども、当然入浴料が上がってきますと入

場者数の減も予想されるところじゃなかろうかなと思っております。そういった中

で一応４００円という数字を出しておるところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） １番の改正後の入湯料については入湯税が含まれているかと

いう質問をいたしましたが、含まれているような説明でございましたが、これは右

の方の障害者関係ですね、これには備考欄にちゃんと入湯税を含むということが明

記されておりますね。この整合性とどういうふうに考えておられるのか。片一方に

は、ただ言葉だけで多分含まれておるというような説明がなされましたけれども、

やっぱり条例そのものは本当に含まれているなら含むということをすべきであり、

また別個であるなら別個という条例を制定すべきであるということであろうかと思

いますが、これについてももう１度。 

 それから、全体のリバーサイドパークの純利益が１,７００万円とか云々おっしゃ

いましたけれども、私がお尋ねしているのは入湯行為に対して入場される方のいろ

いろな、それを扱うための諸経費がどれだけ要っとるから、温泉ではこれだけの料

金が必要でありますよという説明をしていただきたかったわけです。全体というな

ら、まだ飲食もありますよ、いろいろ。そういうのと比較するわけにはいかんでし

ょう。やっぱり、その中の入場料に対して、入湯する声に対して支払いをされてい

る金が一応決算で見れば１２億円から１３億円ありますから、管理料ももらってお

られるわけですね。そういうのを差し引いて、要った金と経費を差し引いて赤字に

なるのか、４００円にしなければ。そこをお尋ねしておるわけです。ただ全体から

これぐらいは客も少なくなるだろうとか、そういうことでなくして、基本的なこと

は料金を設定する場合は、そういう積算があって初めて条例化されるわけです。だ

からそこをお尋ねしているんですから、そこができているか、いないか。していな

いならしていないでようございます。当然これはすべきです。利用料金を設定する

ときは。どれだけの売り上げがあって、どれだけの経費が要るから、これだけは儲

かるとか、これは赤字になるからもっと利用料金を上げよと、ここから来るんです

から。リバーサイドパーク全体の売り上げで云々という問題じゃないわけですよ。

ここの売り上げがどうかという。この前、経営診断受けておられるでしょう。そう

いうときは、そういう診断を受けてされておりませんか。補助金出して、確かやっ
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たと思いますが、四季の里についても。そういうのを活かしていただきたい。良い、

悪いは別として、そういうことがなされているかということを私は質問を、疑義が

あるからしているわけですから。 

 それとですね、障害者の方の入浴には市外と市内と分けてあります。従前は、七

城町では普通の温泉の方も市外、元は町外と言っておりましたけれども、について

は４００円、町内の者は３００円、老人６０歳以上は１５０円と。そこでこの市外

と市内の、障害者の方は市外と市内が分かれておりますが、この件についても併せ

てご説明をお願いします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 入浴に係るところの諸経費については積算をしておりませ

んので、今後十分その辺はですね、やっていきたいと思います。 

 それから、入湯税が障害者の方には含んでいますけれども、この記載では含まれ

てないような感じになっておりますので、この辺もまた今後もう少し研究をさせて

いただきたいと思います。 

 それから、障害者の方の市内・市外のご指摘についても、こちらの方ももう少し

協議をしなければならないのじゃないかなと思っております。大変申し訳ございま

せんが、今後また十分検討させていただきます。 

○議長（北田 彰君） 栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） 検討していないというようなことがいろいろ申し上げられま

したので、ここでどうこうは申し上げませんけれども、やっぱりそういうことにつ

いてはですね、正確に数字を示して、我々が納得するように、そして大いに賛成と

いうような資料を出していただきたいと思います。これについては付託がされます

ので、担当、付託された委員会で十分審議がなされると思いますので、私は以上で

終わらせていただきます。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

委員会付託 

○議長（北田 彰君） 次に、委員会付託を行います。議案第１１８号から議案第１３

３号までの１６議案につきましては、お手元に配付しております議案・請願等配付

表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。各常任委員会におかれまし



 －80－

ては、付託された案件を十分審議いただきますようお願い申し上げます。 
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平成２１年第４回菊池市議会定例会議案・請願等付託表 

付託委員会 議 案 番 号 件            名 

総   務 

常任委員会 

 

議案第１１８号 

 

議案第１１９号 

 

議案第１２２号 

議案第１３０号 

菊池市公共施設の暴カ団排除に関する条例の制定につ

いて 

菊池市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

辺地総合整備計画の変更について 

 

 

 

文 教 厚 生 

 

 

 

常任委員会 

 

 

 

議案第１２２号 

議案第１２３号 

 

議案第１２９号 

 

議案第１３１号 

 

議案第１３２号 

 

議案第１３３号 

 

請願第 ３ 号 

請願第 ５ 号 

平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

平成２１年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号） 

平成２１年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正

予算（第３号） 

公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市立泗水図書館） 

公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市市民心値） 

公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市総合体育館） 

最低保障年金制度の実現を求める請願書 

菊池市老人福祉センター存続に関する請願書 

経   済 

常任委員会 

議案第１２０号 

 

議案第１２１号 

 

議案第１２２号 

請願第 ４ 号 

菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例

の制定について 

菊池市四季の里旭志条例の一部を改正する条例の制定

について 

平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願書 

 

建   設 

 

 

 

常任委員会 

 

 

議案第１２２号 

議案第１２４号 

 

議案第１２５号 

 

議案第１２６号 

 

議案第１２７号 

 

議案第１２８号 

平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

平成２１年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算

（第３号） 

平成２１年度菊池市公共下水道事業特別会計補正午算

（第３号） 

平成２１年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号） 

平成２１年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補

正予算（第３号） 

平成２１年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号） 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第５ 議案第１３４号及び議案第１３５号一括上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（北田 彰君） 次に、日程第５、議案第１３４号及び議案第１３５号の２議案

について、一括議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 議案第１３４号及び議案第１３５号までの説明をさせていただ

きたいと思います。 

 ただいま上程をいただきまして、これよりご説明申し上げます。 

 議案第１３４号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の一部変更及び議案第１３５号、熊本県後期高齢者医療広域連合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更についての議案につきましては、下

益城郡城南町及び鹿本郡植木町が来年３月で熊本市へ編入するため、それに関連す

る一部事務組合及び広域連合の規約の一部変更に関する同文議決案でございます。 

 内容の詳細につきましては、総務部長に説明をいたさせますので、議員各位にお

かれましては、これらの議案につきまして、慎重審議のうえ、速やかにご賛同賜り

ますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） それでは、議案の１２１ページをお願いします。議案第

１３４号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の一部変更について、説明申し上げます。 

 本市が構成団体となっております市町村総合事務組合の規約の一部変更につきま

して、地方自治法の規定によりまして関係市町村との同文議決をお願いするもので

ございます。改正内容は、下益城郡城南町及び鹿本郡植木町が平成２２年３月２２

日に熊本市に編入し、熊本県市町村総合事務組合から脱退いたしますために、組織

する構成団体から城南町及び植木町を削除するものでございます。また、当該組合

の副組合長の数についても、現行の３名から２名に改めるものでございます。 

 次に、開けていただきまして１２３ページでございますけれども、議案第１３５

号、熊本県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

一部変更について。これにつきましても、本市が構成団体となっております後期高

齢者医療広域連合の規約の一部変更について、地方自治法の規定により関係市町村

との同文議決を行うものでございます。 
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 改正内容につきましては、前の議案と同じく、構成団体から城南町及び植木町を

削除するものでございます。 

 以上、議案第１３４号と１３５号を一括してご説明申し上げました。 

○議長（北田 彰君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 議案第１３４号及び議案第１３５号の２議案は会議規則第３７条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の付託を省略するこ

とに決定しました。 

 委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１３４号及び議案第１３５号の２議案を一括採決します。 

 お諮りします。議案第１３４号及び議案第１３５号の２議案については、原案の

とおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３４号及び議案第

１３５号の２議案については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第６ 議案第１３６号 菊池広域連合の規約の一部変更について 

○議長（北田 彰君） 次に、日程第６、議案第１３６号を議題とします。提出者の提

案理由の説明を求めます。 

 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） ただ今上程されました議案第１３６号、菊池広域連合の規約 

の一部変更について、ご説明を申し上げます。 

 このたび、消防費に係る負担割合の変更に伴い菊池広域連合の規約に一部変更が

生じましたので、地方自治法第２９１条１１の規定により議会の議決をお願いする

ものです。 

 内容の詳細につきましては総務部長に説明をいたさせますので、議員各位におか

れましては、これらの議案につきまして、慎重審議のうえ、速やかにご賛同賜りま
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すようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） それでは、議案の１２５ページをお願いしたいと思いま

す。議案第１３６号、菊池広域連合規約の一部変更について説明いたします。 

 本市が構成団体となっております菊池広域連合の規約の一部変更につきまして、

地方自治法の規定により構成２市２町における同文議決をお願いするものでござい

ます。 

 変更の内容につきましては、先の月例会で議長の方から説明をいただきましたが、

消防費の負担割合を現行の組合割４０％、基準財政需要額割６０％から均等割１

０％、基準財政需要額９０％に変更するものでございます。この改正によりまして、

本市の負担額につきましては、来年度は本年度と比較しまして約８,１７３万５,０

００円が減額となります。なお、今後の負担算定にあたりましては、合併算定替え

の特例期間中の平成２６年度までは毎年見直すこととなっております。 

 以上、議案第１３６号でございました。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（北田 彰君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 議案第１３６号については、会議規則第３７条第３項の規定によって委員会付託

を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の付託を省略するこ

とに決定しました。 

 委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１３６号を採決します。 

 お諮りします。議案第１３６号については、原案のとおり可決することにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３６号については、

原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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日程第７ 請願第３号から請願第５号まで一括上程 

○議長（北田 彰君） 次に、日程第７、請願第３号から請願第５号までの３件が今定

例会に提出されました請願であります。その内容については、お手元に配付してお

ります。なお、請願第３号から請願第５号の３件については、会議規則の規定に基

づき、所管の常任委員会に付託します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  日程第８ 休会の議決 

○議長（北田 彰君） 次に、日程第８、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。明日５日から７日は議案調査のため休会にしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） ご異議なしと認めます。 

 よって、明日５日から７日までは休会とすることに決定しました。なお、５日及

び６日は、市の休日のため休会です。 

 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 お知らせします。会議は来る８日午前１０時から開き、一般質問を行います。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１１時３６分 
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○議長（北田 彰君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（北田 彰君） これから本日の会議を開きます。 

 ここで経済部長より発言の申し出があっておりますのでこれを許します。 

 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） おはようございます。 

 議会開会初日の議案第２０号、菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する

条例の制定につきましての栃原議員の質疑に対しまして検討する旨の答弁をいたし

ましたが、この発言は不適切でございましたので訂正をお願いしたいと思います。 

 なお、本条例改正は、入場料の上限を４００円と定めるものでございまして、料

金設定及び一般浴場の市内・市外の取扱いにつきましては、指定管理者が市長の承

認を得て定めることになります。また、入湯税を明示していないことにつきまして

は、その他公衆浴場に変更することに伴い、菊池市税条例により入湯税が課税され

ることになりますので表示していませんが、運用時期につきましては、市民周知も

含め指定管理者等と十分協議する必要がございますので、運用開始後の早い段階で

条文の整理を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。大変失礼いたしました。 

○議長（北田 彰君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（北田 彰君） 日程第１、一般質問を行います。 

 なお、ここで申し合わせについて申し上げます。質問の順序は、通告順です。質

問時間は答弁を含めまして６０分以内です。通告事項以外の質問並びに関連質問は

できません。質問は一問一答で、質問事項に対して３回までとなっております。 

 発言の通告があっておりますので、これより順次質問を許します。 

 はじめに、東 裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） おはようございます。日本共産党の東裕人です。通告に沿って
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質問を行います。 

 まずはじめに、公立保育園民営化の問題についてです。これまで民営化問題で私

は公的責任を投げ出していいのか、繰り返し質問してきました。しかし、執行部の

答弁は、この問題で公的責任に対する認識に私は問題があると思います。例えば、

民営化しても私立を支援するから公的責任は果たせるとか、待機児童がいない限り、

必ずしも公立保育園による保育の実施は必要なく、入所決定、適正な保育料設定、

保育の質向上のための指導で公的責任を果たすなどなど、こうした趣旨の発言をさ

れています。これぐらいの認識でよろしいのでしょうか。このことは、私だけが言

っているのではありません。前回の一般質問で私が問題にした民営化検討委員会の

学識経験者にさえ、公立の役割を軽視している、菊池市の保育行政がどういうスタ

ンスで立っていくのかというのが見えてこないところが弱すぎる、こう言われるぐ

らいの執行部の公的責任の認識の到達点であります。そこで、これまで公的責任に

ついての検討内容、私にも言われ、学識経験者にも指摘をされた公的責任について、

執行部はどういう検討をしてきたのか、自己検討ぐらいはしていると思いますので、

それを示していただきたいと思います。 

 また、本市の民営化問題が表に現れたのは平成１８年公表の集中改革プランであ

り、そこには当時はやっていた小泉構造改革路線、自治体民間化の流れが反映され

ていました。そのキーワードが民間でできることは民間で、官から民へ、しかしそ

れから３年、この構造改革路線が行き詰まり、夏の総選挙では自民党内からも小泉

改革が間違っていたとしきりに声が上がり、その路線に対する審判が政権交代とい

う結果として下されたわけです。この出発点に対する執行部の検討内容も、併せて

示していただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） おはようございます。 

 保育に対する市の責任は、児童福祉法第２４条において、市町村は保育にかける

児童を保育所において保育しなければならない責務があるとされ、行政の責任が明

記されております。保育制度に関して公的責任があることは従来から申し上げてい

るとおりでございます。また、これも繰り返しになりますが、保育所保育指針で入

所する子どもたちの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最も

ふさわしい生活の場でなければならないと謳われております。よって、公的責任と

は、公立・私立にかかわらず、どんな環境の子どもも等しく保育を受ける必要があ

る場合には、その保育を保障することであり、仮に民営化したとしても、その責任

を放棄することはあり得ないことでございますので、公的責任は十分果たせると認
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識しております。各保育園において、公立・私立に限らず、認可保育園としての機

能に違いがあるものではございません。実際、本市の保育園入所児童数のうち７

９％の児童が私立保育園に通っておりますが、十分に対応できる環境となっており

ます。当然、私立保育園も行政の責任や監督から外れたものではなく、民営化によ

り保育行政における市の責任が変わるものでもございません。子どもたちの健全な

成長に直接責任を負っているのは、公立・私立の区別なく等しく負っているという

ことでございます。 

 次に、出発点についてのご質問でございますが、公立保育園の民営化は、コスト

の削減というだけの概念ではなく、公立と同等あるいはそれ以上のサービスを提供

している私立保育園の現状から民間の力を導入することで、多様化する子育てニー

ズに応えることができるという考えに立って議論してきたものでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 東 裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 今、言われた公的責任の問題も、今言われた中身が学識経験者

からは、まだ弱いのではないかと指摘をされたわけですね。そして、検討委員会で

も菊池の保育をどうするのかという議論がないということも指摘をされています。

この公立保育園の民営化というのは、一言で言えば、これまで行政が直接責任を負

ってきた保育をやめますよと、手放しますよということで、それがこれでいいのか

どうかということが問われているし、仮に民営化されたときに、公的責任があいま

いなままでは、やめた後の行政の責任はますます弱くなってしまう、そういうこと

でいいのかということが問われていると思います。この公的責任の問題も、検討委

員会でも議論はされていると思いますが、やはり保護者、当事者との説明の中でも

しっかり説明をしていくべきではないかというふうに思うんです。このことが、夏

に行われた保護者説明会では、ないがためにコスト論先行ではないかという議論が

噴出したわけです。それから出発点の話ですけれども、その出発点がこの３年間で

一体どうなったのか、何をもたらしたのか、全国的にどういう問題が起こっている

のか、そういう検証も必要であると思います。また、国民、住民の意識の変化もし

っかり十分につかんでいただきたいというふうに思います。この問題については、

次の機会に突っ込んで議論したいと思います。 

 では、次にお聞きしますが、夏に公立保育園５園、各園で１回だけ、たった１回

だけの保護者説明会、その議論を踏まえて、民営化検討委員会に諮問をされました。

そして、数度の検討委員会で結論を出す。そして、また出た結論をそれぞれの保育

園で説明する。これを一体、説明責任というのかどうか、そしてこれまで説明責任
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を果たしてきたと今でも思っているのかどうか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 現状の課題や問題、そして将来予測、併せて他市の状況等

について十分な調査研究により、市としての基本方針が決定したことで、今回の民

営化に係る経過報告と保護者説明会を実施をいたしております。初めて市の考え方

を保護者の皆様に説明したところですが、実に様々なご意見やご指摘、ご要望等を

いただいております。質問等につきましても、これまで検証してきました内容によ

りお答えしてきたつもりでございます。３年間の検討で行政内部の方向性を定め、

保護者説明会で行政の考え方を説明し、保護者の皆様方のご意見を伺い、民営化検

討委員会では専門的な見地からご意見を伺おうと考え、６月では保育所民営化検討

委員会条例の可決をいただいております。行政内部の方針も示さずに保護者の皆様

へ説明するわけにはいかず、内部検討後となったものですが、民営化ありきとか、

すでに決定していることだとの声がありましたので、そうではないことをその都度

はっきりと説明してきたところであります。現在も引き続き議論している案件でご

ざいます。説明会の中でも、再度説明を伺おうと保護者の皆さんに申し上げており

ます。保育所民営化検討委員会で出される答申を受け、その内容を尊重しながら、

今後においても保護者の皆様はもとより、地域住民の皆様方に十分にご説明をし、

ご意見を賜りながら説明責任を果たしていきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 東 裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 私は、そういう認識だから、保護者の中で不満とか、不安とか、

怒りが今わいているのだと思います。第３回検討委員会の中でも、執行部の皆さん

は説明責任という点で努力が足りなかったと反省をしていますということも言われ

たわけで、やはりそれはしっかり反省もして進めていくべきではないかと思います。

私は聞いていて、ますます現状のままで推移すべきではないと思います。 

 最後に伺います。公的責任についての議論も、子育て支援の方向性も、菊池の将

来像の議論も足りない。子どもが減る、保育園が老朽化して危険、そういう不安を

あおることは一生懸命やる。このような状況で民営化を決定付けることはできない

と思います。私は白紙に戻して、一から議論をやり直すべきであると思いますが、

どうでしょうか。 

 さらに、１１月２５日、市内５つの公立保育所の保護者の皆さんが取り組んだ民

営化計画の見直しを求める要望書が３,３００を超える署名を添えて提出をされま
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した。要望項目は、保護者や地域住民の理解と納得抜きに民営化はしないこと。保

育の充実へ保護者や保育士の声を反映すること。この２点です。これは、当然の要

望だと思います。これは、民営化問題に留まらない民主主義、住民自治の問題でも

あると考えています。いずれにしろ多くの方々が菊池の保育園民営化推進に疑問符

を付けました。署名に寄せられた思い、願いは、非常に重いものがあると思います。

この声を聞くのか、聞かないのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） これまで部長の方から答弁を申し上げましたとおり、現在、保

育所の民営化検討委員会で議論がなされているところでございます。その答申を待

ってからでないと明言することはできませんが、これまでも申し上げておりますよ

うに、３年間、執行部の内部におきまして議論をしてまいりました。ガイドライン

での検証をはじめといたしまして、本市の現状、あるいは利害関係者への影響など、

財政面も含めまして様々な観点から検証を行ってきたものでございます。公的な責

任についても６月の議会でもお答えいたしておりますけれども、先ほど部長答弁の

とおり、行政の責任というものが変わるということではないということでございま

す。先日、ご指摘の署名をされました三千余名の方々の思いというのは十分承知を

いたしております。現在、この保育所民営化検討委員会に議決をいただきまして、

委員会を設立して、その委員会での今諮問なされて、協議がなされているという、

審議がなされているということでございまして、その答申を待っているということ

でありますこと。また今後も保護者の皆様、そしてまた住民の皆様の声を聞くこと

などによりまして、民営化の是非についての議論を、結論を出していきたいと、こ

のように考えております。そのプロセスであるということでご理解をいただきたい

と思います。市の考え方を示しながらこの保護者、市民検討委員会のご意見をお聞

きしている段階でございますので、民営化をするか、しないかということで、この

黒白を付けると、最終決定というものについては、現段階におきましては結果を予

測してどうするのかということには言及できる状況にはないということでご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 東 裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） しっかり検討していただきたいと思います。 

 次に、国保税についてお尋ねします。 

 高すぎて払えない、これ以上の負担は耐えられない、この市民の生活実態からわ

き上がる悲鳴に市政がどう応えるのか。この４年間、私は一貫して国保税について
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暮らしの実態、声から一般質問や討論で取り上げてきました。２００７年６月議会

では、負担能力を超えているとは思わないのか、質問をしました。執行部は、軽減

を図っているから負担能力は超えていないという認識で、当然基金取り崩しも、一

般会計からの繰り入れも考えていないという状況でした。２００８年６月議会では、

国保運営協議会で起こった声、毎年上げると市民はパニック、もう限界、この議論

を踏まえて所得が低下をする中での増税は大変過酷、負担能力を超えた増税である

ことを指摘しました。このときには、執行部は一般会計からの繰り入れも視野に入

れる、こう言われました。そして２００９年３月議会で、税の負担能力についてど

う認識をしているのか質問をしました。執行部は、税負担の限界との認識を示され

ました。そして、一般会計からの繰り入れを検討していること、税負担軽減のため

の取り崩しは可能である、この答弁をされました。担税力、税負担能力についての

認識は、この数年で大きく変化をしたわけです。 

 以上を踏まえて、まずお伺いします。加入者の多くが低所得、平成１９年の平均

所得で１３６万円、こういう国保世帯にとって国保税は税負担の限界にきている、

この認識は今でも変わりませんか。まず、お伺いします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） おはようございます。 

 それでは、今お尋ねの件についてお答えしたいと思います。平成２１年度の国民

健康保険の税の改正につきましては、現下の厳しい経済状況を考慮しまして税率を

変更せず、現行の１２.５％を維持して、不足します税額につきましては基金を取

り崩して対応することといたしております。昨年の開催されました国保運営協議会

におきましても、ただいま東議員仰せのとおり、委員の中から１２.５％が限界税

率であると。これ以上の負担には市民は耐えられないのではないかとの意見も多く

言われたところでございます。現下の日本経済は、長期間継続するデフレの下で失

業率は過去最高水準に達し、賃金の下落、倒産の増大等の弊害が見られ、深刻な状

況にあります。このような状況の中で所得が伸び悩み、保険税が払えない方や雇用

の急激な悪化でリストラ等により低所得者層が国保の方に流入していること。また、

大幅な税率引き上げは、さらに収納率の低下を招くなど、考慮いたしますれば、現

下のデフレ経済の下では現行税率が限界ではないかと認識しているところでござい

ます。 

 以上、お答えを申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 東 裕人君。 

［登壇］ 
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○２番（東 裕人君） 税負担の限界にあるという認識は変わらないということであり

ました。変わらなければ、どうすればいいと考えていますか。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 国保税の税率については、これから平成２１年分の所得

税の確定申告があるわけでございます。来年の２月１５日から受付をすることとな

っております。その所得の推移を見ながら決定したいと考えておりますけれども、

基本的には現行税率を据え置くという考えであります。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 東 裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 税負担の限界と認識をしながら、据え置いてどうするのかなと。

市民の所得はどんどん減っています。低所得者層の多い国保世帯の平均所得も、平

成１７年が１５４万円、平成１８年が１４５万円、平成１９年が１３６万円、どん

どん下がっている。限界のラインは、併せてどんどん下がってきています。今、据

え置きでは、もう来年は払えない、こういう事態も生まれかねないと思います。基

金取り崩し、一般会計からの繰り入れはできると、この認識に立ったわけですから、

私は躊躇なくやるべきだと思います。平成２１年度は据え置いた、私はその努力は

非常に認めます。今度は、さらに引き下げの方向で知恵を出し合い、検討すべきで

はないかと思います。財源も知恵を絞ればいろいろ出てくるわけで、そうすると私、

資産の中身については今回触れませんが、８,３００世帯で５,０００円から１万円

ぐらいは引き下げることだって可能であると思うんです。この額は、５,０００円

とか１万円というのは税額総額に対すれば少額ではありますが、これまで上がる一

方だった国保税が合併後、初めて減税に転じる、これは私は大きな政策的メッセー

ジとなると思います。市民の暮らしに対する市の姿勢、メッセージが強く伝わるの

ではないかと思います。市長、ぜひ据え置きに留まらないで引き下げるべきだと思

いますが、どうでしょうか。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 本年の３月議会の東裕人議員の一般質問につきまして、平成２

１年度の国保税率改正において、不足する税額については一般会計からの繰り入れ

を念頭に内部に検討していることを答弁をいたしたところであります。幸いにも基

金残高が２億円相当額ありましたので、その基金を取り崩しまして一般会計からの

繰り入れをしないということを５月２１日の議会月例会で説明をしたところでござ
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います。平成２２年度、来年度におきましては、不足する税額は一般会計からの繰

り入れを念頭に考えなければならないと思います。しかしながら、一般会計と言え

ども際限なくいつまでも税金を投入するというわけにはいかないと思います。いろ

いろと考えれば税源があるんじゃないかというお話がちょっと出たんですけれども、

それを何とか考えたいと思いますし、またこれは国の制度設計として、この保健体

制、医療体制というのも考えてもらわなければいけないことだと、地方自治体の一

般会計税源そのものも厳しい状況になっているという状況であります。平成２１年

度分の所得が確定をしておりませんので、一般会計からの繰り入れの必要額という

のがどれだけあるのか、充当できるのかと、繰り出しできるのかといったことも試

算しなければなりません。そういった状況の中で、本来の税であります国保税につ

きましての引き下げというのは、今の状況としては考えられないということでござ

います。 

○議長（北田 彰君） 東 裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） ぜひ市民の悲鳴が届くようにしていただきたいと思います。 

 次に、同和行政について質問を行います。これまで私は、毎年１２月議会の一般

質問で同和行政について取り上げてきました。私がこの問題を取り上げるのは、同

和問題の早期解決を願う立場からであります。これまでのような同和行政を続けて

いけば、部落差別は解消されるどころか固定化され、再生産・拡大され逆差別が発

生をする。同和行政の歪みは早急に是正しなければならないと考えています。また

私は議員として、市民の税金の使い方、正しく使われているかどうかをチェックし、

「聖域」なく不公平、不正な支出は中止すべきとの立場であります。こうした立場

から、この４年間の総括的な意味も込めて質問をします。 

 始めに、これまで繰り返し部落解放同盟への補助金の問題について質問し、執行

部も、代表監査委員も指摘を受け止め、改善する旨の答弁もされてきました。では

これまで４年間に指摘してきた問題で改善した点、未だに解消していない点、それ

ぞれ何か、執行部の認識をお答えいただきたいと思います。そしてその上で、今日

において、なお補助金支出は適切だと判断しているのか、お尋ねします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） まず改善された点といたしましては、次の６点が考えら

れます。 

 １点目につきましては、補助金の支出については、すべて領収書の添付を義務づ

けております。平成１９年度から、これについては実施しているところでございま
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す。 

 ２点目でございますけれども、政治集会、選挙活動に補助金の支出は不適当とい

うことに対しましては、市といたしましては補助金対象経費として認めておりませ

んので、補助金からの支出はございません。 

 ３点目は、狭山再審要求熊本県民総決起集会への補助金についてでございますけ

れども、これは補助金からの支出はあっておりません。 

 ４点目の旗開き、内部集会に対しての補助金から支出されている点につきまして

は、平成２１年度からは支出しない方向で強く要請しており、了解をいただいてい

るところでございます。 

 ５点目に職員の慶弔費についてでございますけれども、この支出についても補助

金からの支出はありません。 

 ６点目の補助金の繰り越しについては、平成１８年度決算から見直しをいたして

おります。 

 以上を総括するとともに、支部への補助金の見直しの観点から、現在の補助金の

カットということで対応しており、当初から比較しますと３割５歩のカットとなっ

ております。 

 一方、改善されていない点についてでございますが、次の３点が考えられます。 

 まず１点目は支部間の日当の調整について、３支部それぞれの考え方の違いによ

り統一が難しく、現在各支部と協議中となっております。 

 ２点目は、補助金に占める会員からの収入が菊池支部７.５％、旭志支部６.７％、

泗水支部６.７％と大変少なく、菊池市補助金等交付規則に則り、３支部に対して

補助金に占める自己資金の割合を上げてもらうよう強く要請しているところであり、

今後もこれにつきましては協議を続けてまいりたいと思います。 

 ３点目は、補助金に占める行動費、役員手当の割合が菊池５９.８％、旭志支部

４５.９％、泗水支部６８.５％と非常に高くなっておりますが、この要因といたし

ましては、まず第１点目の日当と同様、行政と支部との考え方の違いが大きく、な

かなか協議しても統一できない状況にあります。しかしながら、引き続き協議をし

てまいりたいと考えております。 

 最後に、補助金の支出につきましては、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解

決のためには必要であると認識しておりますが、今まで答弁しましたとおりまだま

だ補助金の使途及び自己資金の増額について改善の余地があるものと考えておりま

す。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 東 裕人君。 
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［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 改善の余地があると言われました。 

 では次に、代表監査員に伺います。 

 まず、収入の問題ですが、昨年も指摘したように、本来の団体の収入である支部

費、同盟費収入は３支部合算で収入のわずか７％に過ぎません。先ほどの答弁にも

あります。その同盟費も、ほとんど上部団体に上納するので、結局支出のほとんど

が市からの補助金を原資とするものであります。これは、これまでいろいろ同盟費

が入っているから全部補助金ではありませんとかいろいろ言われてきましたが、ど

う強弁されようが、逃れようがない事実の問題です。それを踏まえて、今度は支出

の５２.５％を占める行動費、日当の問題を中心に伺います。私は以前、日当の問

題で執行部、議員、職員一体になって節約、経費削減に努力している一方で、交通

費、弁当代は別にした丸々日当６,０００円などの支出は妥当かどうか、内部集会

での買い出しや片付けに公益性を認めるのか、こういう質問をしました。今回、平

成２０年度決算書、事業実績報告書、領収書を精査しても、未だに旗開き、先ほど

２１年度からはしないようにと強く求めているというお話もありましたが、２０年

度では未だに旗開きという内部集会や県委員会など、要は団体の会議、それから行

政との打合せ、さらには糾弾会、こうしたものに参加するだけで日当が支出をされ

ています。しかも同じ会合に参加して、例えば５月２７日、３支部役員と行政との

会議に参加して、菊池支部は４,０００円、泗水・旭志が６,０００円。１月５日、

県連旗開きに参加して、菊池支部が５,０００円、泗水・旭志支部が６,０００円。

これまで基準を設けて統一させると言っていましたが、結局バラバラの支給です。

これは先ほどの改善すべき点というところでも述べられていました。 

 そこでお尋ねします。こういう支出を代表監査員は未だに妥当であると言い続け

るのかどうか、お聞きします。 

 それから、役員報酬も支出されています。団体の役員報酬を税金で賄うのは、私

はいくらなんでも認められないのではと思いますが、どう考えますか。さらに日当

については、これまで私が質問をしても、執行部も代表監査員も、額が高いのは生

活保障、こう答弁してきました。生活保障であるなら、私は給与所得だと思います。

所得税の課税対象になりませんか。日当、年間２０万円を超えれば雑所得、執行部

が言う生活保障であるなら給与所得。どちらであったとしても、当然確定申告すべ

きだと思いますが、そこは確認されていますか。納税指導をされているのですか。

お答えいただきたいと思います。 

 併せて、収入で同盟費の問題を取り上げました。調べてみると、旭志支部は同盟

費は２０万円収入があるのに上部団体に上納していない。ほかの支部は上納してい
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ます。執行部に確認すると、別に集めているお金で上納しているとのことでした。

これは、以前取り上げた清掃委託料が計上されていない問題とは違う、補助金の決

算書そのものに関わる問題です。二重の会計のシステムが存在して、本来計上すべ

き収入、支部費のうち一部だけを計上する。こういうことをすれば、自己資金を増

やせば補助金が削られる。だから、収入を別立てにして不当に補助金を得ている、

こう言われても仕方がないと思いますが、どうでしょうか。こうした二重の会計を

代表監査員は認めるのか、答弁いただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 代表監査員、宮川貞雄君。 

［登壇］ 

○代表監査員（宮川貞雄君） おはようございます。 

 先ほどご質問の当該団体への補助金交付に関しましては、合併後に施行されてお

ります本市補助金等交付規則に対しまして、市民の目線に立ち補助金交付が妥当で

あると認識される内容の補助事業であるべきとして、監査員就任当初からの定期監

査、決算審査にて公平・公正なる観点から慎重かつ厳格な監査を実施してきており

ます。その経緯の中で、毎年の補助金交付では監査員として次の３項目について当

初から指摘してきたところでございます。 

 １点目といたしましては、合併前からの各市町村での補助金交付の経緯もあり、

一足飛びのすべての改善は無理とは理解できますけれども、各支部への補助事業、

補助対象項目、補助金額の算出の基礎を明確に統一していくこと、結構バラバラで

あったということですね。 

 それから２点目としては、今日までの経緯は理解しつつも、主体的な団体として

各支部ともに、先ほどもあっておりますが、自己負担金割合が少数でありますので、

自己負担金割合の増加に務めること。 

 ３点目として、各是正項目については、一足飛びではなかなか困難ということで、

一定の移行期間を設けて実現していただき、本市財政が厳しい状況にあることから、

全般的な事項でもある補助金交付額の減額を実現すること。こういったことで、こ

の監査における指摘の中で補助金交付の本来の効果が向上できるように求めてきた

ところでございます。今回のご質問の日当につきましては、これらの支出について

妥当とするかということでありますけれども、大会、会議出席等での各支部の不統

一な日当の金額は、当然統一した日当額に改善すべきです。また各支部での経緯、

団体としての規模の相違もありますが、引き続き改善されるようにねばり強く指導

するようにしてきており、決して妥当であるとは認識しておりません。 

 また、役員報酬については、支部の今日までの経緯はあるものの、補助金交付対

象としては説明困難な事項であるため除外を求めてきました中で、平成２１年度か
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らは廃止となり、今後は改善されることとなっております。日当は生活保障だから

高いのは当然との認識では全くありませんが、今日までの経緯があり、各支部にも

理解を得ながら補助金等交付規則に沿った形に段階的に移行していただくように求

めているところです。ご質問の日当については、所得税法の定めにより、一定の所

得のある方は当然に申告すべきは申告すべきものです。確認しているのかというご

質問でございますけれども、年間給与所得など以外に２０万円以上の所得のある方

は確定申告が必要であり、必要な措置をされているものと位置づけております。 

 ご質問ということもありましたので、ちょっとこう枠をはみ出すような分があり

ますが、個別的な確認をおおよそは行っておりますが、個人情報、プライバシーの

面もあり、確定申告をされているかなど個別的に発表というか、公にすることは無

理と考えます。当然に執行部には納税手続きに必要な情報提供は怠らないようにし

ていただきたいと考えております。 

 次に、旭志支部の同盟費についてのご質問ですが、今日まで旭志支部の同盟費は

直接負担するという立場から毎年継続的にその都度割り振りで徴収されて負担され

ております。そういった経緯の中で、二重会計という捉え方でなく慣行として取り

組まれてきた負担方式と、そういうことで認識しております。その徴収されている

負担金を支部の会計に加えられることでは自己負担が増加することとなるため、そ

ういう側面からは好ましいというふうに考えますので、今後はすべてを加えた収支

決算とされるべきだと考えております。 

 以上です。 

○議長（北田 彰君） 東 裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 日当については、生活保障とこれまで３年間執行部の皆さんは

言い続けたわけですから、納税指導も当然皆さんの責任ですべきであります。日当

に限らず清掃委託料も含めて、市民の税金を収入としているわけですから、納税意

識も当然持たせるべきであります。そして、代表監査員も一足飛びにではなくとい

う話もありましだか、一気にとは言いませんが、段階を経てこうした補助金は無く

していくべきだと思います。 

 また、二重会計については慣行と言われましたが、これはあくまで別立ての会計

があるわけですよ。別立てがあるということは、あくまで二重というふうに思いま

す。これはきちっと処置もする。昨年、今回も自己資金の比率を高めていくように、

そう言われているわけですから、そういうふうにすべきだと思います。 

 では最後に市長に伺います。冒頭に述べたように、同和問題の早期解決、税金の

使い道を正すという立場に立てば、こうした不正常な補助金行政は止めて同和行政
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そのものを転換すべきではないでしょうか。国の同和対策終了した今日、同和行政

の終結を図る自治体が広がって、部落解放同盟自身も行政依存からの脱却、これを

掲げざるを得なくなっています。菊池市も同和行政の終結へ転換をして、一般行政

の中ですべての住民の人権を大切にする市政に発展させていくことが必要だと考え

ますが、市長の考えをお聞きします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 平成１４年３月をもって地域改善対策特定事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律が失効し、法失効後は一般施策として人権教育・啓発の

推進が求められております。その根拠としては、平成１２年１２月に議員立法によ

り人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が制定をされました。その第１条にお

いて、目的の中で人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国・地方公

共団体、そして国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人

権の擁護に資すると、このようにしております。この法律に基づき、国は平成１４

年３月に人権教育・啓発に関する基本計画を策定して、県においては平成１６年に

熊本県人権教育・啓発基本計画を策定しました。また、本市におきましては、合併

と同時に菊池市部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例を制定をいたしまして、平

成１９年３月に菊池市人権教育・啓発基本計画を策定をし、同和問題をはじめ様々

な人権問題の解決に向けて鋭意努力をしているところでございます。こういった中

で、本当にこれだけの努力をしていただいているにもかかわりませず、残念なこと

に本市におきまして同和問題に関する３件の差別事象が発生をいたしました。昨年

実施しました人権問題に関する市民の意識調査の結果からも、まだまだ教育・啓発

の必要性を実感したところでもあります。同和行政の終結には時間を要すると考え

ております。特に我が国固有の人権問題である同和問題の解決は、九十九里を持っ

て道半ばとする考え、様々な事業に取り組んでいるところでありまして、同和問題

を柱とした人権問題の解決に向けて、なお一層の人権教育・啓発の取り組みが市民

上げて必要ではないのかなと、このように考えているところでございます。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４９分 

開議 午前１０時５８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、怒留湯健蓉さん。 
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［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 私は、一般質問を３つのテーマをお願いしておりますの

で、これより順次進めてまいります。 

 最初に、菊池市老人福祉センター建設についてお伺いをいたします。 

 菊池市老人福祉センター建設については、これまで多くの時間が費やされ、また

多くの論議がなされてきました。これは産廃問題と同様に、合併前に仕上げるべき

課題の１つでした。しかし諸般の事情により、今日に至ってしまいました。そうい

う事情から市民の関心も高く、どうなっているのかというお問い合わせが度々聞か

れます。ここでは、福村市政へ引き継がれた時点まで遡って、整理をしながら今後

のご方針をお伺いいたします。元号で言いますと平成１３年１２月１３日付で、市

長あてに菊池市老人クラブ連合会長さん以下副会長さん、理事の皆さん２４名連名

の市老人福祉センター改築願いについての要望書が出されていますね。それにより

ますと、その時点で既に施設全体の老朽化に伴う安全性の問題や段差の多い旧弊な

設計が指摘され、さらには湯量の低下や交通の不便などが訴えられています。この

要望書から、もう８年が経過しました。計画が、今ある計画が具体的に動き出した

のは、この要望書からですよね。平成１４年までは旧菊池市には保健センターと老

人福祉センターの複合的な交流拠点施設構想がありましたが、１５年、市町村合併

に伴う新市建設計画にあたって、保健センターと老人福祉センターは分離し、保健

センター建設は新市全体の施設として考えることとして、老人福祉センターについ

ては、旧菊池市の継続事業として進めることになりました。平成１６年、菊池市老

人福祉センター建設検討委員会が設置され、有田物産跡地が候補地とされました

が、この時点では結論に至らず、新市に持ち越されてしまいました。１７年合併の

後、新市の文教厚生常任委員会にこれまでの経緯と有田物産跡地での建設計画が説

明されております。１８年、年度最初の建設検討委員会で、有田物産跡地での建設

が承認されました。１９年、有田物産跡地の不動産鑑定評価書が出され、３月議会

に平成２０年度一般会計予算として、当初予算として上程され、建設予定地購入予

算で公費財産購入費として１億１,８００万円がここで議決されております。平成

２０年９月には用地購入所有権移転登記が完了し、それによりますと菊池市隈府４

３１－２ほか６筆、地籍が４,５８２.２８㎡、取得価格が１億１,５９３万２,００

０円、平米単価が２万５,３００円、坪単価が８万３,４９０円ということで、この

後、文教厚生常任委員会で現地視察確認が行われております。今年２１年６月議会

補正予算で、それに伴う実施設計委託料１,２３９万５,０００円が議決され、７月

には設計業務委託契約を熊本市の古川事務所に委託されました。委託料は１,０１

６万４,０００円。資料によりますと、大筋ではこういう経過をたどっています。
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まずは確認をいたしますが、この経緯についての認識はこれで間違いはないのか。

また、当初土地がその法外に高いというような問題とか、当該地の居住者の問題

等々が存在しましたが、現状ではどうクリアされているかをまずご説明いただきた

いと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 怒留湯議員のご質問にお答えします。 

 経緯につきましては、おっしゃるとおり間違いございません。土地価格の問題で

すが、平成１９年の１０月に有田物産跡地の不動産鑑定を行い、その鑑定評価を基

に庁内の公有財産評価委員会で審議・承認された価格で購入をしましたので、正当

な価格であると認識をしております。 

 次に、居住者の問題につきましては、当時３軒の居住者がいらっしゃいました

が、購入する前にはすべての方に移転していただいており、これまで特に苦情等も

いただいておりません。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 経緯については、私の認識で間違いないということです

ね。また、土地価格の問題、居住者移転の問題等、すべて完全に解決しているとい

うことですね。それではその上に立って質問を続けます。候補地、有田物産跡地に

至った経緯、それとその土地の有用性について確認をいたします。平成１６年９

月、論議が具体的になるにしたがって候補地は５、６カ所上がったようですが、交

通アクセス、市街地の活性化との関係、温泉源確保も駐車場の確保、そして財源問

題等から、ヨーカドー敷地、それから現在地、有田物産跡地の３カ所に絞り込まれ

ました。１７年の３月ですね、旧菊池市の全員協議会において、有田物産跡地が求

められるところの要件をより効率的に満たす場所として示されました。このとき竜

門ダム事務所跡地、あるいは八媛荘跡地、弓道場跡地等が出されましたけれども、

それらについての調査は不可能、または困難であるとの結論であったために有田物

産跡地ということになりました。というふうに私は資料を見て確認をいたします

が、これで間違いありませんね。じゃ間違いなければ、１回目の質問でも触れたよ

うに、然るべき手順を踏んで到達した有田物産跡地に、ここまできて変更があって

はならないと思いますがいかがですか。有田物産跡地については、市民の福利厚生

の質と量を高めるために優れた条件が備わっていなければなりません。それはどの

ようなことですか。また当該地の有用性についてですが、その周辺の行政区には公
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民館がなく、迎町などは古い辻堂を使っておられます。その辻堂は狭くも床は高

く、とても使い勝手が悪く危険です。そういう状態ですから、災害のときなどに非

難する場所とはなり得ず、非難するには隈府小学校までいかなければならないと言

います。下町のある一人暮らしの方は、私は小学校まで行っきらんと言われます。

このような状況下、周辺地域の要望にも応え得る施設とするということでしたが、

具体的にはどういう形態になりますか。施設には新市全体を視野に入れた構想が活

かされるということですが、具体的にはどういうことか、ご説明下さい。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 再質問にお答えいたします。 

 当該地の有用性につきましては、おっしゃるとおり当初より候補地選定の予見と

して５つの前提条件がありました。予定建物面積約１,２００㎡、駐車スペース等

の敷地面積約３,０００㎡、合計の４,２００㎡程度の敷地が確保できること。それ

から、市街地の活性化に寄与する施設であること。老人会の要望に添う交通利便性

に配慮すること。それから、民業を圧迫しないよう温泉掘削の同意が得られる箇所

とすること。また、新市建設計画事業費を上回らないことを踏まえて、各候補地を

比較検討した結果、有田物産跡地が候補地選定の５つの前提条件のすべてをクリア

して最適であるとの結論に至ったところでございます。 

 また、国庫補助を受けて建設用地を購入したわけでありますし、これまで市議会

に対して一貫して説明をしてきた経緯もあり、現時点で建設予定地を変更する考え

はありません。また、有田物産跡地周辺には公民館がなく、住民が不自由な思いを

しておられます。そのような地域住民の要望にも応え、高齢者を優先しながらも、

広く市民にも開放して利用と交流の機会を図り、災害時の避難場所としても対応で

きるなど、機能性を持った施設整備を目指しているところであります。この老人福

祉センターの整備につきましては、新市建設計画における事業であり、菊池市と旭

志の老人福祉センターが老朽化していたため整備が進められていたものでありま

す。旭志の老人福祉センターが昨年度、平成２０年度に整備され、今回菊池の老人

福祉センターを整備することにより、全市的に整備が完了することになります。ま

たこの建設予定地であります有田物産跡地につきましては、合併後、特に七城、旭

志、泗水からの交通の利便性がよく、旧菊池市はもとより、今後は新市全域からの

集客が見込まれます。合併後の中長期展望に立った利用を考えますとベストの立地

場所と思われます。 

 また先ほど述べましたように、高齢者を優先しながらも市民全体の利用を促進し

ていきたいと考えており、新市における新たな交流活動拠点として整備を進めてお
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ります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 建設予定地を変更することは考えはないということで、

ここまで来て、それはむしろ当然ですよね。ぜひ粛々と進めていただきたいと思い

ます。有用性については、周辺の皆さんの長い間の願いに答える施設設計がなされ

ているようですね。それと同時に、利用しやすい制度の設計も必要になってくると

思われますので、あとはその辺を十分配慮して進めていただきたいと思います。的

確な答弁であったことを認めて、次に進みます。 

 同様な施設は、今答弁にあったように、旧七城、旧泗水、旧旭志ともにほぼ整備

をされたようです。残る旧菊池の施設が今急がれているわけです。基本的にハード

は可能な限り縮減すべきですが、この施設だけは十数年来の課題であり、現実問題

としてここできっちり目途を付けなければなりません。様々な困難を乗り越えてこ

こまできたわけですから、進めていただくこととして、最後の喚問として泉源の問

題が浮上しました。当初の掘削の計画は、法的にも、また民間の泉源との関係にお

いても問題なしということでしたが、送水方式に変更されたことについてどのよう

な推移があったのか。それから、湯量とその温度の確保及びそのメンテナンスの方

式。掘削と送水の経費及びそのランニングコストについて。それから、送水管の誘

導路、距離、また詰まることはないのか。送水管が国道を渡らなければならないこ

とについての問題点をお答え下さい。そして、先般高野瀬の方からご意見を聞いた

のですけれども、跡地について十分協議をしてほしいと。願わくば、何らかの福祉

関連施設として使えないかということでした。大きな区ですから、現在の公民館も

手狭だそうですし、あるいはもう一歩踏み込んで元気な長寿社会のために貢献でき

る施設。例えば、全市を視野に入れた予防医学を推進するような施設として使えな

いかということでしたが、いかがですか。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 基本設計の中で比較検討をしました結果、理想は建設用地

内に掘削して十分な温度と湯量を確保し、掛け流しにすることですが、この場合、

十分な湯量が確保できるかのリスク、例えば掘削費用や工期が最低でも１年程度遅

れるといった課題が残ります。これに対し、近くまで埋設されている足湯の送水管

を利用する場合には、建設用地まで約２００ｍ延長することで温泉の確保ができま

す。ただし、昼間は温泉を足湯に使用するため、夜間に貯湯タンクに溜めておく必
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要があり、多少の湯量の制約、加温設備等の必要が伴ってまいります。結論としま

して、計画どおり確実に建設を進めるためには、湯量の制約が多少伴うなどの課題

は残りますが、総合的に判断いたしまして最終的に送水方式で進めるということで

決定にいたっております。 

 まず、湯量は先ほど述べましたとおり足湯との併用となりますので、貯湯タンク

を設置するとともに循環式による利用を含めた対策を取ってまいります。温度につ

きましては、泉源が４６.４度であり、１km で１度ほど温度が下がります。源泉か

ら建設用地まで約１.５㎞ですので、１から２度ほど下がりますが、４５度程度で

十分利用可能な温度が確保できます。ただし先ほど述べましたように、足湯との関

係で夜間に貯湯タンクに溜めておく必要がありますので、加温等の設備費用が必要

となると考えております。 

 次に、温泉設備につきましては、温泉掘削も検討してまいりましたが、二通りの

結果が考えられます。 

 まず、掘削して十分な湯量が確保できた場合と、掘削した場合が満足な湯量が確

保できない場合が想定されます。温泉掘削がうまくいけば問題はありませんが、掘

削しても湯量が足りないことや数百メートル掘っても出ないことが想定され、非常

にリスクが高いものです。このリスクを避けるために送水方式を考えているもので

すが、ランニングコストにつきましては温泉掘削費の投入が不要なことと、確実に

温泉設備に供給できることを最優先し、経済比較を検討しているところでありま

す。 

 このように、掘削にすれば温度や湯量の問題でリスクが避けられず、送水式の場

合、安定した湯量の確保が見込まれるとともに、費用の面でも有利と判断されま

す。ランニングコストにつきましては、現在基本設計が終わり、これから実施設計

に入る段階ですのでまだ詳細はわかりませんが、今後試算をしながら効率的な運用

を検討してまいります。送水管の誘導路、距離につきましては、以前菊池保健所に

確認したところ、法的な問題は特にないとのことでしたが、確かに送水の距離が長

くなりますと漏水やレジオネラ菌による汚染等の問題が考えられます。また、温泉

成分により通常の水道水よりは送水管内が詰まりやすくなることも考えられます。

定期的な送水設備の点検、清掃管理などにより十分な対策を講じてまいります。送

水管が国道３８７号線を横切ることの課題につきましては、足湯構想の関係で、以

前から菊池地域振興局と協議を重ねながら進めておりますので問題はございませ

ん。現施設があります地元高野瀬区における移転及び跡地利用についての問題につ

きましては、地元から尋ねられた経緯はありますが、今後跡地利用等については地

元と協議をしながら進めてまいりたいと考えております。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 次に進みますが、いずれにしてもここまで積み上げてき

たわけですから、予定どおり竣工するよう鋭意努力をしていただくことを求めて、

次のテーマへ移ります。 

 次は保育園の民営化の問題ですけれども、６月議会において公立５保育園と公立

２老人ホームの民営化、様々な条件が議決されて、直ちに検討委員会が設置されま

した。１０月には答申を得たいとの方針であったために検討委員会は畳み掛けるよ

うなスケジュールで行われました。私は、老人ホームの第１回の検討委員会を逃し

たのみで、後の検討委員会はすべて傍聴をいたしました。そこで一貫して思ったの

は検討委員会の人選の問題です。つまりメンバー構成は、どのように図られたか

と。条例によって図られたということでありますけれども、非常にやっぱり問題が

あるということを思いました。このことについては、９月議会で取り上げておられ

ますので多くは言いませんが、検討委員会というのは第三者の科学的な、客観的な

判断を求めるということでした。市長ご自身がそれぞれの委員さんの人となりに詳

しく精通しておられたかということ。それから、資料及び説明についてですけれど

も、これはもう東議員さんがたびたびおっしゃるように、終始コスト論変調であり

ました。この姿勢もまた問われなければなりませんが、いかがでしょうか。 

 それから、資料や人選のあり方に見るように、それからスケジュールの組み方な

どに見られるように、検討委員会設定の手法そのものにも当局側の姿勢が問われて

いると思いますが、この点はいかがですか。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） お答えいたします。 

 検討委員会委員につきましては、保育所及び老人ホーム民営化検討委員会条例の

第３条にうたってありますように、関係機関及び団体の代表者、学識経験者、その

他市長が適当と認める者となっております。それを踏まえ、各担当課で委員候補を

選考し、最終的には市長の決裁を受けることになりますが、ご指摘の２つの案件に

限らず、全庁的に同様な事務手続きをもって実施されているものでございます。資

料や説明におきましては、保育園については少子化対策面、財政面、保護者、園児

への影響及び新たな子育て支援の展開など、様々な角度から行った内部の検証結果

を、また養護老人ホームにおきましては、入所者及び家族に対しまして民営化につ

いてのアンケートを実施し、委員会にて集計結果を報告し、内容についてご説明
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し、検討をいただいております。利用施設の民営化問題につきましては、コストの

問題だけではなく、その取り巻く環境の変化やニーズの多様化への対応策等様々な

課題を抱えつつ、これらの問題を克服し、保育及び入所者処遇水準の維持を図るた

め、保育サービスや高齢者支援のあり方について検討・検証を重ねているところで

ございます。ご理解をいただきたいと思います。 

 検討委員会の日程等については、委員から要求される調査審議にスピーディに答

え、効率的にかつ慎重にしっかりと議論していただくための集中審議期間を考えて

のことでありました。しかしながら保育園については、結果的には予定しておりま

した委員会の回数や答申の時期につきましては遅れておりまして、さらに議論を重

ねることになる状況にございますので、期間等について再考の必要があったと思っ

ております。 

 なお、養護老人ホームにつきましては、先日４回の会議を終了いたしまして、答

申内容についてご議論をいただきまして答申を待っているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 最終的な市長決裁、市長決裁は当然のことですけれど

も、私がここで問題にしているのは、決裁をされた市長ご本人がどういう人物か詳

しくご存じなかったということです。このことは、今回の人選を通してしっかり学

習をしていただき、改善につないでいただきたいと思いますが、いいでしょうか、

部長。 

 じゃ、次に進みますけれども、それぞれの委員長さんは、さすがに研究者といい

ましょうか、専門家らしく、メンバーの皆さんからバランスよく意見を引き出すよ

うに配慮されておりました。その中で、両委員長さんの発言で印象的だったのは、

市民の目線で論議をしなければならないということを言われ、菊池市民の世論をど

う判断されますか。民営化について、何か市民のリアクションはありませんでした

かと投げ掛けられていたことです。そしてまた、先ほど東議員も触れられましたよ

うに、研究者らしく菊池市の児童福祉及び高齢者福祉をどうするのかという理念や

ビジョンが見えないという発言も再三聞かれました。民営化を考えるときに、コス

ト論とともに議論が必要であった児童福祉及び高齢者福祉に係る理念やビジョンが

庁内で論議されたか。 

 それから、検討委員会では、市民に対する十分な周知と論議の時間が与えられな

ったこと。そして、現場の声、つまり園長さんたちや保護者の声が聞こえないとい

うことも指摘されていました。現場の声を聞きたいというのは、特に検討委員会の
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委員長さんからも求められていましたが、市長にはその報告が上がっていますか。

そして、それについてどう対応されますか。周知と議論の時間が与えられなったこ

とや現場の声を求める類似の発言は、委員の中からもありました。これらの指摘

は、これまで私どもが指摘したことにほかなりません。ここへきて検討委員会でも

同じことが言われています。これは非常に重い内容を含んでいますが、このことに

ついての見解を求めます。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 保育園は、子どもたちの最善の利益を考慮し、その福祉を

積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければなりません。それは、

公立・私立とも変わるものではございません。また、老人福祉施設は、地域社会の

支持を受けて高齢者が地域で安心して生活を送ることができる拠点施設となること

を使命としております。両施設ともこれらのことを念頭に、各担当課、行政改革推

進課、財政課、職員課を中心とした個別検討会議で検討を重ねまして、市長を本部

長とした菊池行政改革推進本部で方針を決定いたしております。検討委員会での要

望事項はもちろんでございますが、検討委員会での検討内容は、随時市長の方にも

報告をしております。また、委員会で現場の園長の声を聞きたいとの意見が出され

たことにつきましては、検討委員会条例の第７条におきまして、会長は関係職員を

出席させて意見を求めることができるとうたってありますので、委員会に諮ってま

いりたいというふうに考えております。 

 保護者の皆様への周知等につきましては、ガイドライン等、様々な視点からの検

証結果を報告したものでございます。説明会でも、あくまで行政内部での判断で、

最終決定事項ではないと申し上げた上で説明会を実施してきております。議員ご指

摘のとおり、非常に重要な問題だと十分認識をしており、現在も民営化検討委員会

での議論がなされているところであります。今後も議論の内容や答申の結果等を踏

まえ、保護者の皆様はもとより地域住民の皆様への説明責任を果たしていきたいと

いうふうに考えております。 

 また、養護老人ホームの民営化検討委員会は、先ほど申し上げましたとおり、先

日４回目の会議を終了しまして、答申書の作成をお願いしているところでございま

す。この間、入所者及び家族へのアンケートをはじめ、職員や関係者等への意見聴

取等を行い、その内容につきまして報告しております。今後示される答申内容に基

づきまして、入所者及びご家族へ説明責任を果たし、ご理解をいただけるよう努め

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 
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○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 私は、理念やビジョンを論議したかということを聞いた

んですよね。お答えがないということは、それらしい論議がなかったということだ

ろうと思います。大事なのは、高齢者福祉計画とか次世代育成基本計画等との整合

性を論議するということが不十分なまま外部検討委員会に投げ掛けられたというこ

と、これは厳しく指摘しておきたいと思います。 

 それから説明責任を果たすということですが、説明責任は当然のことです。大事

なのは、説明をすることとともによく聞くことです。聞く耳を持つことです。そし

て、その声を反映させることだと思います。いいでしょうか、部長。そういうこと

を指摘しながら次に進みますけれども、今、高齢者や子どもに対する公的責任、先

ほど来、東議員が繰り返しおっしゃっておりますけれども、公の分野での公的責任

をどう構築するか、市民を主権者とする情報の公開と周知をどう進めるか、本市の

行政の体質が問われています。１０月の文厚の研修では、若者の定住率や出生率で

成果を上げた長野県諏訪市を訪問しましたが、そこでは１６ある保育園のうち２園

を統合して１５園とし、あとは民営化する方針はないということで、これは諏訪市

の方針であるということでした。また、１１月の議運の研修では兵庫県赤穂市を訪

問いたしましたが、そこでは職員の処遇に関わって簡単に民営化できないというこ

とを話されました。赤穂市の行政としての重厚な姿勢を見る思いでしたが、翻って

本市の姿勢はどうでしょうか。赤穂市で聞いたように、民営化に関わる重要な懸案

として、職員の処遇の問題があります。これまでの質問においては、一般職へ転向

させるといういとも簡単な答弁でしたが、これはいくつかの観点から再考察を要し

ます。国家資格としての保育士あるいは高齢者介護の専門職、あるいは調理の専門

職として採用されたのですから、就業規則及び労働契約、労働協約との関連はどう

なりますか。 

 それから、保育士や介護士及び調理師から一般職への職種の変更は、まぎれもな

く労働条件の変更にほかなりません。これは関係法や菊池市職員の職種変更に関す

る規定、これがあるかどうか、による職員組合との協議事項ですが、それは行われ

ますか。 

 それから、長年その道一筋に力を尽くしてきたこれらのベテランの保育士さんた

ち、介護士さんたち、調理師さんたちは、今や子育て支援の中の、高齢者介護の中

の大いなる社会的資源です。今日の現場は、保育園、老人ホーム、いずれも厳しい

現実があり、ベテランの保育士・介護士・調理師はなくてはならない存在です。そ

のベテランの皆さんを社会的資源として活用しないとすれば、それは本市にとって
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マイナスではありませんか。署名が取り組まれ、一次集約で、これも先ほど来触れ

られましたが、３,３０４筆が寄せられました。このことは、本市の次世代育成の

姿勢、福祉の姿勢が問われている証です。この市民世論を市長はどう判断されます

か。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 民営化に伴いまして、労働条件の変更が生じる可能性があると

いうことでございます。職員組合に対しましても、労使協議を基本にして対応した

いということで回答しておりまして、民営化につきましても職員の不安を解消する

ため、ご指摘の職種の変更などなども含めまして十分話し合っていかなければなら

ないと思いますし、またこの民営化の進捗状況をどういう状況になっているかとい

うことを組合の方にも十分説明をしながら進めているところでございます。しかし

ながら、現在の状況といたしましては、民営化検討委員会に諮問している状況であ

りますので、今後答申が正式になされまして、具体的な方向性が確定しましたら、

必要に応じまして労使協議をさらに深めてまいりたいと、実施してまいりたいと、

このように考えております。議員ご指摘のとおり、保育業務に精通した熟練の保育

士を活かすことは当然のことであります。もちろん保育士につきましては、一律に

国家資格を有していることから、単に保育士の年齢や、あるいは運営主体によって

差が生じるものではなくて、保育士の年齢構成にバランスの取れた配置をすること

によって、保育サービスの質の確保が図られると、このように考えております。例

えて申しますならば、ベテラン保育士の安心感と同様に、子どもたちにとっては母

親的な存在だけではなくて、いろいろな年代の保育士と関わることで家庭と同じよ

うな雰囲気を味わい、家庭にはないまた雰囲気の中で社会で必要な人間関係を身に

つけることができるのではないかと、このように考えております。公立・私立保育

所を問わず、細心の注意を払って保育にあたっておるところであります。もちろん

これからもこのようなスタンスを変えずに保育行政に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 署名の件につきましては、先ほど東議員からのご質問もございましたけれども、

１１月２５日に保育所民営化計画の見直しの要望書を三千有余名の皆さん方の署名

をいただきました。提出をなされましたが、署名の重みというものは十分に承知を

いたしております。今後も次の世代を担う子どもたちが心豊かで健やかに育ち、誰

もが安心して子育てが、あるいは生み育てることができるような環境整備に向けま

して努力をしてまいりたいと、このように考えております。 

 養護老人ホームの支援員につきましても、長年培われました入所者処遇の技術や
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経験と、それから介護福祉士やケアマネージャー等の資格取得によって、入所のニ

ーズを重視した支援に、より成果を上げてきたものであります。来るべき超高齢化

社会においても、経験やこのような豊富な知識の蓄積に裏付けられました先駆的な

取り組みを行って、高齢者福祉全体のサービス水準の向上を図るためにも、職員の

知識や経験は活かされるべきものであると、このように思うところであります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 次に進みますけれども、老人ホームの方は、もう４回の

取りまとめがありましたが、４回目では副委員長さんは遅れて家族会代表は欠席で

あるという中での答申の取りまとめになりますので、たくさんの付帯意見が付くと

思いますから、ぜひその点はご留意いただきたいと思います。 

 次に進みます。 

 産廃問題、これこそ合併前に解決しておくべき最も重要な課題でした。それが、

昨年後半になってたびたび浮上し、今日様々な事態が、なお伝えられています。そ

れはなぜか。本来、産廃問題は一部書き換え協定により４年前倒し閉鎖への道筋を

確実に進めることこそが我々の任務であるはずです。そしてそれはあらゆる困難を

払い、あらゆる妨害を排除し、あらゆる誤解を解き明かし、万難を排し、市民を挙

げて追求している道筋にほかなりません。ところが、例の１３項目の約束事項が突

然表面化して以来、なんとも不可解な事象が見られます。 

 ここで改めて伺いますが、いわゆる１３項目の約束事項は、九州産廃が主張する

ように協定破棄の根拠となるのか。そして、一部書き換え協定が基本であります

が、それによれば産廃はどうすることになっているのか。また、１２億６００万円

を支払った後に、さらに移転先を見つけてやらなければならないと流布されている

やに聞きますが、協定にはどう書かれていますか。 

 以上、たびたび聞きますけれども、再度明らかにして下さい。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） これまで議会や区長会等で説明してまいりましたとおり、

１３項目は市の努力目標であり、業務の履行を約束したものではございません。そ

して、県の廃棄物対策課や弁護士も破棄の根拠となるものではないとの見解であり

ます。 

 次に、最終処分場については、一部変更協定書の締結により４年間期間を短縮し

た平成２６年度での閉鎖となります。市と会社の両者が同意したものであり、市や
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県は移転先を見つけないことや期間を短縮することでの営業補償や転業補償とした

ものでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 本当に骨格の部分を明確に答えていただきました。協定

破棄の根拠と、私はその答弁で十分ですよ、全部知っているから。協定破棄の根拠

とはならない、埋立処分場については廃業すると。そして１２億６００万円は埋立

処分場の廃業補償、それから従業員の雇用保障も含まれているので、移転先を見つ

ける必要はないと、そういうことですよね。我々はしっかりその原則に立たなけれ

ばなりません。そして、九州産廃の理不尽な要求に対しては、しっかり、きっぱり

それを退け、協定の履行に邁進すべきですよね。その姿勢に変わりは、部長、あり

ませんよね。そうであれば、伝えられているところの、いわゆる１３項目の約束事

項と環境保全組合参入の問題は全く別次元の問題であると、普通の常識では考えら

れますがどうお考えですか。 

 それから、一般廃棄物の処理について、新菊池市民の最大の利益のための方針は

どうお考えですか。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） ２回目の質問にお答えいたします。 

 菊池環境保全組合で計画されております次期清掃工業建設に菊池市全域が加入す

ることは、産廃問題とは別問題と考えております。 

 次に、将来は本市のごみ処理を統一するとともに、財政的負担を軽減し、市民の

皆様の利便性を向上させなければならないと考えております。本市としましては、

ごみ処理の効率性や財政的な負担を考慮すれば、本市単独の処理施設を建設するよ

りも広域的処理施設を建設することが負担の軽減につながることからベストである

と考えており、今後も現在進められております菊池環境保全組合の次期清掃工場建

設計画において、菊池市全域加入を引き続き強く要望してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） どの事業も、どのテーマも、やっぱり行き着くところは

市民最大の利益が優先ですよね。市民不在にならないように、市民最大の利益を追
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求していただきたい。当たり前のことですけれども、ぜひどの分野でも、特にこの

分野においてはですね、市民不在にならないようにということを念頭に置いてお進

めいただきたいと思います。 

 産廃問題を巡ってわかりにくい問題の１つに、環境整備基金の取扱いがありま

す。その中の数点伺います。環境整備基金の中の寄付金について、分配案が示され

ましたが、これは文教厚生常任委員会の協議会まで来ましたけれども、それ以上で

はありませんでしたが、その分配案はなぜつくられたか。しかし、その分配案は地

元から拒否された、否定されたと聞きますが、それはどういう経緯ですか。 

 それから最後にお伺いしたいのは、いろいろ勉強会や長く産廃運動に携わってき

た皆さん方からのご意見ですけれども、産業廃棄物が地中でどう変化していくか

は、人類がこれまで経験していない未知の事態ということです。埋め立てを終わっ

ても、その後長期的な監視が必要であること。それは、産業廃棄物と処分場の本質

を知る者にとっては基本的な認識です。その意味において、基金は今後産廃に起因

するあらゆる環境汚染を想定して、時間・空間を超えた環境保全のための基金とし

て温存する、保存するというのが皆さんの願いですけれども、これについてはどう

お考えですか。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 菊池市環境整備基金は、市外の自治体等から搬入される一

般廃棄物に対しての環境保全協力金や寄付金、預金利子等を財源として、現在約１

億８,８９０万円となっております。環境整備基金の取扱いにつきましては、会社

の意向や施設の周辺地域の地元住民の要望に基づき、地元の環境整備に活用するこ

とを本年第２回の定例会の一般質問でお答えをしております。ご質問の地元水迫地

区に提示した配分案につきましては、菊池市環境整備基金運営要綱に基づく運営委

員会で検討したところでございます。その中で、運用額の条件を定め、地元水迫地

区の９つの区が環境を整備する事業に平等に使われること、整備を進める上では一

定の期間を設けることなどを検討しております。これらの検討結果を市の案として

地元区長会の方へ提案したところであります。また上限額を設けたことから、多く

の事業を行った区や全く事業を行わなかった区、あるいは事業費の多い、少ないな

ど、それぞれの区に不平等が生じないようにということで、各区への均等割、所帯

数による平等割で配分案を策定をいたしました。そこで、この配分案を基に地元水

迫地区区長会へ説明会を２回開催いたしまして、区長の皆様からは一応の賛同を得

たところでございます。しかしながら、その後、各区で区民の皆様へ説明がなされ

た際、全９区のうち３つの区において賛同が得られなかったということで、水迫地
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区より市長の方へ報告され、今回市より提案された整備基金の取扱いについては、

区長会としては全区長の賛同が得られないために白紙に戻すという文書での回答が

提出されております。この報告を受けまして、市としましては今回の菊池市環境整

備基金の運用を見送ったところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 使い道についての答弁があっていません。環境整備基金

を今後どう運用していくか。産廃から発生するいろんな環境汚染に想定して、温存

しておくというご提案について、どう思いますかということを申し上げました。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 菊池市環境整備基金の目的は、市民の環境保全に関する意

識の高揚及び地域における環境保全活動に関する事業、廃棄物処理施設の周辺地域

の環境整備に関する事業等の財源に充てることとされております。このことを基本

としまして、環境整備基金を運用したいと考えております。議員からのご提案は、

九州産廃に起因する環境汚染に関する環境保全のためだけに使うということでござ

いますが、市としましては基金条例に基づく目的や運営要綱で定める意思等を基本

として運用したいと考えております。当然、議員からのご提案がありました基金の

運用につきましては、事業者で対応できない環境整備等に対しては運用する必要が

あると考えております。今後市民の提案に耳を傾けながら、さらに検討を重ねてま

いりたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） ここで、昼食等のため暫時休憩します。午後の会議は、午後１

時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４８分 

開議 午後 零時５８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、松本登君。 

［登壇］ 

○２２番（松本 登君） 通告をいたしておりました２件について、順次お尋ねをいた

します。 

 まず、老人福祉センター建設事業についてでありますが、先ほど同テーマでの質
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問がありました。またほかにもおられるようでございますが、関心が高いというこ

とになります。私も大きな関心を持っております。なるべく重複を避けながらお尋

ねをしてまいりたいと思っております。 

 さて、本市における福祉行政の主軸であります高齢者対策でありますが、まず高

齢者の状況を見てみますと、これはいずれも各年度の９月末現在の数字であります

が、平成１９年度、市の人口５万２,５００人、高齢者人口１万３,８１５人、占め

る割合２６.３％。平成２０年度５万２,２６５人、１万３,９０６人、２６.６％。

平成２１年度、本年度でございますが、５万２,０７８人、１万４,０１６人、２

６.９％。以上のように、高齢者の人口は増えつづけ、限りなく人口比は３０％に

近づいております。総合計画における人口計画によりますと、高齢者人口は平成２

２年度、来年度でございますが、１万３,３００人となっております。占める割合

は２５.６％とあります。本市の高齢化は、人口計画を大きく上回るスピードで進

んでおります。日本人の寿命が長くなり、長寿化は避けられず、今後さらに進むこ

とが伺えるところであります。また、世界の潮流の基準となります国連基準、人口

比２１％超をもって超高齢化社会と位置づけております。 

 そこで、本市の福祉行政の方針でありますが、総合計画における基本方針は市民

で支える健康と福祉のふるさとづくりが標榜をされております。さらに、高齢者が

生きがいを持って生活できるように、家庭や地域の中で暮らしやすい環境づくりが

掲げられ、具体的には福祉の充実を目指し、豊かな経験を生かした地域づくりへの

可能性をもたらすという、高齢者対策の理念が大きくうたわれております。言うな

らば、高齢者に対する期待感、行政としての期待感が示されているところでありま

す。その課題解決のため、高齢者の生きがいと健康づくりを推進するための活動拠

点の充実を図りますとあります。私は、その拠点の施設となるのが老人福祉センタ

ー事業であると、老人福祉センターの施設であると認識をしているところでありま

す。そこで、現在進められております老人福祉センター建設事業の進捗事業を含

め、いくつかお伺いをいたします。 

 １番、建設のスケジュール、特に供用開始の時期も含めてお知らせ下さい。 

 ２番、施設内浴場の内容について。これは、従前からセンター施設には温泉付き

とありました。その温泉について、内容及びその利活用についてお知らせ下さい。 

 ３番、センターの位置づけについてであります。先の全協におきましての執行部

の説明によりますと、センターは旧菊池市が対象とありました。旧菊池市分の事業

とありました。確かに建設計画では、旧菊池市の配分事業数５３件の中に含まれて

おります。事業として、予算的にはそのとおりですが、理屈を申し上げますと利用

者は旧菊池市民だけでしょうか。センターは、高齢者を対象とする施設でありま
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す。一般常識からして全市の高齢者が対象となる、これが当然ではないか、そのよ

うに思いまのす。合併後の市政のありようからして、さらに市の公の説明として、

旧菊池市分という説明には、これはいかがなものか、私は疑問を感じるところであ

ります。これには明確なる見解をお示し下さい。 

 ４番目、センターの姿、形について。設置場所は菊池の歴史の象徴であり、景観

形成によるまちづくりの具現化に取り組んでおられます御所通の流れにあります。

歴史をテーマとしてのイメージ、例えば白壁土蔵造りとか、お城風造りとか、さら

にはセンターは大型の施設であり、地域の拠点にふさわしい建物として、さらに加

えて菊池の木材の活用ができないものか。これは要望でありますが、できるならば

検討ぐらいしていただきたいと思います。 

 ５番目、太陽光発電について。今、国挙げてエコ、エコであります。市として、

センター施設に率先して設置してはどうでしょうか。これも要望であります。 

 ６番目、市老人クラブ連合会、市身障者福祉協議会よりセンター施設内に事務

所、事務室の確保の要望があっていると思いますが、その取扱いについてどうお考

えか、お知らせ下さい。 

 ７番目、この事業は、合併特例債事業とまちづくり交付金事業の併用との説明が

あっております。国費における補助事業は、その精神からして行政的には複合施設

となります。そうであれば、一般市民、子どもさんも含めての利用が当然となりま

す。センター建設の基本は、高齢者を対象とした施設であります。低料金で、１日

中のんびり休息できる施設、そして場所でなければなりません。高齢者の皆さんが

いかに待ち望んでおられるのか、これまでの経緯から見て十分ご理解いただいてい

るものと思うところであります。しかし、複合施設となれば、センターの機能も公

民館的なものとなりましょう。当然、名称、入館料、センター運営に関する担当部

署の設定も簡単にはいかないのではないか、そのような思いであります。ただ事業

費の財源確保だけで、無論お金がなくしては建設はできませんが、施設利用まで影

響が出るとなれば、私は再検討が必要ではないか、そのような思いであります。関

係団体等との協議の場をぜひ設けて話し合っていただきたいということでございま

す。 

 お答えをいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 松本議員の１回目の質問にお答えをいたします。 

 建設のスケジュールにつきましては、現在、実施設計を委託しており、年度末に

は完了予定であります。また、平成２２年度の早い時期に建設工事を発注し、同年
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度末には竣工、平成２３年度初めに供用開始の予定で進めております。 

 浴室につきましては、今回も温泉を利用することとしております。泉源につきま

しては、市民広場にあります泉源からの送水方式となります。これは、既に計画し

てありますポケットパークの足湯の泉源の一部を利用するものであります。内容に

つきましては、浴槽のほかに歩行浴を設けた計画としているところでございます。

今回の老人福祉センター建設は、ご存じのように旧菊池の老人福祉センターの建て

替えでありますが、建設後の利用につきましては、合併後全市の高齢者は同じよう

に利用でき得る施設であり、旧菊池市民の利用を限定したものではありません。 

 また建設予定地一帯は、議員ご指摘のとおり菊池一族をはじめとする歴史的な趣

を残した地域であります。建設につきましては、木材の温かみを活かすため、地元

産材をうまく活用するとともに、そのイメージを十分配慮した景観となりますよう

検討してまいります。エネルギーにつきましては、環境に配慮した太陽光発電を取

り付け、安い夜間電力を利用した仕組みといたします。また、使用するにあたって

も、高齢者に安全でやさしいつくりとしてまいります。 

 今回の老人福祉センター建設にあたり、菊池市老人クラブ連合会及び菊池市身体

障害者福祉協議会から事務所をぜひ新しい施設内に確保させてほしいとの要望書が

出されております。本市としましては、その要望を受けまして、今後の老人福祉セ

ンターが本市高齢者を主体とした活動交流拠点となり、ますますの利用促進を図る

ためにも施設内に２つの団体共有の事務室を確保する方向で進めているところでご

ざいます。 

 今回の老人福祉センターの建設費用につきましては、議員ご指摘のとおり、まち

づくり交付金事業として取り組み、補助裏の財源としまして合併特例債を充当いた

します。これは補助金や起債を最大限利用し、一般財源の支出を最小限に押さえる

ための行政手法であり、高齢者の利用を最優先した施設整備に何ら変わりはありま

せん。現に七城のふれあいプラザと老人福祉センターが似た例でありますが、２つ

の異なる施設が併設されていますものの、地元七城町の高齢者を中心として利用さ

れ、好評をいただいております。今回のセンター建設も、これまでの利用者の年齢

制限をなくし、高齢者の皆様の利用に支障がない範囲で市民の皆様が有効利用でき

る施設として進めているものでございます。 

 詳細な利用形態、名称、利用料などは今後検討してまいりますが、利用料につき

ましては、今までの高齢者の利用を考慮しながら、利用料設定を考えてまいりま

す。併せまして、運営方針等は、今後議会にお諮りしながら決定させていただきた

いと思います。 

 以上、お答えいたします。 
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○議長（北田 彰君） 松本登君。 

［登壇］ 

○２２番（松本 登君） 再質問をいたします。 

 建設スケジュールでは、ハードについては２２年度の早期に発注して、年度いっ

ぱいで完了する。２３年度の当初にはオープンというようなことが明確に示されま

した。これは了解をいたしました。センター内の温泉でありますが、これは温泉セ

ンター的な施設ではありません。あくまで、センター施設の中の浴場に温泉を導入

するというものであります。この施設は、当初から温泉付き施設として計画公表を

されたものであります。高齢者の皆さんは、その温泉を本当に待ち望んでおられま

す。伺いますと、温泉は掘削ではなく送水方式のようですが、利活用の方法につい

ては別として、温泉利用の場合は当然温泉法の適用というのがありますが、送水方

法とあわせて私が疑問に思っておりました温泉法に対する抵触、あるいは温泉の温

度、あるいはレジオネラ菌に対する対策等につきましては、先ほどの質問の中の答

弁でありましたので、そこは省きたいと思います。ただ、これは屁理屈となると思

いますが、送水方法の場合、湯量、お湯の量ですね、お湯の量は別として、市街地

全域に管渠を張り巡らす、いわゆる管渠網の整備によることが可能となると思いま

す。その場合でも、法の、いわゆる温泉法の抵触はないのかどうか、疑問に思って

おるところであります。温泉送水については、先ほどの答弁の中で問題ないという

ことでありましたので、このことについては了解をいたしました。 

 次に、財源についてでありますが、複合施設となりますと、先ほども若干申し上

げましたが、老人福祉センターの名称とか、料金、機能、管理等々、一般市民の入

館を前提に検討の必要がありますが、答弁では財源を含め建設第一として取り組ん

だものということでありました。お金がなければ建設できないことはわかっており

ます。ただ、管理施設については、聞くところによりますと時間帯として午前から

午後５時までを老人会等のいわゆる組織で利用していただくと。このことは、労連

の皆さんに納得いただいているということでありましたが、労連の方々も個人個人

にお聞きしたわけではありませんけれども、建設が第一ということでありますの

で、恐らく反対というのはなかなか言えなかったのではないかなというふうな思い

を持っております。５時までは、午後の５時までは、そういう老人会の組織で利用

し、５時以降は、高齢者個人の入浴は当然可能になると思いますが、一般市民の

方々、そして子どもさんも含めて利用ができるというふうなことになると思いま

す。部長、これは物理的には可能ですよ。しかし、管理運営には、これは大変だろ

うと、十分なる配慮というものが必要ではないかなというふうに思っております。 

 最後に料金でありますが、市内の同様な施設と同額、１日１００円、この老人福
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祉センターの場合は、街部に立地します。ということはですよ、やはり相当な数の

方がおいでになるのではないかと。いわゆる他の施設との競合等々もあろうかと思

うわけでございますが、これは条例事項でございますので、高齢者でございますけ

れども、高齢者、一般を含めて他施設との同額を、これはぜひお願いをしたいと思

っております。 

 ところで、これは先ほど申し上げましたセンター位置づけとの関連ということ

で、全く違う内容になりますけれども申し上げたいと思います。去る１０月２９日

付け熊日紙に大きく掲載されました「麺好き食べに来て、米粉使う米麺街道を展開

する」とありました。これは、菊池市にとってまさにビッグプロジェクトでありま

す。テーマは、元気プロジェクトななみの心でありました。私はこの記事を見て、

関係者の方々の大変な頑張りを感じ、注目をいたしたところであります。同時に、

菊池市の七城・泗水・旭志の三商工会での取り組みとありました。具体的には、同

地域内の１１店舗の協賛のようでありますが、もちろん商工会のことであり、商工

会独自の取り組みでありまして、市の立場として申し上げるべきことではありませ

ん。そのことは十分にわかっておりますが、私は合併後の市政のあり様から見て申

し上げております。菊池は１つ、これが目標ではなかったでしょうか。新菊池市が

スタートして早５年目を迎えております。私は、商工会の合併問題とは全く別時限

のこととして申し上げております。今、旧菊池市の名称をことさら旧菊池市という

ようなことを使う必要があるのか、事務的なことは別として、対外的には菊池の紹

介をすると思います。いかがかなという思いが強くあります。この際ですが、旧菊

池市の企画もいくつもあるようでございます。特に軽トラ朝市あたりは斬新なアイ

デアであり、久しぶりに賑わいを見たところでもあります。現実にはいろいろ事情

もありましょう。しかし行政として、菊池は１つという合併の精神を理解していた

だくことは当然であり、常識ではないかなと、そのような思いであります。私は米

麺街道の表現には心に響くメジャーなテーマと思っております。早速食味しまし

た。驚くほど美味でした。昼の時間帯でしたが、いっぱいの人でした。感じました

ことは、材料が米であり、おいしいのは当然かなという思いもありますが、単価は

どうかな、材料は米ですから高いのではないか、他の麺に比べてですね、そのよう

な思い。あるいは加工はどうかな、１１件の店ということになると、そんな大がか

りの加工ができるのかな、そのような思いを抱いたところであります。ただ実施期

間は１１月いっぱいということでありました。実績はわかりませんが、補助事業の

ようであります。補助金での実験段階を踏まえ、その後の取り組みがポイントとな

ります。実験で終わってほしくないと、そのような思いでいっぱいであります。新

製品の売り出しは、これは大変。軌道に乗せるまでは長い期間が求められます。し
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かし、このイベントは時流に乗っております。今、我が国の米事情もありますが、

米粉の利用の機運がものすごく盛んになっております。今後の取り組みを大きく期

待をいたすところであります。今申し上げておりますことは、今後企画されるであ

ろう菊池のプロジェクトについては菊池とは１つの理念の下に、旧何々とか言わな

いでほしいなという思いで申し上げておるところであります。何かあれば、言って

下さい。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 松本議員の質問の中で、前、怒留湯議員の方でお答えしま

した件につきまして、温泉法に抵触はしないかとか、温度が下がった場合とか、レ

ジオネラ菌に対する対策は問題ないかというようなことにつきましては、怒留湯議

員の方でお答えしましたので答弁はよいということで理解をしております。 

 その中で、利用料金につきましては先ほども述べましたとおり、今後検討して議

会に提案しながら決定してまいりたいというふうに考えております。今までの低料

金的なことになるかと思いますけれども、これにつきましてもまた新しい施設でご

ざいますので、うちの方でも検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 松本登君。 

［登壇］ 

○２２番（松本 登君） 再々質問をいたします。 

 いろいろ老人福祉センター建設事業について申し上げておりますが、私は施設の

完成が最大の望みであります。センター施設の管理については、労連と協議し、了

解を得たということであります。高齢者の利用を最優先として管理するということ

で、これはもう了解しなくてはならないというふうに思います。 

 また、温泉の利活用については、法的にも、あるいは温泉水についても管理がで

きる、また温泉の温度も４５度何某ですか、そのような程度が確保できるというこ

とであります。施設の浴場に温泉を導入するということについては、何ら問題はな

いと理解したところであります。 

 利用料については今後検討されるということのようですが、これはもうあくまで

も他施設と同額ということで、これはもうぜひお願いをしたいと。 

 終わりに、老人福祉センターの工事が順調に進み、予定どおり完成することを記

念し、労連の皆さんと共々に楽しみに待っております。 

 次に移ります。 

 本年は、政治の大変革の年でありました。政権が代わり、補正予算の見直し、そ
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の後の税制改正、事業の仕分け、さらには追加経済対策、その間、国会も開催され

ました。短期間のうちに矢継ぎ早の対応がありました。ただ、まずお尋ねすること

は、これまで決定しておる予算の見直しについてであります。政権交代直後から国

では先の補正予算、これは平成２１年６月の総額１４兆円規模を指しております

が、の見直しが鳴り物入りで進められました。予算の見直しとは、決定している予

算を改めて必要としない支出、急がない事業を見分けることだろうと私は思いま

す。この補正予算は、政権交代前に、今、我が国が不況のどん底で、経済的に疲弊

しており、その状況の改善を目指しての緊急景気対策であったと理解をしておりま

す。目指すは、地域経済の浮揚、底上げを図るため予算化されたものであります。

以降、景気に若干の明るさが見えてきたところと経済紙は伝えておりました。当

然、市としても交付予定の６億８００万円を市の経済不用と活性化を図る目的で平

成２１年７月、臨時議会において予算化がなされたところであります。執行部では

当然のこととして執行を早める取り組みがなされております。その予算は、市の施

策の中でメリハリを付け、各分野事に振り分けられ、議会に提案、議決となってお

ります。今現在、その執行については、執行済み、執行中、さらには事務手続き中

のものもあると思います。このような中、政権の交代があり、予算の見直しが進め

られたということであります。報道によりますと、その見直しの総額も約３兆円と

なったようであります。見直しの目的、使途は、政権公約マニフェストによる国民

への約束実現を目指しての財源確保のためであります。その見直しのその後、事業

の仕分けもありましたが、その内容については、私どもは報道を通じてのみ知ると

ころであります。現時点において、市政、さらには市民に及ぶであろうその影響に

ついてわかる範囲でお伺いをしたいなと思います。例えば、スクールニューディー

ル政策、これは新しくい政策でありますが、先の議会での答弁では学校施設におけ

る耐震化、太陽光発電、電子黒板等々の導入が計画され、執行予定とありました。

また政治公約マニフェストの実行を巡っては、次年度の税制改正が審議中でありま

すが、その１つ、マニフェストの目玉であります子ども手当の財源５.３兆円ほど

は、全額国庫負担とありましたが、どうも地方負担が頭を持ち上げてきたようであ

ります。その財源の捻出には、地方負担、所得税の扶養控除の廃止、住民税の扶養

控除の廃止、さらには所得税の特定扶養控除額の減少、これは１６歳から２２歳ま

でが対象でありますが、等々が決着を迎えつつあるようです。所得税の扶養控除の

廃止は、これは公約に載っておりますけれども、そのほかは公約にはありませんで

した。その１つの住民税については、所管の総務省は住民税の扶養控除が廃止とな

れば６,０００億円の地方負担が軽減されるなど、言うならば地方に対して地方の

負担が軽くなりますよなどと言っておるようであります。このことは、財源探しの
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段階で地方、そして国民の負担が浮上してきたものであります。ただ私どもは、審

議を見守る以外にとるべく手段はありません。無作為に抽出して申し上げておりま

すが、審議は当然全般に亘っておりまして、地方、国民、言い換えますと市政、市

民であります、に与える影響は多大ではないか、そのような思いを持っておりま

す。 

 市長にお尋ねをいたします。政権交代に伴う現在の状況について審議を見守るだ

けなのか、地方負担を巡っては、それぞれ首長が厳しく反論している姿が報道で散

見できます。市長の心境はいかがでしょうか。市政に与える影響とともに市民の負

担増に対する不安解消のための、いわゆるこのことについての見解についてお願い

します。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 本年６月に当時の麻生政権下によります内閣におきまして、総

額１４兆円を超えますところの２００９年度の第一次補正予算が成立をいたしまし

て、平成２０年度に続きます大変大きな、大規模な追加経済対策が打ち出されたわ

けであります。この経済対策におきましては、地方にとって千載一遇のチャンスと

捉えて、本市といたしましても経済浮揚、雇用の浮揚というものを図るために６億

８００万円の地域活性化経済危機対策の臨時交付金と併せて約２５億円の規模の思

い切った補正予算を編成いたしまして、７月の臨時議会に提案をし、承認をいただ

いたところであります。この地域活性化経済危機対策臨時交付金につきましては、

公共投資の臨時交付金というものも併せまして、すなわち通常の補助裏の９０％を

地方公共投資臨時交付金で見るということでございました。大変有利な、これまで

かつてないような財政支援ということになってまいります。そのようなことが、し

かもこれからＧＤＰを２％押し上げていくための施策として、少なくとも３年間こ

の施策は続けるということで説明を聞いておりました。大変大きな期待を抱いてい

たところであります。ところがご案内のとおり、８月の衆議院選挙によりまして政

権が９月に代わりました。新たに政権を担うことになりました連立民主党政権は、

自らのマニュフェストの実現の財源を捻出するために、この約１４兆円の経済対策

に関します補正予算を見直しをし、このうち約３兆円を執行停止ということに措置

を取られたわけであります。この執行停止の処分の中で本市に影響するものは、子

育ての応援特別手当であります。９月補正で子育て応援特別手当補助金として約

４,８００万円の予算を確保しておりましたけれども、国のこの対応に準じまし

て、やむなく執行停止と、このようになったところであります。ご指摘のとおり、

この経済対策によりまして、耐震化、あるいはまた電子黒板、さらには中学校の空
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調機の整備、そして子ども手当の問題等々も幾分いろんな問題ができましたけれど

も、随分と前進していくという予想を立てておったわけであります。その他の事業

につきましては、今、やむなく執行停止となったものもそのようにありますけれど

も、予定どおり事業を進めていくところで考えております。 

 ここでご質問にお答えいたしますけれども、政権の交代に伴いますところの状況

については審議を見守るだけなのかということでございますが、今回の経済対策に

ついては、本市にとっても大きな期待を持っておりまして、また過去にない規模の

大変大きな補正予算を計上し、その執行にあたってこれまで来たところでありま

す。政権が代わるということで、経済対策への影響には危機感はありましたけれど

も、全国でも相次ぐ大型事業の執行停止という状況下におきましては、まさにこの

審議を見守る以外にはないのではないかと思っております。しかし、地方にとりま

しては国のこのような政権交代により予算の執行を差し止めるということの行為に

つきましては、行政の一つの継続性という視点から立ちましても、大変この不適切

なことではないのかというふうな認識をしているところであります。先ほどのテレ

ビにおきましても、今年度の予算につきまして、第二次の補正予算が７兆２,００

０億円程度で一応決着を見るのではないかということでございまして、来年の冒頭

国会におきまして補正が成立する見通しであるということでございまして、その中

でも公共事業はもちろんでありますけれども、地方税交付金につきまして、この手

厚く盛れることを期待しているところであります。これ以上、地方への影響がない

ようにということで、我々といたしましては市長会等を通じながら国の方に強く要

請をしていきたいと、このように思っているところでございます。 

○議長（北田 彰君） 松本登君。 

［登壇］ 

○２２番（松本 登君） 再質問をいたします。 

 政権が代わるということは、大変なことであります。識者の話、これはテレビで

見たわけですが、行政の継続性については、今、市長も若干触れられましたが、そ

の実態とともに表現がなくなると言われております。このことは従前からの方針、

いわゆる決定事項ががらりと激変する、これが政権交代であるという言い分です

が、これはあくまで識者の話であり、絶対的なものではないとは思います。行政に

おける継続は、市民をはじめとして地域にとっても、これはよりどころでありま

す。私は、行政にとって継続とは本道であると理解をしておりますが、ただ政権が

代わるということはこういうことなのかなと、今、愕然とした思いであります。国

が決めた予算を、市はその配分額に基づいて議会に提案し、審議の上、議決された

案件は、市民の暮らしの向上、福祉の充実、地域経済の底上げを目指しての必要不
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可欠な予算であると認識をいたすものであります。今回の見直しでは、さらに事業

仕分けでは議決事項でも執行はまかりならぬというものであります。もちろん、す

べてではありませんが、申し上げたいことは議決された施策は市民のための予算で

あり、執行停止となったものでも、できれば市費単費をもって、すべてとは申しま

せんけれども執行すべきではないかなと、そのような思いを抱いております。例え

ば、今、このことにもちょっと触れられましたが、子育て応援特別手当というのが

執行停止となったようであります。これは、３歳から５歳までの子どもを持つ世帯

１人当たり３万６,０００円を支給するというものですが、本市の場合、その対象

者は１,３００人ほどおられると聞いております。対象者の皆さんは、期待をされ

ておられたんではないでしょうか。本市の対応として、これまで予算化まで言及さ

れましたけれども、恐らくお知らせとかいろいろな形で、その周知は徹底している

ということであります。執行停止だから支給しない、次年度から子ども手当の支給

があり政権が代わったんだから、しばらく待ちなさいということだろうかなと思い

ます。他の自治体、県内にも独自の手当支給もあるようですが、市費での対応、い

かがでしょうか。頑張ってみる気持ちはありませんか。 

 同時に、地方分権への対応があります。政権党は分権化を改革の一丁目一番地と

位置づけ、地域主権戦略会議なるものを設置しました。地域主権とは、市町村が自

由な発想で仕事を行い責任をまっとうするというものであります。目指すところ

は、行財政の仕組みの変革、制度の簡略化、権限の大幅移譲等々であります。一方

で、行政刷新会議における事業仕分けも国民注目の中で進められ決着をしたようで

あります。例えば、下水道事業、農業集落排水事業等の地方単独事業への移管、シ

ルバー人材センターの縮小、これは民業圧迫が理由のようです。また規制の緩和、

これは市町村の自由度を高めるのが狙いでありますが、１つ、２つ申し上げますと

老人ホームの居室の面積が緩和される、公営住宅へ１人者でも入居できる、保育士

の数の緩和等々、ほんの一部でありますがあります。そこでお尋ねですが、執行停

止分の市単費支給等はありませんでしょうか。 

 ２番目、現在進められております変革、あるいは規制緩和等について。 

 ３番目、地方への事業移管等による市財政への影響について、現時点における市

の見解についてお願いをしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 再質問につきましては、私の方で答弁させていただきま

す。 

 まず１点目の執行停止に対する市単独支給等についての見解でございますけれど
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も、平成２１年度予算において執行停止となったものは子育て応援特別手当であり

ますが、県内においては上天草市が単独の手当を実施しているようでございます。

本市におきましては、来年度新たな子ども手当が創設されることから、国の執行停

止に準じて独自の手当は実施しないという方針を決定し、去る１１月１日発行の広

報により市民の皆様に周知したところでございます。 

 次に、現在進められている変革、あるいは規制緩和等についてでございますけれ

ども、国が地方の事務を縛る、義務付け、格付け見直しを求めた地方分権改革推進

委員会の第３次勧告を受け具体的な見直しが進められておりますが、なかなか地方

の要望どおりには進んでいないようで、先月末の報道では公営住宅の収入基準を条

例に委任するという国土交通省所管の一部だけで、そのほかはよろしい回答が出て

いない状況でございます。ご指摘の保育所や老人福祉施設における人員配置基準や

拠出面積基準に対する厚生労働省の対応・方針につきましては、勧告に従うべきと

しているものの、未だ決定に至ってない模様でございます。今後とも地方分権に関

する動向や情報に注意していきたいというふうに考えております。 

 最後に、事業移管等による財源への影響についてお答えいたします。政府の行政

刷新会議は、各省庁から２０１０、平成２２年度予算の概算要求を受けて９５兆円

という要求額に対しまして予算の無駄を省くためのワーキンググループによる事業

仕分け作業を実施したことは、既にご存じのとおりでございます。先般、この事業

仕分けの結果がまとまりましたが、事業仕分けの判定は、あくまでワーキンググル

ープとしての判断であり、最終的には政府の行政刷新会議本体で正式に決定される

見込みでありまして、さらにはマニフェストを担当する国家戦略室との調整後に正

式に公表されるものと予定いたしております。 

 このような状況から、現時点では見守ることしかできませんけれども、結果とし

て地方への影響や国民の負担が増加してくることがあってはならないと思っており

ます。今後とも国の動向を注視し、適切な対応を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 松本登君。 

［登壇］ 

○２２番（松本 登君） 再々質問をいたします。 

 政権の交代に伴いまして、新年度予算の概算要求の無駄を洗い出す事業仕分け、

政治ショーと申しますか、劇場型で行われました。テレビが連日放映するというこ

とで、おもしろおかしい場面もありましたが、大半の国民が注目しており、またそ

の声が届きました。感じましたことは、この事業仕分けは行政の歴史にとって公開
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ということも含めまして初めてのことではないかなという思いであります。分権型

への取り組みというよりも、この事業仕分けは時流に乗っておりまして、国民の理

解も大きくあったようであります。世論調査でも７７.３％が評価しているという

ことであります。今後恐らく地方に波及するでありましょう。ぜひ取り組むべきも

のであると私は思っております。絶対に取り組むべきと世論は示しております。た

だ、今のままでは仕分けの効果は、これはもうありません。取り組みにあたって

は、まず目的を明確に設定する必要があろうと思います。例えば、予算の削減額の

設定、それぞれの事業の目的、民意の有無、代替への手段、民間に対する委託、役

割分担等々、ほかにもあろうと思いますが、これらについて仕分けにあたるという

ことになります議員、職員、市民等の方々には、行政、予算、法律に対する勉強、

研修、努力が格段に求められると、そのように私は思います。今は、この事業仕分

けに対する方向づけを、これはもうぜひ考えていただきたいと、そのように思うと

ころであります。それらの状況把握とともに、市として国に対して要望・陳情等の

必要はありませんでしょうか。ポイントは新年度予算編成の根幹をなす財源の問題

であると思います。その捻出は大丈夫なのか。さらには、市財政の改善も求められ

ることになると思います。５万２,０００市民のトップとして、市政を司る市長と

して、今この時期における行政の大変革に対して、ただ流れを見守るだけでいいの

か、この変革には市政、市民への影響は多大であり、また不安もあります。市長と

して、市民に対し何らかのメッセージが必要だろうと思いますが、見解についてお

願いします。あれば、お願いします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） いよいよ来年度の予算編成に差し掛かってまいりますが、現

在、編成作業を進めておりますけれども、財源の見通しというものは大変厳しいも

のがございます。その大きな原因と言えば、全国的な金融とか、あるいは雇用情勢

の悪化とか、経済が低迷をしまして国民生活が大きく冷え込んでいる、所得がどん

どんと落ちているということは、先ほどご指摘のとおりであります。こういった責

任が果たしてどこにあるのかということを言えば、これはやっぱり国政にあるので

はないかと、転嫁するわけではありませんが率直に思います。またその上、国は経

済の浮揚、あるいはまた国民生活の安定のために経済対策予算を執行停止をしたこ

とによりまして、ますますこの地方自治体や国民が苦しんでおる現実にあると思い

ます。政権交代によりますマニフェストの実行や、あるいは無駄を省くことで財源

を確保する一つの手法として、事業仕分けということについて、その必要性という

ものについては決して否定するものではありませんけれども、地方や国民に直接影
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響を与える、とりわけ継続性を必要とするような事業とかいったものについて、執

行停止や廃止、見直しなどということが行われていることについては、強く反感を

抱いているところであります。行政刷新会議におきまして、事業仕分けにつきまし

ては事業仕分けの中で取り沙汰されておりますように、仮に公共下水道事業、ある

いはまた農業集落排水事業などが、すべて地方単独事業ということになれば、この

菊池市の１つの今の財政力におきましては到底事業の遂行というのは不可能な状態

になりまして、中止や廃止をしなければならないということであります。来年度の

市税の収入の見込みや景気低迷や雇用状況の悪化によりまして、個人住民税の落ち

込みが予想されております。地方交付税に関する情報でも、総務大臣の方は地方へ

手厚くこの増額を示しておられますけれども、財務省においては完全に否定的な状

況にあります。また私たちが忘れてならないのは、合併後１０年間経過をした平成

２７年度からは合併のアメとして適用されてまいりました合併その算定替えから一

本算定ということになりますので、平成３１年度までは段階的に５年間継続をされ

てまいりますが、平成３２年度からは現在と比較いたしますと約１５億円から１８

億円の地方交付税が減額されるということになるわけであります。 

 このような地方の実態を国は真摯に受け止めていただきまして、国政におけます

ところの無駄ということを徹底機に無くしていただいて、地方の議会と協調に基づ

く、いわゆる税制の改革によりまして国家の財政と地方財政の早急な建て直しに取

り組むべきであると、このように切望するものであります。行政改革に対する見解

とか、あるいはまた私の心境については、今後の市政の運営というものを考えます

ときに、先ほどから申し述べておりますように、財源の確保ができないために、今

までにはないような本当に厳しいこの状況になるということは間違いないことだと

思います。したがって、市民生活に特に重要な事業、あるいは費用対効果の高い事

業には手厚くする一方で、その基準に達してないような、効果の低い事業や、ある

いは市民ニーズの少ない事業については、誠に不本意ではありながらも廃止や、あ

るいはまた削減をしなければならないと、このようにも考えられます。ただ地方分

権、地方の主権を基本とした現の連立政権がこれからの少子高齢化、そしてまたさ

らには様々な高度なこの医療や福祉や教育を担う地方自治行政の維持をそのまま増

進していくと、維持していくということにつきましては、まさしくこの国の、ある

いは地方を含めたところの国の制度設計というものを地方の声を注意をしていただ

きまして、地方の声に耳を傾けていただきまして、速やかにそういった設計を示し

ていただきたいと、このように願っているところであります。将来の菊池市のまち

づくりということ、市民生活の安定のために努力してまいりますけれども、このこ

とについては、市民の皆様方のご理解をいただきますとともに、議会の皆様方のご
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理解とご支援なくしてはでき得ないことでありまして、本当に肝を引き締めながら

頑張っていかなければ大変な事態になってくると、このように認識をしているとこ

ろでございます。 

○議長（北田 彰君） 次に、森隆博君。 

［登壇］ 

○１８番（森 隆博君） それでは、通告に従いまして質問に入らせていただきます。

３点通告しております。 

 １点目としまして、菊池市のごみ処理につきましてでありますが、九州産廃と業

務委託に対する和解解決というようなことで、数名の方から今回質問が出ておりま

すが、私は泗水地区の可燃ごみ委託がその中に入っておったというようなことで、

市民の不安とか思いがありますのでお尋ねをしてまいりたいと思います。菊池市の

菊池環境保全組合議会が示しました和解解決期限が本年度の１０月末ということで

ありました。菊池市と九州産廃との和解解決が決定的な条件ということでありま

す。福村市長の和解に向けた経緯といいますか、これに向けた努力等をお聞かせを

いただきたい。 

 さらに１１月７日、菊池環境保全組合議会の全員協議会の協議の内容が１１月の

月例会におきまして担当課長より説明を受けたわけでありますが、新清掃工場の建

設計画に対しますごみ処理区域の見直しに対しまして、内容等がまだ理解できない

点がありますので、副組合長であられます福村市長に協議内容をお聞かせいただき

たい。 

 ２点目に上げておりました菊池市のリサイクルセンターにつきましては、私の調

査の中で理解する点がありますので、この部分は省かせていただきます。 

 ３点目に上げております菊池市のごみ処理委託の随意契約についてお尋ねをした

いと思いますが、現状の委託業者の件数、委託範囲、委託契約についてお聞かせを

いただきたいというのが、合併協議において一般廃棄物処理等の審議会委員を設置

し審議を行うということが決定しておりましたが、今日までその審議会の内容をお

聞かせいただきたい。併せまして、審議会委員の名簿、審議会の開催日、審議会の

協議会項目等も併せてお尋ねをいたします。 

 １回目の質問といたします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 森隆博議員の１回目の質問にお答えいたします。 

 家庭ごみ収集運搬業務の委託につきましては、旧市町村単位での委託をしており

まして、菊池地区３業者、七城地区が１業者、旭志地区が１業者、泗水地区が１業
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者の計６業者に委託をしており、それぞれ旧市町村の範囲で行っております。また

委託の方法としましては、ごみ処理という特殊な事業であり、旧市町村での委託の

経緯、いわゆる合特法に伴う協議書等による委託であることから、すべて随意契約

により行っているところであります。 

 次に、一般廃棄物処理業等の審査委員会についてお答えをいたします。本委員会

は、副市長を委員長として各部長５名の計６計で組織されておりまして、一般廃棄

物収集運搬業務及び一般廃棄物処分業許可申請に関する事項、浄化槽清掃業許可申

請に関する事項、市外一般廃棄物搬入の事前協議に関する事項を審査しておりま

す。そのほか、一般廃棄物収集運搬及び処分の委託業務につきましても、本委員会

の中で審査をしているところであります。開催期日としましては、平成１７年度か

ら平成１９年度までは年度末の３月に各１回、平成２０年度は５月と３月の２回、

平成２１年度は６月と７月の２回開催をしております。いずれも次年度の一般廃棄

物処理業の許可申請や市外廃棄物搬入の事前協議が提出されますので、年度末に開

催をしております。平成２０年度の１回目につきましては、環境保全協力金に係る

事前協議を臨時的に行ったものでございます。なお、年度途中の申請など案件があ

る場合には、臨時的に開催をしているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 昨年末に九州産廃株式会社が一部変更協定書の白紙撤回を表明

をいたして以来、市民の代表であります区長を交えた４者協議を１回、それから市

と県、会社の３社協議を３回開催をいたしまして、市にこのことについては何ら瑕

疵はなく、白紙撤回する理由もないということで取り下げていただくようにお願い

をしてまいりました。九州産廃株式会社は、本市との解決条件とした１３項目の業

務委託は約束事項であって、会社の継続的な運営や維持管理を行う上においては必

要な業務であるということを主張しておりますけれども、市といたしましては、こ

の１３項目の業務委託等は将来に係る業務も合わせて約束できるものではないと、

法を逸脱しての委託はできないこと、計画変更や、また社会情勢の変化などで委託

できなくなることも予想されることから、これはあくまでも市の努力目標として両

者も了解をして押印をしていることを主張しております。 

 このようなことで、両者の主張というものは現在依然として平行線のままであり

ます。そこで白紙撤回の発言があって以来１年を経過しようとしておりますので、

先日開催をいたしました３回目の三者協議の場で、この状態のまま会社が白紙撤回

を取り下げていただかなければ、これは司法の場で、調停で第三者に判断していた
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だくことを申し入れたところであります。 

 次に、去る１１月７日に開催をされました菊池環境保全組合の全員協議会の内容

についてでございますが、昨年の１２月の組合の全員協議会におきまして、九州産

廃株式会社からのこの１３項目の解決条件に泗水の可燃ごみの処理委託について回

答文書を取り交わしていたことで、本市以外の構成市町１市２町から信頼関係が損

なわれたということになったところであります。 

 このことによりまして、菊池環境保全組合の次期の清掃工場の建設計画やその処

理区域に菊池市全域が加入したいとする本市の要望も白紙に戻すということになっ

たわけであります。しかしながら、菊池環境保全組合におきましては、次期清掃工

場建設、どうしても進める必要がありますことから、本年の１０月までに菊池市か

らの報告を受けて、それを基にこの処理区域を決定して計画を進めることになって

おりましたが、産廃問題の解決が見えないということから、去る１１月７日に菊池

環境保全組合の全員協議会が開催されました中で、次期清掃工場建設計画は現在の

体制の処理区域で進めることで組合議会は合意をされたところであります。このこ

とは、先日の月例会で環境から報告をしたところでございますが、この中で私は産

廃問題は、これはあくまでも菊池市と九州産廃株式会社との協定の問題であって、

菊池環境保全組合に直接関係する問題ではないこと。また、この問題を菊池環境保

全組合に転嫁をして問題を持ち込むことはないということ。さらに、今後も菊池市

の内政上の問題として県を交えながら１日も早い問題解決に取り組んでいくという

ことを説明をしたところであります。また、菊池市は当初から一切の右左ブレはな

く、菊池市全域の組合加入をお願いしておりますし、将来を見据えれば２市２町で

のごみ処理をしたいと、このように申し上げたところであります。組合長からも産

廃問題は菊池市の問題として菊池市で解決をしていただき、組合は新たな施設を早

く建設しないといけないという課題があるので、現在の処理区域で進めたいと考え

ているということを言われました。また菊池市の組合議員であります徳永議員と森

清孝議員の方からは、産廃問題は菊池市と九州産廃株式会社との問題であって、組

合とは別に考えてほしいことや、あるいは菊池市が長期な展望に立って将来一緒に

やりたいとお願いしていることを理解していただきたいと、このように述べられた

ところであります。閉会時の組合議長の挨拶の中で次期清掃工場の処理区域は、当

面現行のまま計画を立てていくことで合意されましたけれども、菊池市の状況を見

ながら民意に添った計画であれば、途中でも参加する可能性はあるので前向きな計

画を立てていきたいと思うと、このように述べられたところであります。 

 こういったことで、本市といたしましても広域的処理は菊池市の願いであること

から、今後も機会あるごとに全域加入をお願いしてまいりたいと、このように考え
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ております。 

○議長（北田 彰君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○１８番（森 隆博君） それでは、再質問に入らせていただきます。 

 九州産廃と菊池市の和解、解決基準が１０月までと。解決することが最終条件で

あると、これは重大な事項であったと認識をしておりますが、市長はなかっとたよ

うな今答弁を受けました。１３項目の業務委託、将来に関する業務を併せまして約

束するものではないと。また計画変更や社会状況の変化で委託にできるものもある

認識の上で両者が了承した上で押印を行ったというようなことでありますし、また

九州産廃が白紙撤回を取り下げない場合は、法の場で判断していただくというよう

な答弁をされましたが、私は裁判で引きずるような問題ではないと。長引くほど問

題解決は逆の方に進みはしないかなというふうに、ますます悪い状況を引き起こす

というふうに考えます。なぜ市長自らがですね、立ち会った調印であるならば、や

はり正々堂々と解決に向けた姿勢があるのは当然だというふうに考えております。

市長は、産廃と一対一で本気で本当に和解解決に向けた協議を行うような姿勢がな

ければ、それはもう先に進まないではないかというふうに考えるわけであります。

１日でも早く解決しなければならない問題として、本年度の１月２９日に泗水町の

区長会の方から質問状が出されておりまして、それに対しまして市長の方から九州

産廃との信頼回復に努め、菊池市全域の広域の処理を進めるように努力するという

ような回答がなされ、泗水地区の区長さんは、市長のその回答を信じ、誠意努力さ

れるものと信じてきておるわけであります。構成市町から、また菊池環境保全組合

議会の議会に対しましても誠意ある努力をお願いされてきたというふう思っており

ましたけれども、今の答弁の中におきましては、なかなか解決策がないというよう

なことで、やはり法的な手続きというようなことを聞いたときに、これはまた菊池

市は裁判かというふうにも受け取りました。前回、私がこの問題について質問いた

した経緯もあります。その中におきましては、あくまでも相手がおることであるか

ら努力しなければならない。さらには、県の方の絡みあるというようなお話も受け

ておりますけれども、やはりこれはあくまでも市と産廃との問題であると。そのた

めには、菊池市の将来を考えるならば、１日も早くですね、和解解決、これがもう

絶対条件であるということ。そして菊池市単独がごみ処理建設は財政上の問題を考

えても、やはり難しい問題であろうと。そういうことを踏まえ、やはり早く解決を

するのにここで第三者に依頼し法的手続きを取るということ自体が、私はちょっと

間違った方向に進みはしないかというふうに思いますので、そういった誠意のある

姿勢を本当にこうされたか、されなかった、素直な気持ちをお聞かせいただきたい
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と思います。 

 ２点目にお尋ねしておきました点でありますが、今、部長の答弁を聞きますと、

一般廃棄物処理業等の審査会の存在は年間の申請書を確認するだけの委員会であり

まして、目的を持った審査会ではなかった。ただ名称だけの審査会ではなかったか

なというふうに理解をいたしました。新市合併で可燃ごみ処理委託業務の範囲問題

に対しましては、今後は不自然な業者委託が発生すると思われますので、再度お尋

ねをしておきたいと思います。ごみ処理委託につきましては、市民の目線で考えた

ときに、既得権といいますか、また永久保障と受け止められるところがあります。

随意契約が永久に渡り続いてきたと言われても仕方ない状態であると捉えておりま

す。市民の目線で公平公正に、さらには消費削減のあり方として公募の上に一般競

争入札を行うときというふうに考えるわけであります。その理由といたしまして、

１つとしましては、合併前の市町村の契約を引き継いできていると思われる。いろ

いろと事情もあると思われますけれども、もう新市として共通ルールに基づいた委

託契約に移行すべきじゃないか。２点目といたしまして、委託と許可を同一業者に

与えるというところがありますが、やはり痕跡による処分の問題も出てくる。隣接

地の山鹿市では、事業系のごみを家庭ごみに痕跡し処分を行い、罰金、処分の上に

委託を取り消したというような例も起きております。その防止のためにも、規則を

設け、公募の上、一般競争入札を行うべき。３点目といたしまして、平成２０年４

月１日より熊本市は公募を行い一般競争入札を実施しているが、本市でも取り入れ

る考えはないか。以上の３点について市長の答弁を求めたいと思います。産廃業者

とは、もうしたか、せんかだけでいいです。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 産廃問題というのは、本当に負の遺産でありまして、早期に解

決をしなきゃならんという焦りにも似た思いを本当にこの数年間ずっと持ち続けて

おりました。やっとこの協定が結ばれて、平成３０年、４年間前倒しで２６年度を

もって閉鎖できるということになったときの喜びは、本当に皆様方からよかった、

よかったと、こう言われておったと思います。この今問題となっております産廃問

題の早期解決ということは、本当にこの長年の延長線上にある課題でありまして、

市民の皆様、あるいは議員の皆さんと一緒になって取り組んでまいらなければなり

ませんし、今日までまいったところであります。今回の産廃問題についても、１日

も早く解決しなければならないと考えながら、環境保全協定書に基づきまして三者

協議で協議する際には基本的に協定書に基づく代表者であります副市長が出席をし

ております。ですが機会あるごとに私もこれまで出席をさせていただきました。そ
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してその経過についても、機会あるごとに報告をしてきたところであります。ま

ち、本年の１月、先ほど２９日とおっしゃいました１月におきまして、泗水区長会

から提出をされました質問状、特に皆さん方のご心配というのは、今のごみ収集と

いうのができなくなるんじゃないかといった、そういう大変日々の暮らしに直結し

た思いが大変強かったと思っております。泗水地域については、胸を張っていささ

かの変化もありませんと。ただ、新しいこの旧菊池市・七城・泗水の昔の広域行政

におけますごみ処理区域というものについては、これは参加をさせるか、させない

かというものがまだ委ねられているということを申し上げたところでありますが、

泗水地区についてはいささかも変化はないということに現状としてもなっておりま

す。菊池環境保全組合の全員加入というものについて、先ほど申し上げましたよう

にお願いはしましたものの、本当に理解をしていただけてない状況であります。菊

池市は、ごみ処理について本当にこの広域的に環境保全組合の中で全域を参加する

意思があるのかといったようなご発言がこれまでの経緯の中ではあっております。

それで、これでいろんな施設整備等々の予算も入っておりましたけれども、これに

ついては予算を流して、結果的には誠意を示して菊池市は全体加入という意思を明

確にしたわけですけれども、今日においてその理解を得られてないということは誠

に残念で仕方がないところであります。これまでの経過については、１１月の議会

でも報告したとおりでございます。産廃の現状というものを考えてみますと、これ

まで協議を重ねてまいりましたけれども、先に申し上げますように、主張がそれぞ

れに平行線をたどっているということでございまして、裁判をすることが果たして

どうかというようなご指摘でありますけれども、決して裁判をするというのではな

くて、司法の場で判断をしていただくことが最善策ではないかと判断しました。そ

こで私も出席しました前回の３者協議の中で、一部協定書の法的な有効性、どちら

が努力目標なのか、条件なのかといったので明らかに分かれております。そういっ

たことについて、市と会社の主張する意見の相違点について、こういった司法の

場、すなわち裁判官や調停員の皆さん方に判断をしてもらうための調停を申し出る

ということを申し出たところでございます。この調停で現在の一部変更協定書の白

紙撤回の問題を解決をしたいということで取り組んでいるということでございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 随契についてでございますけど、先ほどもお話しましたよ

うに、ごみ処理というのは、今まで旧市町村での委託の経緯がありまして、合特法

というのが現在まだあるわけでございまして、すべて今随意契約をしているところ
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でございます。その中で、私たちの庁内で組織をしております一般廃棄物の処理業

等の審査委員会において、ただ審査をしているということだけでございますので、

今後につきましては十分庁内の方で検討しながら、なるべく随意契約でないような

方法でしたいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○１８番（森 隆博君） 大体随意契約については、市長に最終的にはお答えいただき

たかったんですけど、再々質問をさせていただきますが、本当に九州産廃との委託

契約、これはもう市長の判断で議会にも報告もなかったというようなことでありま

して、言い訳とか理屈を聞いとる時期じゃないというふうに思っております。６月

議会で福村市長に質問した中で、先ほども申し上げましたが、相手もあると、県の

絡みもあるという答弁をされておりますが、調印の際には県は一切関わっておらん

ということでしょう、関わっていないというようなことであればですね、これはあ

くまでも市と産廃の問題であります。市長が本当にこう解決すべき問題であり、自

らですね、責任を問うというような気持ちで、やっぱり話し合いに挑まなければ、

この問題は解決しないんじゃなかろうかというふうに思います。泗水の市民に与え

た不信感ということに対しましては、やはり福村市長に責任を取るか、どのような

努力を今後行うのかというのは、再度確認してほしいというのが泗水の市民の声で

あります。どうかお答えをいただきたい。さらに、先ほど申しました委託契約の件

でありますが、やはり今回の定例会の中にも出てきておりますように、補正予算の

中で公共下水道から特環、農集、地域生活関係の１年間の契約でありますが、ほと

んどもう随意契約でいくわけでありますが、これを永久に続けていこうと思ってお

られるのか、その点を確認をしたいわけでありますが、本当にこう先ほど松本議員

の答弁の中にもありましたが、財政的にはもう困難だと言いながら、市民への説明

がそれで本当に納得できるのかというふうに思うわけであります。はっきり、やは

り市民の目線から考えてですね、公平公正な本当にこう経費削減を目指した本当に

こう参加資格の確認を行い、公募の上で一般競争を行うというのが、これが基本だ

ろうというふうに考えます。と言いますのも、１９年のときに随意契約で私が質疑

したとき、議事録も確認しましたが、緒方部長の方は、やはりそういった業者がい

ないというようなことであれば仕方ないというような方向で答弁をいただいており

ましたが、今、業者関係がその時点では１社というようなことでありますが、菊池

市、七城、旭志、泗水というようなことで業者もおりますし、またこの環境保全組

合との話し合いがもし解決できないままいった場合には、あくまでも菊池市はごみ
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処理がですね、要するに泗水の場合は西合志の業者、菊池の場合は菊池の業者とい

うような、そういった継続でいくというようなことになってしまいます。やはり、

経費削減を考えた場合には、やはり同じ菊池市とするならば、やはり公募をやって

一般競争入札でやるのが当然のことと思いますので、再度明確な答弁をよろしくお

願いいたします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） まず泗水の住民の方々、区長さん方からの要請に対しましてそ

れに沿ってないんではないかといったことで不信を招いているようなご発言だった

かなと思いますが、私としてはそのとき申し上げたのは、やっぱり相手があること

でありますから、菊池市全域を加入するということについては、さっき申し上げま

したようにお願いはずっと続けてきているということでございます。そのために、

菊池市にありましたごみの整備計画等については、旧菊池市からの引き続きだった

んですが、それについてもご案内のように計画を変更して全市加入という方向に舵

を切らせているということを申し上げてきました。泗水の皆様方がお見えになった

ときに、現状として皆さん方の生活、暮らしのごみ問題ということについてご心配

のものについては、これは完全に組合長との話も意見が一致しておるし、この今の

いわゆる泗水を含めた２市２町体制というものについては、これは堅持していくと

いうことは当然なことであるということを申し上げておったはずであります。ただ

この菊池、七城、旭志のこの３旧町村自治体については、これは相手方があること

からどうなっていくかわかりませんけれども、私としては全域加入を議会にご報告

申し上げましたとおり、この後も引き続き訴えてまいりますということをその当時

に申し上げておりますので、またそういったご不信があるとすれば、その当時の申

し上げたことを改めてまた区長さん方にも説明を申し上げたいと、このように思い

ます。 

 それから、随意契約の問題につきましては、この特に許認可が伴うようなもので

あるということもありまして検討させていただきたいと思いますが、許可の地域と

いうのがごみの収集区域というものが指定されておって、その中に指定というのは

旧泗水であったらどこの業者が何社おられたのか、競争性があったのか、それの自

治体において指定区域をしてその自分ところの庁内においてはこの業者といった指

定があれば、その業者が合併によって今入っておられるということで、数は４社あ

るかもしれませんけれども、もしかしからその地域指定のために他の地域がこの競

争の相手方にならないというものもあるのかもしれないなと今思ったところであり

ますが、これは精査しまして、競争性をなるべく高めていくというのが今の時代で
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ありますので、努力させていただきたいとこのように思います。 

○議長（北田 彰君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○１８番（森 隆博君） 一歩前進して取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。財政健全化についてお尋ねをいたします。 

 １点目といたしまして、財政の硬直化に対しまして、福村市長の基本政策の考え

をお示しいただきたい。基本的に考えまして、菊池市の自主財源は一般会計の中で

３５％であります。市の財政運営は、国の政策次第で左右されると言っても間違い

ではありませんし、国の政策方針を見つめながら財政運営を行っているのが実情と

なってきております。合併により地方交付税の上乗せの期限がありますが、一番に

不安を抱きますのが、この市政の中で経常収支比率が上昇を示し、菊池市が自由に

活用できる余裕金が０.４％を切っておるというような状態でありますし、財政の

硬直化を完全にこう進めてきております。 

 そういうことから、１点目といたしまして、硬直化が進む要因はどこにあるの

か、お聞かせいただきたい。 

 ２点目に、政権交代により合併処遇としての１５億円の上乗せも刷新会議に取り

上げられ、仕分けの中でありますが削減か廃止の場合、菊池市への影響は、先ほど

松本議員の質問にも少し関係いたしますが、も出てまいります。さらには、やはり

税収の落ち込み、そういったものも出てきておりますし、やはりこの合併の優遇策

の１５億円というのは本当にメリットでありますので、それに対しての財政運営に

ついてお聞かせをいただきたい。 

 さらに、行政改革による政策と推進計画による財政健全化への市長の考えをお聞

かせいただきたい。改革によりまして第３セクターの経営統合、一本化するような

考え、考えておられないか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） まず、合併後の経常収支比率の動向についてご説明いた

します。平成２０年度の比率は９６.１％で、平成１７年度の９０.４％と比較しま

すと、この４年間で５.７ポイント上昇いたしております。これを性質別経費ごと

に見ますと、人件費だけは平成２０年度が２７.４％で平成１７年度の２９.４％に

対しましてこの４年間で２ポイント下降しておりますが、これは職員数の削減によ

るものであります。人件費以外では扶助費が２０年度が７.７％で、平成１７年度

の６.３％に対しましてこの４年間で１.４ポイント上昇いたしております。 

 次に、公債費でございますけれども、平成２０年度が２０.７％で、平成１７年



 －140－

度の１８.３％に対しましてこの４年間で２.４ポイント上昇いたしております。 

 このほか、議員ご指摘の特別会計等への繰出金につきましては、平成２０年度が

１３.６％で、平成１７年度の１１.４％に対しましてこの４年間で２.２ポイント

上昇いたしております。 

 以上のように、経常収支比率が上昇している主な要因につきましては、扶助費、

公債費、繰出金ということになります。平成２０年度決算における本市に経常一般

財源が約１３４億円ですので、これに経常収支比率の９６.１％を掛けた約１２９

億円は、毎年決まって支出しなければならないお金ということになります。 

 では、一般財源の１３４億円から経常経費の１２９億円を差し引いた約５億円が

自由に使えるお金というわけでございますが、実はこの経常一般財源の１３４億円

には、地方交付税の不足分として臨時財政対策債という借金が約６億円含まれてい

ますので、この借金がなければ自由に使えるお金は出てこないということにもなり

ます。今後は、税収の落ち込み、さらには地方交付税が減額されることになれば、

ますますこの状況が悪化することが予想されます。 

 次に、地方交付税の合併算定替えから一本算定への影響については、先ほど松本

議員にご答弁申し上げたとおりでございますが、合併市町村に対する財政支援の一

つとして、普通交付税の合併算定替えという措置がございますが、これは合併した

市町村は、本来、一本算定と呼ばれる方法を適用されるべきところでございます

が、いわゆる合併のアメと呼ばれる部分により旧市町村の普通交付税の合計額を補

償するという合併算定替えを受けることができました。現在、本市でもこの合併算

定替えの適用を受けておりますが、この措置も合併後１０年間という期限がござい

ますので、平成２６年までで終了し、５年間で段階的に引き下げられ、平成３２年

度からは一本算定として算定されることになります。この合併算定替えと一本算定

の差額が約１５億円から１８億円ありますので、平成３２年度からは本市の普通交

付税は現状と比較しますと最高約１８億円が減額されることになります。 

 一方、国では各省庁からの２０１０年度の予算の概算要求を受けて行政刷新会議

による事業仕分けが行われております。この事業仕分けは、９５兆円と膨らんだ概

算要求を圧縮することと徹底した無駄を省くために行われておりますが、事業によ

っては地方に影響を与えることも予想されますために、今後の動向に注意する必要

がございます。 

 このように、国政の状況や地方財政の見込みなどからしますと、果たしていつご

ろまで現状のままの行政運営ができるのか、全く不透明であり、強い危機感を抱い

ているものでございます。したがいまして、今後の行財政運営は市民生活に特に重

要な事業、費用対効果の高い事業には手厚くする一方、その基準に達しないような
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効果の低い事業や市民ニーズの少ない事業などは、誠に不本意ながら廃止削減しな

ければならないことも考えております。その方法といたしましては、議員ご指摘の

ように優先順位を決めて順位の高いものから財源の許す範囲の事業しか実施しない

ような手法を取り入れていきたいと考えております。 

 続きまして、健全な財政運営を行う上で行財政改革は大変重要な課題であり、ま

たその必要性は極めて高いと考えております。行政改革の目的は、行政改革推進法

に代表される関連法を基に、厳しい将来が予想される財政状況と少子高齢化という

社会背景を受け、限られた財源や職員を有効に活用して無理や無駄を省き、簡素で

効率的な自治体をつくることで、さらなる市民サービスの向上を図ることでありま

す。本市でも平成１８年度に集中改革プランと市行政改革大綱を定め、改革の流れ

や本市の諸問題を真正面から受け止め、今日まで真剣に取り組んでいます。これら

の計画が本年度をもって終了しますことから、現在次期の行革大綱の策定作業を勧

めているところで、有識者や市民の皆様からのなる審議会の議論も終了し、１０月

末の答申を受け、今後はパブリックコメントを経て、来年３月の議会への上程を予

定いたしているところでございます。 

 次に、菊池市の第３セクターにつきましては、現在行政改革の取り組みとして市

の関与のあり方や事業内容、経営状況の公表と経営内容の検証について市の方針を

策定中で、並行しまして８つの第３セクターの経営内容の検証を外部有識者による

経営検討委員会へ諮問し、その一部は答申を受けたところでございます。一方、次

期行政改革大綱でも主要項目の１つに外郭団体の見直しを掲げ、第３セクターにつ

いては指定管理者への民間公募及び段階的な会社組織の統合等を視野に入れた検討

を行うとして答申をいただいたところでございます。新しい政権につきましては、

その動向を注意しながら行政改革を進めていくことはもちろんでございますけれど

も、言えますことは今まで当然のごとく行ってきた公共サービスのあり方を厳しく

見つめ直しまして、旧態依然の行政運営を改めることが今後の菊池市に課せられた

大胆な行政改革であると考えております。特に公共サービス改革では、公共サービ

スとして行う必要のないものや、その実施を民間に行うことができるものについて

は、市民へのサービスの低下にならない範囲で廃止、もしくは民営化、民間移譲、

民間委託などを積極的に行う必要があると考えております。 

 なお、公共サービスの担い手は、地方自治体に限ったものではありません。ノウ

ハウや経験も高いＮＰＯや市民団体をはじめ多くの民間法人が新たな公共サービス

の担い手として多く存在していますので、これらの民間法人の活用も重要と考えて

おります。今後とも行政改革の推進にご理解とご協力をいただきますようお願いい

たしまして、答弁といたします。よろしくお願いします。 
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○議長（北田 彰君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○１８番（森 隆博君） それでは、再質問に入らせていただきます。 

 財政の硬直化、借金の返済、義務的経費の増大、大きな要因であります。経常収

支比率が高くなるほど道路・公園・福祉施設整備など、投資的な事業を行う余裕が

なくなるということを示していくわけでありますが、ただいまの答弁で菊池市の一

般財源、菊池市の経常的一般財源が約１３４億円と、一般財源に経常収支比率を掛

けた場合１２９億円が経常経費というようなことで、差引５億円程度が大体自由に

使える金額という説明でありました。その中に、一般財源の中に臨時財政対策債と

自由に使っていいという借金の６億円を除けば、もう自由に使える金はないという

ような説明でありますが、やはり今回の１２月の広報で菊池市の家計簿というよう

な形で掲載してありますが、そういったところをですね、やはりわかりやすく載せ

るべきではないかなということを感じたわけであります。掲載を見てみますと、や

はり菊池市の歳入歳出を差し引けば９億８,７００万円ほどはまだ余裕があるよう

なことも書いてありました。また、１人当たりの納めた税収が１０万３,０００

円、１人当たりが使用する金が４１万６,０００円とか、差し引きますと３１万２,

０００円ほどが不足するということになっておりますし、そういった面がですね、

はっきりと市民に対してどういうところに金が使われておるのか、圧迫しているの

かというような文書的な説明も必要じゃなかろうかというふうに思います。市債及

び基金の残高につきましても、一般会計で１人当たりの市の借金は５０万４,００

０円程度でありますが、基金も１５万円程度あるというようなふうにしてあります

が、実際に使用できる基金というのは、本当にこの金額であるのか。実際言って、

本当に使えるのは積み立て基金の半分ぐらいじゃなかろうかなというふうにも考え

られますので、やはり市民にはですね、やはり理解あるような公表が必要だと思い

ます。厳しい財政が予想されるときですね、市民に適切な報告をするというのが市

執行部の責務であろうと思います。そういった中からお尋ねをいたしますけど、福

村市長は財政状況を理解の上で本気でそういったポケットパークの整備、回遊道

路、また名称は老人福祉センターなのか、地域交流センターなのか、理解できない

ような事業でありますが、優先事業として進めていかれる考えであるのか。 

 ２点目に、菊池市の現状で少子高齢化社会、この問題は避けては通れないわけで

あります。さらに民生費、扶助費、そういったものが１７年度から見ましても年間

２億ないし３億円は年間増額というようなことになってきております。さらに合併

自治体への優遇策として地方交付税の上乗せも、やはり刷新会議の中で事業仕分け

に載っておるということで、地方交付税の交付金、自治体への配分額としては１５
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兆７,７７３億円というようなことで掲載はしてありましたが、地方債を発行し公

共事業を行った自治体には、元利償還金の一部に相当する額を交付税に上乗せして

いるという現状に対して、刷新会議の中で政策誘導、任意的な運用と指摘が出て、

政策評価、行政評価、監視に重点を置き、抜本的な機能強化を求めるということで

見直しが決定をされております。菊池市の財政の減少化も避けては通れないような

状況となってきておりますので、やはり市長の抜本的な機能強化に対する対策、政

策、そういったものをお聞かせいただけるならと思います。 

 次に、第３セクターについてでありますが、新市になりまして多数の議員より質

問があっております。その中に第３セクターについては指定管理者の民間公募及び

段階的な会社組織の統合等を視野に入れ検討を行うというようなことでありますけ

れども、特に不安を抱きますのが第３セクターの管理者に対して社長、株主、出資

者の意思の疎通というのが伺えるわけでありますが、３セクの場合、市が５０％以

上の権利といいますか、株券を保有し、運営上の経理責任者は当然市であり、社長

が責任であります。例として今回問題になっております四季の里旭志の累積赤字に

より会社解散に至る経緯と株主全員の理解を得るまでの経緯の中で、社長として説

明責任に疑問を抱く声が出ておる。株主の承認を得るために四季の里旭志の経営検

討委員会を設置し、外部者による判断をもって理解を得る答申に対してのそういっ

た不満も出ております。健全化に向けた答申であれ、投資者の理解を得る努力が大

事であろうと思うわけでありまして、やはり株主全員をですね、やはり呼んで、や

っぱり隅々の意見まで聞いてやるというのが取り組みではなかったろうかと。今の

段階では、やはり１株５０万円という本当に厳しい時代にですね、今のときだった

ら戻るか戻らないかわからないというような話では困るというような意見も出てお

るわけでありますので、やはりそういった隅々の意見も取り上げるべきではなかっ

たろうかというふうに思います。将来にわたり地域に貢献する第３セクターの組織

編成を維持する明確さといいますか、それはやはり民間公募、会社の統合は本当に

推進していく上で不可欠な問題であろうというふうに考えます。そういうことで、

今後いろんな第３セクターに対しては、やはり問題点も出てまいると思いますの

で、やはり現状のままで四季の里あたりの協議もあやふやなままといいますか、

隅々まで浸透しないままで結論を出されるつもりなのか、そういった点についても

明確なお答えをいただきたいというふうに思います。行政のセクターの見直しとい

うのも、今後外部のですね、やっぱり教授とか、会計士とか、診断士あたりのです

ね、答申というよりも、やはり地域で取り組んだ事業でありますので、地域の方々

の意見をやはり吸い出して、そして地域の声で判断するべきではなかろうかという

ふうに思いますので、そういった点について、やはり社長としての考えをいただき
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たいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） まず１点目の老人福祉センターを優先事業として進める考えか

とのご質問でございます。またポケットパークなども触れられましたけれども、こ

の老人福祉センターにつきましては、先刻も松本議員の方から質問が出ておりまし

たけれども、老人憩いの施設として毎日大変多くの方々が今日利用されておりま

す。現在の施設というものが大変老朽化が激しくて、全体的な改修が必要であるた

めに、これを何とかやりたいという思いは、多分菊池市の行政の中では平成１０年

ごろに上がっていた話だったろうと記憶いたしております。しかし当時におきまし

ては、この建設をするのに原資でありますこの補助金制度というのが全くなかった

と聞いております。私は平成１３年に市長に就任いたしまして、日本財団、東京財

団、そういったところに赴きまして、何かこのそういった施設整備の補助金がない

かということを努力してまいったんですが、全くないということで、一般単独しか

ないということでございましたので、なかなか手を付けられなかったというのが現

実であります。そういったことで、今回まちづくり交付金事業として新市の建設計

画に当初より計画をされたものでありますし、また合併によりましてこのことが合

併特例債の採用を受ける、使うことができるということでありまして、これを優先

事業として長年の老人クラブ連合会の熱い思いを受けながら進めてきているところ

でございます。これについては、もうすべて皆様方に、議員の皆さん方のご理解を

いただいて進めさせていただいております。 

 ２点目の地方交付税制度の改革等に対します減収対策については、議員のご指摘

のとおり建設事業の財源として今申し上げますような最も有利な、合併特例債を最

大限に活用しております。もしこの制度が見直されることになった場合は、公債費

の償還財源としての交付税措置がなくなることになりますので、財政運営ができな

い状態になります。交付税制度の改正にあたっては、全国共通の最重要課題であり

まして、地方への権限移譲も含めながら更なる財源措置がなされるように要望して

まいりたいと思います。 

 今、国会においても財源不足に対する税制改正等が議論をされているところであ

りまして、本市におきましても財源不足につきましては共通認識の下に財源の許す

範囲において庁内横断的に事業予算を中心とした予算編成システムの構築を検討し

てまいりたいと思います。 

 なお、扶助費につきましては、ご指摘のとおりどんどんとやっぱりこのパーセン

トが上がっておりまして、義務的経費ではありますけれども法律によるもの以外の
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単独の事業については、この財源不足が今なおさらに生じてくるということにおき

ましては削減をせざるを得ないという状況だと考えております。 

 最後にご指摘いただきました菊池広報１２月号の菊池市の家計簿として掲載して

います数値につきましては、決算審査等の適正な手続きを踏まえた金額として報告

していることをご理解をいただきたいと思います。 

 それから、四季の里の出資者への説明、あるいは財政的な面で利益を優先しては

いないかということでのご指摘のついては、平成２０年度出資した際におきまし

て、夏場までの経営状況、８月、９月ごろの経営状況を見て収支バランスが今後取

れるかどうかということを条件に議会の皆さんに承認をいただいた経緯がございま

す。出資に係る説明も平成２０年２月２３日に株式会社四季の里におきまして、臨

時株主総会に諮りまして非常に厳しい経営状況であることを説明し、出資金につき

ましても残余の財産による出資割合による配分であることについても説明をしたと

ころでございます。その後の区長会においても、四季の里の状況、現況につきまし

て説明をしまして、夏場までの状況によって指定管理者の公募をして民営化、廃止

など、総合的に検討することをやむを得ない状況になっているということをお知ら

せしてまいりました。平成２１年、今年になりましてからは、８月１３日に再度旭

志地区の区長会に諮りまして、各区民の意見等があった場合は連絡していただきま

すようにお願いをしました。さらに関係区長会の役員、旭志地区の出身議員の皆さ

んとの協議も行いながら、最終的には第３セクター経営検討委員会の答申を基にい

たしまして、１０月２０日に株式会社四季の里旭志の取締役会におきまして会社の

解散はやむなしとの結論に至ったところでございます。このように出資者及び地域

住民に対しましては説明を行ってきたところでございますが、今後収支バランスが

図れないことが見込まれる状況下において、これ以上の市からの財政的支援という

ものは議会において、これまで説明してまいりましたことからいたしましても外れ

たことになってまいります。今回、四季の里旭志という施設そのものは存続をさせ

るために、代わって指定管理者の公募に踏み切らせていただきましたことをご理解

願いたいと思います。 

 また、総務省より示された第３セクター等の抜本的改革の推進等についてという

ことで、諮問答申によります累積赤字の第３セクターを解散するかということのご

質問でございますが、この総務省の示されたものにつきまして、第３セクターが行

っている事業の意義、あるいはまた採算性、事業手法の選択など、可能な限り広範

かつ客観的に検討して事業継続の是非を判断することと、このようになっておりま

す。これを受けまして、菊池市といたしましても、市の関与のあり方や事業の内容

とか、経営状況の公表と経営の内容の検証について市の方針を策定中でございます
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ので、その方針とともに外部の有識者からなります第３セクターの経営検討委員会

の諮問を行いながら、赤字の有無だけの判断ではなくって将来の計画、あるいはま

た現在の事業継続の意義など総合的に判断して、市民の、いわゆる地域住民の皆様

方の熱い思いによってつくられた施設でありますので、このよりよい方向を定めて

まいりたいと、このように思っております。 

 また、施設統合によってそれぞれの第３セクターの新しい組織への移行というこ

とのご指摘だろうと思いますが、市長の立場といたしましては、先に行政大綱の答

申で申し述べましたとおり、指定管理者の民間公募及び段階的な会社組織の統合な

どを視野に入れまして検討を行う方向で進めてまいります。 

 最後に第３セクターでは役員、いわゆる取締役でございますが、取締役の意見が

優先しているんじゃないかと。菊池市の特色を引き出せない実態が存在していると

いうふうなご指摘でありますが、指定管理者の民間公募の推進とか、第３セクター

の強調についてのことだと思いますけれども、いわゆる第３セクターと言えども、

これは民間の会社とほかならないわけでありまして、会社の運営は社長１人が議決

を促すわけではありません。議長として会議を司って取締役さんの意見の統合によ

って会社運営の方針が決められておりますし、そのことについては年１回の定時株

主総会で承認を得、また必要に応じて臨時株主総会の議決を経て執行させていただ

いているところであります。現状では第３セクター連絡協議会を３セク独自に組織

し、それぞれの協力体制を図られておりますけれども、その会社の統合というもの

につきましては、現状といたしましては第３セクターの連絡協議会というのが独自

に組織をされておりまして、大変協力体制が図られていると、このように思ってお

ります。今後菊池市のこのような特産物などもあわせまして、第３セクターとして

の経営をどういうふうに持っていくのかということにつきましては、今のご指摘の

お話も含めまして検討をさらに深めてまいりたいと、このように考えます。 

○議長（北田 彰君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○１８番（森 隆博君） それでは、再々質問になりますが、今、市長が家計簿の中で

は、私も監査しておりますので報告どおりと言いますが、やはり基金等につきまし

てもですね、やはりつまごめ荘あたりの基金にしましても、小川基金にしまして

も、利用できるやつと利用できないやつもあります。全部含めて出すようなことは

やはり避けるべきだというふうに言ったわけであります。 

 それと、今、取締役関係でありますが、あくまでも社長が責任で運営をやってき

たわけでありますので、最終的にはやはり社長の責任でやっていただきたいという

ことで、先の経済委員会の中で四季の里に６,０００万円運営資金て出してありま
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すけれども、これはあくまでも社長のお願いで出したわけでありまして、その責任

に対してもですね、認識をしていただかんといけないということと、やはり１株５

０万円という株主という方で近くの区長とか、いろんな部落の役員しておられた方

がやはり株主になされて投資といいますか、出資しておられるわけであります。そ

ういった方々が１回も会議にも出ないうちに今の状況じゃもらえんとか、もうそう

いった話が出てきておりまして、裁判すれば勝つんじゃなかですかという話もして

おります。やはりそういうふうなことになってきますので、できるだけですね、ピ

シャッと隅々まで連絡、報告をやった上でですね、結果を出していただきたいと。

１０月２０日に取締役で決定したというようなことだけで済まされる問題ではなか

ろうというふうに私は思います。もう時間がありませんので、一応ここでもう止め

ますけど、やはり本当に慎重にやっていただきたいということ、もう答弁する時間

はありませんので、お願いをしておきます。 

 終わります。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後２時５４分 

開議 午後３時０５分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） 皆さん、こんにちは。 

 １１月の政府の月例経済報告において、我が国経済がデフレ状態にあることが宣

言されました。実に３年半ぶりのことでございます。さらに株価も下がりつづけ、

１０月の完全失業率は５.１％と若干の改善は見られるものの、依然として厳しい

雇用状態が続いております。政府では事業仕分けなるものを行い、財政の見直しを

しています。菊池市においても、今こそ無駄を徹底的に省いて、洗い出し、市と市

民が一緒になって財政再建をするときであると思います。 

 では、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 私は、合併前の旧泗水町に在住していますが、合併後議員になり、菊池市の今ま

で見えなかったところが見えてきて、大変驚いたことがたくさんあります。その１

つが菊池市文化会館の借地料のことです。このことは過去にたくさんの先輩議員が

何回も質問されておりますけれども、これだけ関心が高いということは、そこに大

きな問題があるからではないでしょうか。私も関心を寄せてまいりましたので、今
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回質問させていただきます。今までの討議内容のポイントを４点ほど分けて説明を

させていただきます。 

 まず１点、３０年前の契約が今も続いて、借地料として現在は年間１,０００万

円近くの借地料が支払われているということ。２点目に、契約時期が残り３０年あ

り、約３億円の借地料を支払う予定であること。３点目に、それならば買い取って

所有権を持った方がいいのではないかということ。４点目に、契約終了の６０年

後、水田に復元となっているけれども、市として買い取るのか、また借りるのか、

それとも他の土地を考えているのか、市の将来の方針はどうか。そういうことが上

げられると思います。まず始めに、数回に渡っての一般質問、所管委員会での議

論、意見を踏まえ、現在の状況と今後の方向性をお聞かせ下さい。 

 以上です。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） ご質問にありましたように、文化会館用地に係る賃借料や文

化会館移転の考えなどについて、これまでいろいろとご質問をいただいているとこ

ろですが、平成１８年度の総務常任委員会において賃借料が高いのではないか、買

取ができないのか、また合併時に契約の見直しはできなかったのかなどのご意見で

ございましたが、昭和５３年当時は高金利の時代であって、土地を購入するより賃

借した方が有利との時代背景があり、その判断から契約が交わされたものではない

かと思います。契約期間は６０年と長期にわたっておりますが、途中での契約を破

棄した場合、残りの期間の賃料の補償の問題、また現在の文化会館を廃止し取り壊

すとなると新たな会館の建設用地や財源など、様々な問題が考えられます。また、

平成２０年度の一般質問においても、文化会館移転の考えはないかとの質問がござ

いましたが、現在の文化会館が多くの皆様に利用され機能していることもあり、現

状のまま使用していくとの考えを答弁させていただきました。また、これまで議会

においても買取を含めた契約の見直しができないかとの話もあっていることから、

所有者の方へ契約期間や買取のお話をさせていただきましたが、現時点では契約ど

おりの履行を求められています。ただ契約書においては、所有者からの申し出があ

った場合は買取の協議ができることとなっております。現在も２名の所有者の方へ

契約に基づき賃借料を支払っておりますが、司法上の契約もありますから、契約に

則り実施してまいります。 

 また、契約終了後の水田復元についてでございますが、契約期間の６０年終了後

につきましては、契約書で原状回復義務について謳われておりますので、契約に基

づき原状に復すことになるかと考えております。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） なかなか厳しいということはわかりました。その当時は経済

も成長期で、バブルの真っ直中でありましたがということで、その後バブルもはじ

け、昨年のリーマンショックで世界中が不景気の渦に入っている状況の中で、契約

の文化会館の借地料は余りにも高すぎると思います。参考にしていただきたいので

すが、近隣のキャニオン前の駐車場を市が借りていますが、年間借地料が平米数で

１,４６５㎡、年間１２０万円、月に１０万円ということです。また、隈府小学校

横の土地を市が買い取っていますが、２,２５３㎡で５,４４８万円です。また、

今、老人福祉センターが上げられますけれども、４,６００㎡、これが１億１,１５

９万３,２００円、坪当たり８万３,５００円になっております。これらを参考にし

ていくと、社会通念上、文化会館についても状況に応じて見直すことが認められて

もいいのではないかと思っております。以前、市としてもできれば契約解除して買

取をしたいが、契約解除時期に発生するであろう補償金なども含めて、顧問弁護士

に相談するということを言っておられました。その点について、顧問弁護士に相談

したのでしょうか。また、したのであれば、その内容を公表していただきたいと思

います。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 平成１８年１２月の総務常任委員会で取り上げられましたこ

のご質問の件につきましては、顧問弁護士に相談するとされておりましたので、総

務課、財政課で弁護士への相談が行われております。その結果については、１９年

に入ってから、平成１９年に入ってから行われました総務常任委員会におきまし

て、次のように報告されております。土地賃貸借契約は、司法上の契約であり、合

併したとしても契約は継承されることとなる。また、不動産の売買契約について

も、売り主側の合意がなければ契約締結に至らないと報告されています。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） なかなか難しい内容ですけれども、やっぱり私たちも物を買

ったり、いろんなものを契約した場合に、途中で解約したいというようなことが

多々ありますけれども、そういうこともできるんではないかと、個人的には思って

おります。 
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 最後に、これは要望ですけれども、文化会館は利益を目的とするものではなく市

の公共施設で市民の文化活動に使われるものでございます。それらを鑑み、土地所

有者に誠意を持って説明し、理解してもらうよう、まず市長が今後も語りかけてい

っていただきたいと思います。市長にその気持ちを、言わなくて結構です、気持ち

だけ持っていただければ結構ですが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 文化会館の件でございますが、まさにまだこの年月というもの

が価値観を変えてしまったということだと思います。当時のこの利息からすれば、

多分に８％ぐらいの金利ではなかったのかなと。ちょうど思えば小川会館の基金１

０億円というものが高いときには７％台で推移しておったという時代がありまし

た。そういうところからして妥当な賃借料だということで判断をされたものだと思

います。しかしながら現状としては、非常にこの問題が多い、土地代、賃料になっ

ていると思っておりまして、私も旧菊池市の市長に就任いたしまして、その問題に

つきましては話し合いを行ったことがあります。しかし、今日の答弁にもあります

ように、相手方の方が、地主の方がこれを売ると、売却というご意志がないという

ことでございましたんで断念をいたしておりますが、また機会を捉えながら、何と

かこの公的な色彩の強い文化会館で今の時代にちょっとそぐわない部分があるんじ

ゃないでしょうかといった話をさせていただきたいと、このように思います。 

○議長（北田 彰君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） よろしくお願いします。次の質問に移ります。 

 次は、隈府中央線についてです。この質問も合併後数回先輩議員から質問が繰り

返しされております。現在、隈府中央線地区をまちづくり交付金事業で取り組んで

おられますが、その中の事業である隈府中央線及び回遊道路整備事業について、そ

の進捗状況をお尋ねします。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） お答えします。 

 まず、隈府中央線街路事業の進捗状況でございますが、平成２１年度末で申し上

げますと、工事につきましては４４０ｍのうち１５０ｍが完成し、進捗率は３４％

でございます。また用地につきましては、取得予定面積が４,７００㎡のうち３,４

７０㎡を取得し、進捗率は７４％となる見込みです。 

 次に、回遊道路の進捗状況でございますけれども、既に１期事業として平成１５
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年度から１９年度までに１２路線、３,７２４ｍを整備完了しております。現在、

２期事業としまして、平成２０年度から２４年度までに６路線１,５０１ｍを計画

し、そのうち平成２１年度末で５４３ｍが完了し、進捗率３６％となる見込みでご

ざいます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） わかりました。 

 次に、３点ほどお尋ねします。 

 まず１点は、隈府中央線事業について、巨額の事業費と期間を要しますが、それ

に見合うだけの事業効果があるのかという点です。 

 ２つ目は、まちづくり交付金事業の区域内では、街路事業や回遊道路整備事業に

より道路整備が進んでいきますが、区域外である近隣地域にも整備を必要とする市

道が数多くあると考えます。例えば、隈府小学校と菊池南中の間の道路や本田酒店

と肥後大名のところとか、また北宮・片角間、赤星内等々でございます。街中の道

路とその区域外の近隣道路とに整備格差が出て、バランスが取れないのではないか

と考えております。今後の道路整備の計画と現状の整合性はどうなっているのかと

いう点です。 

 ３点目に、近隣地域の道路整備もまちの中の道路とあわせて整備推進を図る必要

があると考えます。今、市が合併し、庁舎問題も凍結している状態で、昭和３６年

に計画された道路を進めていく必要があるのか。隈府中央線を見直して、その財源

を近隣道路の整備費に充てる考えがないかという点であります。 

 以上、３点について質問します。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） 再質問にお答え申し上げます。 

 １点目の事業効果につきましてですが、隈府中央線は隈府市街地の骨格を形成す

る道路であり、市街地への交通アクセスが改善されることによって、市街地へ来ら

れる方にとっても、また地域住民の皆様方にとっても生活の利便性が向上するとと

もに、災害時の緊急対応が強化され、地震・火災時の非難活動、消火活動、救助活

動に寄与するなど、安全で安心して暮らせる市街地形成のために重要な道路となり

ます。また、道路を核として商業の集積やイベント広場など、市街地内のオープン

スペースとしても利用が期待され、中心市街地に人の賑わいを取り戻し、観光振

興、商業活性化にも寄与するものと考えております。 
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 ２点目の近隣地区との道路整備についての整合性でございますが、まちづくり交

付金事業は、中心市街地の活性化を支援する事業として整備区間を定め、駅、公共

施設、歴史的旧跡の周辺など、比較的通行の多い路線を優先して整備を進める計画

となっております。ご指摘の周辺道路の整備につきましても、十分配慮をして老朽

化した道路より順次道路維持工事により整備を進めているところでございます。ご

指摘をいただきました路線につきましても、随時進めております。 

 ３点目の隈府中央線の事業見直しについては、先ほど答弁を申し上げましたとお

り、この事業効果を期待し、隈府中心市街地の再生を行うものでありますから、見

直しは考えておりません。 

 また、事業を縮減してでも近隣の周辺道路の整備費に充て、道路整備の平準化を

図ったらどうかということでございますけれども、隈府中央線はまちづくりの根幹

をなすものであり、計画どおり整備を進め、今後も事業のコスト縮減や認可期間内

の完了に努め、あわせて区域外近隣道路の整備も十分配慮し、一体となったまちづ

くりを進めていくならと考えておりす。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） わかりました。 

 最後に、これは私も要望でございますけれども、現在は非常に経済変化が早く、

先ほど言われましたように非常に経済的に厳しいという今状況でございます。そう

いう中で、やはり長期的な展望というものと、また３年から５年ぐらいに一度はや

はり見直しをしながらやっていく、そういうことも大事じゃないかと思います。ま

た、まちづくり交付金ではありませんけれども、利便性を考えるならば３２５号線

につなげることの方が最優先ではないかというふうに思っております。また、いろ

いろな道路の立ち退き等がありますけれども、例えばお寺とか、またお寺の重要文

化財の樹木とか、そういうものを壊してまで真っ直ぐに進めていくというのがいい

のか。私は、やはり少し曲げてでもそういう行った方がいいんじゃないかと。もう

１点最後に、近隣周辺地域の道路整備も非常に遅れていますので、できればそこを

しっかりと進めていってほしいと、その３点が要望になります。よろしくお願いし

ます。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 隈府中央線につきましてはですね、古い話ですけれども数十年

前、菊池市の隈府商店街について、中心市街地活性化計画というのがありまして、
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それを基にして土地区画整理事業の計画が、遠大な計画が上がったわけです。しか

しそれには、その当時におきましても、少なくとも数百億円以上のお金がかかると

いうこともありまして、いろいろと住民のアンケートかれこれを含めて、商店街の

皆さん方もご苦心をされたわけです。結果的には、そのことがこの当時の市長さん

の時代におきまして凍結され、そして後で中心になりました。あとは、それじゃ街

の中をどうするんだといったことがありまして、まちについての活性化を進めてい

くためには、やっぱりどうしても区画整理事業に代わるまちづくりの事業がほしい

ということがありまして、それでその事業というものがやっとスタートする時期が

やってきまして、結局このまちづくり交付金事業、最初の採択のときにはまちづく

り総合事業ですか、まち総と言っていたんですが、それを利用してやろうというこ

とになりまして、もう本当に数十年来の計画だから、もうこれはやらなければいい

というような中央線の話ですけれども、中央線も基幹道路としての位置づけがあり

ますし、回遊道路も、まさにこのまちのそういった古い街並みに中において段差が

あって、転んでケガをしてというのが随分あっておりました。今、非常に走れる、

歩ける道路だということで評価は私は高いと思いますが、その基幹道路としての隈

府中央線であると。郊外の方から先にやる、あるいは街中から先にやる、いずれで

もいいわけでありますけれども、できるところからやっていこうということで、住

民の方々の理解を得られるところから先にやっているということで、少々手間がか

かっているところもありますが、財政状況はこうでありますので、効率の高いとこ

ろをなるべくやって、早く通していこうということで市役所のすぐ近くのところあ

たりでも、もうできるところはすぐに道路を利用できるようにしていこうというこ

とで進めておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ３２５についてはですね、必然的に、結果的にこの隈府中央線というのは延伸し

て、今の消防署のある付近の方にですね、建設することになっていかなければなら

ないと、基本的にはそういう思いを考えております。 

○議長（北田 彰君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） わかりました。 

 少子化対策について、最後にご質問をします。少子化問題が言われるようになり

まして久しいのですが、ますます出生率は下がり、事態は深刻化しております。少

子化問題がいかに日本経済に影響を与えているか、また今後どう与えていくかをあ

る経済学者は、家族政策への予算問題が大事であると言っております。少子化の現

状を確認しておきますと、出生数は約３０年前、年間２０９万人でした。それが８

年前は１１７万人、そして昨年は、２００８年ですけれども約１０９万人というこ
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とです。出生率は昨年で１.３７人です。世界を見ても少子化の波は同じですが、

アメリカは２.１２人、フランスは１.９８人、比べると日本は非常に低い値です。

子どもを生み育てることが非常に難しくなっているのはなぜなのか、その最たる原

因は子育てに費用がかかるということではないでしょうか。子どもを１人大学卒業

までおおよそ３,０００万円かかると言われております。それを聞いただけで、若

い人たちは子どもを産むことに躊躇してしまう、無理はありません。他に少子化の

原因として、晩婚化が上げられます。平均初婚年齢が男女共に上がっていること、

また３０歳代の男女の未婚割合が高いこと。ちなみに１９７０年、男性が１２％、

女性は７％、２００５年、男性が４７％、女性が３２％に上昇。それに伴って、第

１子の出産時の母親の平均年齢が上昇しております。３０代で第１子を出産する割

合が４割を超えているため、出生数が少なくなる原因にもなっています。生涯未婚

率も上がっています。これらを引き起こす最大の原因は経済力です。今、日本はデ

フレによる買い控え、買い控えによる低価格、それに伴い低賃金という悪いサイク

ル状態にあります。また、失業率の上昇、新卒者の就職内定率の低下等々でますま

す少子化は進むであろうと言われています。子どもを持ちたい人のためには、もっ

と予算配分をして支援してもよいのではないでしょうか。子育ては親の責任は言う

までもありませんが、親ができないところは周りが支援する、子どもを育てながら

仕事を続けていくことを支援する必要があります。菊池市においては、様々な少子

化対策が進められています。小学校６年生までの医療費無料化は、近隣の市町村に

先んじて実施され、非常に画期的です。他市町の若い世代から菊池市に引っ越そう

かという声も聞こえて嬉しい限りであります。 

 はじめに、３つのことを質問します。 

 １つは、すくすく子宝祝い金や集いの広場、ファミリーサポート等の具体的な中

身対策について説明をお願いします。 

 ２つ目は、保育料の補助についてです。市民税の課税額よって保育料の区分があ

りますが、区分の説明と階層別の人数をお尋ねします。 

 ３つ目に、保育料の収納状況と滞納対策について質問します。 

 以上、３点についてお願いします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） １回目の質問にお答えいたします。 

 現在菊池市が取り組んでおります主な少子化対策についてご紹介をいたします。 

 まず、３人目以降の子どもを出産された方に１０万円を支給するすくすく子宝祝

い金制度があり、１１４人が申請され、平成２０年度の決算額は１,１４０万円と
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なっております。 

 次に、主に乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、交流を図ることや育児の

悩みを相談したり、子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育てができる環境

をつくることを目的とした集いの広場事業は、利用人員延べ１万４,３０８人で、

決算額にしまして１,１４５万８,０００円でございます。 

 次に、育児の援助を行いたい人「提供会員」と、育児の援助を受けたい人「依頼

会員」がお互いに会員になって助け合うファミリーサポート事業は、利用件数延べ

１７０件で、決算額にしまして２１９万円であります。 

 次に、保護者の方が昼間家庭にいない、主に小学校低学年の児童を対象に放課後

児童の育成・指導により児童の健全育成を図る放課後児童育成クラブ事業を市内１

３施設で実施し、利用人員、人数４８８人で、決算額にしまして４,１６８万８,６

００円となっております。 

 保育園関係では、保護者の就労が遅くまでできるように延長保育の推進や保育料

を市が国の基準より減額し、保護者負担を一部軽減する事業、３人以上の子どもを

持つ多子世帯の保育料を軽減する事業などを行っております。 

 さらに０歳から小学６年生までの子どもたちが病院にかかったとき支払った一部

負担金を後で全額助成を行う乳幼児等医療費助成制度等も行っております。 

 次に、保育料の階層別人数は、保育料徴収基準法に基づくＡ区分１０人、Ｂ区分

３８３人、Ｃ１区分１６９人、Ｃ２区分２１４人、Ｄ１区分１０２人、Ｄ２区分３

５４人、Ｄ３区分１８３人、Ｄ４区分１７６人、Ｄ５区分２１７人、Ｄ６区分１１

人の１０区分、１,８１９人に分割して保育料を徴収しております。保育料の現年

度収納状況につきましては、平成１８年度９６.７６％、平成１９年度９６.１

４％、平成２０年度９８.６９％の収納率となっております。対策としましては、

１つ、毎月滞納が３カ月となる該当者全員に電話等で納付の催促を行う取り組み、

２つ目に滞納者ごとの個別ホルダーを作成いたしまして、今までの経緯や納付状

況、約束等の有無を記載し、個別面談時の具体的な納付対象に役立てる取り組み、

３つ目としまして、園長と同伴での夜間徴収、４つ目が各種手当金からの納付のお

願い等をいたしております。なお、平成２０年度からは私立保育園と保育料の収納

事務委託契約を結びまして徴収を私立分の１６園へお願いした結果、収納率アップ

に結びついております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） ２人目からは半額、３人目からは無料という補助もしている
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ということですけれども、一番平均的な所得で最も人数の多いＤ２、これが３５４

人いらっしゃいますけれども、３歳未満児で月２万４,０００円ですので２人目を

入れると半額とはいえ、月に３万６,０００円になります。 

 次に、対象者の多いＤ５ですけれども２１７人、３歳未満児で月３万６,０００

円なので、２人目を入れると５万４,０００円になるということです。大変な家計

の負担になっております。よく市民相談で聞くのは、保育料が高いから上の子が３

歳以上になってから子どもを産もうかとか、もう１人でいいですとか、少子化に結

びついていく言葉が出ています。本来、教育はすべての児童が受ける権利がありま

す。仕事を続けるなら２人、３人と子どもを生み増やすように保育料のさらなる軽

減と３歳未満児の期限付き負担軽減ができないか、質問します。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 保育料は、各家庭の前年分所得税、前年度分の市民税の課

税状況に応じて菊池市保育料徴収基準法に基づき徴収をしております。基準表で

は、市民税や所得税が高い方には多く、低い方には少なく、一定の割合で段階的に

徴収する仕組みとなっております。議員ご指摘の所得税額が高い階層であるＤ４、

Ｄ５階層の該当者の保育料を部分的に安くした場合、その下のランク、Ｄ３、Ｄ

２、Ｄ１の該当者とのバランスが崩れ、負担割合に不公平感が生じる恐れがござい

ます。全面的な検討が必要と思われますので、現時点では考えてはおりません。 

 また、０歳から３歳未満児と限定した軽減措置につきましては、児童手当が平成

１９年度に改正され、３歳未満児が一律月額の１万円の支給と手厚くなったこと

や、他市で保育園へ入所している場合、平成１９年度改正で、より年齢の低い子、

いわゆる保育料の高い子どもを半額や無料にするなど軽減措置の強化を実施してお

ります。来年度からは子ども手当等が新設される予定であります。このように制度

の改正がなされる中でありますので、国の施策等を見極める必要があり、当面につ

きましては、今以上の軽減措置を講じることは困難だと思っております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○３番（泉田栄一朗君） 再々質問をします。 

 ここで長野県にある下條村の例を挙げたいと思います。子どもが増えた奇跡の

村、下條村として注目を浴びたのですが、ここは出生率か２.０４です。過去３年

間で２５０以上の自治体が視察に訪れています。めぼしい産業もない静かな村で、

なぜ出生率が増えたのか。村長は、発想は単純です。若い世代を呼び込んだだけで
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すと言います。例えば、村営の集合住宅は２ＬＤＫで２台分の駐車場、家賃月３万

６,０００円です。この手軽な価格が若い夫婦が多く移り住んできた。また医療費

は中学３年生まで無料に、保育料を２０％値下げしましたとか、子ども向けの書籍

を中心に６万８,０００冊の蔵書がある村営の図書館をつくった等々、出生率を上

げるためには若い夫婦を呼び寄せればいい。そして、彼らが安心して子どもを育て

られる環境を提供すればいいという単純な発想から始まっているのです。もちろん

菊池市とは、財政も、人口も、環境も違うので簡単にはいかないとは思いますが、

何かヒントになるのではないかと思います。 

 最後に、今後の菊池市独自の少子化対策として、新しい施策の計画があるか、質

問をさせていただきます。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） ３回目の菊池市独自で新しい何か施策経過はないかという

ご質問でございます。少子化対策につきましては、平成１７年度より本年度の５年

間を前期次世代育成行動計画として総合的に取り組んできたところでございます。

今年度に見直し作業を行い、平成２２年度から平成２６年度までの後期計画を策定

することとなっております。そのため、平成２０年度には就学前と小学校の保護者

を対象に子育て支援に関する生活実態や要望、ご意見などのニーズ調査を実施して

おります。現在、菊池市幼・保・小・中連携推進協議会所属の諸先生方に現場の声

をお聞きするためワークショップを実施しております。ニーズ調査の結果ととも

に、ワークショップに出された意見を参考にさせていただき、向こう５年間の計画

を策定をいたします。したがいまして、現段階で具体的に上げることはできません

が、国や県より補助等があるものを中心にニーズに合った施策を取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 次に、三池健治君。 

［登壇］ 

○１０番（三池健治君） こんにちは。通告に従い、一般質問をいたします。今日は最

後の質問になります。ゆっくり、じっくり質問したいと思いますので、しばらくの

ご辛抱をお願いいたします。 

 国内クレジット制度を申請する考えはないかについて質問いたします。国内クレ

ジット制度は、あまり耳にしない言葉であります。この制度が生まれたのが去年の

１０月で、本当に新しい制度です。国内クレジットは、京都議定書目標達成計画に

おいて規定されている大企業の技術、資金を提供して中小企業が行った二酸化炭素
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の排出抑制のための取り組み、何某云々と延々と続きますが、簡単に言いますと化

石燃料を燃焼して発生した二酸化炭素の売買制度です。新政権の鳩山首相は、温室

効果額排出量を２０２０年度、平成３２年度に１９９０年、平成２年度年比で２

５％削減と表明しました。昨年は削減どころか１.９％の増と環境省が発表してい

ます。９月２６日の熊日新聞に、木質燃料でＣＯ２を減らし、その排出量を売り、

収益を得るというとても興味のある記事がありました。栃木県那須塩原市の山間部

の製材所や入浴施設などが木くずや間伐材でつくる木製木質燃料を使って二酸化炭

素ＣＯ２排出量を抑制し、その削減分を国内クレジット制度で商品化し、環境保全

の報酬として大企業に購入してもらう取り組みが好調な滑り出しを見せているとの

記事でした。本市も膨大な山林を保有する地で条件が似通っております。この国内

クレジット制度を採用すれば、間伐はなくなり、立木も元気を取り戻し、山も活気

を取り戻します。水上議員も活気を取り戻します。それに、ＣＯ２を売却できる、

まさに画期的な制度であります。この国内クレジット制度の申請にいち早く菊陽町

が取り組んでいます。ここでは、木質燃料ではなく天然ガスを利用しＣＯ２の削減

を図るものです。この早い対応に驚いているところです。菊陽町には、第３セクタ

ーのさんさんの湯があります。隣に富士フイルムの会社があります。さんさんの湯

では、源泉湯温３３℃を灯油を燃料とするボイラー５基で沸かしており、その中の

１基はサウナに使用されています。ボイラー４基を廃止し、その分の熱エネルギー

を隣の富士フイルムから譲り受けるシステムです。富士フイルムのエネルギーは天

然ガスを使用しており、天然ガスに余裕があったので国内クレジット制度を申請す

ることができたと言っていました。ボイラー４基を廃止すると年間のＣＯ２は３２

０トンの削減になるそうです。契約期間は１４年間で、事業費は７,２１７万円と

試算されています。内訳として、工事費が約５,０００万円、天然ガスを使用する

熱交換機１基と隣から引いてくる熱供給配管等です。あとは、借入時の利子２,２

１７万円とおっしゃっていました。すべて一般財源を当てるそうです。議会に承認

されているともおっしゃっていました。富士フイルムが国内クレジットでさんさん

の湯よりＣＯ２を１トン当たり１,５００円から１,７００円で買い上げる契約で

す。売却費は年間４８万円から５４万円ぐらいになるとの返答でした。灯油から天

然ガスに燃焼を変えると年間６３０万円浮き、それにＣＯ２の売却費約５０万円を

足すこと、年間に６８０万円ぐらいの利益になるそうです。設備投資分は１０年ぐ

らいで取り戻し、その後は利益になると話されていました。本市には、森林も多い

が重油を使う施設も多くあります。平成２０年度の燃料代は四季の里で１,２６５

万円も、重油使用料１６万５,１００リットル、七城温泉ドーム１,７５１万円、重

油使用料１９万１,２００リットル、エコヴィレッジ旭のＲＤＦごみ処理場では７,
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２７３万円、重油使用料８２万１,００リットルです。このような膨大な施設に木

質燃料を使うと莫大なＣＯ２の削減になります。本市の３施設の１年間の燃料代が

１億２８９万円、それと重油の使用料は１１７万７,０００リットルになります。

来年からは温室化対策税が導入され、灯油で１リットル当たり２円７８銭上がると

聞いております。３施設では約３２７万円が上がることになります。そうします

と、来年から毎年重油代１億６１６万円が燃焼として消えてなくなります。設備投

資にはお金がかかりますが、それと木質の調達にも費用はかかります。そう簡単に

は取り込むことはできないと思うが、長い目で見ていく必要があります。でもＣＯ

２の売却費は本市の収入源になります。今、政府は地球温暖化対策に躍起になって

おります。設備投資にはかなりの補助金が付くのではないでしょうか。そこで質問

ですが、国内クレジット制度を申請する考えはないか、伺います。 

 １回目の質問とします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） １回目の質問にお答えいたします。 

 国内クレジット制度は、中小企業、農林業者、一般家庭等が行ったＣＯ２の削減

量を国内クレジット認証委員会において認証し、国内クレジットとして大企業に購

入してもらう制度であります。具体的には、大企業等が資金、技術を提供し、中小

企業等は、その支援によりＣＯ２の排出量を削減するということになります。活用

の事例としましては、熱効率の高いボイラー等の導入による事業所等の省エネ促

進、バイオマスボイラーの普及による森林資源の有効活用、一般住宅への太陽光発

電設備導入による太陽光発電の加速など、ＣＯ２の排出抑制の１つの手段として想

定され、自治体内の温室効果ガス削減を目に見える形で進めることができます。し

かしながら、企業との協力が不可欠であることを考慮しますと、現在全国的にも大

変な経済不況の中でありますので、企業にこのような制度の活用をお願いできる現

状ではないというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 三池健治君。 

［登壇］ 

○１０番（三池健治君） 国内クレジットは考えていないということのようでした。菊

池市の将来は全く考えていないのではないか。１０年後には３人に１人は高齢者に

なります。若い人は職を求め大都会に出ていくことでしょう。高齢者の方たちから

どのようにして税を納めていただけるのでしょうか。今の答弁のように将来を何も

考えていないという人がいるかと思えば、菊池市は今何とかせんと将来は破産しま
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すと切実に訴える職員もいます。その方が言うには、市単独で収入源の確保が必要

です。今ならまだ設備投資の余力があります。余力があるうちですよと耳にたこが

できるくらい話されました。極端なことを言えば、鞍岳の山中に太陽光発電をつく

り、九電に売却し利益を得る、そのぐらいの設備投資をしないと将来菊池は破産し

てしまうとまで言っていました。私も同感です。菊池市の破産は絶対避けるべきで

す。これからの菊池存続の選択肢の１つとして職員の削減も考えられますが、削減

すれば住民へのサービスも低下されます。我慢する時代がそこまで来ています。何

か菊池市の単独で収入源を得るような方法を考えていただきたいというようなこと

で質問しているわけです。今まで抽象的な質問でしたのであまり意味がわからなか

ったのではないでしょうか。今の答弁の中に、菊池市の危機感が全く感じられませ

んでした。これから具体的に国内クレジットをどう使うかを質問します。それは、

国内クレジットを活かしながら、また市内の森林を活用しながら四季の里を公営施

設として存続をと考えている１人です。今まで四季の里存続を願い、議員の皆さん

が一般質問を行っています。平成２０年の９月議会では、本田議員が羊を生産しラ

ム肉を施設のトップメニューとして四季の里の浮揚にしたとの問いに、部長答弁は

提案として受け止めます、させていただきますで終わっています。議員提案など、

どこ吹く風の返答でした。平成２０年の１２月議会では、坂本議員が民業圧迫とな

るが、全市に四季の里の利用を呼びかける考えはないかの問いに、部長は広報紙へ

の掲載を行って利用促進をしてまいりたいと思っていますとの答弁でした。思って

いますはただ思うだけで、実行はしない。さすが菊池市の執行部長です。そういう

形で、掲載されるか楽しみにしていましたが、何と８カ月後の平成２１年の広報紙

の８月号に旭志夏まつりｉｎ四季の里が案内してありました。その中に、ぜひお越

し下さいと掲載されていました。これが部長が言っていた利用促進だったのでしょ

うか。はっきり言って、これは議員軽視です。そのほかにも隈部議員や泉田議員、

それに森隆博議員、泉田議員など２回も質問を行っています。健康の里にしたらど

うですかとか、市民農場を県外から募集したらどうですかなどです。２回とも四季

の里にはそぐわないとさっぱりと切り捨ててあります。議員が四季の里を何とか継

続していただきたいといろんな提案をするが、耳など貸す気配はありません。地元

の代表である議員の意見は聞かず、地元には全く縁のない、縁とはほど遠い東京の

コンサルタントの意見を聞いたり、学者に方向性を諮問したり、上から目線で判断

している。市長の動向を見てみますと、四季の里存続に対しての意欲は全く見えま

せん。 

 そこで質問します、再質問です。はじめに、四季の里の社長の就任以来、社長と

して今まで行った努力を伺います。 
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 ２番目の質問として、平成２０年度の当初に経営建て直しのためにコンサルタン

トを導入しているが、その金額とコンサルタントの報告をこの２年間で四季の里に

どのように活かされたのか、その努力を伺います。四季の里の運営に１９年度は

３,０００万円、２０年度には３,０００万円、合計６,０００万円が積み込まれて

います。これは先ほど森議員も言われたんですけれども、経済常任委員会では条件

付きで認めたと言っています。その条件と四季の里の建て直しの費用です。我々議

会に見える何の対策も打たないまま、また何ら手を打つこともないまま、ただ運営

のためだけに使われています。全く条件は無視です。これは経営者である社長の責

任ではないでしょうか。また第３経営検討委員会では、今年の７月から９月まで審

議が行われました。その間たったの３カ月で早々と答申が打ち出されました。その

間の審議がたったの５回だけです。そしてその結果は、第３セクター株式会社四季

の里旭志は早期に解散すべきとし、指定管理者の公募や民間に着手すべきであると

のことでした。長年培ってきた四季の里旭志がたった３カ月の審議でばっさりと切

られました。これで本当にいいのでしょうか。ほかに第３セクターはあります。赤

字が出る施設はばっさばっさと切って捨てるのでしょうか。菊池市は、何ら温情の

ない仕打ち、ほかの第３セクターの出資の方は不安が募るのではないでしょうか。

ここで悪い例をつくるべきではない。四季の里はどうしても存続が必要です。早期

解散が先に出て、四季の里旭志の出資者は困惑しています。まず、指定管理者の公

募や民営化より出資者の方向性を示すのが先ではないでしょうか。四季の里出資者

は、先ほども言われましたけれども１人５０万円の出資です。多い人では７５０万

円も出資しているということです。出資を募って回った方の努力は凄まじいものが

あり、血のにじむ思いであったろうと察します。それだけ旭志住民が四季の里の建

設を望んでおられたかがわかります。旭志村が運営する施設だからこそ皆さんは出

資されたことではないでしょうか。安心して出資されたと思います。投資を目的で

出資された方は１人もいないのではないでしょうか。廃止を優先するのであれば、

市が責任を持って出資者に資金を返還し、それからの公募や指定管理者や民営化で

はないでしょうか。廃止を先に打ち出し、出資者を無視したやり方に憤りを感じま

す。 

 そこで３番目の質問としまして、第３セクター存続が危ぶまれている責任、６,

０００万円の収支を積み込んだのに建て直し、何ら対策を講じなかった責任、廃止

を前面に打ち出し出資者を無視した責任、すべて社長である市長にあるのではない

かと思います。この経緯について、社長としての責任を伺います。 

 それから、先ほど申しましたが四季の里重油代は年間１,２６５万円です。それ

に使用料１６万５,１００リットルです、使用料は。インターネットで調べます
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と、灯油焼却ＣＯ２排出量は１,０００リットル当たり２.４９トンとなりました。

家庭の灯油の焼却費の排出量の計算なので正確ではありませんが、目安にはなるか

と思いますが、四季の里に当てはめますと約４１０トンの削減になります。ＣＯ２

の売却金額が約６１万円になります。設備費は５年から６年間の灯油代を当てると

元は取り戻せると思います。問題は、木質燃料の確保です。ここでは職員の方にお

願いし、四季の里燃料調達係を設置していただきたいと思います。私は何も無理な

ことを言っているつもりはありません。近隣の市町村と比較しても、菊池市は職員

が非常に多くなっています。職員数を比較しますと、本市の菊池市が５３１名、隣

の合志市が３２４名、菊陽町が２１２名、大津町が２０２名、山鹿市が７８５名と

なっています。職員１人を住民の方が何人で支えているかと申しますと、菊池市で

は９８名、合志市では１６９名、菊陽町が１６９名、大津町が１５３名で山鹿市が

７４名です。合志市や菊陽町や大津町の半分までとは言いませんが、それに近い小

人数の住民で職員を支えています。この多い職員の皆さんに四季の里旭志を支えて

いただきたいと思っています。 

 そこで４番目の質問ですが、国内クレジット制度を利用して四季の里旭志の存続

の考えはないか、伺います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 四季の里旭志ということでございますが、平成１３年度以降、

近隣におけますところの温浴施設がたくさんできました。このことによりまして、

大変厳しい経営環境に置かれたということであります。特に市町村の合併直後の平

成１８年度におきましては３,５００万円程度ほどの大きな経常損失を計上するま

でになってまいりました。市は最大の出資者であるために、合併来市長が社長とい

うことでございまして就任をいたしました。経営改善のためには、毎月取締役会を

開催するとともに、四季の里支配人、庁内担当部署、あるいは総合支所からなりま

すその担当者会議を設置しまして、一月に数回の会議を重ねながら地域を巻き込ん

だ夏まつりとかあるいは秋まつりなど、利用促進に向けての取り組みを実施してま

いったところであります。また、コンサルタントへも委託をいたしまして、経営の

改善というは大変専門性の高いものでありますから、取り組みを併せて実施してき

たところでございます。コンサルタント提案に基づきまして、実施事業の主なもの

としては、２０分商圏顧客と年輩層に絞った得点付きのダイレクトメール送付の徹

底だとか、あるいは地域の一番と言われるような一番館メニューとしての旭志牛ス

テーキのどんぶりや、あるいは鞍岳をもじりまして鞍岳巨大カレーの販売とか、あ

るいは世界遺産のヒノキを持ってまいりまして、この世界遺産ヒノキ風呂とか、あ
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るいは５円玉を入れまして５円玉の黄金風呂ですね、金色に輝きますものですから

黄金風呂などの各種のイベントを年間を通して実施してきたところであります。売

店につきましては、また売り場の雰囲気づくりやつかみ取りをやったりとか、ある

いは袋詰めなどのプチイベントなどを実施してまいりました。その効果としては、

売店の売り上げがわずかではありますけれども微増で上昇いたしました。宴会部門

は確実に増加に転じたところでありまして、９月末では前年の決算と比較をいたし

ますと利益にして約１,０００万円の経営改善を、利益で１,０００万円計上いたし

まして経営改善を達成をいたしております。 

 以上のような事業の展開に加えまして、コストの削減にも厳しく取り組んだ結

果、一定の成果を見ることができましたけれども、平成２１年度の赤字見込額、来

年の３月３１日現在を見込みましたときに約１,０００万円の赤字経常というのが

予測をされておりまして、また今、新しい指定管理の募集等々によりまして、四季

の里がなくなるんじゃないかといったものもありますので、さらにこの赤字幅が大

きくなる可能性もないとは言えません。なお、四季の里旭志に係りますコンサルタ

ントにつきましては、平成２０年７月から１２月にかけまして導入して、費用は約

２００万円程度となっております。 

 次に、四季の里の存続につきましては、この増資の承認をいただきます際に収支

バランスが保てるかを見て判断するとしておりました。第３セクター経営検討委員

会の答申を経まして、１０月２０日に開催されました株式会社四季の里旭志の臨時

総会におきまして、いわゆる株主総会におきまして会社解散はやむなしと、このよ

うな結論に至ったところであります。このことを受けまして、市としましては引き

続き施設を存続することが大変重要な責任であると、このように捉えておりまし

て、今までの株式会社四季の里から新しい指定管理者の会社に代わっても施設の運

営そのものは引き続きできるようにということであります。そのことが責任だろう

というふうな思いを持ちまして、指定管理者の公募に踏み切ったところでございま

す。このような結果になりましたことにつきましては、当然道義的な責任はあるも

のと痛感をしているところでございますが、答申書にありますように責任の所在が

明確でないと指摘されていることや、本施設は地域の福利的な施設としての要素が

強く、出資に際しましては協力をお願いしたといった経緯等もあるようでございま

す。また、運営に際しましては、先ほど申し上げましたように毎月の取締役会に諮

りまして協議しながら進めてきたところでございます。会社の運営ということにつ

きましては、取締役会、そして株主総会の議決を経て運営をやってまいりました。

この不況下において１,０００万円の損失を圧縮できたことは努力を重ねた結果、

大変支配人を中心といたしまして役職員の努力の一定の評価はいただけるものでは
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ないかと思います。ぜひご理解をお願いいたしたいと思います。 

 次に、国内クレジット制度を利用して四季の里を存続ということでございますけ

れども、今のべましたとおり、株式会社四季の里旭志につきましては、来年の３月

までを目途といたしまして解散するように株主総会で決められております。このた

め、指定管理者の募集を行いまして、今現在２社の申請をいただいておりまして、

このような状況下におきまして新しい指定管理者というものが定まってない状況で

ございますので、国内クレジット制度の取り組みについては素晴らしいことだし、

また現実的にＣＯ２の削減ということにおいては必要なものだと十分了承いたして

おります。この制度の活用を今お願いするような情勢ではないと思われます。まず

は四季の里に対しまして新たな指定管理者の下に四季の里旭志の経営基盤を固める

ことが最優先というふうに考えております。このことにつきましては、また指定管

理者が新たに決まった段階において、一つの提案としては申し上げたらいかがなも

のかなと、このように考えます。 

○議長（北田 彰君） 三池健治君。 

［登壇］ 

○１０番（三池健治君） 議員提案はなかなか受け入れてくれないというところであり

ました。役員さんとずっと役員会をやってきたから、責任所在は半分半分じゃない

かというような言い方されたと思うんですけれども、役員さんというのは素人の方

でしょう。そうじゃなかっですか。先ほど１１月の指定管理者の公募の現地説明、

６社が参加されたと、説明会にですね。それで２５日の締め切りに市内の商事会社

の方と旅行会社の方２社が応募されたと言ってあります。距離が遠く利便性に難が

あると。市役所で行っておられる四季の里にですね、２社に応募があったというこ

とは、私は驚いているところです。私など、あの赤字経営の施設に応募があるとは

思っていませんでした。社長が代われば運営可能なんでしょうね。やはり魅力のあ

る施設ではないでしょうか。ぜひとも公の施設として四季の里を残すべきだと思っ

て、この質問は終わります。 

 次に、介護タクシーについての質問ですが、どうしても納得がいかない部分があ

りましたので質問します。それは、乗降介助費についてであります。車いすの方は

普通のタクシーではなく介護タクシーを利用されます。そのタクシーは、車いすを

そのまま乗せる装備が付いていて、安全に走行できるようになっております。車の

後ろの方に車いすが乗降するリフトや取り外しできるスロープを備え付けてありま

す。この車いすの方の乗り降りを手伝いするのが乗降介助です。利用者が車いすに

座るところから手伝い、車に乗せ、現地に着いたら車いすを降ろし相手方に渡すま

でのお手伝いです。もちろん、運転手の方が行います。運転手の方は、ヘルパー２
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級の資格が必要で、運転免許も２種免許が必要です。その乗降介助費が１回に付き

１,０００円とあります。この１割の１００円が利用者負担です。乗降介助時間は

５分か１０分の仕事です。往復だとその倍の２,０００円です。走行運賃は別料金

となります。熊本の最低賃金が１時間みっちり働いても６３０円で、８時間働いて

５,０４０円です。５分間に換算すると約５３円です。ところが乗降介助費は１,０

００円、１,０００円とかなり高いものになっています。タクシー運賃は九州運輸

局が自動認可運賃制料金表で定めてあり、事業主が勝手に料金の設定はできませ

ん。上限運賃と下限運賃が定めてあり、その範囲内で事業主が料金の設定を行うこ

とになります。菊池市内までの距離を平均すると約１０㎞範囲内の在住者が大半を

占めると思われます。１０㎞の上限料金は２,６７０円とあり、下限料金は２,４２

０円です。その差は２５０円です。平均で２,５４０円になります。車いすの方が

１０㎞移動すると１回につき輸送運賃費は２,５４０円と往復の乗降介助費２,００

０円、合計の４,５４０円かかります。その料金、その金額が介助運賃認定の介護

タクシー会社に行きます。自己負担は運賃費の２,５４０円プラス乗降介助費の２

００円で、２,７４０円支払うことになります。 

 そこで質問します。１回目として、九州運輸局が定めている運賃の種類にケア運

賃と介護運賃があります。その違いをお示し下さい。 

 ２番目としまして乗降介助費、先ほども言いましたが１回につき１,０００円

で、個人負担がその１割の１００円です。あと９割の９００円は何処が負担されて

いるのかをお聞かせ下さい。 

 また３番目としまして、乗降介助の１,０００円はどのようにして決められたか

をお聞かせ下さい。 

 ４番目としまして、この金額は年間いくら支払っているのか。合併時の平成１７

年度からの金額をお示し下さい。 

 ５番目としまして、乗降介助費の個人負担分は走行運賃の中に含んで請求しても

よいとなっています。そのため、利用者は乗降介助費を負担していることも知らな

いようです。介護タクシーを利用した証はどのように行われているのかを示し下さ

い。 

 １回目の質問とします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） お答えいたします。 

 ケア運賃と介護運賃とは、福祉輸送サービスに係る運賃の種類であります。ケア

運賃とは、介護保険を適用しないで利用者を目的地まで輸送する運賃で、行き先及
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び利用目的は自由であります。また、介護運賃は介護保険法に基づき要支援及び要

介護認定者のみが利用できる介護保険サービス利用と事業所が定めた運賃で、目的

地はケアプランに基づいた場所のみであります。利用者の負担は、介護運賃の場

合、運賃と介護保険サービスの乗降介助の利用者負担１００円を合計した金額とな

ります。運賃は事業者によっては割引の設定をしており、通常メーター走行で設定

した介護運賃の方が安い料金設定となっております。 

 次に、介護保険給付費の居宅サービス料金につきましては、１割を利用者が負担

し、残り９割を事業者が国保連合会に請求を行っております。その９割分は、国が

２５％、県及び市が１２.５％ずつ、残り５０％を介護保険料で負担をしておりま

す。 

 また、介護報酬単価である乗降介助サービス給付費の１,０００円につきまして

は、厚生労働省の社会保障審議会で審議され、決定されております。 

 また、合併時からの乗降介助給付費の介護給付に対する法定負担率１２.５％に

ついての市の負担額は、平成１７年度が３７万円、平成１８年度３４万１,０００

円、平成１９年度３９万７,０００円、平成２０年度で４６万１,０００円でありま

す。合計の１５６万９,０００円を市から支出をしております。 

 それから、介護タクシーを使用したときの証明につきましては、市内の事業者に

確認しましたが、利用証明書は発行していないとの回答でありました。領収書につ

きましては、必要があれば発行するということでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 三池健治君。 

［登壇］ 

○１０番（三池健治君） ケア運賃と介護運賃ということですけれども、ケア運賃は個

人の方が行っている介護タクシーの運賃でケア運賃といいます。この個人介護タク

シーにはですね、乗降介助費の１,０００円が付いとらんわけですよ。運転手の方

がやっていることは、先ほど言いましたがベッドから車いすに乗せる介助と目的地

に着いて先方にお引き渡しするまでの行程、全く同じ行程をしているのに片方には

１,０００円、往復で２,０００円。そうするとケア運賃の方にはそういう介助費が

付いてないということであります。それで、介護運賃とはですね、タクシー会社の

事務所に介護支援専門員ケアマネージャーを置くと決めてあります。その方が利用

者の予約を受け、利用予定日を決めます。これを専門用語でケアプランと言うそう

です。もちろん、乗降介助は運転手の方が行います。これだけの違いで往復２,０

００円の乗降介助の費用が発生します。個々のタクシー介護認定者の方が利用され

ると言われました。乗降介助費１,０００円の内訳は１割が個人負担、残り９００
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円は介護保険が５０％の４５０円を負担します。国がその２５％の２２５円、県と

市がそれぞれ１２.５％の１１２円５０銭を負担するということです。残りの５

０％は介護保険から払われているということになります。国民健康保険も、今や壊

滅状態です。被保険者の保険料では賄うことができなくなってきています。当然、

介護保険も同様です。今、流行のパフォーマンス的な事業仕分けではありません

が、無駄は１円でも省きたいと思うし、必要なところにはどんどん使って活性化を

図っていただきたいと。ケア運賃の個人タクシーを使うと多く２,０００円の介助

タクシーは要りません。でも、介護認定者の方は個人タクシーは使えないとの答弁

でした。認定者だけしか介護タクシーは乗れないということですので、何か矛盾を

感じます。今、菊池市では年間約３１０万円の乗降介助の負担費が使われていま

す。そのうちの介護保険は、先ほど計算式で約１４０万円になり、市の負担は約３

４万８,０００円となります。年間１７０万円から２００万円が乗降介助に使われ

ます。何らかの改善策が必要ではないかと思います。それと、乗降介助を利用した

との証明が何もなされていないと。必要があれば領収書を発行するというようなこ

とでありましたが、利用者は領収者は要りません。私が言っているのは、タクシー

会社がどうしてその利用したということが証明して請求するかということでありま

す。そこのところを伺ったのですが、その答えがなかったみたいですね。小さなこ

とかもしれませんけれども、水増し請求するとは思いませんが、しようと思えばい

くらでもできるシステムです。はっきりとわかるシステムを考えるべきではないで

しょうか。この管理体制こそ、今の菊池市には必要です。乗降介助費の１回１,０

００円がどうにも高いような気がしてなりません。 

 そこで再質問です。介護認定者でもケア運賃を利用することができないか、考え

ていないかを質問いたします。前回、平成１８年度の９月議会の一般質問で車いす

の方の移送輸送費に補助を出さないかと質問したことがあります。そのときの質問

の答弁は、厚生労働省の基本的な考え方では、輸送サービスでの運転部分の介護サ

ービスは給付対象にならないので助成はしませんとのお答えでした。国がやらない

から市もやらない、あなた任せの市では何も考えていないことがよくわかります。

その代わりに社会福祉協議会が行っている福祉有償運送登録会になると割引運賃が

できますとも言われました。先ほどの計算では１０㎞の介護タクシー運賃は平均で

２,５４０円です。この有償運送の会員になった方は、１０㎞２１分から２５分で

走行すると利用料金は１,１００円で約半額より安くなります。この計算では、走

行距離でなく時間で計算されます。目的地まで何分かかったかで料金が変わりま

す。ただ会員になるには、かなり厳しい条件が必要です。介護保険法の要介護認定

は３から５の方、寝たきりの方の移動です。また身体障害者手帳の交付を受けてい
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る１２歳以上は、第１種の記載がある方。それに、知的障害福祉法に基づき、療育

手帳の交付を受けている方たちです。まだまだ条件はほかにもありますが、事細か

い決め事があります。この条件の方たちは多くの皆さんの介助が必要な方たちばか

りで、運転手による乗降介助だけでは移動できるものではないようでした。今、菊

池市で許可申請を受けている方が１６名いらっしゃるようです。有償運送許可申請

は、これぐらいの厳しい条件は必要かと思います。前回の市民部の部長は、介護タ

クシー運賃の助成はできないが有償運送許可申請制度を行っているので、この制度

を利用するような説明でした。車いすの方にこの制度を皆さん利用しているとばか

り思っていて安心していましたが、そうではなかったようです。車いす使用者の介

護タクシー運賃の助成は、そんなに重症の方でなく、車いすでももう少し自由の利

く方を指します。介護保険法の要介護認定の１から２ぐらいで車いすを使用してい

る人たちです。そこで、１８年度と同じような質問します。介護タクシー運賃の補

助を行う考えはないか、伺います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） ２回目の質問にお答えしたいと思います。 

 ケア運賃に対する補助は考えていないかという質問だったと思いますけれども、

運賃設定につきましては、タクシー事業者の利用者に対する料金の設定であり、市

としましては介護保険法による乗降介助サービスについては、今後も介護運賃の適

用を行いたいというふうに考えております。また介護運賃補助につきましては、居

宅サービスや通所サービス及び施設入所サービス等の様々な介護保険サービスがあ

りますので、特定のみが利用される乗降介助サービスについての補助は考えており

ません。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 三池健治君。 

［登壇］ 

○１０番（三池健治君） 先ほど何も考えてない、何も考えてないということであれ

ば、職員さんは要らんとじゃなかですか。やっぱりある程度考えてもらわんとです

ね、簡単に言われると、ああそうかなと思われますので、やっぱり職員らしい仕事

をして下さいよ。もう何も考えていないということですので、次に移ります。 

 次は、ごみ問題について。環境保全について質問したかったんですが、これは森

隆博議員が聞いたので大分似通った答弁になると思います。 

 次の質問に移ります。ＲＤＦ処理業務施設について質問いたします。ＲＤＦ処理

業務施設は、熊本では本市と阿蘇市であり、隣の福岡では築上、県央、浮羽、若
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宮、須恵、そして大牟田とあり、両県で８施設あります。その施設の業務別の金額

を比較しますと、いかに本市の施設が高いものについているかがわかります。処理

施設は千差万別で、処理能力も違い、当然処理人口も違います。それをわかりやす

くするために１ｔ当たりの金額で比較をしてみます。比較表ですが、ごみの燃料化

処理費総額が１ｔ当たりでいいますと１ｔ当たり４万３,５００円、阿蘇市が３万

８,５８２円、築上が３万４,９９２円、県央が３万３,１１０円、浮羽が３万７,８

４１円、若宮が２万５,７４２円、須恵が２万６,９１４円、大牟田が２万４,５０

０円と、うちがトップです。ダントツに高い処理費を払っております。１ｔ当たり

４万３,０００円、一番安い大牟田費を採用してきますと、菊池と大牟田で１万９,

０００円ぐらいの差があります。それを菊池市のごみに当てはめますと９,３４６

万１,０００円と膨大な値段の差が付いております。その７施設を平均してみます

と３万１,６６９円です。その差が平均でも１万１,８３１円差があります。これを

菊池のＲＤＦに当てはめますと５,８１９万７,０００円の差があります。何でこれ

だけの差があるのか。同じごみを処理するのにですよ。それと、運転管理委託料で

す。うちは１万３,５３３円、一番安いところは０円です。これは、結局運転管理

をしないで市職員の方で管理されているからでしょうね。それで平均しますと、う

ちとの差がうちが１万３,５３３円で平均が７,５９４円です。その差が５,９３４

円、１ｔ当たり差が付いています。それをうちのＲＤＦに掛けますと２,９００万

円ぐらいの差があります。それだけうちは高い管理費を払っているということにな

ります。処理委託もそうです。ＲＤＦ処理委託、何で同じ委託料をするのにこんな

に違うのかといいますと、うちが１ｔ当たりの９,９７５円、平均しますと９,６７

９円、これはあまり差がないですね、失礼しました。電気料です、それと電気料が

１ｔ当たりに換算しますと９,３２９円、一番安いところで４,０４０円、倍以上う

ちのは高くなっています。それを平均しますと５,７８９円です。１ｔ当たりです

よ。差が３,５４０円。うちのＲＤＦのごみに掛けますと１,７００万円ぐらいの差

があります。それとですね、灯油代が高いですね、いいですか。うちは１リットル

当たりが８９円、一番安いところで７８円、何でこんなに高いのか。１リットル当

たりですよ、１円違うといくら違うかと。８２万１,０００円違う、１リットルだ

けで。平均すると８円違うわけですよ。うちは８９円、８円の差があります。そう

するとですね、６５６万８,０００円も違う。何でこんなに高くなっているか、そ

の高くなった理由を教えて下さい。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 平成２０年度のエコヴィレッジ旭における１ｔ当たりのご
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み処理経費につきましてお答えをいたします。エコヴィレッジ旭の運転、維持管理

に要しましたすべての経費が１年間で約３億９,６００万円かかっておりますの

で、ごみ処理料の９,１０９ｔで計算いたしますと１ｔ当たり４万３,４００円とな

ります。 

 次に、ほかのＲＤＦ施設とのごみ処理費用の比較につきましては、施設の規模が

大小ありますので一概に単純比較はできませんが、ごみ処理量の差、ごみの質の

差、灯油代の差、処理系列の差、運転時間の差などが関係していると思われます。

特に連続運転時間が長ければ灯油代、電気料は削減されますし、灯油の単価につき

ましても、各施設で差がある状況でございます。またＲＤＦの製造施設であります

が、各プラントメーカーによって仕様が違いますので比較が難しい状況でありま

す。しかしながら、他の施設に比べて１ｔ当たりの処理費用が高額になっているの

も事実でありますので、１系列での連続運転をあらゆる方法を用いて処理費の軽減

に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、エコヴィレッジ旭の管理体制についてでございますけど、受付業務につき

ましては嘱託職員３名を雇用し、２名ずつのローテーションで行っております。工

場等につきましては、プラントメーカーでもありますＪＦＥのエンジニアリングに

運転管理業務を委託しておりますが、そのほかにも自家用電気工作物の管理や周辺

環境調査など様々な業務を専門業者に委託しているところでございます。環境課の

担当者につきましては、常駐の職員が不在なので、ほぼ毎日エコヴィレッジ旭の方

に足を運びまして、嘱託職員及び運転管理委託業者と協議を行っているところでご

ざいます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 三池健治君。 

［登壇］ 

○１０番（三池健治君） 時間がないですね。これだけ高いというのは、生ごみだけを

処理しているからじゃないですか。乾かすのに結局灯油を使ったり電気代を使って

いるわけでしょう。だけん、灰プラとか混ぜるとか、そういう少しはですね、知恵

を絞っていただきたいと思うわけですよ。木材チップを入れたりですね、何かすれ

ば、こぎゃん灯油代が高くなるはずはないと思います。もう少し、正確な答弁がほ

しかったですけど、これで終わります。 

○議長（北田 彰君） 以上で、本日の一般質問はこれで終わりたいと思います。明日

も引き続き一般質問となっております。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 
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（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後４時４４分 
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○議長（北田 彰君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（北田 彰君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（北田 彰君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 はじめに、本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） おはようございます。通告に従いまして一般質問をさせてい

ただきます。 

 先日、七城の区長会の懇親会の案内がありましたので参加いたしました。その中

で、いろいろの問題を区長さんのほうから批判を浴びました。そして、同僚議員の

ほうも６年前に合併推進ちゅうことで、私も一緒に推進派として４町合併のために

一生懸命努力しましたが、合併して何もいいことがないと同僚議員も言われまし

た。私も、そう七城の市民は思っていると思います。 

 先日の議員の質問に、市長は老人福祉センターの建設は、合併せんなら、特例債

を利用せんなら資金がなかったと言われました。片方、今度の定例会に条例改正が

上がっております元々の七城の老人福祉センター、当時清泉地区につくりました。

その後、砦地区にも老人センターをつくりました。そして、合併前は中央にも老人

センターをちゅうことで計画もありました。本当に、市民が合併してよかったとい

うように七城の市民も思うようにやってもらいたいと、まず思います。 

 それでは、質問に移ります。まず、道路行政についてお尋ねいたします。 

 県道の改良について、６月の定例議会で、鹿本振興局と菊池の振興局の道路の改

良の進行状況が相当開きがあると、どのように感じているかということでお尋ねい

たしました。地元から素晴らしい県議が出ておられますので、県議のほうにもお願

いして要請をして、ぜひとも鹿本振興局のように早く菊池のほうもやっていただき

たいということで、６月の定例会でもお願いしておりました。まず、菊池の振興局

に相談に行かれ、県議にも要請があられたのか、まず一つお聞きいたします。 

 そして、県道熊本菊鹿線ですけど、私の住んでいます植木インターと菊池線に接
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続する熊本菊鹿線は、変則的な交差点になっておりますので事故が多発しておりま

す。そして、地域内の狭い道路を菊鹿のほうから相当通られますので、本当に地元

の住民の方は悩んでおります。今、熊本菊鹿線の改良についてどうなっているか、

二つ目にお聞きします。 

 次に、市道のグリーンロード、このグリーンロードの３８７号線との交差点の改

良、松本議員が昨年の１２月の定例会にも、この交差点の改良について質問があり

ました。１年経っても全然、工事の気配もありません。私の６月の質問のときは、

県のほうが交差点の改良をするとなっているということを部長のほうから答弁を伺

いましたが、もう半年過ぎ、本当にあの交差点は右折車が１台あれば、ほかの車両

は通行することはできません。早期の解決を県のほうにどういう形で要請されてい

るのか、お聞きいたします。そして、この市道のグリーンロード、通られてみれば

わかると思いますが舗装がひびがひどく、車に乗れば本当に雑音が聞こえます。そ

して、凹凸がひどく、トラックでは本当に体に震動が伝わってまいります。その舗

装の改良、大型車が通りますので早急な改良が必要と思いますが、この点について

もお聞きいたします。 

 次に、植木インター菊池線についてお尋ねいたします。植木インター菊池線、私

は菊池の一番の観光ルートではないかと思います。私の住んでいます七城の間所地

区の拡張の予定は、地元の県議の骨折りで補助事業に変更され、やがて用地買収の

話も進んでいるとお聞きします。一番懸案だった間所地区が改良になれば、残りは

坂本地区、それから蘇崎の野間川の改良と思います。この点について、県道ですの

でどのように市のほうから要請されているか、お聞きいたします。そして、この植

木インター菊池線、早期の解決のためにもどのように市長はお考えか、お聞きした

いと思います。 

 １回目の質問にいたします。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） おはようございます。お答えを申し上げたいと思います。 

 まず、県関係の事業につきましては、常に県の土木と市の関係事務所で常に情報

交換をしながら共有しながら、県道の改良については常に推進できるような体制を

とって進めているところでございます。今後とも、そのような方向で進めていきた

いと考えております。 

 まず１点目の熊本菊鹿線でございますけれども、事業主体の県に伺ったところに

よりますと、用地が完了をしました高田橋から加恵地区までの現道改良工事につき

ましては本年度着手するということであります。また、温泉ドーム横の交差点につ
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きましては、暫定交差点となっております。現在、測量及び詳細設計を実施中であ

り、今後、交差点の照明灯と信号機の移設等について警察署と協議をし、地元説明

会を実施した後、今年度中に道路改良工事を発注する予定になっていると伺ってお

ります。今後とも、地元の皆さんの協力をいただきながら、早期完了のために推進

してまいりたいと考えております。 

 次に、グリーンロードでございますけれども、国道の３８７号線とグリーンロー

ドの交差点につきましては、ご指摘のように朝夕等の交通渋滞が問題となってお

り、早急に対応が必要であります。県では、平成１９年度に交通量調査、２０年度

に交差点改良の測量設計を実施しております。今後は、関係機関との調整を図りな

がら地元への事業説明を行い、用地測量と事業用地の買収交渉に入っていく予定で

あると伺っております。市としましても、継続して県に強く要望をしてまいりたい

と思っております。 

 なお、舗装工事につきましてご指摘がありましたグリーンロード、交差点から七

城方面に向かいましては、本年度中に舗装工事を完了する予定であります。 

 次に、植木インター菊池線でございますけれども、主要地方道植木インター菊池

線の七城地区、坂本地区につきましては、ご指摘のとおり幅員が狭く、大型車の離

合に支障を来している区間でございます。また、本路線は、国道３号線及び植木イ

ンターチェンジとを結ぶ重要な路線であると認識しております。菊池市の南の玄関

口でもあることから、毎年改良事業を県に要望しているところであります。要望区

間の野間橋につきましては、平成１９年度に地元への事業説明会を行い、その後、

仮設道路等の対応に入っているところであります。市としましては、地元関係者の

ご協力をいただきながら、引き続き県に強く要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 部長は、振興局にもいろいろとお願いし、連絡取っていると。

そして、県にも要望していると。県道に関しましては、そう言われました。部長ご

存知のように、鹿本振興局のほうは植木インター菊池線をとってみれば、鹿本振興

局のほうは、もう菊池の境までは工事がやられているんですよ。何で、その菊池と

鹿本の振興局で、同じ熊本県の中で開きのあるか。そこは、何でですか。そういう

開きのあるけん、早く県に菊池の振興局にも行ってですね。要望だけじゃなくて何

とかお願いします、これは、うちの菊池の本当に今言われましたように南の玄関の

幹線道路ですよということで早く要望して、菊池のためにも一日でも早く、そのた
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めには先ほど言いましたように地元の議員の人にも県議の人にもお願いして、でき

るように努力せんと。ましてや今度、副市長は県のほうからお願いして、県におら

れた副市長ですから副市長にも県に行ってもらって、早期に解決するようにお願い

するように。どういうふうに思われますか、もう一度お願いいたします。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） 再質問にお答えをしたいと思います。 

 植木インター菊池線につきましては、先ほども答弁をしましたように大変重要な

路線と認識しております。ご指摘のように、現在、植木温泉のところまでにつきま

しては工事がなされております。市としましては、今後とも強く要望して、また地

元の関係者の皆さん方のご協力をいただきながら早急に完成しますように、関係機

関には、また関係者にも強く要望していきたいと思っておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 部長の答弁で強く要望すると言われました。副市長もですね、

ぜひとも県のほうに行って、同じ県下であって鹿本と菊池のあまりにも開きがない

ように。辛川鹿本線も一緒ですよ。同じ県道ですから、ぜひとも、その点は開きの

ないように一緒に進めてもらうようにお願いしときます。 

○議長（北田 彰君） 答弁な、よかかいた。 

○２０番（本田憲一君） ３遍めですけど、副市長のよかったらお考えをお聞きしまし

ょう。 

○議長（北田 彰君） 副市長、永田明紘君。 

［登壇］ 

○副市長（永田明紘君） 先ほど建設部長が申しましたように大変重要な路線だと思っ

ております。私も県のＯＢといたしまして、議員さんご指摘のとおり直接足を運ん

で、鹿本振興局に負けないように菊池振興局に出向きたいと思っております。しっ

かり頑張りたいと思っております。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 本当に県のＯＢですから、副市長の力強いお言葉をお聞きし

ましたので安心いたしました。よろしくお願いします。 

 次に、老人福祉センターの建設について、お尋ねいたします。 

 先月の１１月の全員協議会で、当初の計画と大分違うような発言がありました。
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そして、その中で市民部長は、この老人センター、１０年来の菊池の懸案であり、

この老人センターは旧菊池市の老人センターということで建設したいちゅうことを

申し述べられました。ああ、ぼくもそのときは俄然といたしましたが、合併してま

だ垣根が取れんようなことを部長は言われるのかなと思いました。昨日、同僚議員

からもその点についてお尋ねがありましたが、部長はその点ははっきりなされませ

んでしたので、ここで部長の見解がまだそのような見解であるのか、まずお聞きい

たします。 

 そして、いつの間にか、この掘削方式という、今度買収しました菊の城跡に掘削

されるということでお聞きしておりましたので、今度の請願でも上がっていますよ

うに湯の量が足らんならちゅうことで、高野瀬地区から請願が出ております旧老人

センターをちゅうことで出ているのが、あの請願の趣旨だろうと思います。 

 その計画が送水方式ということで、元の八媛荘の後の泉源を１.５ｋｍ配管して

行うと、昨日はお聞きいたしました。元々、中央線の下水道工事と一緒にポケット

パークの泉源ということで配管されていると思いますが、その送水方式にした場合、

その配管で湯量が足るのか。そして、昨日言われましたが、昼はその温泉を足湯に

使うと。夜に貯湯タンクに温泉を貯めると、昨日は答弁されました。一つは、その

配管の湯量が足るのか。それと、夜に貯湯タンクに貯められますなら、どれくらい

の貯湯タンクが必要なのか。もう送水方式でされると昨日言われましたので、その

メンテナンス、また必要経費、いろいろと試算されてあると思いますが、その点は

いかがでしょうか。まず、お聞きいたします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） おはようございます。 

 最初に１１月の全協の中で、私のほうから今現在計画しております菊池老人福祉

センターにつきましては、菊池市のものということで発言をあったということでご

ざいますけど、私の気持ちはそういうことではなくて高野瀬にあります菊池老人セ

ンターにつきましては、旧菊池のほうで建設計画がなされたところでございます。

そういうところで、今現在計画しているところは旧菊池の老人福祉センターですよ

という意味でございます。建設が完了した暁には、全市民を対象に利用していただ

くということで、決して菊池市を限定した施設ではないということの気持ちでござ

います。以上、お答えします。 

 それから、当初との変更、今後の取り組みということでご質問がございましたの

で答弁したいと思います。菊池老人福祉センターの当初計画と今後の取り組みにつ

きましては、昨日来、怒留湯議員並びに松本議員の方に答弁をしたとおりでござい
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ます。特に、議員のご指摘の温泉施設につきましては、市民広場からの送水管方式

でセンター内の貯湯タンクを加工して浴槽に利用する計画を進めているものでござ

います。 

 まず、浴槽の湯量の確保するのが利用者にとっても一番重要なことだと考えてお

りますし、浴槽内には利用者に満足していただけるよう十分な湯量の確保に努める

計画としております。センター建設後は、利用者の皆さんに入浴に際しまして、浴

槽の温泉水が満足に供給できる体制を整えて万全を期してまいりたいというふうに

考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 それから、湯量につきましてですけど、今、概算の概算でまだ詳細につきまして

は、事業課のほうと検討していかなければならないという問題でございますが、大

体、今の計画では夜に貯湯タンクに貯めるのが大体１００ｔぐらいという計画の設

置を考えているところでございます。ここも、ちょっと事業課のほうの数値でござ

いますけど、大体夜貯めるとが１４０ｔぐらいの湯量が貯湯タンクに貯まります。

しかし、そのタンク自体が１００ｔでございますので、最高１００ｔぐらいは確保

できるんじゃないかというふうに考えております。 

 それから、浴槽内と歩行浴のお湯ですね、そういう形を全部合わせますと大体３

０ｔぐらいが満タンの状態でございます。そして、その減った分を１００ｔからそ

れぞれに補給するというような形になるかと思いますので、湯量につきましては十

分あるというふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） それでは、２回目の質問をいたします。 

 送水方式で貯湯タンクを使ってやられると言われましたが、昨日の松本議員の質

問で、高齢者の方が２１年度で１万４,２００人ほどぐらいおられると言われまし

た。この老人福祉センターを建設するには、昨日の答弁で、ほとんどの方は老人の

方は５時までちゅうことで言われましたが、老人以外にも一般の方も利用できると

なれば、どのくらいの方が利用されるか。そして、浴槽と足湯で今、部長は大体お

湯の量が３０ｔと言われましたが、私は利用される人数によって、洗い湯その他、

相当、今度は湯の量が出てくるんじゃないかと思います。どれくらいの方が利用さ

れるということで想定されているのか、わかっていましたら、まずお尋ねします。 

 それから、距離が１.５ｋｍという長い距離でございますので、昨日の怒留湯議

員のほうからもメンテナンス関係もあっておりましたが、そこもはっきり昨日は答

弁なかったように思いますので、今日、県のほうの保健所のほうにもちょっとお聞
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きしましたら、相当心配されておりました。この問題が本当にクリアできるのか、

部長の答弁をお聞きいたしたいと思います。それから、先ほども言いましたように、

ポケットパークに配管されています、あの配管でいいのかどうか、その点もお聞き

いたします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 再質問にお答えします。 

 まず、一般の方がどのぐらいの方が利用されるかと、これはあくまでも一般の方

ということで、高齢者じゃなくて一般の方ということですかね。 

○２０番（本田憲一君） 全体で、どれくらい利用されるかだったら。 

○市民部長（原川智明君） 大体、今の利用者が大体１万５,０００人から２万人とい

う形でございますので、それ以上にはなるかということで、正確な数値はちょっと

つかんでおりませんけど、大体そういうことになるかと思います。 

 それから、１.５ｋｍの配水管が大丈夫かということで。 

○２０番（本田憲一君） 送水管。 

○市民部長（原川智明君） 送水管が大丈夫かということでございますけど、これにつ

きましても事業課のほうに十分話を聞いた上で大丈夫ということでございますので、

私のほうも安心しているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○２０番（本田憲一君） 部長、ポケットパークに、ちょうど配管量は大丈夫ですか。 

○議長（北田 彰君） 原川部長、今の配管で大丈夫かということ。 

○市民部長（原川智明君） 足湯と、それをすべて含めたところで送水管については大

丈夫という気持ちでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） それでは、３回目の質問をいたします。 

 掘削方式でボーリングして、あそこにお湯を確保するちゅうことだったのが、こ

の前の全員協議会で、あそこではお湯の量が足らんということで言われたから送水

方式に変えられたんだろうと思いますが、元々のを変更されるなら、そこをぴしゃ

っとせんと、請願でも上がってますように、あそこでしてお湯が足らんなら元の福

祉センターのお湯の量があるからということで請願が上がっておるようですからで

すね。やっぱり、そこはぴしゃっとしてもらわんと、いきなり変えられてすると、

またびっくりされると思いますがね。 



 －184－

 そして、もう一つお伺いしたいのは、老人福祉センターでやってまちづくり交付

金事業で今度補助金とって４０％の補助をまち交の補助で使いたいと。この前の説

明では、地域交流センターということでちょっと言われたと思いますが、地域交流

センターなんかになった場合、一般の方もいろいろ入ってこられる。そすと、七城

にしても老人の方は１００円ですけど、一般の方は３００円取るようになってです

ね。そすと、いろいろ今度の温泉ドームにしても、いろいろ形態が変わってくると、

今度は入湯税とか何かも、またいろいろな問題で出てくっですね。そういう形にな

ってくると、利用料金あたりも相当上げていかんといかんごつなってきはせんどか

と思いますが、その点はどういうお考えですかね。 

 元々の趣旨は、老人福祉のためにちゅうことでつくっておられるのですから、一

般公衆浴場だったら入湯税がかからんとか。そして、いろいろ形態が変わって来る

と、その他の公衆浴場とかでいろいろ変わってくると、入湯税あたりも変わってく

るちゅうことになってくると、そういう問題は発生しないのかどうかお聞きいたし

ます。３回目ですけど。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） ３回目の質問にお答えします。 

 元々、まちづくり事業といいますのが大きな枠が地域づくりでございまして、そ

の中の老人福祉センターという位置づけでしております。ですから、あくまでも高

齢者を主体とした施設ということで考えております。それで、今後考えられますの

が利用料の問題だと思いますけど、議員ご指摘のように今は１００円で利用されと

ると。それから、一般の方が利用される場合は、また金額は、それぞれまた今後に

つきましては、利用料につきましてはいろいろまた検討しながら、ほかの施設等の

割合もありますので今後検討させて設定していきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 一番関心のところは利用料金になってくると思いますので、

一般の方は七城の老人センターでも６０歳以上の方は１００円なんですけど、それ

以外の方は３００円取っておりますのでですね。 

 それでは、３番目の通告に対して一般質問いたします。 

 本市は、国内では宮崎県の西米良、岩手県の遠野市と友好の都市を結んでいると

思いますが、西米良には、先だって同僚議員も毎年１２月の１日には菊池祭に参加

されております。また、遠野市にも私も行きましたが、往来しておりますが、市民



 －185－

の往来はどのようになっているのか。それから、どういう形でこの友好都市を締結

されているのか、まずお聞きいたします。 

 そして、私たちが行きました１１月の４日から６日にかけて常任委員会の研修で、

奄美大島の多重債務の研修と、その後、龍郷町のほうに研修に参りました。本当に

奄美のほうでは大歓迎をお受けし、私たちも恐縮いたしました。そういうふうで、

どのように今、西米良にしても遠野市にしても市民の往来がなっているのか、まず

１回目お聞きいたします。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） おはようございます。 

 宮崎県西米良村とは、歴史的な鞠智一族のつながりから、旧菊池市の間で昭和５

８年に姉妹都市を締結しておりました。また、岩手県遠野市とも同様に鞠智一族の

縁で、平成１０年に友好都市を締結しておりました。 

 平成１７年３月に新菊池市がスタートいたしましたので、これまでの交流をさら

に深めるために西米良村と姉妹都市を、遠野市と友好都市の調印の締結を平成１８

年４月に改めて行ったところでございます。両市との交流につきましては、市民交

流団であります菊池都市間交流の会が中心になって行っておりまして、市民が主体

となった交流が行われているところでございます。 

 交流の内容についてですが、毎年１０月１５日に開催されます菊池神社秋季大祭

に合わせて遠野市と西米良村の方々が本市を訪問され、３都市合同の研修と交流会

が実施されております。ほかに、西米良村の村民体育祭でありますメラリンピック

や、村民の善行や偉業を讃える菊池祭にも参加しているところでございます。西米

良村ふるさと交流の会との相互交流も毎年行っておりまして、３年前からは大人だ

けではなく、西米良村の村所小学校５年生・６年生が隈府小学校を訪問いたしまし

て、教室内で一緒に事業を受けております。１学年１０名程度での小規模校では経

験できないことを私ども１学年３クラスあります隈府小学校の授業の中で学びとっ

てほしいとの願いから始まったものでございますが、今ではそれぞれの学校の違い

と良さを出し合い認識し合い、お互いを高め合う交流事業となっております。 

 また、２月の遠野物語ファンタジー観賞をメインとした遠野市訪問団も、市民の

方々に呼びかけを行い、西米良村の交流団と合同で訪問いたしております。 

 また、奄美大島の龍郷町に、議員さん方、先般行かれて寛大な歓待を受けてきた

ということでございますが、この交流につきましても西郷隆盛公の祖先発祥の地が

七城町の西郷地区という縁から、１８年度から始まっております。平成１９年２月

には、龍郷町から町長や議員さん方も来市いただきまして、七城公民館で菊池源吾
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シンポジウムを開催いたしました。会場に入りきれないほどの方がお見えになり、

改めて西郷隆盛公の知名度と人気度を伺い知ることができました。その後、もっと

隆盛公について勉強し、龍郷町と交流を深めたいと、市民の方々が菊池源吾に学ぶ

会という組織を発足させまして、龍郷町の西郷塾の方々と相互交流を行っておられ

ます。 

 また、今年の１月には、小中学生１７名が本市を訪問され、菊池ふるさとカルタ

大会に参加したり、七城小学校の児童と総合発表会を実施するなど、子どもの交流

も行われております。経済交流の面では、毎年２月に市内の第三セクター各施設で

奄美物産フェアーを開催し、龍郷町の物産を展示販売いたしております。先日、議

員さん方が、元の経済委員の議員さん方が龍郷町を研修で訪問されたと伺っており

ますが、そのときは大変な歓迎で迎えられ、新町長からは菊池市での継続的な奄美

物産フェアーの開催依頼もあったと聞いております。早速、私どもも本市といたし

ましても快く快諾をいたしたというところでございます。 

 本市からは、例年２月に龍郷町で開催されます町民総参加の龍郷町民フェアに七

城米を送っております。地元産物で賑わいます青空市場の一角で販売されておりま

して、お買い上げいただきました町民の方々には大変好評を得ているというところ

でございます。今後も、今まで以上に人的、経済交流を図っていきたいと思ってい

るところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 今、部長のほうから、龍郷町との姉妹都市に関しましては、

いろいろといきさつをお述べになりましたが、本当に市民の方々も往来があってお

るようでございますのでですね。私たちも先だって行ったときにも、向こうの龍郷

町の議会の方も本当にいろいろと歓迎していただきましたので、よかったら向こう

のほうからも望んでおりますので、友好都市の関係も結んでいただくなら本当に幸

いだと思いますので、よかったら、そのあたりの見解を部長でも市長でも結構です

から、どういう考えがあられるか、２回目お聞きしたいと思います。 

 それから、子どもたちの交流には、ぜひとも西郷隆盛にしても菊池一族にしても、

やっぱり地元の歴史を子どもたちにも啓発していかんと、なかなか交流してもつな

がらんとじゃなかろうかと思いまして、その点について教育委員会として子どもた

ちに地元のいろんな見識のある方が、固有名詞出すといけませんですけど堤先生あ

たりも本当にいろいろな歴史的なことを勉強されておりますので、そういう人たち

の学校の先生とはまた違ったところの地元の郷土史の方々の出前の授業あたりも、
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よかったら計画してもらうならと菊池の歴史に対して思いますので、その点、教育

長はどういうお考えかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） 友好都市の締結につきましては、今までのところ、双方か

らそのような意見はまだ出ておりません。公式には出ておりませんので、今後そう

いったお話が正式にあった場合には、また議会とも相談をしながらやっていきたい

と思っております。龍郷町の町長さんも新しく今回変わられておりますんで、まだ

本市を訪れられておりません。一回ぐらい、うちのほうにお見えになって、そうい

う気運が高まってきたときにみんなで考えていけたらなというふうに思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） おはようございます。 

 まず、児童生徒に対する菊池の歴史教育についてでございますけども、その取り

組みの一つとして文教菊池のシンボル的な存在であります菊池万句、そのことにち

なんで万句のふるさと菊池の事業を展開しているところでございます。この中身に

ついては、中世時代の２４代にわたる菊池一族の歴史にちなんだ、我が国の伝統文

化である俳句、短歌の創作活動を通して、ふるさとの市と文化、自然を愛する心豊

かな子どもの育成を目指しております。 

 私たちは、ふるさとの素晴らしい自然や古い歴史及び伝統文化の中で生活をして

おりますけども、それを受け入れる豊かな心がなければ、それを感じ取ることはで

きません。そういった観点からも児童生徒の情操教育は重要と考え、この事業を進

めているところでございます。 

 また、現在、小学校の社会科において、合併前のそれぞれの市町村で作成した副

読本を使用しておりますけども、菊池の歴史や風土について学習しておりますこの

内容について、平成２３年度から学習指導要領が改訂しますので、来年２２年度に

統一した新しい社会科の副読本の作成を検討しているところでございます。その中

で、新しい菊池市としての郷土の歴史についても触れていくようにしたいと考えて

おります。 

 なお、議員ご提案の学校における郷土の歴史に詳しい人材の活用につきましても

既に取り組んでいる学校もありますが、更なる取り組みができるよう積極的に学校

に働きかけてまいりたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 
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○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） ありがとうございました。石原部長言われましたように、町

長さんが、向こうも先だって行きましたときに選挙終わった後で変わられておりま

す。また、今度の新しい町長さんともちょっとお会いしましたが、また２月はこっ

ちに時間が取れたら来たいと言われておりましたので、向こうのほうからも要請が

ありましたら、友好都市の関係、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それから、教育長のほうにも、本当に菊池の歴史を子どもたちに伝承していただ

くよう、よろしくお願いいたします。 

 次に、予算執行の現状についてお聞きいたします。 

 ７月の臨時議会で可決しました２５億３,０００万円の執行率をお聞きしますと、

現在１４.４％の執行率だとお聞きいたしました。これは、緊急経済対策というこ

とで、国の名の下に付いた補助事業でございます。早く執行できるところは執行し

ないと経済対策にはならないと思いますが、このことについて部長の見解をお聞き

いたします。 

 また、６月の定例会で可決しました七城の温泉ドームの改修ですけど、まだどう

なっているかわかりませんので、この進行状況もお聞きいたします。 

 それから、９月の定例会で可決しました中学校の楽器の購入、まだ納入されてい

ないとお聞きしました。物品の納入は、ほかの入札と違い、私は設計委託料関係な

んかないので早くできるものと思っておりましたが、聞くところによりますと、ま

だ納入されていないそうですので、その点についてお聞きいたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） おはようございます。 

 質問にお答えしたいと思いますが、本年７月に議決いただいた予算につきまして

は、国の緊急経済対策として予算化されたものでありまして、本市におきましても

千載一遇のチャンスととらえて、雇用対策、経済浮揚対策として早めの執行を計画

していたところであります。 

 しかしながら、ご存知のように、その後の政権交代に伴う執行停止を含め、補助

事業に対する交付決定等が遅れている現状でございます。未だ着手していない事業

も数多くあるのも事実でございます。 

 先ほど本田議員仰せられましたように、現在の執行率はそれぞれの部門で大きい

ところと、執行率が高いところと低いところがありますけども、全体的には１４.

４％ということでございます。特に事業が大きい教育関係の耐震工事につきまして
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は、これは全国的に耐震診断が発注されておりまして、それに係ります構造専門の

技術者が不足しているという問題がありますし、また、補助事業の場合におきまし

ては、より安全性を求められているために審査にも力を入れている状況であり、今

回の補正において繰越予算として計上しているものもあるということでございま

す。そのような形で、いろんな政権交代に伴うものの影響も現実的には出ていると

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 七城温泉ドーム改修工事につきましては、緊急経済対策で

はございませんが今月の２日の日に発注したところでございます。発注に至るまで

の事務の流れにつきましては、６月の定例議会において予算を承認いただきまし

た。その後、設計業務といたしまして７月１４日までに指名審査依頼を行い、７月

２２日の指名審査会にかけて業者の選定を行っております。入札に係る閲覧を７月

３０日に行い、入札により業者が決定されたのが８月の１１日となりまして、この

間、約１カ月を要しております。 

 次に、設計期間につきましては、大きな金額であるとともに多種多様な工事が含

まれ、特に天然ガス分離システムにつきましては、事前に保健所の協議も必要とな

るため約２カ月間の期間を設けさせていただき、設計が完了したのが１０月の２０

日でございます。その後、工事に係る指名審査依頼を１０月２６日に提出し、１１

月２日、指名審査委員会、入札に係る閲覧が１１月１３日、工事入札が１１月３０

日に行われまして、現在に至っております。 

 指名審査会は、月に２回の開催でございまして、入札通知、閲覧、入札に至るま

では一定期間を設ける必要があるため、事務手続き上１２月の発注となってしまい

ましたが、手続き的に遅延したわけではございませんのでご理解をいただきたいと

思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 楽器の納入についてでございますけど、まず、ご存知のとお

り物品の８０万円以上については法により競争入札をしなければならないとなって

おります。その上に立って、平成２１年９月議会で補正予算で可決されました中学

校の楽器購入、金額が１,２６１万８,０００円の執行状況ですが、教育委員会とし

ましては議会後、１０月に楽器購入の伺いの決裁を取り、財政課管財係と協議いた
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しました。 

 その結果、平成２１年度の楽器専門業者からの指名願いが２社ということで少な

いため、購入時期が遅れることに対して、もし学校側の了解が得られるなら、追加

で楽器専門業者からの指名願いを受け付け、競争性を高めた上で入札を行ったほう

がよいのではないかということになりまして、学校側と相談した結果、遅くても結

構ですとのことでしたので、そのように進めることで財政課にお願いし、現在まで

購入ができていないようなものでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 温泉ドームの関係につきましては、私の所管のほうですから、

また、そっちのほうでお聞きいたします。 

 今、教育長のほうから言われました学校の楽器購入は、業者が少ないからという

ことで言われましたですが。早くですね、やっぱり子どもたちは予算が決まってと

言われると、子どもたちは、ぼくは待っていると思いますよ。一日でも早く、やっ

ぱりその楽器を使って演奏したいと思うのが、ぼくは子どもたちだろうと思います

ので、ぜひとも、いただいた資料によりますと指名追加受け付けが来年の１月４日

から１月の２９日てなってるんですが、この受け付けあたりも年内に早くしてです

ね。その後の入札してからの期間が４６日は必要と言われましたので、その間もか

かりますから、ぜひとも短縮できるところは短縮して早く納入をしてもらうように、

教育長のほうから学校の校長先生に言えば、校長先生は、ぼくはいろいろ文句は言

われないと思いますが、子どもたちが待っているのが現状ですから、ぜひとも、そ

の点をお聞きしたいと思いますので、教育長のもう一回、その点について答弁をお

聞きしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 気持ちの上では、議員と全く同じような気持ちを持っており

ます。早く納入してやりたいという気持ちですが、今、スケジュール等で言われま

したけども、もし、それが早くできればということで協議もしてまいりたいと思い

ますが、一つの手順として公表をした後にという手順がありますので、そこら辺を

きちっと守った上で、やはり入札の準備をしていきたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

［登壇］ 
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○２０番（本田憲一君） 早急な納入をお願いしまして、私の質問を終わります。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５８分 

開議 午前１１時０７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） おはようございます。ちょっと風邪気味で声が嗄れまして一部

聞き取りにくいかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。執行部にお

かれましては、答弁は簡潔に要点だけで結構ですので重ねてお願い申し上げます。 

 それでは、まず１点目、ふるさと納税についてお伺いをいたします。 

 この件につきましては、既に数人の議員さんが質問をされておりますが、ご存知

のとおり、制度創設時は各自治体により意見を大きく二分する議論が起こりまし

た。大都市を中心とする反対意見や大企業が少ない地方都市での賛成論、それぞれ

の思惑の中、菊池市においても夢は大きく、大口の納税者が現れるかも、その思い

は執行部、議会、市民ともに、期待を寄せるものでありました。 

 現在では、インターネットで検索をいたしますと、ふるさと納税応援サイト、ふ

るさと納税確定申告、ふるさと納税計算書、ふるさと納税特産品、更には市町村で

ふるさと納税単独での専用サイトの運用まで見られております。この菊池市におき

ましても、ホームページ上に掲載がなされ、わかりやすいフロー図で説明がなされ

ております。各自治体の取り組みはさまざまでありますが、ネット画面上を見るだ

けでも激しい争奪戦の裏側を垣間見る思いであります。適切な表現ではないかもし

れませんが、まさに各地方、食うか食われるか、各自治体、必死の形相での戦いで

あることが感じ取れます。 

 菊池市におきましても、日々執行部において取り組みがなされていると拝察をい

たしますが、２点ほど質問をさせていただきます。１点目、再度ではありますが、

菊池市以外、熊本県外在住者の方々に対して現在どのような取り組みを行われてい

るのか、具体的にお聞かせをいただきたいと思います。２点目、現在、菊池市役所

の職員数５３１人、うち市外在住者が８７人であります。その市外在住職員の何％

が、ふるさと納税を行っているのかをお答えいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 
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○企画部長（石原公久君） お答えいたします。 

 ２１年１１月３０日現在で、５０件、２１７万円のふるさと納税の寄附が寄せら

れております。 

 現在の取り組みでございますけれども、昨年も同じでございますが、東京菊池会、

首都圏七城会、関東旭志会、東京泗水会等のそれぞれの総会時に、ふるさと納税の

チラシを配布し、寄附の呼びかけを行っているところでございます。また、今年は

菊池高校ＯＢの会であります菊朋会東京支部総会にもお願いいたしまして、寄附の

呼びかけを行ったところでございます。また、そのほかに市役所職員が各学校の同

窓会の事務局を担っているところがございますので、そういった職員がおられまし

たときには呼び掛けとチラシの配布をお願いしているところでございます。そうい

うことで努めているところでございます。 

 職員の市外在住の寄附の状況でございますが、約２％前後ということで。 

○６番（樋口正博君） 何％。 

○企画部長（石原公久君） ２％。以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 再質問をさせていただきます。 

 部長、２％ちゅうことは、８７名中２％ということですね。はい、わかりました。 

 菊池、七城、旭志、泗水等、各郷土会を中心として、さまざまな努力を行われて

いるということであります。特産品のプレゼントとかいうものもプランも付けられ

ているということでありますが、市長、議長その他ベテラン議員さんたちも、郷土

会出席時に折に触れてお願いをしていただいているということであります。市民の

１人として大変有り難く感じております。 

 先ほど述べたとおり、つい先月も佐賀県のある町で１億円のふるさと納税がなさ

れたという報道がありました。部長の答弁の中にも、野球用語に例えて申しわけな

いんですが、一発狙いを期待した思いが感じ取れます。私自身も、その立場であれ

ば同じ思いを抱くであろうとは思います。 

 しかしながら、私自身、先輩たちのふるさと納税に対する質問を執行部答弁を自

席で聞きながら、どうも私自身は若干の違和感というのを覚えていました。それは

何かということになれば、先ほど申し上げたとおりに、野球にしても釣りにしても、

また、ふるさと納税にしても、大物狙いというのは一つの醍醐味であるとは思いま

す。しかし、まずは小さくとも、こつこつ足場を固めていくのが常道ではないかと

いうふうに感じてもおります。まずは基本活動をしっかり行うこと、その後にさま

ざまな自治体の個性を生かした活動を行うべきではないかというふうに考えていま
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す。 

 それでは、基本とは何かということを言わせていただきますと、私は先ほどお聞

きいたしました市外在住の職員さんが１００％のふるさと納税を行うことではない

かというふうに考えております。そのことが、まずは第一に達成される目標であり、

それなくして大きな声で県外在住の企業の人たちに「ふるさと納税をお願いしま

す」ということが果たして言えるのかどうかということは、私は疑問に感じている

ところでもあります。現状のままでは、多分相手に対して納得をしてもらないので

はないかというふうにも思います。当然、執行部におかれましても対策を講じられ

ていることは理解をいたします。また、それぞれの職員さん皆さんにも事情はある

でしょう。ただ、現在の状況を見る限りでは、本当に執行部一体となった広報、誘

致活動がなせるのかは、甚だ不安なところであります。 

 ふるさと納税の活動は、担当部課のみの問題ではなくて、執行部一丸となり、そ

して、議会を含め市民一体の活動と情報戦の中で行わなければ成し得られない事業

だというふうに感じているからであります。そうであれば、まず行政がリーダーと

しての範を示して、菊池市ではまず職員の対象者が「いち早く１００％のふるさと

納税を行っています」、そうウェブ上でも流せるぐらい徹底してやるべきではない

かというふうに考えております。 

 次に、その件に関して、現在の職員さんに対する取り組みと今後の対応について

執行部の考えをお聞かせください。 

 次に、大口納税の件ですが、先ほど部長からお話がありました東京菊池会を中心

として関西等にも手を広げているでしょうが、とりわけ東京菊池会発足に当たって

は、私の記憶では約１００万円の歳出をこの菊池市からも行っていると記憶をして

おります。そうであれば、市長、副市長、議長、こぞって積極的に現地に赴いて、

再度、広報とお願いをされてはいかがかというふうに思います。さらには、この菊

池には、もう一つ決して忘れてならない秘めたる大きな力というのが、私は存在す

ると思います。それは、菊池一族ルーツの源であるというところであります。日本

中の各界において活躍をされ、そのルーツが菊池一族の流れを汲む方々がたくさん

おられます。 

 しかし、その方々へのアプローチはまだ行われていないのではないかというふう

に思われます。身近なところでいえば、皆さんご存知の世界的画家のバルテュス夫

人のド・ローラ・セツコさん、出田節子さんがおいでなんですが。その他において

も、例えばチャゲ＆飛鳥というグループが、もう今解散してますけどね。あるんで

すが、その飛鳥涼氏は１０数年前に雑誌「ＡＥＲＡ」の中で、「小さいころより剣

道の練習などでへこたれて帰ると、母親から、あなたは菊池武光の末裔であるのだ
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から、そのぐらいの試練で決してくじけてはならないと叱られましたということを

自分の生い立ちとして雑誌に掲載をされております。このことは、旧菊池市の観光

課の方が取り組みをされて、現在では母親とともに菊池神社を訪れることがあると

いうふうになっております。さらには、市長もご存知の元議員である矢加部議員の

子どもさんが、暫くの間、そのチャゲ＆飛鳥のバックバンドとして行動を共にされ

たという時期もあるようですので、ぜひとも協力をお願いしながら会談の実現に努

めていただければというふうに思います。 

 また、同じミュージシャンの長渕剛氏は、自分のルーツを探る中で先祖が菊池に

あるということを知り、立石地区の西覚寺に自分の絵画を奉納したというふうに聞

いております。北宮区の長渕さんですね。こちら、長渕なんですが、その長渕姓の

中には親戚関係の方が数名おられるというふうにも聞いております。前観光協会長

の岩永一氏は、早い段階でアプローチをかけられておりまして、実は熊本で「英

二」という映画に主演をされたときに直接のご対面も果たしておられます。協力は

惜しまれないと思いますので、そういうことともにお願いをしながらアプローチを

かけて、再度の対面を図ってはいかがかと思います。長渕氏は、元々は出身は鹿児

島なんですが、鹿児島の大雨のときも自分のポケットマネーで数千万円の私費を災

害復興に投じられたという、地方振興にもそういう思いを持っておられる認識があ

られる方ですので、会うことに対しては、そうお金がかかるわけじゃないでしょう

から努力をしてやっていただいてはどうかというふうに思います。 

 先日、ちょっと市長とお話をする機会があったんですが、今年、高校野球で旋風

を巻き起こした花巻東、先日、西部でドラフト１位になった菊池雄星投手ですね。

私も春から見ているんですが、あの地域からして、あの名字からして多分間違いな

く菊池一族の末裔であるというふうに私は考えます。遠野市があるでしょうが、本

家菊池市として、そういう方ともコンタクトを取っていくというのも一つの方法で

はないかというふうに思います。前代表ではあるんですが、西部球団の太田代表と

は私も旧知の仲ですので、もしお役に立てるのであれば協力は惜しまないというふ

うに思っております。 

 何はともあれ、先ほど述べた出田節子さん、福村市長は非常に細い縁をたどりな

がら海を渡って、その糸をたぐり寄せられました。今度は、ぜひともその手腕を活

かしてトップセールスで菊池一族の架け橋となられんことを願いますが、お考えを

お聞かせください。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） このふるさと納税の事業につきましては、２０年の７月１
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日に受け付けを開始しておりますが、早速７月７日に開催されました庁議におきま

しても議題として協議いたしております。その際には、市長のほうから職員で市外

に居住している者へも任意であるが、ふるさと納税について周知してもらいたいと

いうような指示が市長のほうからあったところでございます。これを受けまして市

外在住の職員だけでなく、全職員に対しましてＩＰＫ等を使いまして事業内容の周

知を図っておりますし、その結果、少数で２％程度でございますけれども寄附が寄

せられてきているということでございます。また、昨年の１２月４日に開催されま

した庁議におきましても、再周知を行うように市長から指示があっておりまして、

それぞれの部課長を通じまして全職員にお願いがなされたというところでございま

す。 

 ふるさと納税といいましても、ふるさと寄附金でございますので強制はできない

というものでございます。あくまでも本人の意思に基づいて行われるというもので

ございまして、お願いはいたしておりますものの催促をしているというような誤解

を招かないように十分配慮する必要があるかなというふうに思います。 

 ただ、議員仰せのとおり市外在住の職員は全員しているんだというような意向が

ありますとアピール度も大きなものがあると思いますので、多分この会話も職員は

下のほうで聞いていると思いますので、そこあたりから少しでも啓発になればなと

思います。 

 それから、市外在住の著名人に対する呼び掛けでございますが、著名人の出田節

子さんであったりチャゲ＆飛鳥であったり、長渕剛さんの話も例えて出されました。

これらの有名な方々が菊池市に縁のある方としておられます。長渕剛さんの叔母さ

んも北宮のほうに住んでおられて、私もあそこと行ったり来たりしてまして、もう

亡くなられておられないんですよね。そこあたりから縁があってできればなという

ふうには思います。たくさんの著名人がおられると伺っておりますので、今後どの

ような周知のお願いの方法があるのか検討していきたいと思います。議員各位にお

かれましても、そういった県外でご活躍中の方がお顔見知りなりおられましたら、

どうぞ呼びかけをお願いしておきたいというふうに思います。善意の寄附でござい

ますので強制ができないところに、もどかしさがございます。また、個人情報保護

条例というものがございまして、個人の住所がわかっているからといってダイレク

トメールで流すことがなかなか難しい時代になっておりまして、大勢の集会等で呼

び掛ける以外に今はないと、また、インターネットを通じて呼び掛ける以外にない

というような状況下にございます。非常に難しい状況です。 

 頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（北田 彰君） 樋口正博君。 
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［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 部長も大変苦慮しておられるというところなんでしょう。寄附

であるから強制ができないということですが、私の思いは先ほど述べたとおり基本

ですから、職員さんというのは。基本なくして、その後の展開ちゅうのは、私はや

っぱりそう簡単にできるものではないというふうに思っております。ぜひとも、そ

このところは職員さんに、ご説明、ご理解をいただいて尚一層励んでいただきたい

というふうに思います。 

 先ほど述べた大口納税者の場合は、例に出したのがタレントさんたちなのでそう

簡単に会えるのは難しいかなとは思うんですが、ぜひともコンタクトを続けていた

だいて、市長の上京日程等に合わせて対面が叶うのであれば、その活動も続けてい

ただきたいというふうに思います。 

 それでは、次に移ります。２番目ですね。公共財産の取り扱いについてでありま

す。現在、庁内における公共財産は多々ございますが、私自身などは身近に感じる

ところでは、消防団が預かっている消防積載車や小型動力ポンプ等が、それに当た

るというふうに考えております。この機材は、団員さんが日々の点検を行いながら

約２０年程度使用しております。お陰様で積載車・ポンプともに、年間５、６台の

機材の更新を賜り、団員も感謝をいたしているところであります。 

 しかし、そこで疑問に思うことが、更新時の機材の処理の仕方であります。現在

は、新品と引き替えの形でメーカーが無償で引き取りを行っています。確かに、そ

れぞれ汎用タイプの機材ではありませんし処理に困るとは思いますが、私はこの機

材を公売ができないものかなというふうに常々感じておりました。現在では、ネッ

ト上でも官公庁オークションや自治体によるインターネット公売など、多くのサイ

トが存在をします。当然、菊池市においても税務課による公売等が行われておりま

すが、それ以外の市有財産の買い替え等が行われる際に公売が行われているのかど

うか。また、行われているとすれば、どのような方法が取られているのかをお聞か

せください。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） おはようございます。 

 それではお答えしたいと思いますが、現在まで老朽化により買い替えが必要とな

った消防積載車や小型動力ポンプ等の処理につきましては、新車納入業者にお願い

しているところでございます。該当物件に対する収入は上がっていないということ

でございます。そこで、質問の公売を実施すれば僅かな金額でも収入を得ることは

可能であるというふうに理解いたしております。これまで、新菊池市となり公売し
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た市有財産の動産でございますが、平成１８年度に実施しました旧市町村長の公用

車が４台ありました。しかし、それ以外の物件はありませんでしたが、来年度、平

成２２年の１月にマイクロバス１台を公売予定をいたしておるところでございます。 

 次に、公売の仕方でございますけれども、公売広告を本庁の掲示板に掲載するこ

とや広報のきくち、また、それに公売記事を載せたり、公売希望者により一般競争

入札を行い、最も高値を付けた人に落札者として対応してまいりましたところでご

ざいます。今回は、周知の方法といたしましては、ホームページへの掲載も予定し

ておりますけれども、市有財産の不動産につきましても該当物件があり次第、公売

広告を行い、購入希望者により一般競争入札を行っているところでございます。そ

のような形で公売を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 行政財産の処分については、非常にやっぱり細心の注意が必要であるということ

はわかります。しかしやっぱり、このままでは、どうも私は業者さんの有利さをや

っぱり感じざるを得ないところなんです。先ほど述べました消防の積載車、小型ポ

ンプについても、更新時に業者が無料で引き取りをしているということですよね。

確かに、積載車、小型ポンプともに２０年近くやはり使用した機材であるというこ

とではあります。しかし、一方で優秀な団員さんにより、日々点検をされた機材で

あるということも言えます。そうであれば、また積載車両は走行距離から言えば１

０万ｋｍ未満のものがほとんどでありまして、そういうことになれば中古車市場に

おいて現金化ができるのではないかというふうに考えます。また、小型ポンプも古

くはあるんですが、渇水期の中山間地の例えば農業用のポンプとして距離がある川

から、例えば田畑に水を運ぶということにおいては非常に機動力を発揮する機材で

すので、そういう部分では市民の公的な利活用や、また、個人、企業に対しての販

売も可能ではないかなというふうに考えます。 

 また、物件は違うんですが、先ほど総務部長からもお話も出ましたが、私自身も

時折ネットサイトでよく出くわす事案があるんですが、それは何かというのは行政

による評価と実際の販売価格に大きな差額が生じる場合があるということなんです。

例えば、先ほどのマイクロバスですよね。私も見たことがあるんですが、最低落札

価格というのが表示をされます。これが、属に言う評価額ですよね、行政の。私は、

えびの市のホームページで見たんですが、最低落札価格は４０万円なんです、その

マイクロバスが。あ、５０万円ですね。５０万円だったんですが、実際に落札した
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金額というのは１４０万円なんです。要は、需要と供給の問題で市場に委ねる価値

は、私は十分にあるのではないかというふうに考えます。そうなれば、逆の場合も

ありますけどね。当然、行政が５０万円としても、それを下回るということもある

んですが、私はこのままでやるよりは、できるだけ多くの人に閲覧をしていただい

て、その中で実勢売買価格というか適正な価格で現金化をすることが、市民にとっ

ても一番目に見える行政のあり方ではないかと思いますので、その部分については

やっていただきたいと思います。 

 ちょっと昨日調べたんですけど、現在のサイト上で、昭和６２年式１０ｔ水槽付

き消防自動車が最低落札価格２００万円、また、平成２年式の消防団のポンプ車、

これが１２万円でサイト上に掲載をされています。落札は、まだ先なんですが、こ

ういうものもご参考にされながらやっていかれればというふうに思います。本当、

今後これらの公有財産については市民に見える形で公売を行うことが望ましいと思

いますが、再度、執行部としてのご見解を賜りたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 質問にお答えしたいと思いますが、小型動力ポンプの処

分について公売は問題はないと思いますけれども、ご存知のように積載車はそのま

まの状態では一般的には使用できませんので、赤色灯、サイレン、分団名等の表示

等、車体の名称等の装備を撤去する改良経費がかかることも予想されます。 

 そこで、公売を含め、どのような方法が最適であるかを調査し、前向きに進めて

いきたいというふうに考えております。今仰せられましたように、ネット上では積

載車の公売があっているということで、担当課としても、その公売をしたところに

状況を聞いておるところでございますが、現実的にはなかなか厳しいところのご返

答があっているところもあると。今後、市有物件の処分が発生したときの公売方法

につきましては、先ほど言いましたものを含めてホームページ等に従来の一般競争

入札ではなく、インターネットを利用した公売方法も選択肢の一つとして広く募り、

少しでも高く公売できるような環境整備を今後図っていって、そのような形ででき

れば収入が増えますので模索していきたいというふうに思います。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 前向きに取り組んでいただくということですので、ただ意外と

インターネットもよく見てみると、例えばバスなんかの場合は、傷がありますけど

現地に来て見てもらわないと後から責任は取りませんよというのをはっきりちっち
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ゃい字で書いてありますからね、そういうのを見ながらご参考にされればと思いま

す。 

 それでは、次に移って３番目の質問をさせていただきます。 

 森林整備についてであります。「企業の森」政策、民間企業の資金を導入の管理

方法の取り組みについてということでありますが、ご存知のとおり、この菊池市は

総面積が２７６.６６ｋｍ２、うち５５％の１５２.４６ｋｍ２が森林面積というこ

とになっております。そのうち菊池市が保有をする市有林は１,３００ｈａ、年間

約３,０００万円の経費をかけて森林保護に努めている状況であると認識をしてお

ります。 

 しかしながら、１,３００ｈａの森を管理するのに、果たしてこの費用が本当に

妥当であるかどうかは疑問であります。観点を変えて言えば、この先数十年を年間

３,０００万円近くの歳出に菊池市が耐えれるものかどうかも不透明であるという

ふうに思います。私自身は、林業に従事する者ではありません。なおかつ、中山間

地に住むものでもありません。しかし、現状を打開するため、何らかの策を講じる

べきというふうに考えてみました。 

 それでは、現状どのような問題があるのか、また、解決をしなければならないの

か、自分なりにいろいろ思いを寄せてたわけなんですが、基本的には９月議会で水

上議員の質問にもありましたが、高度経済成長期、立米単価がそのときよりも現在

では２分の１になり、そして、人件費は２倍、３倍近くに高くなっていると。林業

者の生活がままならないことは火を見るより明らかであり、国をあげての外材輸入

阻止政策も、今や焼け石に水の状態であります。 

 それでは、行政が大々的に介入をして年間数億円の単位の予算を投入し、整備が

していけるのかといえば、その財政出動が可能であるかといえば、それはまず無理

であるというところであります。公的な財政出動を極力抑えつつ、最大限の環境保

護、森林整備を行うこと、そして、後継者育成を含めた林業者の安定した雇用機会

を創造し、長期的な整備計画を行うこと、そのことを成し得る方法はないかという

ふうに考えたときに「企業の森」という政策が、私には有効な手段ではないかとい

うふうに思いました。現在、多くの自治体において、競技場や体育センター、市民

ホールなどの命名権を売るネーミングライツという制度がありますが、その森林版

と考えていただければいいと思います。 

 菊池市の市有林にネーミングライツを設定することで、民間企業の資金を導入し

て整備が行えないかということであります。環境に興味を示す企業に対し、市有林

を無償で貸し出す。ただし、整備計画の作成と地元の林業者の雇用を条件として、

林道整備を含め森林管理を企業によって行ってもらうものであります。既に多くの
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企業が実践をしておりますが、近隣ではサントリーの嘉島工場ですね。こちらが、

大量の地下水を使用するということもあって約１００ｈａを企業の涵養林として整

備を行うととも、社員教育にも役立てているということであります。 

 今や環境問題は、世界的規模で取り組みが行われています。世界中の国と企業が

対応を迫られている最中であります。リーマンショックによる世界同時不況ど真ん

中、企業にはそういう余力がないというふうに言われるかもしれませんが、私はそ

うは考えていません。企業とは、優秀な企業であればあるほど、やはり必要なもの

には投資をしていくというのが、私は企業の姿であるというふうにとらえておりま

す。今や企業にとっては、環境問題は自らの存続をかけた戦いであり、コンプライ

アンス（企業の企業倫理）確立に欠かせない存在というふうに、私はとらえており

ます。そうであるならば、今こそ逆に千載一遇のチャンスではないかというふうに

考えます。 

 しかし、そのチャンスも、じっと待っているだけでは成就をしません。企業誘致

に見られるように、企業の森政策もまた競争でありますし、そうであれば各企業に

対し直接アピールをすることにより、そのことが一番重要なことになるのではない

かというふうに思います。パンフレットの作成やインターネットでの広報戦略も重

要と考えますが、執行部におかれましては迅速に対応されることを望みますが、市

としての対応をお聞かせをいただきたいと思います。 

 世の中では、環境問題が大きな声で叫ばれています。しかし、にも関わらず環境

を守る人々、いわゆる農業、林業の従事者の生活環境は、世間の風潮とは逆に日々

悪くなっているという状況であります。一方で環境を叫びながら、それを守る人た

ちの生活は非常に悪い方向に向かっている。こんな矛盾した社会構造をまず菊池市

から変えていくべきだと考えますが、執行部のご見解をお聞かせください。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 森林の整備につきましては、年間施業計画に基づきまして

約３,７００万円の予算により、菊池森林組合等との委託契約を結び、間伐、除

伐、下刈りを行っているところでございます。また、このほか、地元旭志林業研究

グループにつきましては、四季の里周辺の市有林３ｈａを年間委託によりまして、

下刈り等の整備を年２回行っていただいております。 

 ご質問の企業の森につきましては、平成１４年度から１６年度に旧旭志村におい

て九州電力株式会社熊本支店との植林に関する覚書を締結し、九州電力植林活動

「九州ふるさとの森づくり」として、四季の里旭志周辺の市有林３ｈａに山桜等

３,０００本の植林が実施されております。現在は、熊本県の企業、法人等との共
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同の森づくり制度によりまして、四季の里周辺の市有林約３２ｈａを候補地として

熊本県が仲介いたしました企業との協議を進めております。その中で、市有林の整

備費について一部負担等の協力をお願いできるよう締結に向けまして努力いたして

いるところでございます。企業の森の制度などを活用することにつきましては、議

員ご指摘のとおり大変有効な手段であると認識しておりますので今後も努力をさせ

ていただきたいと思っております。 

 ただ、広大な市有林を有しておりますが、環境面あるいは利便性等を勘案いたし

ますと、企業の森としての適地といたしましては少ない状況にありますので、引き

続き市有林の水源涵養など、公益的機能にも寄与できるよう努力してまいりたいと

考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 前向きに取り組んでいただいているということではあると思い

ます。最後、部長おっしゃいましたけど、なかなか企業などに向かないところがあ

るというのは、こちら側の解釈としてはわかります。ただ、決めるのは相手ですか

ら、その多少の不便はあるかもしれないけど、これだけの大きなものがあるという

ことはお伝えをしていくべきかなと思います。 

 市有林なんですが、財産として持っていて元はただだというふうに感じているか

もしれませんけど、旧菊池を例にとれば特定分集林の買い取りもあったわけですか

ら、これは市民の税金を使って購入をした森であります。ということは、市固有の

大切な財産でありますので、それをどう活かすかというのは真剣に取り組んでいく

べきではないかというふうに考えます。 

 ご答弁としては、非常に的を得たものでありました。執行部の皆さんの的を得た

ご答弁でテンポ良く終わることができますので、ご協力、感謝申し上げます。 

 以上、質問終わらせていただきます。 

○議長（北田 彰君） ここで、昼食等のため暫時休憩します。午後の会議は、午後１

時から開きます。お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４８分 

開議 午後 零時５８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、葛原勇次郎君。 
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［登壇］ 

○１５番（葛原勇次郎君） 葛原でございます。質問事項の地域活性化・農林振興につ

いてとしております。要旨として、里山の開発についてとしておりますが、我が国

は国土の大半以上を占める山林、雑木林、竹林、そして草原があります。菊池市に

おきましても、同じ雑木林、竹林は、耕作放棄地以上に荒れ山が目立ちます。この

荒れ山、竹林を何とかして有効活用して地域の活性化につなげられないものだろう

かと考えるものでありまして、里山のことについては多くの議員さんも質問されて

おります。再度、取り組み考えを聞かせていただきたいというのが質問でございま

す。 

 一つ新聞の記事を紹介してみたいと思いますが、これは菅原文太さん、里山保全

実践を有識者、民間団体でつくる美しい森づくり全国推進会議、代表出井伸之前ソ

ニー会長は１８日、東京都内でシンポジウムを開き、人々が多様な林産物を利用し

てきた里山の保全策を話し合った。山梨県で農業に取り組む俳優の菅原文太さん

は、講演で痩せ細ったスギやヒノキが増え、森が荒れている。自分も、落ち葉を使

った堆肥づくり、間伐作業をやろうと思っていると、保全に向けた実践を呼び掛け

た。また、林野庁の島田泰助長官は、挨拶で木材から鉄骨やコンクリート、化石燃

料の時代になり、里山は元気がなくなったとの指摘。里山の手入れや間伐の利用を

訴えたというようなことでございますが、他県のことは書いてございませんが、私

はこれから先のことをどういうふうに考えているかということであります。そのこ

とを１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 里山における放置竹林につきましては、これまでにもお答

えしておりますが、生活形態の変化等により、その需要が減少したことによる林業

就労者不足、また、タケノコ生産におきましても外国産の進出の影響を受け、生産

量の低下を招いている状況であり、このようなことが要因となり増加したものと考

えております。 

 本年度の本市の取り組みといたしましては、平成２１年度、国の緊急雇用創出基

金事業によります菊池市森林環境保全事業に取り組み、そのメニューの一つといた

しましてタケノコ生産のための基盤整備づくりを実施しております。内容といたし

ましては、ＪＡきくちタケノコ部会員が所有いたします荒廃した孟宗竹林のうち、

希望される約２ｈａを肥培管理竹林として復元し、タケノコ生産の再生を目的とし

た取り組みでございます。 

 事業の委託先は、菊池森林組合でございまして、一般公募によりますところの雇
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用対策の一環でもございます。次に、竹林の開発につきましては、新たな竹材の利

活用など専門的な研究開発が必要と思われますので、今後も、県森林組合など関係

機関と情報を共有し、連携しながら努めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○１５番（葛原勇次郎君） 私は、そういうようなことではなくて、逆に化石燃料に代

わる燃料を里山の生産物からつくり出し、活性はできないものだろうかということ

でありまして、畜産物の排泄物、生ごみからの培養も、同じ穀物からのエタノール

はじめポリ酸化という石油に代わる原料を竹雑木、雑草、穀物を利用してポリをつ

くり、そのポリは使用済みになれば土に返せる。バクテリア分解して自然にかえせ

ば開発もできるということも聞きます。 

 ここで、ちょっとポリ乳酸の紹介をしてみたいと思いますが、ポリ乳酸とは、生

分解性プラスチックとはバクテリアにより分解可能なプラスチック全般のことを言

います。これは、植物を粉末にして糊や圧縮によって固めたものや原料を化石資源

とする石油由来のものもあります。ポリ乳酸とは、これらのものと異なり、人類が

太古の昔から利用してきた発酵により、つくり出される乳酸を利用するものです。

植物の糖質を乳酸菌により乳酸に変化させ、これを分子結合させポリ化させたもの

がポリ乳酸です。当然、バクテリアにより分解でき、焼却してもカーボンニュート

ラルであるため、現在、最も注目されているプラスチック素材であるそうでござい

ます。人体においても、乳酸は自然吸収され無害であることから、医療機関では早

くから採り入れられてきた素材です。というのが、ポリ乳酸だそうでございます。 

 それから、ポリ乳酸製造事業の必要性ということで、これもちょっと読ませてい

ただきますが、有効なバイオマス利用としてポリ乳酸が世界中に注目されておりま

す。近年では、各国でポリ乳酸プラントの建設計画が進めていられることはご存知

の方も多いものじゃないでしょうか。植物由来のプラスチックは、バクテリアによ

って分解され、バクテリアにより分解時にもＣＯ２を放出されます。仮に焼却して

も、カーボンニュートラルだと売られておりますが、もう少し違う角度から考える

とＣＯ２を日常の生活物資の中に取り込んだまま固定してしまうことが大気中のＣ

Ｏ２を本当の意味で削減できることになるのです。生活の中のあらゆる場所にポリ

乳酸を使用してＣＯ２を固定したまま、大気放出されないためにはポリ乳酸の生産

をもっと増やす必要があり、これを分解せずにリサイクルしていくことも大切で

す。このリサイクルを技術の確立は、現在、多くの研究者によって進められており

ます。まさに、ポリ乳酸事業は、地球にとって最も必要なことであると考えますと
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いうことでございますし、また、現実として脱化石資源の声が高まる中、十数年後

には街を走る車の半数以上が電気自動車になると言われています。自動車産業は、

次世代エネルギーとして電気を選んでいます。これは、石油輸入の減少を意味し、

既に石油由来のプラスチックは原料不足になることが予想されます。既存の石油由

来プラスチック限界はすぐ目の前にきており、プラスチック原料、その段階にかか

わらず、代替としてポリ乳酸を使用させることを得るということを意味します。こ

のポリ乳酸製造は、化石資源のほとんどない日本にとって国際競争力を持つ産業の

創出に大きなチャンスをもたらすことでしょうというようなことがポリ乳酸だそう

でございます。このポリ乳酸資源料が、植物全般に問題になっておりますが、この

里山の開発としてこのような研究ができていれば、菊池もプロジェクトを組み、調

査研究に取り組む考えはないかという質問であります。 

 鹿児島も嫌な火山灰、それからシラスが有効活用されておる報道もされておりま

したので、そのようなことを調査研究を企業誘致予定地の工業団地を利用して活性

化を進める考えも必要だろうと思いますが、お聞かせをお願いしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） 竹の商品化につきまして、今、ポリ乳酸事業ということで

私、初めて聞いた言葉でございますが、そういったふうに進んでいるのかなという

ふうには感じたところでございます。この竹の商品化や研究開発につきましては、

林野庁の資料によりますと、フローリング等の建設資材、それから抗菌剤、繊維製

品、紙パルプ、竹入り繊維のプラスチック、竹を燃料とするバイオマスのガス化発

電、農業では家畜の飼料用の竹粉等が新たな用途として注目されているところでご

ざいます。 

 今や、竹の竹林の増加は、この菊池だけの問題ではなく、日本全土での大きな問

題になっていることは認識いたしております。ちょうど２週間前ぐらいだったでし

ょうか、ＮＨＫのテレビ番組で里山の荒廃ということで竹が問題化されて取り上げ

られておりました。ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、その中で竹によ

る紙の製造に成功したという事例が、企業の取り組みが報道されておりました。こ

れはいいことだなというふうに思って聞いとったんですが、竹は繊維が堅くてチッ

プの歯が、ほかの木を切るよりも早く痛んでしまうということでコストがかかると。

それから、竹を運ぶのに中のほうは空洞でございまして、空気を運ぶような状態で

堆積だけが増えて輸送コストに相当なコストがかかるということで、今後の大きな

課題だということで報じられておったのが、まだ記憶にも新しいところでございま

す。 
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 今そういった各方面で、大学や企業の研究開発が進んでいるようでございますが、

いろんなコスト面での課題もあるようでございますし、林務担当部署や森林組合あ

たりとも、また、林野庁が出します資料等にも注目しながら、今後の情報収集に努

めてまいりたいというふうに思っております。今のポリ乳酸事業につきましては、

また早速ちょっとインターネットを通じて勉強してみたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○１５番（葛原勇次郎君） 今、林野庁にも相談をしながらというようなこととインタ

ーネットでというようなことでございますので、そちらのほうも調べていただきな

がら、この問題につきましては、要するに山林のスギ、雑木は何十年と月日がかか

りますけれども、竹やら穀物やら雑草は毎年でくるものでございますので、このよ

うな研究開発は重要な課題でありますので十分考えていただきながら、そしてま

た、今言いました調査研究、それからプロジェクトあたりも、県あたりと一緒にし

て相談しながら取り組んでいただくようなことをお考えであるかをお聞かせ願いた

いと思いますとと、後の問題が今度の１回で終わりというようなことでしたので続

きまして聞いてみたいと思います、それが一つ。 

 それから鳥獣被害についてとしておりますので、このことについてもちょっと触

れてみたいと思いますが、耕作放棄地の拡大で被害が１０年で倍増という新聞も載

っておりましたが、本市も同じことで、山間地におきましても今年も水田を荒らさ

れた方々が多く、果樹にいたしましても同様であり、シシが立ち上がり枝を折り、

補植の小さな木が芽が付けば哀れなものでありまして、またハクビシンというのが

よう出てきて木に登り、一つであればよいけれども幾つも手掛け、カラスも同じで

ありますが共済金は出ません。困っているのが実情であります。駆除の確保以外に

ないと思いますし、この支援金の助成はどうなっているかを示してください。また

一つ、例えば数、種類、それから種類別の金額、支援金の総額。二つ目は、隣接市

町村との違いを示してください。 

 それから、農業振興について、農産物のブランド化について。これは、平成２１

年１１月９日の新聞に菊池市文化会館でありました、８日に行いました「地域とと

もに、こんにちは熊日です」の地域フォーラムで、福村市長は「農産物のブランド

化推進を宣言」と見出しで出ておりました。また、１１月の２０日の全員協議会の

ときも言われました。菊池市には、素晴らしい農産物や観光資源があるのにＰＲが

下手との指摘に、市長は菊池ブランド推進室（仮称）を設置し、農家所得の向上、

経費節減、ＰＲ戦略などで練りたいと述べられたという記事が載っておりましたが、
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これは皆様もご存知のとおりでありますし、大変よいことを述べられたと思います

し、農家といたしましても有り難く思います。このことを少し掘り下げて、詳しく

内容を説明を市長に求めたいと思います。それから、もう一つ市長に、先日の松本

議員の質問のときに、これはちょっと耳ばしゃんとして聞いとってみてください。

「政権が変わったから見守るだけ」との答えが幾つかありました。そうではなくし

て、私は個人的には自民党支持が長かったため抵抗があるかもしれないけれども、

実際に政権が変わったから、また、市の代表である市長さんは、上京して市の実情

を官から民へといった政権でありますから、苦しい事情を説明し、交付金は一銭た

りとも減額はできない旨の陳情あたりはされたか。また、されるべきと思うが、そ

のような考えもお聞かせ願いたいと思います。これは、どしこでんあるけん、ちょ

っともう忘れんごつしてください。それから。 

○議長（北田 彰君） 通告してある分について質疑をしてください。 

○１５番（葛原勇次郎君） はい。そるけん、そのまま、これで終わりですから通告は

しておりますので。３８７号線と深川の交差点についてとしておりますが、毎年、

菊池の祭りで何十年と通りますし、仕事でよく通りますが何と通りづらい交差点だ

ろうと思いますし、地元から要望は上がっていると思います、地元の方は知ってお

られると思いますが、改修の計画をお聞かせください。 

 また、立石交差点の改良はとしておりますが、この交差点は柿塚石材所の前でご

ざいまして、山鹿方面からと熊本に行くときは良いけれども、熊本の方面から菊池

に来るとき非常に出づらく、これは停止位置の線が違うのかと思いますけれども、

この交差点はどのように改良計画があるのか、市でなければ県にお願いし、改良の

要望をしたいと思っております。 

 それから、地域の対応としておりますが、菊池１８外城のことであります。身近

な歴史と知りたい感じたい、さらに知識を深めたいという思いから、「郷土史編纂

百話・菊池」という本を堤先生が出され、出版されました。この本の中に紹介され

ております菊池１８外城の跡地のことで質問をいたします。 

 一昨年と思いますが、同志の議員さん方と回りましたときに感じましたのが、七

城地区の七城跡地は、神尾、馬渡、打越、正光寺、増永、台、亀尾はよく整備され

ておりますが、菊池のほうの城跡は１１城はできているところと近くまで行き、見

つけ出せなかったところが２カ所ありました。今年も神社関係の方々が３回に分け、

城跡を巡られました。その中に議員さんも参加され、感じられておりますが、今回

はスウケイ会の世話人さんが地元の跡地を切り分けてありましたので全部回ること

ができましたが、口々に言われました言葉は、歴史文化を語るならば整備を考える

べきであると言われたわけでございますし、七城の残り、北のほうから葛原、鷹取、
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五社尾、掛幕、市成、元居、黄金塚、木庭、戸崎、古池、菊の池、城林とあります

が、国有地、区有地、それから公地とあると思いますが、城跡の所有者がわかれば

示してくださいということでございます。 

 それから二つ目、所有地の方にお願いし、２０ｍ四方ぐらいの跡地として草刈り

管理、道開けぐらい、１年に２、３回の作業で済むと思うが、管理の協力の考えを

示してほしいという質問でございます。 

 つまごめ荘の入院の順番について、これは簡単なことと思いますけれども、申し

込んでの順番であることはわかりますが、急を要する人、事情、条件のある方はわ

かりますけれども、申し込んだときに仮に１００番であったといたします。１年経

って、あと何番かと聞いたら順番が少しも進んでなかったという、２、３人から聞

いたので、このようなことはどうなっているか聞いてくれとのことでございました

ので質問いたします。良いほうに考えれば、１年間に一人も亡くなられなかったこ

とになるかと理解し難いこともありますので、このことの説明をよろしくお願いい

たします。 

 以上、長々と６問ほどいたしましたので、順次、適切なご回答をお願い申し上げ

ます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 再々質問にお答えいたします。 

 有害鳥獣による被害につきましては、年々増加傾向にございまして、平成２１年

３月末現在の被害状況といたしましては、実被害面積としまして、田、畑、果樹園

合わせまして約１４ｈａ、被害額で約１,０００万円と算出しております。 

 本年度の有害鳥獣対策としましては、菊池市有害鳥獣捕獲隊による個体数調整と

合わせ、猪の被害が年々増加傾向にあることから、電気柵設置の費用の一部を補助

し、侵入防止対策を進めているところでございます。また、本年度より創設いたし

ました有害鳥獣捕獲報奨金による有害鳥獣の捕獲の促進を図り、農林作物の被害低

減に努めております。その結果、有害鳥獣の捕獲数としましては、平成２１年度１

０月末現在で、イノシシ１４０頭、カラス３２９羽、野バト３羽、野犬１０頭とな

っており、イノシシの捕獲につきましては前年度に比べ約３倍も増加しておりま

す。報奨金の額につきましては、イノシシ１頭当たり４,０００円、カラス１羽当

たり２００円、野犬１頭当たり４,０００円、サル１頭当たり３万円と設定してい

るところでございます。 

 近隣自治体の状況といたしましては、山鹿市の報奨金については、これまでイノ

シシが１頭当たり５,０００円であったということでございますが７,０００円へ増
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額されたということでございます。少々、本市とは差違がございますが、今回の予

算措置につきましては他市の状況も参考にしたものでございまして、大差はほとん

どございません。イノシシの捕獲数について伸びており、報奨金の額も約６５万円

を超えている状況で、農作物被害の低減が図られているものと思われます。しかし

ながら、カラス、野バトにつきましては捕獲数が減少傾向にあるため、今後有害鳥

獣による農作物の被害対策の強化は必要であると考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） ブランド推進につきましてお答えさせていただきます。 

 ブランドとは、靴やバッグ、自動車などの商標、マークなど、馴染みの深いもの

となってきております。このブランドとは、企業の信用力を向上させるとともに、

商品選択の際に他社製品との差別化に寄与するなど、企業活動に大きな効果を発揮

しているところでございます。今は、地域においてもブランド戦略なくして地域活

性化は語れないと言われるほど、ブランド化は重要となってきておりまして、地域

ブランド戦略に取り組む地域が増加しているところでございます。地域ブランドと

は、地域にある商品やサービスなどが地域外の消費者からの評価を高めて、地域全

体のイメージの向上と地域活性化に結びつけるものと言われております。 

 昨年秋のリーマンショック以来デフレ経済が続き、全国的にも物が売れなかった

り商品の価格が低下する時代となっておりますが、それでも消費がなくなったもの

ではないと思っております。菊池市の基幹産業は農業でありまして、菊池市は県下

でもトップの農業地域であります。市内で産出される米、メロン、野菜、生乳、肉

などは全国にも誇れるもので、他産地と比較しても大いに競争力があると思います。

このため、産業の活性化の中でも、まず農業の活性化を行うことを考えたものでご

ざいます。このため、去る１１月８日に菊池市文化会館で開催されました「こんに

ちは熊日ですｉｎ菊池」では、食と農をテーマに掲げましてシンポジウムや講演会

を開催いたしました。その中で、農畜産物のブランド化のための仮称でございます

けれども、市長のほうからブランド化推進室の設置を公表されたところでございま

す。 

 地域ブランド推進に当たりましては、ブランドをつくり、守り、拡張し、高める

ことが必要になってくると思います。具体的には、ブランドを一過性のものに終わ

らせないための長期的戦略、信頼できるデータで進むべき方向性を検討し、さらに

商品開発や販売のためのＰＲを行う必要があると思っております。このため、菊池

市に専門セクションを設け、農畜産物の評価を明らかにするとともに、消費者の動
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向をつかむための市場調査、それからＰＲ戦略、農家の生産効率を向上させるため

の国や県の補助事業等の調査や各種研究機関の研究状況の調査を行うことといたし

ております。 

 また、単に対外的な行動だけでなく農家の組織づくりも必要になってくると思わ

れますが、その点につきましては既存事業との連携での対応を考えているところで

ございます。何分新しい取り組みでございまして、また、農業関係団体との連携も

不可欠であります。試行錯誤が続くと思いますが、市の活性化のため体制づくり、

予算付けを行い、しっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） お尋ねの３８７号線。 

○１５番（葛原勇次郎君） ちょっと、ちょっと待って。その前に市長さんがブランド

化についての言うとるけん、その前に市長さんの。が、最後にしはなる。あ、最後

にしなる。はい、はい。じゃあ、どうぞ。 

○建設部長（岡崎俊裕君） ３８７号線と深川交差点は、本年度に市道亘深川線道路改

良工事により実施の予定であります。現在、菊池警察署と交差点協議を行っている

ところであり、協議終了後、工事発注を行い、年度内完成を目指しているところで

ございます。 

 次に、立石の交差点は、県道菊池鹿北線と市道立石野間口線とのＹ字路の交差点

になります。北原から野間口へ左折する場合、見通しが悪く、改良の必要性がある

と思われます。県に伺いましたところ、現時点での改良計画はないということでご

ざいます。なお、この本交差点につきましては、市道の立石野間口線は旧の国道３

２５号線でございまして、こちらのほうが優先道路でございますので、県道の菊池

鹿北線、北原からの進入につきましては一時停止ということになっておりますので

ご注意をいただきたいと思います。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 私のほうから１８外城につきましてお答えいたします。 

 ご存知のように、菊池に１１城あり七城に７つの城跡が点在しております。 

 まず、この城跡の所有者につきましては、渓谷にあります市成城、花房の古池

城、この二つが国の所有地となっております。それから、七城の亀尾城は菊池市の

所有地であります。このほか１５城につきましては、私の私有地となっておりま
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す。菊野城、戸崎城、元居城、葛原城、掛幕城、増永城、正光寺城、馬渡城、打越

城、これは９人の個人の所有地となっております。それから、木庭城、黄金塚城、

鷹取城、五社尾城、神尾城、台城、この６カ所は神社と地区の共有地となっており

ます。 

 続きまして、城跡の除草等の整備についてでございますが、１８外城の中で公園

的な整備ができているものとして上げますなら、七城の台城と亀尾城が挙げられる

と思います。亀尾城は、市の所有地であり、公園整備の一環で城跡を利用して整備

されたものであります。また、台城は、城跡整備として行われたものではございま

せんが、城跡の隣接地が市所有地であるため公園的な整備がされているところで

す。 

 七城地区の７つの外城につきましては、立地的に集落や田畑などに近い場所に位

置しているなどの要件もあり、地域の方々で管理しやすくなっているものと思いま

す。一方、菊池側の１１外城につきましては、山間部が多いため季節によっては草

が生い茂り、外城までの道のりなどがわかりづらいということは十分承知している

ところでございますが、１８外城をはじめとする指定文化財は、所有者、管理者が

その文化財を維持管理することが原則となっております。市で所有する古墳等の指

定文化財等については市で除草等の管理をしておりますが、そのほか城跡などの史

跡につきましては、それぞれの所有者や管理する地元区民の方で除草等が行われて

おります。市内には、５５カ所の史跡があり、その他指定文化財を合わせますと１

４３件にも上りますが、先ほども申しましたように、基本原則により維持管理は所

有者の方へお願いをしているところでございます。地域の宝、ふるさとの遺産とし

て保存継承されるためにも、地域の草刈り等の管理はこれまでどおりお願いしたい

と思います。 

 行政としましては、１８外城の説明板を設置するなどの啓発の充実を図っており

ますが、今後は案内標識の整備も行うように考えているところです。また、所有者

が実施する景観的な管理については、今後、関係課や文化財保護委員会でも協議し

てまいります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） つまごめ荘の入所までの流れと入所まで時間のかかる理由

につきまして、お答えしたいと思います。 

 施設への入所につきましては、従来は申込み順でありました入所決定が、真に入

所の必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるように努めなければならな
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いという国の省令改正を受けまして、熊本県が特別養護老人ホーム入所取扱指針を

作成しております。この指針に基づき、つまごめ荘におきましても入所取扱基準を

設けまして必要度の高い準という新たな運営基準として、平成１６年６月１日から

施行しております。入所までの流れにつきましては、申込み受付後、入所検討委員

会入所順位の決定、居室に空きが出た場合に順位の高い方からご案内するというよ

うな流れになっております。 

 入所検討委員会は、施設が設置する合議制の委員会で、メンバーにつきましては、

施設長、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員等で、毎月実施をして

おります。申込み時の面接により確認した介護者の事情や認知症の症状、日常生活

における身体の状況等について、指針に規定されている評価基準に基づき点数化し

て評価しております。この入所検討委員会で数値化した評価点数の合計点数の高い

順に入所順位を決定をしております。評価項目につきましては、要介護度、認知症

の度合い、単身、同居の別、介護者の状況、居宅サービスの利用状況、更には、そ

の他、特に入所が必要と認められる事情などについて、各配点に基づきまして評価

を行っております。 

 次に、入所を長い間お待ちいただいている理由につきましては、単身世帯や介護

者が高齢であったり、病弱等の理由でどうしても介護できないという事情、また、

入所希望者の要介護度や認知症の度合いが高い方を優先するという国や県の指針に

基づくため、待機期間に関係なく、その評価点数が高い希望者の方が上位に位置づ

けられるためでございます。また、待機者の方々につきましては、入所希望者の心

身の状態や生活環境等が入所申込み時と大きく変化した旨の申し出があった場合に

は、随時再評価をしております。さらに、毎年待機されている入所希望者の現在の

状況についても照会をし、その回答を基に入所検討委員会で再度、入所順位の調整

を行っております。 

 入所の状況につきましては、毎年２０名程度の方が長期入院やお亡くなりになっ

て退所されております。その空所分につきまして、随時ご案内をしております。本

年の１１月末現在の待機者は２６７名となっており、このような現状の中で入所決

定につきましては入所の必要性の高いと認められる方を優先してご案内するよう適

正に審査をしているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 私のほうにつきましては、ブランド化ということでのご質問で

ございます。１１月の８日に「こんにちは熊日ですｉｎ菊池」におきまして、この
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食と農ということをテーマにいたしましてシンポジウムが開催されたことは、ご承

知のとおりでございます。その場におきまして、仮称ブランド化推進室というもの

を設置をして、菊池の豊かな農産物について、このブランド化をして進めていきた

いということを表明をいたしました。 

 今、答弁の中にもありますように、米とかメロンとか野菜、あるいはまた生乳な

ど、本当に全国に誇れるような食材が豊富な菊池の農業であるということでありま

す。今後、そのことを中心といたしまして、推進室をどういうふうにして運営して

いくのか、運用していくのか。ＪＡとか県だとか、あるいはまた地域のいろんな農

家の方々とか、いろんな方々のご意見を聞きながら協議を進め、そして実行に移し

ていきたいと、このように強く思っております。 

 ところで今日、先ほど昼の新聞の切り抜きを見ておりましたところが、マッコリ

ーヌーボーということで書いてありまして何だろうと思ったんですが、お隣の韓国

の安酒の代名詞であるマッコリー、たしか今でも食堂なんかで、レストランあたり

でも、三、四百円で売られているものではないかなと思いますが、２合瓶程度のや

つですが、これが爆発的な人気で今売れているということが報道されておりまして、

イミョンバク大統領と鳩山総理の乾杯の写真が出ておりました。いわゆる日韓首脳

会談の献杯酒になっているということでもあったわけですけれども、特にこの酒が

女性の肌にいいとかいったことで、非常に爆発的になったと。これは、お米がなく

ってお酒ができない時代において、日本でいえばアルコールの飲用でないようなメ

チルみたいなもんだったのかもしれません。そんな時代につくられたお酒で雑穀的

なものだったものが、今は本当に安酒であんなものを飲むのはといって卑下されて

いると言われておって敬遠されていたということだと思いますが、それが非常に異

常な人気になっていると。こういったものの側面を見ましても、非常に取り組みの

内容次第によっては、そういうことがあるんだなというものを先ほどお昼の休み実

感としておったところであります。 

 ところでまた、政権が交代したことによって、どういうふうに菊池市の、あるい

は地方自治体としての財政かれこれ含めまして政策の推進のためには、政権党との

関係をどうしていくのかといった思いを込めてのご質問だっであったろうと思いま

すが、これまでといささかも変わることなく、政権が与党政権になれば与党の政権

党に対して、必要に応じてこの要請をしていくということにほかならないと私は思

っております。もちろん軸足が、今まで当然自民党政権でありましたから、自民党

で私はあったわけであります。しかしながら、この選挙が４月にありましたけども、

４年前の選挙におきましても民主党の政権支持母体であります連合の推薦を前回も

今回も推薦を受けておりますし、もちろん自治労もそうでありますし、そしてさら
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に政権党でありました自公連立政権の両党からも支援を受けてきたところでもあり

ます。 

 今後、政権党が変わることによって大きく菊池市の政権党の変化によって、財政

的なもの含めまして政策の実行に事を欠くということは私はないと思っております。

ちょうど昨日が議会中でありましたけども、国会が終わったからということで民主

党の今回議員さんが、わざわざご挨拶をお出でをいただきましけども、ちょうど議

会中でお会いできなくって今日お礼の電話をしたところでございますが、人として

いろんな意味で、当然菊池市民の代表としてどのような政党が政権党であろうが、

そについて必要性に応じて積極的に政策し、実行のためにお願いすべきものはお願

いしていかなきゃならんと、このようなことで考えております。 

○議長（北田 彰君） 葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○１５番（葛原勇次郎君） 政権が変わっても頑張っておるというようなことでござい

まして、ありがとうございます。もう残り僅かになってしまいましたが、２番目の

学校教育についてとしておりますが、これ通告どおり外部人材で土曜補習支援、小

中学校対象で東京都が方針を出して、土曜日に教育ＯＢや大学生を招いて補習授業

を行う、それから区、市町村に対しての報酬の半額を助成する方針を決めたという

報道がなされておりました。また、理科離れの問題もありましたが、理科授業で先

生方があまりに理解に関心がなく、なぜこうなるという疑問の追求が足りない。こ

れがこうだからこうなる、なるほど、までの教育で、こうなる理由が理科だそう

で、理科教育の先生が少ないとのことがあっておりましたが、菊池市の場合は何も

ないとは思いますけれども、このような報道に対しての教育長の考えをお聞かせく

ださいということの質問でございます。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） まず、最初に土曜補習支援といいますか、そのことについて

でございますけども。そもそも土曜日というのは、学校週５日制が導入された際、

学校、家庭、地域社会の役割を明確にし、それぞれが協力して豊かな社会体験や自

然体験などのさまざまな活動の機会を子どもに提供し、自ら学び、自ら考える力や

豊かな人間性などの生きる力を育むことを狙いとして進められた経緯があります。

が、一部でこのように補充学習等の機会にしているところもあります。 

 本市では、この週５日制の基本的な趣旨に沿って、子ども土曜体験教室等を計画

的にやっております。ここでは、本市が行っている学習支援関係の事業を少しご紹

介したいと思います。昨年１２月議会で横田議員にもお答えしましたが、本市にお
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きましては菊池高校との連携としまして、教育支援ネットワーク菊池というものを

立ち上げております。内容としましては、市内小中高等学校合同のボランティア活

動や、夏休みに高校生が小学生に学習指導を行ったり、また、中高合同での部活

動、そのほか市内の中学３年生を対象に基礎学力の向上を目的に各種ゼミナールの

開講がされております。市としては、この事業に対しその経費の一部を補助を行っ

ているところです。この各種ゼミナールは、菊池高校職員や菊池高校教員ＯＢの方

及び中学校の先生方が講師となり、毎週土曜日の午前中、市内の５つの中学校３年

生を対象に無料で数学、英語及び小論文の講座を行っており、平成２０年度では１

４７名、本年、平成２１年度で１８０名の受講生があり、基礎学力の向上等で、こ

れまで多くの成果が上がっております。また、市内の学校の中に、特色ある学校づ

くりや学校の活性化のために各学校に補助金として交付しております教育支援事業

補助金を活用して、長期休業中に大学生等を活用して、独自に子どもたちの学習指

導に取り組んでいる学校もあります。教育委員会としましては、今後ともさまざま

な機会をとらえ、このような小中高連携等を積極的に進めながら、学習支援に努め

てまいりたいと思います。 

 次に、教師の理科離れの件ですが、その原因としては、私は小学校の理科専科性

にあるんじゃないかなと思っています。担任が理科の授業をしなくなったために理

科の授業に対して自信をなくしたとも言われておりますし、また、ゆとり教育によ

り理科の授業実数が少なくなり、興味を起こすような授業、先ほどありましたよう

になぜだろう、どうしてと、そういうような真理を探求する理科教育の本来の楽し

さがなくなっているのではないかと思います。 

 これに対して、本市の対策としましては、専科の授業に担任が補助として入るこ

と。また、ティームティーチングとして一緒に授業に入るように指導を行っており

ます。また、子どもたちが理科に興味を持つように、菊池市独自で校長会主催の科

学の祭典を開催しております。今年で３回目になります。この事業内容としまして

は、市の補助金で毎年７月末に市体育センターを利用し、小中高及び国立の電波高

専の先生方の協力で開催しているものでありまして、菊池市内の全幼保小中学生を

対象に実験を通して科学に対する興味や探求心、ひいては個々の学力の向上や豊か

な心を育むことを目的に開催されております。このように、本市におきましては教

職員自身の理科教科学習向上に対する積極的な取り組みもなされておるところでご

ざいまして、理科教育の全国標準学力調査結果からしましても全国平均を上回って

いる状況下にあります。市教育委員会としましては、理科教育の学力向上に向け、

今後とも教職員の授業取り組み等への支援を継続して行ってまいりたいと考えてお

ります。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○１５番（葛原勇次郎君） ありがとうございました。一番大切なことでございます

し、子どもの教育が一番だろうと思いますし、引き続き先生のご努力をよろしくお

願い申し上げまして終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時５４分 

開議 午後２時０４分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、東英俊君。 

［登壇］ 

○１番（東 英俊君） どうぞ、よろしくお願いします。東英俊でございます。 

 通告に従いまして質問をしたいと思います。今回は、行政評価制度、農業経営体

における人材確保・育成及び畜酪対策についての３点で質問をさせていただきま

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 まずは、行政評価制度についてですが、１０月に行われました決算特別委員会、

これに私も委員として出席をし、審議の中身や内容について、これではという思い

から質問のターゲットにさせていただきました。この行政評価制度ですが、この

二、三年前から多くの自治体で導入がされ、本市におきましても平成１８年から行

政改革推進課を中心として評価制度が試験的に始まり、３年が経過をしてきており

ます。 

 一般的に行政評価とは、一つ目に行政の基本方針である政策の評価、二つ目に政

策を実現するための具体的な方策である施策の評価、三つ目が政策を実現するため

の手段である事務事業の評価という３本柱で構成され、政策、施策及び事務事業の

それぞれの評価においては、目的や手法に特徴があるものと私は認識をしておりま

す。私が思いますに、行政評価制度のシステムそのものの導入の背景には、財政事

情の悪化、地方分権の推進、行政ニーズの多様化、政治に対する市民の皆様からの

信頼の低下、行財政運営の効率化、客観的な情報やデータに基づく政策の決定、市

民の皆様への説明責任などが役割が期待されているところではないでしょうか。 

 このように考えてみますと、この行政評価制度は、ついこの間の衆議院選挙で政

権を勝ち取った民主党が政策実施のための財源確保や無駄の排除、予算適正化にお
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ける評価という大義名分を掲げて政治主導で行った事業仕分けもその一つであり、

その結果から国家戦略局で国の方針を決定するという流れも、また、この評価制度

のＰＤＣＡサイクルと、ほぼ本質的に同じ意味があるように思われます。 

 そこで、本市でも行政改革大綱実施計画書を作成され、改革の必要性や効果、成

果を求めて、この行政評価制度に取り組んでこられたことと思われますが、改めて

本市における行政評価制度の導入の意義と目的をお伺いします。また、行政サービ

スが向上するために、行政評価が実施された段階において行政評価の成果は行政内

部に留めることはなく、市民の皆様の意見を採り入れることができるよう広報やホ

ームページ等で結果を公表し、広く意見をいただくことは、行政の説明責任という

観点から必要と考えます。がしかし、昨日の森隆博議員の一般質問で指摘があった

ように、ただ広報誌に掲載したということではなく、その内容が市民レベルで理解

ができるのかというところを念頭に置いて公表することを心がけていただきたい、

私からも指摘事項とさせていただきます。 

 また、施策の目的や内容、達成度、いわゆる成果を市民の皆様に理解していただ

き、菊池市が目指す将来像について、市民の皆様と情報を共有していくことが大切

なことではなかろうかと考えます。そこで本市では、平成１７年に既にパブリック

コメントにおける手続き要綱が策定されておりますが、現実問題として、このパブ

リックコメント制度は十二分に機能を果たすものとなっているのでしょうか。ま

た、本市の行政評価における市民の皆様からパブリックコメントをいただけるシス

テムになっているのかと。この仕組みと体制についてもお聞かせを願いたいと思い

ます。 

 また、行政評価制度の機能は、次年度への予算編成を行う意味でも非常に重要で

すし、事務事業の再編、整理、廃止、統合、及び予算削減の効果からすれば、本市

においては、行政減量化によるスリム化、職員のスキルアップによる人件費削減、

本庁及び総合支所の組織整備にもつながるものと私は思っております。実際のとこ

ろ、中央省庁におきましても既に政策評価委員会という第三者の委員会が立ち上げ

られており、政策について議論がなされ、これらの会議録までがホームページに載

せられていることは周知のとおりでございます。 

 このことから判断いたしましても、この菊池市における行政評価は職員レベルで

の内部自己評価に止まっており、できるならば、市民、民間企業経営者及び学識経

験者を採り入れた第三者の委員会を立ち上げまして、これらによる外部評価を二次

評価と位置づけ、そして、これらの結果を添えて決算特別委員会で審議する、この

一連の流れで行政評価に取り組めば、かなりの精度で行政改革を実施していけるも

のと思われますし、独自の菊池市づくりが可能ではないかなと、私はそのように考
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えております。 

 そこで、本市では行政評価制度において、この第三者の委員会の立ち上げ、それ

による外部評価を行うべきであると私は思いますが、どのようにお考えになられる

か。この点は、市長に答弁を求め一回目の質問といたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） それでは、私のほうからは１点目の行政評価システムの

導入の意義、また、３点目の評価についての第三者委員会の導入もしくは職員レベ

ルでよいのかというような質問ではなかったかと思いますので、その点についてお

答えさせていただきます。 

 まず、１点目の行政評価の導入の意義でありますが、限られた財源を時代や市民

ニーズの変化に沿い検証し、成果を重視した行政経営をすることで市民満足度を高

めることにあると考えております。本市の行政評価につきましては、そのような意

味で、導入当初と現在においては大きく二つの導入目的を設けました。一つ目は、

平成１８年度に策定いたしました集中改革プランに基づきまして、合併による増加

重複、類似した事務事業を再編、整理、廃止、統合することで経費削減を行うこと

を目的に、その手段としての行政評価でございます。平成１８年度から１９年度に

行った行政評価がこれに当たり、当時実施しました行政評価は予算に見合う効果、

実行過程での無理や無駄などの観点から評価を行い、効果的、効率的でないと判断

されたものについては、再編や統廃合を行うものでございました。 

 具体的には、平成１８年度に補助金、負担金、委員会、協議会、イベント事業に

ついて行ったところでございますし、平成１９年度におきましては委託料を対象

に、必要性、有効性、効率性の観点から評価基準を設けまして評価を実施し、次年

度以降の予算編成に反映させたことによりまして、合併に伴う事務事業の重複や無

理、無駄の排除による事務事業の効率性が図られるとともに、単年度比較で約１億

１,０００万円程度の経費削減にもつながるなど、一定の成果が出せたものと評価

をしているところでございます。 

 現在、本市において導入を検討しております行政評価の二つ目の目的といたしま

しては、平成１８年度、１９年度に行った経費削減や事務事業の再編、整理、廃

止、統合といった観点からではなく、市民ニーズの対応型の行政運営と成果重視の

行政運営を行うための行政評価へ、その制度趣旨を切り替え、本市の最上位計画で

あります菊池市総合計画における主要事業を評価することを目指しております。 

 行政評価を手段として、市民の皆様の期待やニーズに沿った行政運営ができてい

るかどうかを評価するため、本市の最上位計画で本市の５年後、１０年後の将来像
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を目指した総合計画の進捗管理を行いながら、評価後の改善内容、次年度の予算編

成と総合計画後期基本計画に反映させるシステムづくりを目指しております。つま

り、本市の将来像であります豊かな水と緑、光溢れる田園文化のまちを実現するた

めに、各分野施策ごとに各課で主要事業を実施しておりますが、この主要事業の各

施策に対する貢献度の指標を用いて評価することで、主要事業の見直しと施策レベ

ルにおける進捗管理を目指すものでございます。平成２０年度に試行した行政評価

では、総合計画前期基本計画の設定しました７１の施策の内容ごとに、その指標と

なる数値目標の進捗状況の調査を行うとともに７１施策の内容を構成する主要事業

３１５本、２０６億円の評価を行い、うち２１事業に対しまして次年度以降、縮

小、拡大、改善を行うよう提案したところでございます。 

 次に、行政評価を広報、広聴、パブリックコメントにかける必要性についてでご

ざいますが、ただいま申し上げましたように平成２０年度から行政評価そのものの

制度目的を変更し、試行する中でより良いシステムを模索検討している最中である

ことと、より評価しやすい総合計画とするための総合計画後期基本計画を策定中で

あることなどから、現在パブリックコメントは実施しておりません。 

 ３点目でございますが、評価レベルは職員のみでよいのかにつきましては、改善

策として第三者評価やパブリックコメントの導入も考えられます。第三者評価の導

入につきましても、同様の理由により現在実施していない状況であります。しか

し、評価は内部評価と外部評価がありまして、客観性や透明性が担保され、市民の

皆様の信頼が得られるものと考えております。昨年１２月に制定の菊池市教育委員

会外部評価委員会条例における市条例制定時に、全市的な評価制度の構築における

外部評価導入の必要性の議論や市民ニーズ対応型の行政評価を目的としているこ

と、並びに、本市総合計画における市民総参加のまちづくりを推進していることな

どから、パブリックコメント、第三者評価についても、早急に導入したいと考えて

おります。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） 広報、広聴、パブリックコメント制度の仕組みと、その体

制についてお答えをさせていただきます。 

 パブリックコメントにつきましては、市民への説明責任を果たすとともに市民の

市政への参画を促し、民主的で開かれた市政を推進する重要な制度であります。こ

のため、平成１７年度に菊池市市民パブリックコメント手続き要綱を定めまして、

市の基本的な政策案等の作成に当たっては、市民の皆様に事前に内容を公表して意
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見を募集するとともに、提出された意見に対する市の考え方を再度公表することと

しております。また、公表は、広報きくちやホームページにおいて事前予告を行い、

本庁や支所での資料の閲覧及び配布並びにインターネットを利用した方法などによ

って行っております。市への意見は、担当課へ書面による直接提出していただくほ

か、郵便、ファクシミリ、電子メールなど、市民の皆様の都合の良い方法で提出し

ていただけるようにしております。また、近年は、市民の意見を実施に反映させる

必要があるという意識の高まりから、広報についても充実を図ることにしておりま

す。今年度ただいまですけれども、リニューアルを進めておりますホームページに

はパブリックコメントの掲載はもとより、アンケートや市民会議室などのコーナー

を設置いたしまして市民意見の収集機能を向上させることにいたしております。 

 以上、お答えいたします。 

 ただいま、「広聴」と言うべきところを「広報」と言ったようでございます。広

聴でございますので訂正いたします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 第三者委員会の構成メンバーに民間企業の経営者を導入しては

どうかというご指摘についてでございますが、行政評価に限らず外部のメンバーに

よります委員会あるいは審議会などの附属機関につきましては、その専門性、客観

性、あるいはまた独立性を重視して設ける組織でございますので、ご指摘のとおり

民間企業の経営者の方につきましても、行政の行う施策、事務事業の行政評価を行

っていただく第三者評価委員会の一人として想定をいたしております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○１番（東 英俊君） 先ほどの部長、そして市長、この答弁にありましたように、ぜ

ひとも今答弁された内容を忘れずに実践していただきたいと思います。 

 次に再質問ですが、この行政評価制度を単なる事務事業の見直しの道具とするの

は非常にもったいない話でして、行財政運営の合理性の浸透や職員の意識改革につ

ながるように制度確立してほしいものであります。 

 本市におきまして、政策、施策、事務事業の評価の３つの評価から、今こそ自治

体で本気に取り組めば、菊池市なりの独自性を持った自治体づくりに向かうことが

できるのではないでしょうか。そしてまた、行政評価制度の導入目的につきまして

は、旧態依然とした前例主義などの意識を変えていくという市職員の意識改革も含

んでいるかと思われます。 
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 そこで再質問ですけども、行政評価をツールとして、いかに市職員の意識改革に

つなげていくのかをお聞かせ願いたいのが、まず１点目。 

 次に、市のホームページも近々リニューアルするという準備段階に入っていると

聞いて、今答弁がありましたが、ホームページ、広報等で評価結果等を公表する場

合、市民と情報を共有する目的のためにも評価結果を市民の皆さんがわかりやすく

理解しやすい情報として公開することが重要でありますし、それこそが説明責任を

果たすものと思われます。そこで２点目の質問ですが、市民の皆様から貴重なコメ

ントをいただいたパブリックコメントをいただくために、いかにオープンでわかり

やすく評価結果を公表して、いただいた貴重な意見を施策を事務事業の展開にどの

ように議論の中に採り入れて、どのように検討していくつもりなのか。 

 以上、２点をお尋ねします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 行政評価をツールとして、いかに市職員の意識改革につなげて

いくのかといったご質問でございますが、平成１８年度から取り組んでまいりまし

た本市の行政評価におきましては、その目的の一つに、職員一人ひとりが自分の仕

事だけに目を向けるのではなくて、広い視野を持つ職員に育成すること。これまで

の前例踏襲主義の考え方の見直しを行うなどの職員の意識改革を掲げているところ

でございます。今後の行政評価につきましては、市民ニーズ対応型の行政運営と、

また成果重視の行政運営を行うためのツールとして考えており、評価の視点は目的

と手段の関係において各事務事業の妥当性、必要性、費用対効果などとなりますの

で、ご指摘のＰＤＣＡサイクル、つまり、計画、実行、評価、改善が常に働き、職

員の意識も高まっていくものと、このように考えております。これによりまして、

限られた行財政資源の中で費用と成果を意識した行政運営を意識づけるとともに、

事務事業を改善していくことの重要性を認識した職員を育成することにつなげてい

けるものだと、このように考えております。 

 次に、パブリックコメントをいかにオープンで、しかもわかりやすく公表し、ど

のように議論に展開させていくかということでございますが、行政が行っている事

務事業につきましては大変専門性が高く一般的な議論としては成り立ちにくいこと

が多々あるわけでありますが、そこで現在の総合計画の中にもありますけれども、

政策レベルまたは事務事業のレベルにおいて、可能な限り一般性のある指標や、あ

るいは数値目標を用いながら外部への公開やパブリックコメントにおいても、広く

市民の皆様にわかりやすい状態にするように心がけてまいりたいと、このように考

えております。 
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 また、市の広報誌及び市のホームページを積極的に活用するとともに、本庁及

び、また各総合支所におきましても閲覧ができ、さらにまた配布可能な状況として

市民の皆様からの多くの意見を頂戴できるように積極的に推進してまいりたいと、

このように思います。 

○議長（北田 彰君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○１番（東 英俊君） 次に、再々質問ですが、この行政評価制度においてはマニュア

ルそのものがあろうかと思われます。がしかし、それについては、あくまでもシス

テムのベースとしてとらえることが大切であり、先ほど申し上げたように菊池市は

菊池市なりの制度づくりを確立していくことが必要だと考えます。そして、ポイン

トは税金の使い道であり、費用対効果の算出であります。 

 このような時代背景の中で格差社会に拍車がかかり、税収減、地方交付金の減

額、このようなことを踏まえれば、機能的な行政評価制度の確立、これこそが着実

に取り組むことによって住民満足度の向上、そして政策立案、予算の執行がなされ

ていくことを私は強く切望しております。 

 行政評価制度において、先ほど市長から第三者委員による外部評価を必要とする

という前向きな答弁をいただきましたが、そこで市長にお聞きしますが、行政では

目的が住民サービス、民間企業では利益の追求というふうに目的の違いがあるもの

の、費用対効果の部分では双方何ら変わりはなく、また、この観点からも行政評価

の外部委員の構成メンバーに学識経験者だけではなく民間の企業経営者、こういっ

た方も必ず入れてもらえたらというふうに思いますけども、市長の考えをお聞かせ

願います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 第三者委員会の構成メンバーに民間企業の経営者を導入しては

どうかということでございますが、先にお答えいたしております行政評価に限らず、

外部のメンバーによる委員会とか審議会の補助機関につきましては、そういった専

門性というもの、あるいはまた客観性を重視している組織でございます。第三者評

価委員の一人として、そういった民間企業からのご参加をいただくことも十分に認

識を持っております。 

 行政評価の導入と意義ということについては、先ほど来、部長のほうから必要性

について述べたとおりでありますが、行政が予算を執行するという上におきまして

最大の留意点というのは、まず、やっぱり市民に公正でなければならないとあると

ともに、最小の財源によって最大の効果を表さなければならないと、こういうこと
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が求められているのはご存知のとおりであります。 

 予算主義のこういった行政の中におきまして、その執行が適正であるかどうか、

あるいはまた効果はどうであるかというＰＤＣＡサイクルの中で検証は、常にまた

求めていかなければならないことであると、このように思っております。特に、ご

指摘のとおり、昨今は地方自治体どこでも財政難に非常に苦しい状況の中にありま

す。無駄の排除ということをさまざまな視点で評価しながら、改善すべきは速やか

に改善していかなければならないということで、さまざまな課題は抱えております

けれども、勇断を持ってこの評価というものを実践に移していく、徹底した実践に

行動として移していかなきゃならないと、そういう思いを強く抱いているところで

ございます。 

○議長（北田 彰君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○１番（東 英俊君） よろしくお願いします、市長。 

 次に、移らせていただきます。農業経営体における人材確保・育成というもので

すが、その前にまずミニ情報なんですけども、ここで先般行われた事業仕分けにお

きまして、農業共済の国庫負担分が３分の１カット以外は、農畜産業におきます基

金制度事業、直接支払制度等において、これといった見直しや縮小、廃止がなかっ

たのには、私も安堵しておるところでございます。ですが、農災の国庫負担分は、

例年３００億円ほどでございます。これが実行された場合の話ですが、単純に１０

０億円、これは農災加入農家の負担となり、農業を取り巻く環境は依然として厳し

い状況であるということだけ、まずミニ情報として伝えておきます。 

 本市における基幹産業の一つとして位置づけられている農業実態を見たときに、

業種間の違いは若干あるものの、どの分野にしても高齢化や低所得による後継者の

流出、国際化情勢の影響による経営継続の打ち切り、いわゆる離農等により農業振

興が徐々に弱体化してきており、このことが本市の経済活性化に多大な影響を及ぼ

してきていることは言うまでもありません。 

 十数年来続く、これらの結果を踏まえ、政府は担い手の育成・確保を図る観点か

ら、これから育成すべき担い手を認定農業者や集落営農などという明確にした上

で、金融補助、税制等の支援措置を集中化、重点化してきているとともに、新規就

農対策も同時に実施されておるのが現状でございます。 

 農水省統計の農林業センサスの中で全国の主業農家数、いわゆる年齢６５歳未満

で農業所得が主な農家のデータを見ましても、平成７年に６７万８,０００戸あっ

た主業農家が減少の一途を辿り、平成２１年には３４万５,０００戸、僅か１４年

間の間に、ほぼ半分に激減しております。本市においても、ここまでひどくはない
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数字でしょうが、似た傾向を辿ってきておるものと思われます。 

 ここで、市の施策の一つに、農業経営基盤強化促進対策事業があります。経営安

定を図ることを目的として、担い手育成支援協議会が中心となって行っておるソフ

ト事業でございます。農家や農業経営体から提出された経営改善計画書、これの審

査認定を行って平成２０年度の実績によりますと、認定農業者の数は６８６名とあ

ります。私も、この一人であることをまず申し添えて、ここで１点目お聞きをしま

すが、現在今なお農業をやっておられる方々は、この十数年来の荒波に耐え、生き

残ってこられた方々であります。菊池市の経済活性化のためになくてはならない農

業者であり農業経営体を今後どのように救い、さらに成長させていくために、本市

においては、主業農家数に占める認定農家数の数の割合や推移から判断して、ま

た、認定農業者として認定する上で一番重要な経営改善計画書、この中身をどのよ

うに踏まえ、庁内で、もしくは菊池市認定農業者協議会、このような会の中でこの

数年来どのような議論がなされ、どのような取り組みがなされてきたかをお聞かせ

願います。 

 次に、業種ごとに見ましても、必ずと言っていいほど経営的に優れた農家、いわ

ゆる儲かる農家と、そうでない農家の関係があるように、所得格差が生じているの

が現実問題でございます。このことは、農家個人ごとの能力の差であると私は認識

をしております。がしかし、それには融資や規模拡大のタイミングのズレであった

り経理において丼勘定だったりと、僅かなベクトルの角度の差が生じた結果であ

り、そこに至るまでのプロセスの違いではないかと私は考察をいたします。私が、

市当局の職員の方々に期待するのは、事業斡旋ではなく農家のために必要となる政

策であります。 

 そこで、２点目お聞きをしますが、農家を本物の農業経営者として育成していく

ための政策は今年度ありましたか。あるならば、お答えをください。なければ、経

営者育成のためにはどのような政策が必要であるかを考えますか。 

 以上、お尋ねします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 農業経営体における人材確保・育成につきましては、平成

１１年に制定されました食糧農業農村基本法に基づき、食糧の安定供給の確保、多

面的機能の発揮、農業の持続的な発展、あるいは農村振興のための政策が実施され

まして、本市においてもさまざまな制度、事業に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、食糧自給率の低下、後継者不足、高齢化、日本食離れ、輸入農産

物の増加等による競争力の低下で、深刻な現状がございます。農林振興課、県菊池
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地域振興局、ＪＡきくち等で、将来の農家経営を安定化するためには、農業機械や

農作業の共同化等によります生産性・収益性の向上、新規就農者の確保や認定農業

者の育成等による担い手の育成、その他集落を基礎としました営農組織の育成や担

い手への集積化等を進めてまいりました。特に、米を中心といたします水田農業な

ど土地利用型農業につきましては、体質強化を図ることが課題となっております。 

 強い土地利用型農業をつくるための水田経営所得安定対策の実施に伴いまして３

３の集落営農組織が設立され、ＪＡのバックアップの下、経理の一元化を行い、事

業が進められておりまして、農業経営体の組織づくりの面ではある程度の効果が出

ているものと考えています。組織の熟度の面はさまざまではありますが、個人機械

を廃棄し、共同利用機械による作業の効率化を図る組織や、法人化に向けた体制づ

くりを進めている組織もあるところでございます。 

 それから、経営者の育成という部分で法人化の推進というものがあろうかと思い

ますが、取り引きの信用性の確保、会計管理の強化、就業条件や責任、役割の明確

化など、経営的な法人化メリットがありますので、組織の熟度に応じた対応が必要

と考えております。 

 県では、法人化や税制等に関する法人化支援のための研修会等が実施されており

ますので、各組織代表者に情報を提供しながら研修機会の確保にも取り組んでいる

ところでございます。 

 先ほど申しました農業を取り巻く厳しい環境、状況に加えまして、農業生産資材

の高騰により、その厳しさを増し、農業経営は深刻な状況となっており、中には廃

業せざるを得なくなった農家があるのも十分承知いたしております。従来の農業制

度資金など長期で低利の資金の融通や、新たに創設された飼料・燃油価格高騰対策

資金にも利子補給を行いながら、経営の維持に必要な運転資金の融通により農家経

営の安定を図っているところでございます。 

 認定農業者の育成につきましては、日頃から支援事業や補助事業、各種研修会等

の案内を通知し、情報提供を行っております。本年度は１０回通知を出しておりま

して、多数の補助事業要望がありました。また、事業に対する相談、説明を行い、

２３名の方が農業機械等の導入に利用されております。また、認定農業者の農業経

営改善計画書につきましても、県、市、ＪＡ、畜産農協、酪農協等で組織する菊池

市担い手育成総合支援協議会で、助言、指導をしているところでございます。 

 今後も、集落営農組織、認定農業者への情報提供を行いながら、経営体の育成を

進めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 東英俊君。 
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［登壇］ 

○１番（東 英俊君） 今、部長の答弁にありました、現在、認定農業者の数が約７０

０名弱、その中で今年度認定農業者の方で事業を申し込まれた方が二十数名という

ふうに答弁が今ありましたが、それじゃ、その認定農業者の二十数名以外の方々

の、また今回申し込んでこられた方々の経営の自立性から言ったら、部長、どのよ

うにお考えになりますか。そこを２点目の再質問といたします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 経営の自立性ということでございますが、私も認定農業者

認定会のほうに出席して経営内容等を見させていただいておりますけども、個人経

営という中で非常に経営的にまずいなと、例えば機械をたくさん持っていらっしゃ

るとかいったようなケースも見受けられます。そういった面で、行政としてなかな

か指導できない部分がございますので、そういった部分におきましては、ＪＡさん

とか専門農協あたりさんとご相談しながら指導を強化してまいりたいと思っており

ます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○１番（東 英俊君） 認定農業者として認定される上で経営改善計画書、要するに５

カ年分の目標とする数値設定というのが当然必要でございます。この認定におきま

して、各部署から多数の方がお見えになって査定をされるわけでございます。やは

り、農家を助けていくのも当然自分らでございますでしょうけども、その取り巻き

であるＪＡ、専門農協の職員、専門農協団体、行政、やはりこれらが一つになって

足腰の強い農業者、農業経営体をつくっていくべきではないかなと、私はこのよう

に考えております。 

 次の質問に移りたいと思います。畜酪対策についてでございます。 

 まず、数年前から始まった世界的な穀物の高騰により、飼料価格の上昇、乳価の

低迷などにより酪農業界は相当なダメージを受け、多くの同志の方々が廃業に追い

込まれていったことは記憶に新しいところでございます。これらのことから、酪農

家は原点に戻り、安心・安全な牛乳を消費者の元に届けるという食に関わる基本的

な使命に立ち戻って消費者との絆を強化させるため、今まで人任せだった販売やＰ

Ｒのための醸成活動に積極的に参加をし、生き残りに必死であります。販売なくし

て酪農なしという合い言葉をスローガンにして、これは酪農業界に限った話ではな

いと私は思っておりますが、どの業種にでも言えることであると思われます。今
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や、生産者が自ら店舗や街角に立ち、どれだけのＰＲ活動、販売活動ができたか。

今までＪＡ任せだった、農協任せだった、酪連任せだった、そのようなことを結局

は生産者が自分らが先頭に立ってやっていくべきではないかなと。そして、このよ

うな行動そのものも、今後ひょっとすれば国や県、市の補助事業の実施要項の中に

も盛り込まれてくることではないかなというふうに危惧するところはあります。 

 さて、本市では、酪農の醸成のために、専門農協の女性部やＪＡ酪農部会の女性

部の方々が主体となって牛乳消費拡大事業を実施され、乳幼児健診や保育園に配布

をされておるところであります。これが、非常にお母様方や保育園の先生からの評

判がよく、もっと牛乳の良さをアピールしていかなければならないと、女性部の

方々とともども再認識をしておるところでございます。 

 そこでお聞きをしますが、この牛乳消費拡大事業について、今後の拡充、どのよ

うに市当局は考えておられるのかをまずお尋ねをします。 

 次に、今後将来的に農家や担い手組織の確保・育成のための農業政策、酪農政策

のあり方を考えた場合、国、県、市の行政の政策に求めることは、中山間地の直接

支払や経営所得安定対策の農地水環境保全対策などは、私からすれば画期的ではあ

りますが、金銭的に中途半端で村おこしの材料、きっかけぐらいにしかならず、イ

ンセンティブが全くと言っていいほど働かない、このように思われます。政策とし

て重要なのは、交付金そのものではなく、農家担い手の育成確保対策に対する税制

上の優遇措置、すなわち農業経営基盤強化の準備金として税制の優遇措置をされた

ものを運営や経営、そちらのほうに回せば、それらの経営体が安定していくことは

間違いがない。要するに、効果が十二分に発揮できることではないかなというふう

に私は考えております。 

 この菊池市、旭志に、皆さんもご存知のとおりでございますけども、都府県で唯

一の自給飼料型ＴＭＲセンター、名称がアドバンスといいますが、これがございま

す。今回の一般質問を担い手対策というテーマでさせてもらう上で、どうしてもこ

のアドバンスに関しては避けて通れない、この担い手集団を菊池市行政は軽視して

はならず、今後、市独自の政策を打ち立てていく上で必ず参考になる点があるから

でございます。 

 再度紹介をさせていただきますと、ＪＡ菊池が全面的に、まずバックアップをし

てつくられた組織でございます。酪農家２０戸で設立されたＴＭＲセンターで、都

府県において初めてと言ってよい自給飼料を採り入れたＴＭＲセンターであるとい

うところに大きな意義がございます。こうした自給飼料型ＴＭＲセンターは、粗飼

料生産が盛んな北海道では存在をいたします。が、都府県の従来のＴＭＲセンター

は、粕類などの地域の未利用や低利用資源を活用したもの、そして、粗飼料は自給
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粗飼料ではなく、もっぱら輸入粗飼料である。このためＴＭＲセンターの設立とと

もに、このようなＴＭＲセンターは農家が自給飼料の生産をやめてしまい、農地、

そこは堆肥の捨て場となってしまうケースが多々見られたということでございま

す。 

 アドバンスの場合は、加入酪農家の自給粗飼料であるデントコーンの収穫、調整

作業は、コントラクターに委託をし、一括してＴＭＲセンターで利用する形態であ

りまして、つまり個別酪農家にとって飼料作物を作付けしていく上で避けて通れな

かった機械への投資や労働力、これをコントラクターに外部化することによって解

決をされ、また、加入酪農家のすべての飼料作付け地を一括して管理をすることが

可能になったことから飼料栽培の合理化、効率化が可能となっておると聞いており

ます。ここでは実際に、このアドバンスでは地理情報システムＧＩＳ、これを活用

した作業の効率化が現在行われており、このことは将来において地域の農地を一体

として管理することも不可能ではないということを示唆しているものではないかと

いうふうに、私は思われます。 

 そこでお尋ねをしますが、市当局はこのようなコントラクター利用、当然、菊池

市には３団体ぐらいありますが、このコントラクター利用とＴＭＲセンターとい

う、この二つを一体的な取り組みというふうなとらえた上でどのようにお考えにな

るか。そして、もう一点なんですが、肉用牛対策において市の取り組みも、もしあ

るならば聞かせてくださいませ。よろしくお願いします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） まず、１点目の牛乳消費拡大事業でございますが、これに

つきましては経済対策の一環といたしまして、本市の主催や、あるいは講演を行う

イベント時の来場者あるいは幼稚園・保育園等に、２００ｍｌ牛乳パックの無償配

布といたしまして約１万７,０００本を計画しております。イベント実施時には、

ご紹介ございましたように生産者の生の声が届けられるよう、酪農女性部の方にも

ご協力をいただいております。また、酪農女性部との会合の中で、小さい子どもの

ときから牛乳をとのご提案があり、２００ｍｌ牛乳パックを市内の幼稚園、保育園

に、年度内に３回の無償配布を実施予定でございます。既に配布済みのところもご

ざいまして、その評価は大変好評でございました。また、七城酪農女性部の方と七

城管内の園まで出向き、趣旨説明等、家庭でも牛乳消費にご協力をとのパンフレッ

トを配布依頼を行ったところでございます。さらに、乳幼児健診時に酪農女性部協

力の下、母親と乳幼児に牛乳の無償配布を行っております。そのほか、牛肉の消費

拡大事業にも取り組んでいるところでございます。 
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 今後は、他の農畜産物たくさん本市にはございますので、そちらのほうとの整合

性を図りながら牛乳消費拡大事業につきましても、さらに検討してまいりたいと考

えております。 

 それから、２点目のＴＭＲセンターにつきましては、旭志地区酪農家２０戸で法

人化され、平成１９年度強い農業づくり交付金事業の国庫補助事業といたしまし

て、施設・機械の整備が実施されました。これによりまして、自給飼料の共同調

整、貯蔵等が可能となり、土地基盤に立脚した生産体制の整備、良質粗飼料の安定

確保、ＴＭＲ飼料給餌による乳品質の向上、組織化によるコストと労働の軽減等が

図られております。 

 一方、コントラクター利用組合につきましては、現在、七城地区、旭志地区、泗

水地区の３地区で、平成９年から１２年の間にそれぞれ設立され、ＪＡ菊池の指導

の下、運営稼働がなされております。ＴＭＲセンター組合員２０名も、全員旭志中

央支所コントラクター利用組合の会員でございまして、飼料作物収穫作業を委託さ

れております。 

 議員のほうからご紹介がございました本市のＴＭＲセンターといたしましては、

株式会社アドバンスがございまして、コントラクター利用組合とは別組織ではあり

ますが一体的な取り組みをされているところでございまして、一定の成果を上げて

いるものと評価しているところでございます。西日本地方でも有数の酪農地帯でご

ざいます本市といたしましても、酪農経営改善や飼料生産の安定対策となる有効な

両組織ととらえております。 

 次に、本市における肉用牛の繁殖農家及び肥育農家戸数は２０６戸で３万２,０

００頭を飼養されております。肉用牛対策といたしましては、ＪＡきくちが実施す

る畜産総合対策事業による家畜導入事業、農業制度資金等への利子補給等の補助事

業を積極的に活用しながら、また、市単独の取り組みといたしまして、家畜導入事

業、家畜放牧モデル事業等を実施し、畜産農家の経営安定に努めております。さら

に、平成２１年度は先ほども触れましたように牛肉消費拡大事業を経済対策の一環

として、市内小中学校給食の材料といたしまして菊池市内で育てた牛肉を提供し児

童生徒に味わっていただき、菊池の畜産業を理解し、関心を持ってもらえるよう実

施いたします。市といたしましても、関係機関と連携し、本市畜産業の振興のた

め、しっかりと支援してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○１番（東 英俊君） 市における先進的な、このようなアドバンスみたいな取り組み
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の事例は非常に貴重であり、大切であると私は思います。担い手組織をやはり人材

育成として確保・育成していく上で、この市が取り組まなければならない政策は、

私が先ほど一つ政策提案いたしましたけども、農業経営基盤強化の対象とする税制

優遇措置を行ったらどうかと。優遇措置を行うことによって本来払うべき税金が内

部留保として、その経営体で賄うことができ、そのお金が運営もしくは資金繰りに

回ることが可能であると、私はそのように考えるからでございます。 

 再質問でございますが、部長、このような農業経営基盤強化のため、そして、そ

のような先進的な事例のための税制優遇措置、これをどのように考えていかれる

か、最後にお聞きします。 

 以上です。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 税制優遇措置ということでございますけども、税制の優遇

というのは公平公正という立場の中で、なかなか取り組みが厳しい面がございます

ので、また違った面から、そういった優遇措置に代わるようなことができるのかで

きないのか。今後しっかり研究させていただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（北田 彰君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○１番（東 英俊君） ぜひ、前向きに検討してください。終わります。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後２時５７分 

開議 午後３時０６分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、中山繁雄君。 

［登壇］ 

○８番（中山繁雄君） 地域防災について、緊急時の対応について質問いたします。 

 これから、地震など広域的な災害が起きた場合、消防署が全域の対応は絶対不可

能であります。先だって四国の安芸市に行き思ったんですが、私のところも他人事

ではないと思いました。皆さんも、よく考えていただきたい。もし地震があった場

合、その地域の人員の把握が最も必要だと思います。 

 私の集落で考えますと、小組合で一人暮らしのお年寄りの生死の確認、また、怪
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我をされた場合の血液型や持病を持った方などの情報が必要になってくると思われ

ます。また、災害時の連絡先など名簿の作成、公民館などの緊急避難場所の徹底な

どを各集落でできるようなマニュアルを作成していただけないでしょうか。マニュ

アルがあれば、スムーズに災害時の対応ができるのではないでしょうか。緊急時に

早急な対応ができ、最小限の被害で済むのではないかと思い、質問いたします。 

 次に、旭志の消防団から言われたのが、近いうちに団の再編があり、私たちの地

域も４つの団が２つの団になります。私たちは今まで４つの団でやってきました

が、そのほうがやりやすいし、また、法被も看板・消防自動車の文字も書き換えも

必要となり、無駄な経費じゃないですかとのことでした。私も、旭志は昔から４つ

の地区でやってきました。大変やりにくくなるのではないでしょうか。また、まと

めるのが大変になると思いますが、どう考えておられるか質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） まず、地域防災につきましては、これまで防災マップや

地震防災マップを全戸に配布し、防災の意識高揚に努めてまいったところでござい

ます。自分たちの地域は自分たちの手で守るという自主防災については、今後も推

進してまいりたいというふうに思っております。 

 自主防災の役割は、市役所、消防署など、防災機関との情報交換や地域住民への

情報の伝達、火災発生防止や初期活動、地域住民の安否の確認、安全に避難するた

めの誘導、障害者、高齢者、妊婦、乳幼児など、災害時要援護者への援助等、多岐

にわたると考えます。 

 ご指摘の自主防災組織等のシステムづくりにつきましては、地域の防災力を高

め、隣近所の助け合い、また、地域全体の連携強化を図るためにも重要なことであ

ると考えます。つきましては、地域防災力の推進に向け、地域の体制づくりのマニ

ュアルを作成し、各地域に情報提供を行ってまいりたいと考えます。 

 次に、消防団の編成についてでございますけれども、近年、若年層の減少に伴う

団員不足、団員のライフスタイルの多様化、行動範囲の拡大、さらにサラリーマン

団体の増加により、有事の際、特に昼間の災害時の出動動員の確保が非常に困難に

なってきておる状況にあります。このことについては菊池市も例外ではなく、消防

団では有事の際の出動団員確保のため、管轄区の区割りや分団ごとの人数格差の見

直し、また、合併後の消防団組織の拡大で、本部会議でも副団長以上の会議となり

分団の意見がなかなか反映されないことから、これらの解消のため平成１９年２月

に消防団組織検討委員会が立ち上げられたところでございます。この検討会では、

消防団の班ごとの団員数の調査や団員の再編成に関するアンケートなどを参考に、
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これまで６回、委員会での協議を行い、その後、本部会議、副分団長以上の会議で

検討され、現在の消防団２５分団を１５分団体制に再編成とすることとなったとこ

ろでございます。 

 各方面隊の内訳でございますが、菊池方面隊が９分団を７分団、七城方面隊が６

分団を３分団、旭志方面隊が４分団を２分団、泗水方面隊が６分団を３分団という

ことでございます。この件につきましては、去る１２月６日の副分団長以上の会議

をもって最終決定されたところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○８番（中山繁雄君） 大きな災害があった場合、消防署で全体から手が回らないと思

います。自分たちの地域は自分たちで守らなければならないので、早急にマニュア

ルをつくっていただきたいと思います。 

 通告後にわかったんですが、福岡の八女では災害時の対応として、プロパンガス

の炊飯器、鍋、発電機、食器などの購入に補助金が出ているそうであります。我が

市でも、補助を考えていただきたいと思います。 

 また、これをいろいろ調べているうちにびっくりしたことがありまして、泗水町

で７０軒以上の集落でまだ軽トラにポンプを乗せていかなくてはならない地区があ

るそうで聞きました。軽トラがないときは消防車もないのにどうしていくのだろう

と、びっくりしたわけであります。このことも聞いておりましたので、これに対し

ても、いろいろと考えていただきたいと思います。もう通告後でしたので、これは

要望としてあります。 

 次に、移ります。職員給与について質問いたします。先だっての臨時議会におい

て、人事委員会の通達により遡って給与が下げられました。民間企業との格差がつ

かないようにからだと思います。今回の議会において、まちの活性化に少しでも貢

献するためと、委員会と職員、また全議員と反省会が行われます。少しでも活性化

になると、私は思います。今度の職員給与の減額により、約１億円の削減のようで

あります。市におきまして１億円の減額は、財政面ではすごく市政にはプラスには

なるでしょう。でも、市の活性化に私は大きなマイナスではないかと思います。 

 しかし、決定したことですので仕方ありませんが、私が思ったのはまだ本当に予

算決定していない民主党政権で扶養控除の撤廃があると聞いておりました。子ども

手当につきましても実現の方向でもありますが、給与減額につきましては、お年寄

り、病人を抱えた職員、それから子どもを抱えている人についての減額を抑えては

と思い、質問いたします。独身暮らしや扶養がいない人との給与格差をつけてほし
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いと思います。高齢者社会、少子化問題に少しでも歯止めをかけるためにも考えて

いただきたい。昨日、泉田議員が質問しました保育料の補助など、今の補助で考え

ていないとのことです。それなら、なおさら考えていただきたいと思いますが、市

の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 先の臨時議会におきまして、人事院勧告に伴う職員の給

与等について減額の条例改正を上程したものでございます。確かに、お説のとおり

本年は厳しい経済状況や雇用情勢を踏まえて、月例給、いわゆる月給、特別給、ボ

ーナスにおいて引き下げになるなど、大変厳しい内容となっております。議員のお

考えのこの件につきましては理解はいたしますものの、基本的には給与の減額幅に

差をつけるということは現行制度上できないと言わざるを得ませんので、ご理解を

いただきたいというふうに思います。 

○議長（北田 彰君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○８番（中山繁雄君） 人事委員会もなくなると聞いています。市の独自の政策として

考えていただきたい。子育て手当が民主党から出ても、菊池市はそれ以上の手当を

付け、お年寄りや子どもたちが喜んで住め、少子化に少しでも歯止めがかかり、市

から菊池の企業にも呼び掛けていただきモデルになるようなことを考えていただき

たいと、これは私が思ったことでありますので、よろしくご検討いただけたらと思

います。 

 次に、菊池市の活性化について質問いたします。先ほど、葛原議員の質問と少し

ダブると思いますが、よろしくお願いいたします。 

 先だって、福岡で第三セクターの協議会と菓子組合、観光協会とで、福岡の大丸

で菊池の物産展が一週間行われました。私も参加させていただきました。経済委員

会、総務委員会の議員の皆さんも見に来られたと思います。この出展は、菊池で初

めての試みだったと聞いております。この事業、私は大成功だったと思っておりま

す。 

 一つは、菊池の農産物やお菓子のアピールができたことであります。大丸のデパ

ートは福岡でも一番高級なデパートでして、ここで菊池の物産を販売したことによ

り、「菊池ってどこにあるの」とか「菊池ってどんなところですか」と、お客さん

から質問されたりしました。福岡の皆さんが菊池市のことを理解しておられると、

私は思っておりました。知られない方がたくさんおられました。とてもショックで

ありました。商売に出てお客さんの声を聞き、菊池の現状がわかりました。少しで
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も販売したことによりアピールできたと思います。観光用のパンフレットを観光業

界の方が持って行っておられました。販売したお客さんに旅館の説明もされており

ました。ぜひ、菊池にお出でください。また、丁寧に菊池渓谷、菊池神社などの観

光説明をしていると、菊池に行ってみたいという声を多くのお客さんの中から聞き

ました。物産を売ることにより、これだけの菊池のアピールになるとは思いません

でした。本当に大成功だと思います。初めての事業ということで物産館の支配人、

従業員の皆さんは、朝番の方はメロンドームに朝７時に出て大丸に９時に着き、夜

の８時まで休憩をほとんど取らず、トイレも従業員専用の遠いところまで行き立ち

っぱなし、泊まりの方は９時から夕方の８時まで、帰る人は８時に福岡を出て帰り

着くのは１１時、過酷な一週間だったと思います。物産館の皆さんには、頭が下が

る思いでありました。大丸のほうから来年もお願いしますと言われました。デパー

トから地下のあの良い場所でお願いしますと言われることは、本当に皆さんが頑張

ったからだと思います。菊池のアピールをするためにも、市としてバックアップし

ていただけないでしょうか。 

 第三セクターの見直しが進められておりますが、四季の里は民間の公募が始まっ

ておりますが、第三セクターはこれからどうなるのでしょう。物産館も民間委託を

考えておられますが、現在はまだ大丈夫のようであります。なぜ、こんなことを言

うのかといいますと、これから菊池の農家が残っていくためには有利な販売をして

いかなければ、現状の体制では農家は潰れてしまうでしょう。 

 先だって、福岡に１００店舗持っておられる販売店に行って来ました。私が、社

長さんの話を聞いて思っていたことは、現在の農林省より販売店の方のほうが将来

のことをよく考えておられるなと思いました。それは、現在の農家は、６０代、７

０代の方が主体に野菜を生産しておられます。あと１０年後、２０年後、どうなる

でしょう。危機感を持っておられることが、よくわかりました。これからは生産者

を大事にしていていかなければ、デパートもマーケットも残らないということを感

じておられたようであります。これは、やはりやりようではチャンスと思いまし

た。菊池の品物を揃えてもらえないかということであったわけでありました。とこ

ろが、いろいろ問題が出てきました。品物を１年中供給できるか、また、農家に任

せっきりだと品物がなくなったり品質が悪くなる。つまり、信用第一ということで

あります。つまり、チェック機関が必要だということであります。このチェック機

関に道の駅を利用したらと、私は考えます。また、先だって、市長はブランド室を

つくると言われました。このブランド室で販売店との作物供給の打ち合わせ、新し

い作物の開発、また、地域間の格差による栽培体系の確立による終年栽培の指導な

ど必要になってきます。私は、ブランド室の開設と物産館のあり方をどう今後考え
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られるか質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） ご紹介いただきました福岡市内百貨店でのイベントにつき

ましては、中山議員も農家代表といたしまして参加いただいたところでございま

す。ご案内のとおり、一週間の継続イベントということで関係者の方々には過酷な

一週間でありましたが、新たな取り組みを進めていただき感謝いたしておるところ

でもございます。市職員も２日間ではありますが、現地に派遣し、関係者の方々の

お手伝いをさせていただいたところでございます。 

 物産館の指定管理者である各第三セクターも自店の運営に加え、各センターと連

携した事業に取り組んでおります。今後も第三セクターを核といたしまして、今回

のＰＲ事業が市内の各業種と連携した取り組みとして進められるよう協力してまい

りたいと考えております。 

 次に、仮称ブランド推進室の目的等につきましては、先ほど葛原議員に市長及び

企画部長がお答えしておりますので省略させていただきたいと思いますが、方向性

等につきましては今後の検討課題として、これまでの議員各位のご提案等を参考に

しながら積極的に議論を深めてまいりたいと思っております。また、今後の物産館

のあり方につきましても、昨日、市長及び総務部長が答弁いたしておりますが、四

季の里と同様に第三セクター経営検討委員会で協議をいただき、市に諮問されるこ

とになります。この検討委員会で、現在、各物産館が取り組んでいる本市の農業振

興につながるような活動状況を十分報告させていただきたいと思っております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○８番（中山繁雄君） ここで、市長にお尋ねします。 

 ブランド室をつくられるなら思い切った人員の確保と予算を要望いたします。先

だって行きました販売店も大丸におきましても手土産の一つでも必要だし、一、二

度ぐらいの訪問では楽しいと同じだと思います。先ほど申しました１００店舗を持

っておられる会社にも、八女のほうからも来ておられました。やはり、何度も足を

運ぶのが一番だと思います。これとまた別に農業の補助金ですが、民主党に代わ

り、見直し見直しで補助金がないように見えますが、まだいろんな事業がありま

す。私の知り合いが、現実に現在すごい事業に今取り組んでおります。これも今、

決定しております。ブランド室をつくり農林省に足を運んで、農林省で補助金の出

る事業を教えてもらえるようなこともできるようなブランド室ができればと思いま
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すが、市長はどうお考えか質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 仮称ブランド推進室につきまして大変関心を寄せていただいて

おりますが、予算等々、人事配置につきましても、十分ご意見を参考にしながら考

えていきたいと思います。 

 私も、大丸百貨店のイベントのほうには参加をさせていただきましたけども、率

直に申し上げて菊池の商店街で売っているパッケージのお土産が、そのまま都会の

方々のイメージに合うのかなと思ったのが率直な気持ちであります。やっぱり、外

に出れば外向きのイメージのものにしていかなければ、ラッピング等しなきゃいけ

ないんじゃないかなという思いをしました。そういうことを受けまして、何とかブ

ランド化という中におきましては、そういうものも総合的に含めたものをつくって

いかなければいけないんじゃないか、消費者のニーズというものに応え得るような

品揃えであったり、あるいはまた今言いますような包装一つにしても、あるいは入

れる箱そのものについてもそういったことではないかなと、このように思っており

まして、そういうことを可能とするような推進室にしていきたいなと、このように

思っております。 

○議長（北田 彰君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○８番（中山繁雄君） 大丸に行っておりまして、先ほど言いましたように「どうやっ

て行けばいいの」、「菊池ってどういうところ」と、よく聞かれました。やはり、

菊池水源の四季とか菊池神社の春の写真など、わかりやすい交通のアクセスなどの

パンフレットをぜひつくっていただきたいと思います。 

 昨日から、報道で中国でニンニクがインフルエンザに効くか効かないような噂が

広がりニンニクが高騰しているということで、私が足を運んでいるスーパーから、

ニンニクに対して今問い合わせがあっております。やはり、これは足を運んだこと

によりアクセスがあったんだと思います。このスーパーには、市の職員も同席して

おりました。これから物産館がもっと売上を伸ばすには、何か考えていかなければ

ならないと思います。市長が社長をしていては、なかなか動きが取れないと私は考

えます。これからは、社長自らセールスマンになり、ブランド室が一体となって我

が市の経済が向上するためにもお願いして、この質問を終わります。 

 次に、四季の里旭志の民間委託について質問いたします。昨日、森議員の質問で

ある程度の答えはいただいておりますが、地元議員として質問いたします。新聞報

道で「四季の里解散」との報道があり、住民は「四季の里はなくなるとな」、よく
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そう聞かれます。説明すれば納得されます。私たちもどうにかして残そうと、極力

四季の里を使ってきましたが、現在の経済状況もあり仕方ないかと思います。よく

旭志の住民から言われるのが、旧菊池市、七城、泗水には公園がある、これを維持

していくには維持費がかかる。また、下水道も一般会計から、泗水、七城、菊池市

には持ち出しもある。少し不公平ではないかと疑問を持たれている人が多いという

ことであります。昨日の答弁でもありました。総務省の見解として赤字の第三セク

ターは見直しをしろとのことです。仕方ないかもしれませんが、住民の思いは覚え

ておいていただきたい。 

 そこで質問ですが、民間委託になって四季の里はどうなるのか。また、四季の里

の民間委託後の監督責任、住民の要望はどうなるのか。また、出資金につきまして

も、旭志の思いでつくった四季の里です。村長や職員の説得で、５０万円という高

額の出資をされております。どうか株主に良き配慮がないか、質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 四季の里につきましては、ご存知のとおり指定管理者の公

募を行い、現在２者の申請が提出されているところでございますが、募集に際しま

して四季の里の設置目的に沿った運営をするとともに、施設の有効活用と市民サー

ビスの向上に努めるよう説明しております。特に、高齢者の福祉対策である周回バ

スは継続の可能性と、継続できない場合は、それに代わる高齢者福祉の観点からの

取り組みを計画書に盛り込んでいただくとともに、従業員の継続雇用につきまして

も配慮していただくよう依頼しているところでございます。 

 今後、指定管理者の選定が決まり次第、バス運行及び入浴料等についても十分協

議し、経営の安定も考慮しつつ、極力住民サービスの低下につながらないよう指導

してまいります。 

 次に、指定管理者の民間移行後の市の関与のあり方でございますが、あくまで施

設は市の所有でございますので公の施設となりますので、管理業務の状況報告を定

期的に提出していただくとともに、利用者ニーズ並びに住民サービスに配慮されて

いるか等の確認を行いながら極端に民間の活力が殺がれない範囲で、バランスを取

りながら関与してまいることになると思っております。出資金につきましては、行

政がお願いしてきた経緯も聞き及んでおりますが、法的には出資はリスクが伴うも

のと判断されるため、出資に関わる返還金を市が肩代わりする、いわゆる公金の投

入は公共性を逸脱しないかということが問われるものでございまして、多くの住民

の理解を得ることは厳しいと、難しいと危惧しております。顧問弁護士の見解で

は、民間出資者への出資の補填は公益上やむを得ないと認定されるかは、法的に極
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めて難しい問題であろうということであり、もし賠償問題が発生した場合、賛成の

議決をしたすべての者に賠償責任が発生する可能性があるとの見解をいただいてお

りまして、現段階におきましては市費の投入は厳しいものと受け止めておるところ

でございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○８番（中山繁雄君） 今のお答えで、旭志の住民の高齢者への対応も民間に要望され

るとのことで一安心いたしました。これでもかこれでもかと、いろんな事業をして

集客を考え、従業員も努力してこられましたが効果は上がりませんでした。交通

面、現在の経済状況、ダブルパンチでした。しかし、株主も責任はあると思います

が、市当局も一緒に賛同してやってきたことは事実であります。民間委託までに

は、まだ時間があります。もう一度、出資金についても考えていただきたいと思い

ます。 

 終わります。 

○議長（北田 彰君） 以上で、本日の一般質問はこれで終わりたいと思います。明日

も引き続き一般質問となっております。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時３７分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 号 

 

１２ 月 １０ 日 

 



 －241－

平成２１年第４回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第４号 

 

平成２１年１２月１０日（木曜日）午前１０時開議 

 

第１ 一般質問 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２７名） 

                     １番  東   英 俊 君 

                     ２番  東   裕 人 君 

                     ４番  森   清 孝 君 

                     ５番  藤 野 敏 昭 君 

                     ６番  樋 口 正 博 君 

                     ７番  二ノ文 伸 元 君 

                     ８番  中 山 繁 雄 君 

                     ９番  水 上 博 司 君 

                    １０番  三 池 健 治 君 

                    １１番  怒留湯 健 蓉 さん 

                    １２番  坂 本 昭 信 君 

                    １３番  隈 部 忠 宗 君 

                    １４番  奈 田 臣 也 君 

                    １５番  葛 原 勇次郎 君 

                    １６番  木 下 雄 二 君 

                    １７番  坂 井 正 次 君 

                    １８番  森   隆 博 君 

                    １９番  山 瀬 義 也 君 

                    ２０番  本 田 憲 一 君 

                    ２１番  栃 原 茂 樹 君 

                    ２２番  松 本   登 君 

                    ２３番  工 藤 恭 一 君 



 －242－

                    ２４番  境   和 則 君 

                    ２５番  北 田   彰 君 

                    ２６番  外 村 國 敏 君 

                    ２７番  徳 永 隆 義 君 

                    ２８番  横 田 輝 雄 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（１名） 

                     ３番  泉 田 栄一朗 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

説明のため出席した者 

             市     長     福 村 三 男 君 

             副 市 長     永 田 明 紘 君 

             総 務 部 長     緒 方 希八郎 君 

             企 画 部 長     石 原 公 久 君 

             市 民 部 長     原 川 智 明 君 

             経 済 部 長     後 藤   定 君 

             建 設 部 長     岡 崎 俊 裕 君 

             七城総合支所長     古 閑 昭二郎 君 

             旭志総合支所長     中 村 榮 光 君 

             泗水総合支所長     岩 下 義 人 君 

            企画部首席審議員     木 村 靖 弘 君 

             財 政 課 長     松 岡 千 利 君 

             総務課長兼選挙 
                         山 田 浩 文 君 
           管理委員会事務局長 

             教 育 長     田 中 忠 彦 君 

             教 育 次 長     井 野 英 利 君 

           農業委員会事務局長     五 島 千 秋 君 

             水 道 局 長     安 武 昭 二 君 

             監査事務局長     大 塚 茂 幸 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     岩 木 精四郎 君 

             議 事 課 長     永 田 哲 士 君 

             議 事 係 長     上 田 敏 雄 君 



 －243－

○議長（北田 彰君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（北田 彰君） これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（北田 彰君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 はじめに、外村國敏君。 

［登壇］ 

○２６番（外村國敏君） おはようございます。９月の一般質問の中で人工内耳の、耳

ですよ、耳の装置の助成を提案しておきました。市長は、今年度中ということは３

月だろうと思いますが、に実施したいということでありましたが、私は１日も早く、

言うなれば障害者の方のためにやってくれということを申し上げましたところ、市

長の決断を得まして、また福祉課の皆さんの積極的な対応をしていただき、今議会

に補正予算として３人分、２１０万円を計上していただいております。本当にあり

がとうございました。厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、一般質問３点上げておりますが、まずはじめに介護事業についてを質

問いたします。介護保険制度が創設されましてから今年で１０年目、制度の理念で

ある介護の社会化が定着しつつある中、在宅介護の現場では介護報酬のあり方につ

いて見直しを求める声も起こっております。介護保険制度は、サービス利用者が１

割を負担し、残りを保険で賄う仕組みだが、在宅サービスについては要介護度によ

って利用限度額が決められております。限度額を超えた分は自己負担となるのが医

療保険との違いであります。要介護１から５まで、及び要支援１から２となってお

り、介護認定が決まれば、その介護保険の限度内で利用しなくてはならず、介護家

庭を訪問したときに認定の基準について質問されたことがあります。話は、もう少

し利用したいが、これ以上利用すれば自己負担だということであります。そういう

ことからしますと、介護認定のときにどのようにしてされているのか、詳しく説明

していただきたい。例えて言いますならば、認定時に介護の４だと家族の方は思っ

たと思われます。しかし３と出たとき、そういうことは日ごろ起きていないか、私

は起きているだろうと思いますが、そのときの対応、どうされておるのか。また本
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人たちは納得されて、それを不満が残っていないか、お尋ねしたいと思います。 

 さらに、在宅の要支援より要介護の方たちが本市で何名おられるのか。また、受

けられるサービスの限度額をお答え願いたいと思います。 

 １回目の質問でございます。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） おはようございます。 

 介護保険の認定につきましては、要支援１、２及び要介護の１から５までの区分

がございます。いずれも市の担当窓口で介護保険の申請を行い、その後に介護調査

員による訪問調査を行います。その調査により一次判定を出し、その結果を調査時

の特記事項及び主治医の意見書を基に介護認定審査会で審査を行います。要介護状

態区分が判定され、申請された方に判定結果の通知を行います。この介護度の判定

に不服のある方は、年間１０件程度でございます。この方々につきましては、調査

時及び審査会の内容の説明を十分行い、ご理解をいただけるよう努めております。

また、再度審査を申請することができる区分変更の申請をしていただいております。 

 次に、介護度別の人数につきましては、菊池市の介護認定者２,０５５人のうち

介護保険サービス受給者が１,７３７人で、その内訳としましては介護度１の在宅

者４２６人、施設入所者が２３人、介護度２の在宅者３１７人、施設入所者が４８

人、介護度３の在宅者２３１人、施設入所者が１１９人、介護度４の在宅者が１１

５人、施設入所者が２０８人、次に介護度５の在宅者が４９人、施設入所者が２０

１人となっております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 外村國敏君。 

［登壇］ 

○２６番（外村國敏君） 再質問いたします。 

 不服の方が年に１０件ぐらいだということでありました。うまくいっているだろ

うと思いますが、今、部長の答弁の中で介護認定２,０５５人のうち介護サービス

受給者、足しますと大体１,７３７人とあります。そうなりますと、サービスを受

けてない方が３１８人おられるわけですよね。この方たちは、認定を受けてもサー

ビスを受けなくて済むわけですね。そのお答えを願いたいと思います。 

 介護保険の目的は、家族介護を社会全体で支えようという介護の社会化でありま

す。国は家族の介護を肩代わりできるようなイメージをつくりましたが、家族介護

をできる限り支えるというのが介護保険の当初からの実態であります。利用限度額

にも問題があります。医療保険は何千万円もかかっても給付の上限はありませんが、
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介護保険は上限を設けております。財政的な持続可能性を担保にしたところであり

ますが、しかし自宅で一人暮らしの要介護５の方がいるとすれば、菊池市の場合３

５万８,３００円のサービスだけで生活できるかどうかという疑問が生じます。ま

た、家庭介護の状況も千差万別であろうと思います。同居する子どもさんたちは、

生活のために仕事をしなければならず、お年寄りがお年寄りを介護する、今、言わ

れております老々介護が多いと聞いております。 

 質問に入りますが、特別養護老人ホームの状況、それと入所待ちの方たちが何名

おられるのか、お答え願いたい。 

 次に、家庭介護の場合、本市では介護用品支援事業として要介護４以上、月額５,

０００円を支給されております。周辺市町を調べてみました。山鹿市は要介護は３

以上であります。それも月１万円、自己負担が１,０００円でありますので９,００

０円、菊池市の５,０００円から４,０００円の上積みで、それで要介護が３であり

ます。さらに、植木も３、月額で７,０００円、大津町も３、６,０００円、合志・

菊陽も３以上であります。近隣の市町に合わせるべきだと思いますが、いかがでし

ょうか。お答え願いたいと思います。 

 次に、こういう例もありました。二人暮らしの老夫婦の場合、どちらか介護を受

けなければならなくなりました。当然、その介護度合いによってサービスを利用し

ておられますが、なかなかデイサービスに行こうとしないということであります。

私は家がよかですばい、行かんと言うとばですね、なだめすかして利用したとも聞

いております。今、介護保険利用限度も３、４、５、それを大体約して３０万円と

します、月に３０万円としましても、１年に３６万円が介護保険制度でできるわけ

でありますが、以前より在宅介護する方に本市は月１万円を差し上げておりました。

現在では、要介護４以上には１年間介護サービスを利用しない家族に介護慰労事業

として年に１２万円の支給があります。本市で何人おられるかわかりません。ほと

んどの方が利用されると思いますが、利用されない方がおられるならばお知らせ願

いたい。また、要介護４、５といえば、寝たきりに近い状態であります。ならば、

特老でお世話をしなければならない方たちであります。ここで微妙なことが要介護

３の方、先ほど申しました認定のときのことでありますが、要介護３の方は、介護

医療事業では救われておりません。該当しないということであります。私は、要介

護３以上の家族にも慰労金を支給すべきではないかと思うところでありますが、い

かがでしょうか。それも特老に入所される方にかかる保険料からすれば微々たるも

のであります。月に今、４、５でありますが、私は３と今言っておりますが、月に

１万円、できますならばパート代ぐらい、月に５万円ぐらい、年に６０万円、この

ぐらいをその方たちに支援事業として差し上げるならば、３０万円の、もしもです
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よ、月に３０万円、３、４、５を要約して３０万円にします、真ん中にして、した

ときでも３６０万円かかるわけです。６分の１です。もしも３以上の方たちが、そ

の慰労金をですね、もしも利用するとするならば、介護保険の支出が少なくなるだ

ろうと私は想像するわけであります。いかがでしょうか。部長のご答弁、お願いし

ます。 

 また、それに現在のですね、特老待ち、状況からしますと数年間家族介護の方た

ちの苦労を思えばよいのではないかと思うところでありますが、いかがでしょうか。

お答え願いたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） お答えいたします。 

 最初に、菊池市の介護認定者２,０５５人、それから介護保険サービスの受給者

１,７３７人の差ですね、３１８人、これはどういうことかということでございま

すのでお答えしたいと思います。この３１８人につきましては、サービスを受けて

いない数ということで、今考えられますのが入院中とか、認定を受けてもサービス

を受給していないという方の人数となります。 

 次に、老人ホーム関係でございますけど、本市の特別養護老人ホームの入所待機

者の方の数でございますが、市内４カ所の特別養護老人ホームの定員の合計２６３

人に対しまして、延べ９２１人の方が待機をしておられます。また、平成２０年度

では４施設合計で４９人の方が入所され、４８人の方が退所されております。本市

では、特別養護老人ホームの待機者に対応するために、平成２１年度から２３年度

までの第４期分の介護保険事業計画によりまして、地域密着型の特別養護老人ホー

ムを平成２１年度中に公募、選定を行い、平成２２年度に整備予定でございます。 

 次に、家庭介護につきましては、現在介護家族の経済的負担の軽減を目的に非課

税所帯で要介護４及び要介護５の認定を受けられた方を１年間にわたり介護サービ

スを利用せず、ご家族が介護されている場合、家族介護慰労事業としまして年１２

万円の支給を行い、介護家族の心身の負担の軽減を図っております。同じく介護家

族の経済的負担の軽減としまして、非課税所帯で要介護４及び要介護５で在宅介護

の家族に対しまして、介護オムツや尿取りパットなどを一月当たり上限を設けまし

て５,０００円分補助する家族介護用品支給事業を実施しております。 

 また、介護施設への入所も困難な状況で、今後ますます在宅での介護が必要な高

齢者が増加していくものと予想されますので、本来在宅介護支援を目的とした介護

保険事業のデイサービスやヘルパー派遣などの在宅介護サービスを充実し、その利

用促進を図ってまいりたいというふうに考えております。 
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 このような状況の下、今後もこのような介護家族を支援する事業は重要な在宅支

援施策と考え、積極的に取り組んでまいりたいというふうに思いますが、家族介護

慰労事業の実績につきましては、過去３年間申請がなく、このことは介護保険の在

宅介護サービスが市民の方々に浸透した結果だと考えております。 

 また、家族介護用品支給事業につきましては、１１名の方がご利用されておりま

す。なお、家族介護慰労事業扶助費の増額及び家族介護慰労事業の要介護３への支

給範囲拡大につきましては、介護保険制度普及の責務や財源の確保など多くの課題

がありますが、近隣市町村自体の状況など調査を含め、綿密な協議を重ねていきた

いというふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

 それから、在宅介護の方と、要するに施設の方に入所される方のその費用の面で

ございますけれども、これにつきましてはご存じのとおり施設の方に入院されてい

る方の方が多額な経費を要しますので、なるべくですね、在宅の方で見られる方は

在宅の方でお願いしたいというふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 外村國敏君。 

［登壇］ 

○２６番（外村國敏君） 部長の答弁の中で、確かに家族介護の必要性はしっかり言わ

れたと思います。しかし、答えとしましてはっきり出ません。一つは、介護用品支

援事業、要介護４以上、３までできないかということでございましたが、最後は市

長にお願いしたいと思いますが、このくらいしても、私は当たり前というか、この

ぐらい皆さんたちが思われるんじゃないかということを言っているんです。家族の

ですね、今ですね、特老の定員、答弁がありました２６３名に対し９２１名の方が

待機されています。昨年度、２０年度のですね、今、答弁では４９名の方が入所、

そうなりますと、すべての方の入所は２０年かかるということですか。それは毎年、

言うなれば入所しても増えてくると思いますよ、今から先は。そういうような計算

になりますが、だから家族介護の必要性、家族介護の人にどれだけ手を支えていく

かということを言っているんです。だから、要介護４以上にはするといったって寝

たきりの方。しかし３と４がちょっと区別がつかない、家族ではちょっとつきにく

いような形、しかしあなた３ですよと言われたときには、その用品支援事業が該当

しなくなったり、またもう一つはいろいろなことでその不都合が生じてくるわけで

す。ですから、４じゃなくて３にしてほしいということを私は言っているんです。

大体わかるですかね、意味は。意味はわかるでしょう。４と３の違い、違いのとき

に、一番にもめないかということをそこで聞いたんですよ、３と４は。しかし、だ
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からですね、もう一つ言うならば、一度認定されて、その次の認定までの期間、も

ちろんお年寄りでありますので１カ月先に様態が悪くなって３が４になるかもしれ

ません。しかし、大体の基準はあると思います。半年ごともう１回するとか、１年

後にするとか、あると思いますが、その基準の度合いというか、それはどのくらい

ですか。そのときに、３の方が、いやいやちょっと足腰が立てんごとなったばいて

なったときには、やっぱり４か５になると思います。それは、いつでもいいのか。

もしも基準が決まった、そればってん１カ月してからちょっといかんですばいとな

ったときはどうするか、その対応の仕方ですね、そういうこともひとつお願いした

いと思います。 

 いうなれば、介護はですね、やはりその経験がないとなかなかわからないと思い

ます。私も今度ですね、この介護につきましていろいろ訪問してみました。いろい

ろなことを聞きました。ここの中では言いませんが、いろいろな不満があるし、そ

の中のご苦労を聞きますと、まあ本当にですね、自分で自分の家族の中にそういう

方が１人でもおったならば、これは大変だと思いました。だから、皆さんたちはそ

ういう経験はないかと思います。しかしですね、介護する家族の心労をですね、少

しでも軽くしたいという気持ちのためには、よその市がどうあれ、よその市が今の

ところは先ほどのあれでは３になっておりますから先の方が進んでいます。市町村

をよく検査してじゃありません。もうよそよりも遅れているということからですね、

菊池市はできないか。最後は、市長のその決意、福祉に対する情熱は人一倍と思い

ますので、福村市長、最後の答弁をお願いします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 菊池市の高齢化率が２６％を超えまして、先ほど部長の方から

説明を申し上げましたとおり、特別養護老人ホーム等への待機者がたくさんおられ

ると、こういった中におきまして、在宅で、しかも重度の高齢者介護をされている

ご家族におかれましては、大変計り知れないご苦労おありだろうと、このように認

識をいたしております。その介護の精神的な、また経済的な負担を軽減するための

１つの事業として、年間１２万円を支給しております、これが家族介護の慰労事業

ということでございます。これまで過去３年間において利用があってないというこ

とでございまして、これにつきましてはどこに問題点があるのかということで、今

一度これは見直しする必要性があるのではないかなと思います。一度でも介護を受

ければこの適用外になるという、そういったところがあるようでありますので、こ

の辺を何とか利用できるような方向で考えていかなければならないのかなと思って

おります。 
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 また、月に５,０００円のおむつ代を支給しております家族介護の支援支給事業、

介護用品の支給事業、これにつきましては現在は非課税所帯で介護保険認定のご指

摘の４と５ということで介護されている、現在１１件のご家族に対して給付がされ

ております。この介護者の経済的な負担の軽減によりまして、在宅介護の継続のた

めの成果が上がっているものだと、このように認識しておりますが、ご質問は介護

３までこれを範囲を広げてほしいということでございますが、この２つの事業につ

きましては、在宅介護のひとつの意味から考えますと大変重要な課題と捉えており

ます。他の自治体は他の自治体としながらも、独自の考え方をするということでも

ございますが、やっぱりこの菊池の圏域内というものも同じような方向で考えてい

かなければならないと思います。他の自治体との比較の中で、私たちの菊池市にお

いてはこういった施設型療養というものが、特老が存在しているというのは、他の

自治体とまた違った施設療養というのができるということについては随分違うんじ

ゃないかなと思いますが、大変待ちが多いということにつきましても、これは他の

圏域におきます特別養護老人ホーム、あるいは老人施設、そういったものがたくさ

んありますので、ほかとの、いわば申し込みを、入所申し入れをされていて重複し

ているものがかなりあるだろうと、実態としてはどれだけかはわかりません。いず

れにいたしましても、施設療養から自宅の方での介護という方向に変わっています

ので、その過渡期にあって非常にこの施設に入所したいと思われる４と５の方々、

しなければならない人たちの受け入れができづらい状態になっていると。そういっ

た中でも、先ほど地域密着型の特別養護老人ホームが２１年度に公募選定を行って

おりまして、来年度に整備中ということについては、他にない施設整備に取り組ん

でいるということにつきましてもご理解をいただきたいと思います。今後そういっ

たことを含めまして、周囲の環境、とりわけ近隣自治体の状況などなども十分見極

め、また介護保険法との整合性というものを判断しながら取り組みができるように

というふうに考慮していきたいと思います。 

○２６番（外村國敏君） ３以上ということですね、なら、３にされる、今のあれでは。 

○市長（福村三男君） それは３以上にしてくれということでございますので、現状と

しては介護保険法の問題、また介護の認定というのは認定審査会があって申請をし

ておりますから、３の者を４に上げろとか、４の者を３に下げろと、任意的なもの

には、恣意的なものには全くならないんで、認定がもし不服であれば不服の審査を

申し入れられて、そしてまた状況の変化によって、これは今まで３だったけれども

それよりもっとランクアップすべきじゃないかと。 

○２６番（外村國敏君） おむつ代は３でいいですね。 

○市長（福村三男君） それについては、検討させていただきます。 
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○議長（北田 彰君） 外村國敏君。 

［登壇］ 

○２６番（外村國敏君） はっきり言ってもらいたかったんですが、よその市町村と合

わせるという答弁だったと思いますので、一応少しはほっとしておりますが。 

 続きまして、乳幼児医療についてであります。一昨日も泉田議員より少子化対策

についての質問がありました。少子化は深刻な問題であります。本市では、旧菊池

市の水源、河原、龍門、迫水小が児童減少により教育委員会の答申では統合となり、

新築して十数年ですか、間もないような校舎が廃校となるという事態に陥っており

ます。校区の皆様には、地区の中心がなくなるという不安がいっぱいであります。

少子化対策としていろいろな政策を本市では行っておりますが、このままでよいの

かと思うところであります。少子化はすべてにマイナスになることは、私は何度も

この場で申し上げておきましたが、それは申しませんが、一昨日の泉田議員の長野

県の下條村の出生率２.０４％を紹介されました。私も同意見であります。子ども

を生み育てやすい環境の従事をすれば人口は増えると村長も言っておられます。本

年４月より乳幼児医療費無料が小学６年までになりました。私は、この問題を昨年

提起したばかりでありますが、私は義務教育卒業までは無料化しなければならない、

しかし一足飛びに中学３年までとは言えないと言ったんでありますが、菊池郡市、

広域で２市２町では、既に小６までで揃いました。しかし今年、隣の益城町が１月

より中学３年までを無料化としました。画期的な町長の決断であります。 

 そこで質問に入りますが、中学生になりますと幼児、児童より病気する人数も少

ないと専門家は申しております。中学３年までの３年間の医療費はどのくらいなの

か。小学生と比べたときにどのくらいの差があるのか。大体推測されていると思い

ますが、お答え願いたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 質問に対してお答えをいたします。 

 乳幼児等の医療費の助成につきましては、医療費に係ります一部負担金を全額助

成することによりまして、乳幼児等の疾病の早期発見と早期治療を促し、健康の保

持や健全育成を図っているものであります。また、子育て支援や少子化対策の一環

としても、その一役を担っているところでございます。このようなことから、本市

におきましても対象年齢を平成１９年度に小学３年生まで、また平成２１年度に小

学６年生まで引き上げ、子どもたちの健全育成や子育て支援策として重要な施策で

あると考えております。 

 それから、中学３年生まで引き上げた場合、大体いくらかということでございま
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すけれども、大体１学年当たり７００万円ということでうちの方は計算しておりま

すので。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 外村國敏君。 

［登壇］ 

○２６番（外村國敏君） 乳幼児医療についての再質問であります。 

 菊池周辺２市２町は、益城町が中３までということで、大津町や合志市は、当然、

特に合志の市長は３年前の市長選の公約で、中３まで医療費を無料にするべきだと

言われたと聞いております。そうなりますと、大津町、合志市、菊陽町というのは、

早い時期に中学３年まで実施すると予想されるわけであります。いつも聞いており

ますが、４市４町、この菊池郡市広域圏で課長級で情報交換をしているとも聞いて

おりますが、本市の計画、他市のこのあとの１市２町の計画を把握されて、相談さ

れているのかどうか。今後の計画についてお願いしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 菊池圏域内では、こういうことにつきましては、大体議員

おっしゃるとおり話はしているところでございます。それに伴いまして国や県の補

助対象の見直しや隣接の市町村が引き上げた場合についてもいろいろな財政状況を

勘案しながら検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（北田 彰君） 外村國敏君。 

［登壇］ 

○２６番（外村國敏君） 答弁漏れがあると思いますが、１回目の質問の中で、小学生

との差が聞いておりませんが、もしも医療費がですね、私が言ったのは、ある専門

家の方たちは小学生よりも中学生になったら病気せんですばい、医療費は少なかで

すばいということを聞いたから言ったんでありますので、もしもできますならば小

学校１年生から３年生まで、４年から６年までの、どのくらい今までかかっている

のか。中学になったときには病気は少なか、確かにけがするところはあるかもしれ

ませんけれども、その差があるかどうかですよ。私が聞いたのは、少なかですばい

と聞いたもんですからそういうことを言ったんですが、そのことでちょっとお答え

願いたいと思います。 

 また、合志・菊陽・大津あたりからがいつするか、予想はできないわけですよね、

まだ。しかし、当然もうそういう話で動いているだろうと思います。当然、来年は

合志の市長選でありますし、市長選、３年前の市長選のときに中３ということを公
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約です。そうなりますと、当然もう早い時期じゃないかと私は予想するわけであり

ますので、そういうことをですね、言うなれば話し合いしながら、そしてできる限

りですね、１日も早くできますならばしていただきたいと思いますが、最後に市長

のご見解をお願いしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 小学１年生から小学６年生まで大体医療費がいくらかかる

かということにつきましては、ちょっとここに持ち資料がございませんが、小学校

と中学校の医療費の差につきましては、言われることはやっぱり身体的にも大きく

なりますし、中学になったがほかの病気に関係なく普通の医療だったら少なくなる

というふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 乳幼児医療費の助成につきましては、県下における給付の状況

ということでございますが、３歳まではご承知のとおり県の補助があるわけであり

ますが、以上については補助がありません。小学校の３年生まで今実施していると

ころが８つの市町村があるということでございます。また６年生までは１０の市町

村というふうになっておりまして、本市と同様に中学校の３年生までとしている自

治体は、県下４７市町村の中で９つの市町村のみとなっておりまして、２０の市町

村が未だ就学前までになっているということでございます。菊池市は県下でもそう

いった意味では大変高い医療費の助成水準になっております。小学校の６年までの

引き上げも、ご承知のとおり本年行ったばかりでございまして、この検証も必要で

はないのかなと思います。さらなる引き上げについては、ちょっと考えられないと、

今の現状においては考えておりません。合志市等のお話がありましたが、合志市は

現況は小学校の３年生までに留まっております。益城町のお話が出ましたが、益城

町は熊本市との合併ということになっておりまして、熊本市は今現状としては就学

前までと、こうなっておりますので、合併したときに熊本市は益城町にならって中

学校まで果たして大丈夫なのかなといった心配をしておりますが、そういったいろ

いろな諸々の自治体における背景というのもあるのかなということでございますの

で、ご了承方お願い申し上げたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 外村國敏君。 

［登壇］ 

○２６番（外村國敏君） 続きまして、ヒブ（ＨＩＶ）ワクチンについて質問いたしま
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す。細菌性髄膜炎は、乳幼児に重い後遺症を引き起こしたり、死亡に至る恐れが高

い重特な感染症であります。その原因の７５％がＨＩＶウィルスインフルエンザ菌

Ｂ型と肺炎球菌によるものと言われております。細菌性髄膜炎は早期診断が困難な

こと、発症後の治療には限界があることなどから、罹患前の予防が非常に重要で、

ＨＩＶや肺炎球菌による細菌性髄膜炎については、乳幼児期のワクチン接種により

効果的に予防することが可能と言われています。世界保健機構ＷＨＯもワクチンの

定期予防接種を推薦しており、既に欧米・アジア・アフリカなど１００カ国以上で

導入されております。９０カ国以上で定期予防接種されており、こうした国々で発

症率が大幅に減少しているということが言われております。日本におきましては、

世界から２０年遅れてＨＩＶワクチンが昨年１２月に販売開始となりました。小児

用肺炎球菌ワクチンも欧米より約１０年ほど遅れて今年１０月に国内初承認され、

来年春までに販売開始の予定と言われております。医療機関において、ワクチンの

接種が可能となっても、これは任意接種であるため費用負担が大きく、公費助成や

定期接続化など、子どもたちの命を守るための早急な対策が必要だと思うところで

あります。細菌性髄膜炎の予防対策はどのように考えておられるのか、お答え願い

たいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） ＨＩＶワクチンのＨＩＶとは、ヘモウィルスインフルエン

ザ菌Ｂ型を略しましてこのように言われております。インフルエンザウィルスと名

前が似ていますが全く別のもので、細菌性髄膜炎の原因菌として知られております。

ＨＩＶワクチンは、欧米では定期予防接種として乳幼児に対して行われております。

日本では２００７年１月に厚生労働省が認可し、議員おっしゃるように２００８年

の１２月１９日に接種ができるようになっておりましたが、まだ定期予防接種に加

わってはおりません。現在の接種費用は、通常４回の接種で約３万円かかっており

ます。県内でＨＩＶワクチン接種費用を助成しておりますのは上天草市のみで、平

成２１年１０月から１回当たり接種費用の半額に当たる３,６７５円を負担してい

るということでございます。市としましても、現段階ではＨＩＶワクチンの接種費

用の助成は考えておりません。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 外村國敏君。 

［登壇］ 

○２６番（外村國敏君） 現段階では考えていないという答弁であります。 

 それではですね、日本赤十字社医療センターの園部博士がちょっと言っています
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のでちょっと読んでみますが、かいつまんで読みますが、恐ろしい細菌性髄膜炎か

ら子どもたちを守ろう。日本の予防接種制度は極めて遅れていて、本邦日本では多

くの子どもたちがもったいないことにＶＰＤ、これはワクチンで防げる病気です、

で死亡したり、健康を損ねています。重大なことを防せげないのは、ネグレクトと

いう虐待とも言えます。これは保護者の責任ではありません。ＶＰＤ情報の発信を

含めて、よいワクチンを取りそろえ、ワクチンを受けやすい制度をつくらなかった

政府や社会の責任だと言えます。ちょっと飛ばしまして、小児の細菌性髄膜炎、脳

を包む髄膜に菌が取り付きますので極めて重大な病気であります。早期診断が大変

難しい上に抗生物質が効かない細菌が増加しております。中には電撃的経過をとい

って、わずか１日で死亡することもあります。年間発症率は約１,０００例、子ど

もの２大原因菌はＨＩＶ菌で、普通は死亡する確率が約５％、これは同じことであ

りますが、脳の後遺症が２５％、そのほか軽く済んだように見えても将来の学力低

下が一部に見られることがわかっておるということであります。こういうことで、

ＨＩＶワクチンはですね、今までにない特殊なワクチンで、そのお陰で２歳以下の

子どもたちに免疫をつけることができ、これを受けると抵抗力ができるだけでなく、

のどなどにＨＩＶ菌がつかなくなり人に移さなくなりますということです。ＨＩＶ

ワクチンの効果をここに申し上げておりますが、先月、備前市を議会運営委員会で

視察しました。その備前市が西岡市長がですね、この細菌性髄膜炎の予防等に有効

なＨＩＶワクチンの接種に対し、費用の一部を公費助成することと、２つ目に市独

自に子育て応援特別手当の支援を検討すると言われました。部長の答弁は考えてい

ない、しないということと全然違います。今から検討するか、しないかということ

でありますが、いかがでしょうか。ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 厚生労働省に緊急班が設置され、ＨＩＶワクチンの効果及

び副作用などのデータ収集が実施され、定期予防接種化が検討されておりますので、

今後につきましては国の動向を見守っていきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４７分 

開議 午前１０時５８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 次に、坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１２番（坂本昭信君） それでは、通告に従いまして一般質問いたします。最初に、

地産地消について一般質問いたします。 

 我が菊池市は、農業県熊本の中でも有数な食糧基地であり、食材の宝庫でもあり

ます。なかんずく菊池米のひのひかりは、日本穀物検定協会の職名ランキングで、

あの有名な新潟県魚沼地区のこしひかりにも勝るとも劣らない評価を受けておりま

す。もっとも盛んな畜産は、肉用牛や生乳の生産は県下一番であります。このよう

な中で、先月１１月８日、「地域とともに こんにちは熊日ですｉｎ菊池」の中で、

テレビ番組、料理の鉄人の審査員として人気を博しました食生活ジャーナリスト岸

朝子さん８５歳が「地産地消はおいしゅうございます」と題して基調講演がありま

した。その中の一節を紹介いたします。柿がいっぱいになっていても、このごろの

子どもたちは取ろうとしない。やるよと言っても受け取らない。女性はネールアー

トなどをしていることもあり、みかんの皮をむきたがらないそうです。結果として、

ジュースとして取ることになりますが、これは果物の甘さ、酸味もわからない、歯

も弱る。一方で、スナック菓子やジュースをよく取るそうです。ワンコインチルド

レンという言葉あります。子どもたちが５００円玉を持ってコンビニで好きな物を

買って食べるわけです。家庭で料理をしない女性も増えてきました。朝食抜きの子

どもも多く、子どものころからバランスのよい食事ができなくなってしまっていま

す。では、何を食べるべきなのか、まずは牛乳などのカルシウム、２つ目に肉や魚、

大豆などの良質タンパク、３つ目は緑黄色野菜など体の機能を整えるもの、４つ目

は米や麺類などエネルギーを生むもの、これらを上手に取って食べ過ぎないことで

す。太るという理由で牛乳を飲まない女性もいますが、これでは骨粗鬆症につなが

り兼ねません。カルシウムは十分取るべきです。家族で食事を囲む機会が減り、親

から子へ料理を教えることも減りましたが、食事はおいしくなければだめです。食

べることは健康だけではなく、心の栄養にもなります。そして感謝の気持ちを忘れ

ずに、私の「おいしゅうございます」は料理をつくってくれた人と素材をつくって

くれた人たち、素材そのものの命をいただく気持ちを込めています。昔から食べ物

は山林仕様のものを食べなさいといいます。菊池は、お米や水がおいしく、豊かで

幸せな地域ですね。ですから、地元で取れた新鮮なものを食べて、この地域の素晴

らしさ、大切さをこれからも子どもたちに伝えていって下さい。このように、一部

でございますがこのように講演されました。時代の流れとは申せ、まさしく今の子

どもたちは不幸と私は思います。親の都合で孤食が多くなり、一人で寂しく食事を

食べたり、食べなかったりと、食事のマナーさえわからないように思います。この
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ような現状の中で、学校給食の大切さや食育の大切さを痛感しています。地産の拡

大につなげ、地元で採れた新鮮なものを食べて、この菊池の素晴らしさと大切さを

子どもたちに伝えていく。そのような教育を願うものであります。教育長の考えは

どのようでありますか、質問いたします。 

 次に、妊産婦に牛乳の配付はできないかということで一般質問いたします。健康

な母体に健康な子どもが宿ると言われています。牛乳は、ご存じのようにカルシウ

ム分も多く含んでいます。岸朝子さんもおっしゃっていますように、女性は特にカ

ルシウムを十分に取ることで骨密度、骨粗鬆症につながる危険性が大であると述べ

ておられますが、現在、住民非課税の妊産婦の方々には牛乳の配付があっているよ

うでありますが、子育て支援の原点は母体の健全・健康が一番であります。そして、

若々しく２人、３人と子どもを生んでいただけるような、体力で頑張ってもらえる

ように全妊産婦に対して牛乳の配付の考えはないか、質問いたします。 

 ３番目に食糧の生産が盛んな市において、どのような形で地産地消を進めるかに

ついて一般質問いたします。地産地消については、過去に質問いたしましたが、執

行部の答えは第三セクターで対応するとのことでした。三セクの販売量も不況のせ

いでもありましょうが２、３割の減となっているのが実情でございます。このよう

な中で、地産地消をどのように進めるか。また地産地消でない消費地に直送する考

えはないか。私は先日の農業新聞でマルシェという事業を切りました。これはこの

前の民主党の仕分けでなくなりましたけれども、大消費地にその場所代といいます

か、建設を目的として最高１億２,０００万円までは補助するような事業でござい

ました。このようなことは、やはり農家にとっては重大な問題でございます。民主

党にやっぱり意見書でも出して復活の兆しを見せてもらいたいという考えもござい

ます。このようなことで、非常に農家自体の経営も難しくなってきているようでご

ざいます。このようなことにつきまして、執行部はどのような考えでおられるか、

一般質問をいたします。 

 あとは、質問席で質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 学校給食における地場農畜産物の消費につきましては、平成

１９年度ベースで全国平均が２３.３％に対しまして、本市の利用割合は５０.３％

であります。また、平成２１年６月の調査結果によりますと５３.６％となってお

り、この２年間で３.３％伸びております。このように、本市の学校給食における

地場産物の利用割合は全国平均を大きく上回っております。食材別に見ましても、

給食用精米や牛乳は、学校給食会を通じてではありますが１００％地場産を使用し
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ております。またその他の生鮮野菜や果物などにおきましても、生産者から直接納

入してもらう食材も年々増加しております。また今年度におきましては、緊急経済

対策として、市独自の牛肉消費拡大宣伝事業と学校給食への地場農畜産物の消費拡

大につながる事業を１０月より実施しております。言うまでもなく、子どもたちの

成長や健康づくり、正しい食習慣の形成に学校給食が果たす役割は大変大きいもの

があります。教育委員会としましては、地産地消や食育の推進の観点からも、今後

ともさらに地域の生産者の方々や関係機関との連携並びに献立の開発などにより地

元食材を積極的に取り入れた学校給食の実施に努力してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 妊産婦に対する牛乳の消費拡大についてお答えいたしま

す。本市の主要な特産品であります牛乳は、ご存じのとおり身近で手軽に手に入る

食品であるとともに、カルシウム含有量と吸収率が高いこと、タンパク質が多い、

鉄分の吸収率が高いなど、栄養学的にも優れた食品と考えられております。現在、

妊産婦に対する事業としまして、健やかな子どもの誕生を図る施策の一環としまし

て、母体の栄養強化を目的に市民税非課税所帯の妊産婦に対しまして、妊娠届け出

後、申請の翌月から産後３カ月までの約９カ月間、１日当たり牛乳２００ｍｌを支

給しております。また、市民税非課税所帯の乳児で、健康診査の結果、発育がやや

緩慢で栄養強化が必要な乳児に対しまして、生後４カ月から生後１２カ月までの期

間、１日当たり粉ミルク３０ｇを支給しております。食生活の乱れや生活習慣病が

大きな社会問題となっている現在では、健康づくりの基盤になる妊産婦や乳幼児期

からの食習慣が大変重要と考えられます。この事業は、栄養強化を目的としており

ますが、牛乳の消費拡大にもつながっていると考えております。今後も母子の健全

育成推進する方策としまして検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） おはようございます。地産地消の取り組みにつきまして

は、各物産館やＪＡ直売所のきくちのまんまを中心に、市内農作物が販売されてお

ります。物産館では、市内の学校や福祉施設への給食食材の供給も行っているとこ

ろでございます。また、市内の旅館、ホテル等につきましても、できるだけ地元の

農産物を使用いただけるようお願いをしているところでもございます。地元消費者
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以外では、第三セクターのメロンドームが福岡県久留米市に支店を、同じく福岡市

の月隈サニー店内、熊本市内のサンリブくまなん店内、サンリブ清水店内等にイー

ショップを設け、農産物を販売しております。また、菊池観光物産館では、健軍の

アーケード内のまちの駅で菊池の農産物を販売しておるところでございます。ま

た、本年度は県のふるさと雇用再生特別基金事業を活用いたしまして、ファームき

くちに直接販売先の販路開拓等の事業を委託しております。その中で、本年１０月

より地元の病院で菊池米を利用いただいており、菊陽町のスーパー内にイーショッ

プを設け、農産物を販売しております。今後の地産地消の推進につきましては、学

校給食、病院、旅館、ホテルを含めた企業等に拡大してまいりたいと考えておりま

すが、価格面をはじめ多くの問題がございますので、課題を検証しながら本市の農

産物の販路拡大に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、また大消費地への取り組みにつきましては、コストの面など多くの課題も

あります。昨日、中山議員の方からも紹介がありましたが、百貨店などに出向いて

ＰＲすることも一つの手段ではないかと捉えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１２番（坂本昭信君） 再質問をいたします。 

 牛乳はですね、今、私酪農家でございますけれども、牛に餌やって、毎日毎日仕

事して、考えてみますと水よりも安い牛乳でございます。このようなわけで、酪農

は本当に厳しいところがあるわけでございます。なかなかですね、乳価は少し上が

りましたけれども、上がった分消費が伸びないということで、結局はやはり今、生

産調整かなということで、いかにして販売するか、昨日東議員もおっしゃいました

ように、いかにして消費を高めるかということ先決問題かなと思うわけでございま

す。行政はですね、今は縦割り事業で行われていますね。農産物の食材を必要とす

る部署は教育課が学校給食、健康推進課が妊婦に対する牛乳配付、生きがい推進課

は老人ホームその他いろいろありますけれども、広範囲に亘っていますけれども、

学校や施設でですね、行政に関する施設や学校で１年間どれだけの食材が利用され

ているか、そのようなことを調査されたことはありますか。恐らくないと思います。

それぞれの部署に任せてありますので、そういうところはですね、やはりそのみん

な部署部署が代表が集まってですね、この食材はここにある、このように地産地消

を進めましょうというその協議会みたいなものをつくってですね、やはりそのいか

にして地場産の新鮮な、安心安全な野菜をですね、供給できるかという指導方法も

やってもらいたい、このように思うわけでございます。やはりですね、その行政現
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場でのそのいろいろな施設で消費する野菜の量といいますか、その食材の量あたり

を見てみますと、もうかなりの量になると思います。今、給食の方は民間委託とか

いろいろありますけれども、そういうところはですね、やっぱりどしどし行政の方

からそういう業者にですね、指導してですね、なるべくそのやってもらいたい、そ

のように思うわけでございます。安全安心でできる旬の食材をですね、利用して、

やっぱり、そして子どもたちにですね、その生産者の名前なり、どこで採れて、ど

の人が生産した野菜なんだということを食前にそのメニューの説明とか、そういう

ことをやりながらですね、やっぱりそういうこともかなりその食育に関する高さを

上げることじゃないかと思います。量があると言えば量があるとおっしゃいます。

量はですね、やはりその第三セクなり、そこにですね、やはりその協議会を設けて

ですね、やっぱり生産者と契約とか、そういうことをして、やっぱりなるべくです

ね、契約した以上は迷惑がかからないように農家の方々も頑張られますので、そう

いうことをどしどし指導していってもらいたい、このように思います。やはりいか

にその地場で消費してもらうかが問題と思います。 

 それともう一つ、学校給食で牛乳の件ですけれども、これはですね、私思います

に、小学校１年生も２００ｍｌ、中学３年生、大人のような体も２００ｍｌ、これ

でカルシウムは足るんですかね。やはり、もう小学校高学年、中学校になるとです

ね、１年に１０㎝伸びた、１５㎝伸びたという子どもたちがいっぱいいるんですよ。

それで、さっきおっしゃいましたように、牛乳はとてもそのカルシウム、鉄分いろ

いろ含んで総合的栄養食品ですからですね、やはりそういうことをですね、もう少

し真剣に考えてもらってですね、やっぱりこれじゃ足らんじゃないかな。その栄養

士さんがやっぱりカロリーでカルシウムがどれだけあればいいというその計算はさ

れていると思いますけれども、牛乳を主眼として足らない分をほかから補給するな

り、そのようなそのメニューの組み替えも必要と思います。そのようなことを考え

ながらですね、少しでもできるように、消費ができる、そして農家の経営、農畜産

物を生産していらっしゃる農家の方々のですね、少しでも足しになるように、その

地産地消を掲げて、市としても掲げておりますので、やっぱりそういうことを行政

から直々にですね、やっぱり行政が先頭に立って指導していくような体制でやって

いただきたい。このようなことを考えるわけでございますが、やはりどんどんです

ね、消費してもらってもらいたいと思いますけれども、経済部あたりがですね、主

となって、やっぱり経済部自体がその市の取りまとめ役、地産池消の取りまとめ役

的な感じでですね、やっぱり部長をはじめそういう、それぐらいの知恵は出してで

すね、やっぱり一生懸命、ただ机に座っとらんでもいかにすればどうなるんだとい

う、そのことをですね、考えてもらいたいと思いますよ。一般質問の原稿は係長に
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書かせて、俺は読むばかりというようなことではなくてですね、失礼でございます

けれども、そういうことでですね、やっぱりどうしたらみんなのためになるのかな

と。そのためにあなたたちは座っていらっしゃるんですから。その点をして、再度

どのような考えか、お尋ねします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 先ほどお答えしましたように、牛乳は栄養的に優れた食品

ですので、妊産婦の栄養強化や健康づくりの視点で検討していきたいというふうに

考えております。 

 それから、議員おっしゃいますとおり、牛乳の消費拡大のためには各課で連携し

て対応してほしいというご要望でございますので、現在経済部の方と前向きに協議

を検討しているところでございます。先日の東英俊議員への経済部長の答弁の中で

も、各種イベント実施時の来訪者に、あるいは幼稚園とか保育園児に無償で配付し

たり、消費拡大の取り組みがあっておりますので、牛乳の消費拡大につきましては

経済部の方で推進していくということになるかと思いますので、よろしくご理解の

ほどをお願いいたします。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 議員の牛乳の消費についてのことで、小学校も中学校も２０

０ｍｌだということでございますけれども、確かに冬場はそういうことですが、中

学校においては夏場はですね、２５０ｍｌを使用していると思います。いずれにし

ましてもカルシウムの摂取というのは、これは非常に大事でございますので、栄養

士を中心に総合的な食品の中から摂取するように指導しているところです。いずれ

にしましても地産地消についてというのは、子どもたちには食育の授業でもしてお

りますし、そのほか常日ごろ栄養士を中心に努力をしているところでございます。

今後とも教育委員会としましては、各学校、あるいはセンターと協議いたしまして、

一層の地産地消を推進するよう働きかけてまいりたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 経済部といたしましては、この消費拡大につきましてはで

すね、ご指摘のように大変重要な課題であろうと思っております。ただ、ご存じの

ように菊池には多くのいろんな畜産から農産物がございますので、それらの整合性
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を図る必要もございます。そういった中で、今後のそのブランド化に向けた中でで

すね、じゃ何を併せて消費拡大も進めていくかというような議論にもなってこよう

かなと思いますので、その辺も含めまして今後の検討課題とさせていただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（北田 彰君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１２番（坂本昭信君） 検討課題、検討課題、その言葉はですね、もう聞き飽きまし

た。早速やって下さい。 

 それでは、再々質問に移ります。合併から５年、市長の所信政策表明で農業は本

市の基幹産業と表明されてから５年、その間、議会のたびに議員の質問に農業に関

する質問、活性化に対する質問が合計何名の議員さんが行われましたでしょうか。

これが先月の１１月８日の「地域とともに こんにちは熊日です」のパネル討議で、

菊池市の豊かな農産物のブランド化を推進し、農業生産額をアップし、若者が就農

したくなる農業に発展させるため、市場調査、ＰＲへ菊池ブランド推進室を設置す

ると表明されました。私は、我が耳を疑いました。ようやくの感じも受けましたが、

でもまだまだ菊池市の農民は元気です。弱らないうちに早くカンフル注射を打たな

いと、あまり弱ってからでは回復の時間がかかります。そこで質問ですが、この市

長が表明されました調査機関ですけれども、どれくらいの職員で、予算額の予定は

どれくらいか。大体で結構でございますので、市長のお考えをお示し下さい。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 「こんにちは熊日ｉｎ菊池」におきまして、ブランド推進室を

設けたいということを申し上げたことに対しますご質問でございますが、「地産地

消はおいしゅうございます」というテーマでのお話を引き合いに出しておっしゃっ

ておりましたが、それはもう確かに地産地消というのはおいしいものばっかりであ

りますとともに、行政を預かるものといたしましては地産地消は難しゅうございま

すと、こういうことを申し上げたいというぐらいに非常に大変厳しい環境下の中に

あると思っております。今、牛乳を中心とした菊池の農産物についての消費の拡大

について述べられたところでありますが、生乳については、この都市自治体におき

まして日本１０番ですか、ベストテンとなっておりますし、生肉についてはナンバ

ーワンとなっております。こういったものを考えますときに、牛乳というのがつい

先日、樋口議員さんもご同席いただきまして消防の幹部の皆さん方によりますこの

１年間の事業に対する一つの反省会というものがございました。その冒頭に牛乳に

おける、牛乳による乾杯がされたわけでありまして、大変ありがたかったわけであ
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ります。数年前も非常に牛乳の危機ということで廃棄処分にされる中で、何とかこ

の牛乳を飲もうじゃないかということで、いろんな諸宴会においては乾杯のときに

牛乳をということでやっておりました。私考えますのに、それが長続きしないとい

うこと、なぜなんだろうとこう思うところでありますが、それは嗜好として牛乳が

好きな人もあれば、やっぱりあまり好きじゃないという人もおられるだろうと思い

ますが、いろんなこの業務的なものの中で、乾杯の中で、今、リキュール酒あたり

を使っておりますが、適当な器あたりがあって、このミルクによる乾杯というよう

な、器が適当なものが、格好がいいやつがあれば何とかできるんじゃないか。あん

まり大きなコップでもいけないし、小さなものでもいけない。それからもう一つは、

この先日のそういった乾杯におけます乾杯の後に、このパックの方でございました

のでパックの方を見ておりますときに、補修員の方々の話の中で、これはどこかと、

いわゆる熊酪といったことでありまして、地産地消というのはどこなのかという、

菊池の酪農牛から、酪農家から出された原料であるといったイメージが非常に薄い

というようなことを述べられておりまして、なるほどなと思います。菊池の地産地

消としてメロンがあったり、米があったりというのは、身近な存在として誰しもが

感じるんですけれども、牛肉になったらも本当にこれは菊池のものだろうかとか、

あるいは牛乳はどうなんだろうかといった疑問をそのときに言われてたものに対し

まして、これはやっぱりブランド推進室をつくるということを申し上げましたけれ

ども、これをもっと掘り下げていかなければならないなというふうな感じを強く持

ったところであります。これは、平成２２年度のこの予算ということになりまして、

今から予算査定に入ってまいりますので、どのくらいの、いわば担当する経済部の

方でどういった規模のものを考えてくれるかということでその提案を待っておる状

況でありまして、必要に応じまして、それを、規模を縮小したり、あるいはまた高

めたりとすることで予算査定に入りたいと思います。それに伴って、人的なものは

併合しながら考えていかなければならないと思いますが、いずれにいたしましても

実効性のあるようなこのブランド推進室になっていかなければならないと、このよ

うに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１２番（坂本昭信君） やはり地産地消もですね、やっぱりトップセールスと申しま

すが、市長のリーダーシップで順調に行きますように、市長からも気合を職員の

方々に入れてもらうようにお願いいたしておきます。 

 それでは、下水道について一般質問いたします。９月の議会定例会で、公共下水

道と合併浄化槽の料金の差はどのようになっているかということにつきまして質問
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いたしましたが、９月の定例会では納得できませんでしたので、改めて質問いたし

ます。合併からですね、今まで４年過ぎました、５年でございますけれども、その

間、１７年度から２０年度までにですね、９月も申しましたけれども、合計３０億

６,０００万円の一般財源が繰り入れているわけでございます。このようなことで

ですね、非常に下水道と合併浄化槽の料金の開きが目立つわけでございますけれど

も、その点、９月一般質問いたしました。そのようなことで、このたびは余り長く

はかからないと思いますので、合併浄化槽の場合の床面積が１３０㎡以上となると

浄化槽が７人槽、１０人槽となるわけでございますので、その維持管理費を含めま

すとかなりのお金の開きがあるわけでございます。それで、９月も申しましたけれ

ども、田舎の家はですね、やっぱり１３０㎡以上の家が非常に多いわけですね。と

なると、やはりその中には、今、高齢化でですね、都会に出た若者が減って、老人

一人暮らし、その中でもその下水道の料金は当たり前に払っていかなければならな

い。その利用するのは１人方しか利用しよらんというようなことでございます。こ

のようなことを受けましてですね、どのようにその対策を取られたか、お聞きした

いと思いますけれども、はやり１人ならば１人方払えばいいんじゃないかという考

えもあるわけでございます。泗水・七城はですね、基本料金が１,５００円で使用

料がですね、１人に５００円ということになっています。これぐらいの金額ならば

ですね、何とか一人暮らしでも無理してでも払えるんじゃないかなと思うわけでご

ざいます。７人槽になるとですね、やっぱり５,８００円ぐらいの月には維持費が

かかるわけでございますので、その点をですね、何とかこれだけ公共下水道には一

般財源を繰り入れているんですから、やっぱりその、昨日市長も答弁の中で財政は

公正公平が基本とおっしゃいました。そのようなことを受けますと、やはりその公

正公平にやっぱり均してですね、やっぱり、そしてみんなが合併浄化槽も付けよう

じゃないか、合併浄化槽に取り替えようじゃないかという意見が出るようにですね、

やっぱり考えていきたいと思いますので、執行部の考えをお尋ねいたします。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） おはようございます。お答えを申し上げたいと思います。 

 下水道及び合併浄化槽の使用料金につきましては、先の第３回の９月定例会でご

質問にお答えしたとおりでございます。公共下水道につきましては、水道の使用料

に基づいて算定する水量制、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水につきまし

ては、世帯の人数により算定する人頭制、合併浄化槽につきましては、設置した浄

化槽の人槽によって算定する人槽制となっております。合併浄化槽を設置する場合

は、浄化槽法また建築基準法に基づき住宅の延べ面積により設置する浄化槽の大き
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さを決定するため、実際の居住人数よりも大きい人数の浄化槽を設置しなければな

らない場合があります。現在、合併浄化槽の使用料は、浄化槽の大きさにより算定

するため、１人または２人世帯の場合は、議員ご指摘のとおり１人当たりの費用負

担に格差が生ずることになります。このような住民間の格差を是正するために、一

般会計から繰入金等を考慮し、算定方法の統一など料金体系の見直しを進めていく

必要があると考えております。また、合併浄化槽につきましては、現在議員ご指摘

のように住宅の延べ面積が１３０㎡を境に５人槽か７人槽かに分かれます。これに

つきましては、県に対し延べ面積の基準を緩和するよう強く要望し、大きい住宅で

も５人槽が設置でき、少数世帯での費用負担の軽減を図れるように努めてまいりた

いと考えております。 

 以上、お答えを申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１２番（坂本昭信君） 県に要望すると、またそこに２、３年はかかるんじゃないか

なと思うわけでございますけれども、やはりですね、公共下水道にこれだけの一般

財源を投入しているんですから、個人と言えば個人になりますけれども、このよう

に困っていらっしゃる方、そういう方々にはですね、やはりその少しでもですね、

その補助なり何なりしてもらってですね、やはり住民がみんな押し均したようには

いかないかもしれませんけれども、あまり不公平のないように、苦情が出ないよう

にですね、しっかり考えてもらいたいと思います。この中にもですね、やはりその

職員の皆さんの中にも、やはりこのように合併浄化槽で暮らしていらっしゃる職員

の方もかなりいらっしゃると思いますよ。私が言っているのは、旭志ばかりではあ

りません。その菊池市のですね、中山間地あたりの方はですね、もう大体そのよう

なことだと思います。このようなことで、やはり市の職員たるもの、住民の幸せ、

健康、それを願ってですね、やっぱり精いっぱい仕事をしていらっしゃると思いま

すけれども、このようにちょっとですね、間違った点もございます。このようなこ

とでですね、やはりその県にするのではなく一番手っ取り早いのが、やはりその財

政は厳しいかもしれませんけれども、菊池市自体でですね、その不安、その結論が

出るまでに、その間でも結構でございます。１日でも早くですね、料金の値下げと

申しますか、補助をやるなり何なりしてですね、困っている方、年寄りの年金暮ら

しの方々はですね、もうそらいくらまだもらっていらっしゃる方も、たくさんもら

っていらっしゃる方もいらっしゃいましたけれども、やはり住民本位でですね、行

政は進んでいくのが行政の務めであり、行政が、ああ、よく見てくれたな、今のよ

うにですね、このばらばらのような格好ではですね、行政は何ならん、やっぱりみ
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んなが行政を敬遠するといいますか、行政離れが進んでいくような感じもするわけ

でございます。このようなことでですね、早急にこの下水道の問題、いろいろあり

ますけれども、特に下水道あたりはですね、環境面にも関係しますし、少しでも早

くみんなが合併浄化槽をするんだというような気持ちになれるようにですね、指導

してもらいたいと思います。 

 それで、再度お尋ねいたしますけれども、そのような考えは本当にないのか、あ

るのか、はっきりとご返答をお願いしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） 再質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 先ほども言いましたように、浄化槽の設置の面積が１３０㎡の緩和につきまして

は、他の県では緩和した事例がありますので、これにつきましては強く要望して考

えていきたいと考えております。 

 また、公共下水道及び合併浄化槽の使用料金につきましては、水量制と人頭制と

人槽制で、合併前の旧市町村の料金体系をそのまま継続しておりますので、算定方

法を見直す場合につきましては、現在の料金収入がどうなるか、また下水道事業全

体に対する一般会計からの繰入金を考慮しなければなりません。このことから、算

定方法を見直すと同時に料金自体を見直す必要があります。今しばらくお時間をい

ただければと考えております。努力してまいりたいと考えております。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１２番（坂本昭信君） それではですね、再々質問ではありませんけれども、役所は

なかなか仕事をするのに時間がかかるんですね、前に進むのが。早急にですね、や

はりもうその住民から言われたら、はい、はい、わかりました、できません、でき

ません、できます、できると言ったら１日でも早くですね、進めてもらうようにお

願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（北田 彰君） ここで、昼食等のため暫時休憩します。午後の会議は、午後１

時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４２分 

開議 午後 零時５９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 



 －266－

 ここで、教育長より発言の申し出があっておりますので、これを許します。 

 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 先ほど坂本議員に対します牛乳に関する答弁の中で、中学校

においては季節限定ですけれども２５０ｍｌを飲用しているということを申し上げ

ましたけれども、これは昨年度まででして、今年度は飲み残しが多いということが

理由で２００ｍｌをしているということです。訂正させていただきたいと思いま

す。申し訳ございませんでした。 

○議長（北田 彰君） 次に、奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 現在、菊池市では私立の保育園が１６園、公立の保育園が５園ありますが、現在

その５園について民営化への改革が進められております。私は、菊池市が開催しま

したこの民営化への説明会に２回出席をしまして、正直この話を聞き、このような

ことで乳児・幼児の養護と教育に関わる重要な保育所の運営がすべて民営化に任せ

てしまってよいものか、行政の責任はどうなるかなど、大変疑問が生じましたので、

保育所運営等について質問をいたします。 

 まず、市当局が出しました保育所の民営化に対する経過報告についてであります

が、現在菊池市では、このことについて平成１８年度から民営化についての検討が

あっております。その経過を見てみますと、１８年、１９年の２年間で担当課で検

討会が６回、保育園長さんとの検討会が６回開催されておりまして、この検討結果

を行政改革推進本部に報告してあります。平成２０年度には、この報告書を踏まえ

まして、市民部次長を中心に個別検討会議が３回開催されまして、この検討結果を

平成２０年４月に作成されました民間委託等推進ガイドラインに基づき検証され、

公立保育園の民営化には妥当性があるとの報告を行政改革推進本部に報告されてお

ります。この報告を受け、平成２１年２月２９日、今年の２月ですけれども、行政

改革推進本部で公立保育園の民営化の妥当性を承認されております。ここに市当局

が公立保育園を民営化するという市全体の結論が一応現在出ておるわけでございま

す。この検討結果を踏まえ、市民・保護者に対して公立保育園の民営化に関する説

明会が７月ごろから開催されたところでございます。この説明会で、公立保育園の

民営化の妥当性について、根拠についていろいろ説明されましたけれども、要約し

ますと次の４点に絞ることができると思います。 

 まず１点目、少子化の影響により、保育サービス市場の競合を招くことにより、

ひいては私立保育所の経営を圧迫することになるからという考えが１つ。２点目は、



 －267－

保育士の経営の面から公立の保育所は国が定めた運営費の基準を上回る経費を使っ

ているが、私立の保育園は基準内で運営しているからというコスト面から、また保

育所の建て替えには公立の保育所には補助金が出ないが、私立の保育所には出るか

らという、またこれもコストの面からの考え。第３点目は、市職員の定員適正化が

図られるからが３点目。４点目は、公立保育所も私立保育所も同じ基準に基づいて

保育指針に基づき運営されているため、民営化しても保育の質は変わらないという

考え。以上が民営化移行の主な根拠でありますが、私はこんな根拠で今まで行政の

柱として乳幼児の保護や教育に貢献してきたすべての公立の保育園を民営化すると

いう大改革を実施する根拠といたしまして、今の大改革を実施いたしまして、今の

ような根拠で大改革を実施して、果たして問題が生じないのか、大変心配しており

ます。 

 そこで質問でございますけれども、このような妥当性により、今残っている公立

保育園をみな民営化してしまってよいものか、もう一度、市当局は認定された妥当

性について検証してみる必要があると思いますが、市当局の見解を伺います。 

 次は、議席からいたします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 奈田議員の１回目のご質問にお答えいたします。 

 行政改革の目的は、厳しい将来が予想される財政状況と少子高齢化という社会背

景を見据え、限られた財源や職員を有効活用して無理や無駄を省き、簡素で効率的

な自治体をつくることで、さらなる市民サービスの向上を図ることを考えておりま

す。平成１８年度にお示ししました行政改革大綱及び集中改革プランでは、このよ

うな基本的な考えの下で行政サービスのより一層の効率化を方針に、行政事務全般

を抜本的に見直すために３８項目による実施計画を掲げて改革を進めてまいりまし

た。その中で、公立保育園、公立幼稚園、養護老人ホーム、学校給食業務、第三セ

クター、特別養護老人ホームなど、主要６項目として捉え、重点的に民営化や民間

委託、組織の見直しを検討し、ご指摘の公立保育園、養護老人ホームについては、

民営化が妥当との判断で現在外部の検討委員会にその判断の妥当性について協議を

お願いしております。今回、行政の判断基準の１つとしましての民間委託等推進ガ

イドラインは、行政改革大綱の基本方針に基づき策定したもので、市の事務事業に

民間事業者も実施しているものや十分なノウハウを持っているがあることから、な

ぜ直営なのか、民間に委ねられる部分はないかの行政の補完性の原則に基づいた基

準で、現状調査と民間比較、そしてその事業の持つ課題・問題を検証することで、

民営化や民間委託の妥当性を判断してきたところであります。特に公共サービスと
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して行う事業のないものや、その実施を民間が行うことができるものについては、

市民サービスの低下にならない範囲で廃止、民営化、民間譲渡、民間委託などを積

極的に行う必要があると考えております。ご指摘の保育園民営化の妥当性の根拠と

しての少子化による民間保育園の経営圧迫や公立保育園運営費の高騰、保育園の建

て替えは、民間が有利、市職員の定員削減は健全な行財政運営を行う上で重要な検

討課題であり、ただ単に民間の経営圧迫や運営費立替のコスト比較ではなく、この

事業が本当に行政でなければできないものなのか、また市民の皆様の貴重な税金を

使うにあたって、果たして効率的なのか、行政のあるべき姿としての補完性の原則

に基づき検証をしたときに、民営化の考えは現状や道理に無理なく当てはまるとい

うことを保護者の皆様に説明し、現在有識者や関係者からなる検討委員会で議論を

しているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） ２番目の集中改革プランについて質問いたします。菊池市に

は平成１８年３月に策定されました集中改革プランがあります。この集中改革プラ

ンは、平成１７年３月に総務庁が行政改革を推進するために策定した指針に基づい

て作成されたものであります。私も行政改革なくして、明日の明るい自治体はない

と信じておりますし、この集中改革プランは大いに期待しているところでございま

す。この集中改革プランの目的は、行政改革を通じて財政の健全化と強化を図るこ

と。第２点目に、行政の中身を検証し、事業の縮小・廃止、あるいは市民サービス

の充実強化を図ることを目的としております。また改革プランで重要なことは、行

政評価制度を導入し、明確な事業評価や適切な価値判断、さらには透明性を持った

改革を進めると明記をされております。私も市政の下の大きな命題であります行政

改革を実施するためには、行政評価制度の導入は必要不可欠と考えております。 

 そこで、まず菊池市の行政評価制度の実態について質問いたします。菊池市には

行政評価制度をするまでの約束ごとは、集中改革プランの中と菊池市行政改革の中

のこの２つに明記してあります。私の知る限りでは、行政評価は平成１８年度に行

政評価報告書が出されているだけでありまして、その報告はあっておりません。そ

こで、今回出されました公立保育園の民営化についての妥当性については、私は市

当局が今、いろいろ申されましたけれども、市当局との考えと違いまして、妥当性

についてはですね、契約そのものも、これが私の市が出されました妥当性に対する

評価でございます。何で私に言わせれば、このような軽薄な妥当性が出ましたが、

この原因はひとえに行政評価制度を省略された結果である、そのように考えており
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ます。そこで、市当局にお尋ねいたしますが、行政評価に基づかずに出されました

今回の公立保育園の民営化の妥当性について、どんな見解を持っておられるのか。

簡単に、現在出されたのは本当に行政評価した結果で出されたのか、明快にお答え

をいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 集中改革プランにつきましては、今、議員おおせのとお

りでございます。ご質問の１９年度以降の行政評価の見返りの報告につきましては、

報告は行っておりません。理由といたしましては、本市の行政評価は、第一弾とし

て補助金や負担金、委員会、協議会、イベントと、第二弾といたしまして委託料が

２カ年間で行われ、平成２０年度は行政評価本来の施策や事業評価へと進化し、具

体的には総合計画の前期基本計画で設定いたしました７１の施策の内容ごとに、そ

の指標となる数値目標を進捗状況の調査を行うとともに、７１の施策の内容を構成

します主要事業３１５本、２０６億円の評価を行い、うち２１事業に対して次年度

以降、縮小、拡大、改善を行うよう提案したところでありますが、評価内容や外部

評価導入などの課題があり、まだまだ発展途上の段階で、今後試行を重ねながら菊

池市独自の評価として市民の皆様の信頼に耐えうるシステムにしていく必要がある

ということでございます。 

 次に、行政評価に基づかずこのような妥当性を出されたことに対してどのような

見解を持っているかとのことでございますけれども、ただいまお答えしましたよう

に、公立保育園、幼稚園、養護老人ホーム、学校給食業務の民営化や、民間委託に

つきましては、議員ご指摘の行政評価とは別に主要案件に対する評価、検証手段と

して行政改革大綱に基づき作成いたしました民間委託等推進ガイドラインにより実

施いたしております。検証の根拠は、民間委託等の推進を実施項目とした行政改革

大綱と可能な限り民間活動の導入による歳出経費の削減を基本戦略とした集中改革

プランに基づく実施計画で、保育事業の必要性を前提に、なぜ直営なのか、民間に

委ねられる部分はないかの行政の補完性の原則に基づいた基準で現状調査と民間比

較、そしてその事業の持つ課題・問題を検証してきたところでございます。具体的

に申し上げますと、その公共サービスの必要性、有効性はあるか、必ずしも行政で

なければ実施することができないか、そういうサービスであるか、行政がそのサー

ビスを実施することで民間と競合してはいないか、民間へそのサービスを移譲した

方が効率的ではないか、このような視点でまとめております。また、このガイドラ

イン以外にも現状の問題点、または課題点、本市の財政状況、定員管理面、利害関

係者の皆様へ及ぼす影響など、実に様々な視点から検証を行い、市長を本部長とす
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る行政改革推進本部におきまして、公立保育園の民営化の考えは妥当性があると判

断したところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） 再質問をいたしますが、私が今質問をいたしましたのは、集

中改革プランにおいても行政評価制度を導入し、その評価結果に基づいて改革を行

う。菊池市がつくりました行政改革大綱におきましても、行政評価制度を行い、そ

の結果でもって改革を行う。しかしながら、この行政改革制度を出さずに、今、市

は菊池市の公立保育園の民営化というのを出されているわけですよ。そのような行

政評価に基づかずに出されたことに対して、どのようなお考えですかということで

私は質問いたしましたけれども、私は答弁になってないと思います。 

 次に移りますけれども、今、いろいろ申されましたけれども、結果としては行政

評価がされていないわけです。ならば、何に基づいて現在の行政改革が進められて

いるかということでありますが、それは平成２０年４月に作成されました、今、申

されました民間委託等推進ガイドラインに基づき行われているのが実態であります。

そこで、行政評価をせずに直接このガイドラインに基づいて推進された場合の問題

点がありますが、その問題点について申し上げてみたいと思います。もともとこの

ガイドラインは、民間委託をする場合の判断基準として作成されておりますけれど

も、この作成そのものが、もう民間委託をすることを目的として作成をされており

ます。したがいまして、大事なことは、この判断基準があるために行政と民間との

比較を行い、経費の削減ができ、サービスの低下につながらないものは民間委託を

推進するというような結果になってしまう問題があります。私は、このようにガイ

ドラインを評価をいたしております。したがいまして、今回の公立保育所の民営化

についての考え方にいたしましても、民営化した方が金がかからず、保育も質も変

わらないというふうなガイドラインの基準に従った結果でありまして、私に言わせ

れば誠に悲しい限りでございます。私は、正しい行政改革を実現するためには、行

政評価制度の評価が前提とならなければならないと考えておりますが、今後行政改

革を進める上において行政評価制度はどうあるべきかをお考えになっているのか、

市当局の見解を伺います。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 行政評価をせずにガイドラインだけで行政改革を進める

ことが問題との指摘でございますけれども、先ほど答弁しましたように、議員ご指
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摘の行政評価とは別に主要案件に対する評価、検証を主眼として行政改革大綱に基

づき策定いたしました民間委託等推進ガイドラインにより評価検証をしたものでご

ざいます。ガイドラインでは、検証の前提として、その事業の必要性を評価し、必

要な事業を前提に、その実施手法、手段を検証したものでございます。また、本市

が目指しております行政評価とは、これも先ほどお答えしましたように、本市総合

計画の将来像の実現のために、各分野施策ごとの主要事業の貢献度を指標に用いた

評価で、主要事業の見直しにより次年度以降の縮小、拡大、改善につなげた施策レ

ベルでの進捗管理を目指すものであります。したがいまして、行政評価は現在の行

政改革大綱基本戦略の行政事務の重点化と透明性の向上の実現のために事務事業の

再編・整理・廃止・統合の手段でありまして、一方、ガイドラインは行政改革大綱

基本戦略の行政経営手法の改善を実現するため民間委託等の推進の判断基準として

位置づけられ、それぞれ行政改革を進める上で大変重要な手段基準と考えておりま

す。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） 時間もありませんけれども、急ぎますけれども、次に行政の

義務とサービスについて質問をいたしたいと思いますけれども、省略いたしまして、

まず教育の法的な位置づけでありますけれども、教育の位置づけは日本国の憲法第

２６条において、すべての国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等

しく教育を受ける権利がある。また教育基本法では、民主主義で文化的な国家を建

設して、世界の平和と人類の福祉に貢献する決意し、この理想の実現を図るにおい

て教育の根本において、教育の力にまつべきものであり、教育の徹底をする、この

ようなことで法律を制定されております。また憲法においては、義務教育はこれを

無償とする、そのようになっております。私は単純でありますけれども、以上のよ

うな法の精神を根拠といたしまして、子どもの教育については、基本的には国及び

自治体自らが責任を負う義務が果たされているものと理解をしております。したが

って、教育は行政サービスの根幹であり、国の自治体が自ら予算を計上し、その責

務を果たす義務が私たち市民に与えられているものと信じております。これが私の

教育に対する行政評価でありますが、次に対比いたしまして、特別養護老人ホーム

をする社会福祉の法的な位置づけでございますけれども、日本憲法第２５条におき

まして、国は社会福祉の向上及び増進に努めなければならないとしております。ま

た、社会福祉の柱であります老人福祉法は、総則で、老人に対し健康や生活の安定

のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とすると規定して
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おります。そこで単純ではありますけれども、以上のような法の精神を加味いたし

まして、私は老人福祉に対する行政の責務は教育のような義務でなく社会福祉の向

上に努めること、すなわち努めることに行政の責務があると考えております。これ

が私が行政、福祉に対する行政評価でありますけれども、そこで独断ではあります

が、この２つの事例から一口に行政サービスと言いましても、それぞれに質の違い

や重みがあることが考えられます。このような教えから、行政サービスの満足度や

よりよい政策を決定するためには、このような質の違いや重みというものを十分に

考慮することが重要であると考えております。 

 そこで質問ですけれども、行政サービスにおきまして、質の違いや重み等がある

という認識を市当局はお持ちであるのか。持っておられるならば、今後の行政改革

にどのようにそのような市の思いや違いを反映されていくと考えておりますか。市

当局の見解をお尋ねいたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） まず、国民としての日本国で生きていくためには、憲法

は崇高な理念で、遵守する最大の規範であり、よりどころでもあると考えておりま

す。しかし、具体的な行政施策の推進は、憲法の理念に基づく個別法によるもので、

権利の行使と義務の遂行は個別法の裁量で判断されるものと考えております。また

行政評価は、先般答弁いたしましたように、行政事務や事業が目的に沿っているか

を指標や達成度を成果により検証し、改善改革を行うもので、憲法や個別の法律の

検証するものではないと考えております。 

 次に、行政サービスにおいても、もし質の違いや重み等があるとするならどのよ

うに評価され、今後の行政改革にどのように活かされるかということでございます

が、行政サービスの基本は市民の皆様による事情や地域の協働で対応できない分野

を公助として、公の助けとして行政により行う、いわゆる補完性の原則に基づくも

のと考えております。また、この原則は、地方自治に限らず、民間あるいは個人で

できることは行政でなく民間、あるいは個人で行うべきであるという考え方を意味

しているものであります。教育は、将来を担う人材や人としての規律規範を養成し、

福祉は今日の社会を築いた人たちの生活の向上や少子高齢化社会への対応策として

大変重要であると認識いたしております。したがいまして、行政サービスにおいて

の質の重みや政策としての差違はありますものの、概ね平等でなければならないと

考えておりまして、本市の行政改革は基本的にはすべての事業に平等な基準を当て

はめて進めるものと考えているところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。 
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○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） 私は、そのすべてが画一的に行政全体を判断していいのかと。

平等に判断していいのかと。その平等は何か。質の重みおいて、それぞれのサービ

スの向上も図らなければならないし、質の違いにおいて政策決定も行うべきである。

それが本当の平等であります。しかしながら、今、市当局が説明するのは、画一的

な平等でありまして、そのようなことには納得できません。 

 次に、公立保育園を民営化するにあたって問題点について質問いたします。私は

今まで教育の重要性や行政評価の必要性を、いいですか、必死になって訴えてきま

したが、それもこれもひとえに現在のある５つの公立保育園を民営化することが保

育行政の弱体はもちろんでありますけれども、ひいては自治体の本来の義務であり

ます教育行政の衰退につながりはしないかという恐れから一般質問をしているとこ

ろでございます。保育所の運営は、乳幼児の養護と教育を備えた非常に教育的な面

が強い行政サービスの柱であります。もう一度多くの視点・角度から行政評価制度

を実施し、行政評価制度に基づくところの評価を行い、よって保育所運営のサービ

ス強化に努める考えであります。何回も言いますように、菊池市には行政評価制度

を導入し、この評価に基づいて民営化をするというふうに明記してありますので、

その辺を含めまして市当局の見解をお願いします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） お答えいたします。 

 保育とは、議員お説のとおり、乳幼児を対象とした養護と教育を言います。保育

所保育指針で、教育とは子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開され

るための発達の援助でありとあります。そして、これまで何度も答弁しております

ように、児童福祉法第２条や同法第２４条において、保育に対する行政の責任が明

記されております。したがいまして、公立保育園の民営化が議員が懸念されるよう

な保育行政の弱体化や教育行政の衰退につながることなどございません。ぜひご理

解をお願いしたいと思います。 

 また、もう一度保育園の行政評価を行い進めるべきだとの質問でございますけれ

ども、第１回目の答弁のとおり、市の行政改革は平成１８年度にお示しをしました

行政改革大綱及び集中改革プランにより、行政サービスのより一層の効率化のため

に、行政事務全般を抜本的に見直すことを実施計画に掲げ進めております。ご指摘

の保育園民営化の妥当性の根拠としての少子化による民間保育園の経営圧迫や公立

保育園の運営費の高騰、保育園の建て替え、民間が有利、市職員の定員削減は健全
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な行財政運営を行う上で重要な検討課題であります。保育サービスの充実を図るた

めの対応策として、ガイドラインなどにより行政内部の協議を尽くされたものであ

り、民営化の必要性は極めて高いと考えております。今後は、検討委員会からの答

申や市民の皆さんの意見を参考に最終的な判断をしたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） 部長にもあといっちょですね、尋ねたいことがありますけれ

ども、それは時間がありませんので止めときますけれども、私が今まで申しました

のは、皆さん方が書いてあるとじゃないですか。行政評価、それで評価し、それで

すると。そのときの、その結果に基づいて行政委託のガイドラインをつくるべき、

それが私たちの立場から考える行政改革に対するその何というかな、皆さん方もう

んと思っておりますので、そがん自分たちの考えばっかりで物事を進めんで下さい。 

 続きまして、老人福祉センターの建設の現状と問題点について質問をいたします。

現在、菊池市で計画されています老人福祉センターの建設計画は、平成１３年度に

老人クラブから改築の要望が出されたのがスタートであります。現在、用地はもう

既に確保されております。しかしながら、この老人福祉センター建設について、１

０月の議会の定例会において担当課から説明がありましたが、多くの問題を抱えて

おることに対し、大変驚いているところでございます。 

 そこで、第１点の質問でございますけれども、まず最初は皆様もご承知のように、

老人福祉センターの建設には補助金は出ないことになっておりますことはご承知の

とおりであります。しかしながら、市当局は何としても補助金をもらうために、ま

ちづくり交付金事業では補助の対象にならない老人福祉センターをまちづくり交付

金事業の基幹事業であります地域交流センターの建設に伴ってできるところの提案

事業として、老人福祉センターの建設が現在進められております。そこで、私も苦

労しましたけれども、提案事業とはどういうものか。なかなか難しい面がございま

したけれども、私が勉強しました限りの中で申し上げ、ご理解をいただきたいと思

います。地域交流センターの提案事業とは、今回の場合、簡単に言いますと地域交

流センターの建設の中に老人福祉センター関係の施設を備えている施設を建設する

ということであります。したがいまして、提案型の地域交流センターとしての建設

の目的は、１つには地域住民の総合交流を目的とし、地域活性化の拠点として文化

交流等の都市活動、コミュニティ活動を支える中核的な施設という側面、２つ目は、

老人の方々に対し健康の増進供用の向上及びレクリエーションのための便宜を総合

的に教訓することをする目的を持っております。この２つの側面といいますか、目



 －275－

的を持っているのが、提案事業として建設される地域交流センターの姿であります。

しかし、今回の建設計画がこの２つの側面機能を果たしてできるのか、大変心配を

しております。その理由は、まず第１点には、今回建設される地域交流センターの

計画ができる建物が平成１７年に旧菊池市で計画されました老人福祉センターの建

築計画がそのままそっくり採用されていることであります。したがって、今回建設

される地域交流センターの計画の中に、ここは地域交流センターの部分であります、

ここが老人福祉センターの部分であります、そのような区別することができない施

設となっております。したがって、老人も一般の市民も一緒に利用せざるを得ない

ことになってしまって、果たして目的が果たせるのか。第２の理由は、この旧菊池

市の老人福祉センターの建設計画では、利用者は２万人ですけれども、今後の増加

を加味して２万５,０００人を対象とした建設がなされております。それが今回の

地域交流センターの利用者も含む施設となりますと、全く新しい計画書をつくる必

要がございますけれども、私が聞く範囲内ではそのような新しい計画はできており

ません。したがいまして、また問題なのは、私が心配しますのは、このようなこと

でまちづくり交付金事業の目的であります地域センターとしての２つの側面が持っ

ていくのが、果たして機能が果たせるのか心配をしております。 

 そこで質問ですが、今回計画されている提案事業としての地域交流センターの事

業費は、土地の取得を含めますと５億円、補助金が２割菊池市に入ってくることに

なります。私に言わせれば、誠につじつまの合わない計画であります。このような

ことで、本来の事業の目的が果たせるのか、後々補助金の問題点は、返還などの問

題点が発生しないのか、市当局の見解を伺います。 

 まず第１点の質問です。この件については、再質問をする考えを持っております。

第２点目は、八媛荘跡の温泉源の有効利用について質問いたします。現在、市民広

場には再整備計画は進められておりますけれども、市が買収したこの八媛荘跡の温

泉源は、市民広場にとって大変必要不可欠な資源であると考えております。この泉

源につきましては、市民広場の再整備計画からすることも必要と思いますけれども、

市当局はこの温泉源の活用について、市民広場再整備計画をどのように位置づける

か、そのような審議をなされたことがありますか。また今後、市民広場再整備計画

について関係者と審議される計画はあるのか、伺います。 

 第３点目は、大変恐ろしいレジオネラ菌の安全対策について質問いたします。今

回の老人福祉センターの温泉源は、１.５㎞にもおよぶ配管が必要となっておりま

す。しかも、この間には４カ所の足湯が計画されており、レジオネラ菌の発生が当

然予測されます。市当局は、このレジオネラ菌が発生しても施設の中に建設する温

泉タンクに溜められている温泉源を滅菌装置により完全に滅菌するから大丈夫です
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よとの考えでありますが、万が一滅菌装置の機械の故障等も考えられます。本当に、

今、市当局が考えております安全対策で大丈夫なのか、質問をいたします。 

 第４点目ですが、老人福祉センターの温泉施設の利用形態について質問をいたし

ます。全国でもいい湯で知られている有名な温泉のまち菊池市において、老人福祉

センターにおいて、昼間は足湯の温泉に使うから足湯に使わない夜のうちに溜めて、

その温泉を沸かして使う、そのような、今回の老人福祉センターのお湯の使い方は

そのようになっておりますけれども、私は思っております。こんなばかばかしい話

はほかにはどこにも聞いていない。もしこんなばかな話が実際に造られているとこ

ろがありますならば教えていただきたいと思います。市当局の見解を教えて下さい。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） まず１点目の補助金返還等の問題につきまして、この事業

は隈府地区のまちづくり交付金事業として認定を受け、取り組んできたところであ

ります。その対象事業の１つであります老人福祉センターも、当然交付金の対象と

して認められており、正当な手続きの下に事業を進めているところであります。用

地につきましても、その交付金の対象となっており、何ら問題となる部分はなかっ

たと認識をしております。 

 次に２点目の八媛荘跡の温泉源の有効活用につきましては、ご指摘のとおり当初

菊池公園、温泉街、商店街を有機的に結びつける市民広場の再整備を含めて温泉源

を確保したものですが、その利用は最大限に活かさなければならないということで

審議がなされており、現在市民広場の足湯としての活用を行っております。市民広

場再整備は、まちづくり交付金事業の中で取り組む計画で、一連の隈府中央地区の

再整備の中に位置づけております。隈府中央線、ポケットパーク、老人福祉センタ

ーなど、それぞれの地域への効果を期待し、この事業を取り組んでいるところであ

ります。したがいまして、泉源については、これらの目的のために最大限利用すべ

きであると考えております。 

 ３点目のレジオネラ菌の安全対策につきましては、昼間ポケットパークへの足湯

に供給する温泉水を夜間に一旦貯湯タンクへ確保いたします。その後、管と滅菌措

置により二重に安全性を確保し、浴槽へ供給する仕組みであります。これらの措置

により、レジオネラ菌などへの安全対策は可能だと考えております。 

 また、定期的な送水設備の点検や清掃管理なども並行して行います。 

 次に、４点目の老人福祉センターの温泉施設の利用形態についてでありますが、

確かに十分な湯量があれば、洗い場のお湯も温泉水も使用するのが理想と思います。

しかし、洗い場のお湯やシャワーなどからは、飛沫によりレジオネラ菌が口や鼻な
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どから体内に進入しやすいという問題もあります。この部分を加温した水道水を使

用することにより、安全性を確保し、汚染水の湯量も確保できることにもなります。

このようなことから、温泉掘削よりも足湯の温泉水を利用した方が現実的で、早期

に着工できると総合的に判断したものでございます。どうぞご理解をお願いします。 

 以上、お答えします。 

 こういう沸かしたお湯を体とか頭に洗うときの施設はあるかというお尋ねですけ

れども、要するに沸かした水をですね、体を洗ったら顔を洗ったりする施設はどこ

にでもあるかというような質問に対してですけれども、これにつきましてはほかの

温泉施設、第三セクターとかですね、そういうところにはございます。菊池内の温

泉をある程度聞いてみますと、温泉水を利用するところが多いようでございます。 

○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） ありがとうございました。再質問を考えて、ただ１つ確認を

しときますが、私が心配しておりますのは、まちづくり基金交付事業では、基幹事

業として地域交流センターはできます。しかし、老人福祉センターは該当しません

となっとるわけですよ、ご存じですね。老人福祉センターは該当になっとらんわけ

ですよ。よかですか。されど、提案事業については計上することができます。だけ

ん私はこの計上とは何かというのを大変心配しまして、先ほどしたのは一緒の施設、

計上するということは、この建物の中を、ここは老人福祉センター、ここは地域交

流センターというふうにすることが計上の意味というふうに思っております。しか

し今の説明では、提案事業で老人福祉センターもしてよかというような答弁に聞こ

えましたので、この辺については、若干私は疑問を持っております。 

 それからあと１つ、再質問をいたします。今回の老人福祉センターの建設計画、

今回の老人福祉センターの建設計画は、私の考えでは地域交流センターあっての老

人福祉センターであります。その地域交流センターの利用計画が、昼間は老人の方

が利用し、夜間には市民の方が利用する、そのように昨日松本議員の答弁に答えら

れましたけれども、本当に５億円もかけて地域交流センターをつくり、老人福祉セ

ンターをつくって目的が果たせますか。このような利用の仕方について、国の了解

は正式に協議の中でお墨付きをもらっておられるのか、その辺のことについて、協

議の中で質疑はあったと思いますけれども、ありましたならお知らせいただきたい

と思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 先ほど１番目の方にお答えしたと思いますけれども、正当
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な手続きの下で事業を進めてきておりまして、用地取得あたりもしておりますけれ

ども、それにつきましては何の問題もないということで私としては認識をしている

ところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） この老人福祉センターの建設はですね、多くの老人の方々が

１日も早くつくってほしいと強い要望がですね、あっております。私たちもそれを

ですね、肌で感じております。私たちも１日も早い建設をしたいがために、このよ

うな質問をしておるわけでございます。しかしながら、この早期着工のためにはで

すね、今、部長はそがん考えとって言いなったばってん、公のことで協議が整って

いるかということを僕は聞いたわけですけれども、なかったです。 

 それから、レジオネラ菌の体制についても、私は不十分。いいですか。これは人

の生命、健康に関する問題、もっともっと審議する必要があると思いますが、この

ような問題はですね、また今後とも協議せにゃいかんと思いますので、こういう問

題で進めていくなら、必ず多くの問題が発生してくる、私はそのように思っており

ます。 

 そこで、私は老人福祉センターの早期着工については、原点に戻されまして一般

財源でですね、これには起債が、合併特例債が出て７割補助になりますので、それ

で建設をですね、今の場所でされる方がすべての問題が一挙に解決され、そのこと

によって早期着工ができると私は考えておりますので、質問ですけれども、このよ

うな多くの問題を抱えながら早期着工ができるとお考えなのか。それとも、原点に

戻して今の場所で合併特例債を使って、自主財源を使って早期着工ができるのか、

市当局の見解をお聞かせ下さい。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） お答えします。行政の手法としましては、最小の経費で最

大の効果を上げるということで、補助事業があるものにつきましては、もう補助事

業を十二分に活用しながらいろいろな事業に充てたいという考えは基本的にありま

すので、そういう方向でいきたいと思います。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） あのですね、私が言っているのは、補助金を取ることは大事
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ですけれども、補助金は目的を果たすために補助金があるわけですから、まずは補

助金ありきでこのような事業をですね、何でも正当化されたならば、菊池市の行政

はですね、これはとんでもないことになりますので、私が言いたいのは、目的に沿

って、私たちはそのような説明を受けておりませんので、あやふやなことでしてお

りますので、それをまちづくり交付金事業でするなら、するようにもっと早く土地

を購入する前にその大事なことはですね、我々の場で審議する場をですね、つくっ

てもらわにゃいかん。後でですね、こしここしこしたけん、しょんなかけん造れと

いうような手法はですね、今後取っていただきたくありませんので、答弁をお願い

します。 

○議長（北田 彰君） 以上で時間がまいりましたので、中止します。 

 ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後２時００分 

開議 午後２時１０分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１３番（隈部忠宗君） 一般質問３日目でございますけれども、前回奈田議員の熱烈

なる質問の後でございますのでちょっと心配しますけれども、通告に従いまして質

問をいたしたいと思います。 

 菊池市民が先輩方が築いた輝かしい文教菊池を受け継ぎ、さらに次世代にバトン

タッチするには、もっともっと菊池を知り、菊池を愛し、市外から訪れる方々にお

もてなしの心を持って迎えることは非常に大切であると思います。また、これが菊

池市の活性化にもつながるものと思います。私は、先般の第２定例会におきまして、

文教菊池とはどういうことかについてお尋ねをいたしました。教育長は、文教とは、

一つに人を育てるのに教育を持ってなすという意味と、２つ目に教育や文化の発信

地、中心地の意味があると聞いております。この２つの歴史や伝統を有するのが、

ここ菊池市であると言われているという答弁をいただきました。そして、教育長は

菊池市には中世の時代、２４代にわたる菊池一族の歴史がある。特に、２０代為邦

公は、学問の振興に力を尽くし、文教菊池の名声を高めました。また、その嫡子２

１代重朝公は、迫間川の麓に孔子堂を建て、儒学に力を入れ、乱世の中で学問・文

化の普及に努めました。この流れは、江戸中期の肥後の藩校時習館や医学校であり

ます再春館と続き、他藩からの留学生も多く、肥後の教育は全国から注目を集めま
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した。さらに明治には、後の済々黌となる童心学舎、そして第五高等中学校の創立

と続きます。また、庶民教育も盛んで、ちなみに明治初年の調査では、県全体の寺

子屋数９１０、全国第５位の数を誇っていました。ここ菊池においても、私塾寺子

屋が約５０近くあり、その中で渋江塾、木下塾から数多くの優れた人材が輩出して

おります。これが文教菊池の由来でありますという答弁をいただきました。優れた

人材を育てることによって、文教菊池が継承されてきたと思っております。そして、

文教菊池を学校教育にどう活かすか、また教材として副読本の必要性についても伺

いました。 

 そこで今回は、１番目に指導者の確保について、２番目に菊池検定の実施につい

て、３番目に古文書の管理と活用について、４番目に図書館の充実と活用について、

５番目に２学期制の検証について伺います。 

 まず、指導者の確保についてでございますが、このように先輩が築いた輝かしい

文教菊池を継承するために、小中学校では多くの先生方が指導に当たっておられま

す。文教菊池をさらに成熟させるためには、専門の研究者の養成・確保が必要であ

ると思います。現在、社会教育指導員として専門の先生がおられますが、市内の優

秀な指導者を外部に出さないためにも、また外部から優秀な指導者を確保するため

にも、人材確保条例もしくは要綱をつくり、本市が掲げる歴史文化のまちづくりの

核にしていただきたいと思います。指導者の確保についてどう考えるか、お伺いを

いたします。 

 ２番目に、菊池検定の実施についてどのように考えるか、お伺いをいたします。

菊池市民がより菊池を知り、また市外の方々が菊池を知っていただくためにも、早

く菊池検定の事業を実施してほしいと思います。現在、各地で検定事業は普及しつ

つあります。例えば熊本観光文化検定や人吉、玉名も検定事業が始まっています。

菊池の検定は、歴史・文化はもとより社会、行政、人物、農業や商業、観光、自然

等を含めた検定にしたらいかがでしょうか。小中学校の低学年から一般に通じるよ

うにクラスを分け、上級、中級、初級と、こうなると菊池市民全員が観光案内人を

目指すおもてなしの心も醸成されると思います。実施についてどのように考えるか、

お伺いをいたします。 

 ３番目に、古文書の管理と活用をどのように行うか、お伺いをいたします。菊池

は、古文書の宝庫と言われていますが、単に古文書と言いましても嶋屋日記のよう

に１９０年間も書き続けられたものや国指定文化財の菊池神社文書等、貴重なもの

までありますが、市が把握しているものはどのぐらいで、どのように管理がなされ

ているか、お伺いをいたします。 

 ４番目に、図書館の充実と読書の推進についてお伺いをいたします。菊池中央公



 －281－

民館の図書室が３階から１階に移動されました。利用される方々が大変喜んでおら

れます。読書の秋を迎えましたが、最近はテレビ、パソコンと情報の発達によって

読書の必要性が薄れています。しかし、昔から食べ物は体の栄養、読書は頭の栄養

と言われるように、読書は大切なものです。そこで、小中学校の図書室の状況、泗

水図書館、七城・菊池・旭志公民館の図書室の状況、本市民の１人当たり冊数、件

平均また全国平均の冊数や図書司書の状況、また今後どのように整備されていく計

画であるか、お伺いをいたします。 

 ５番目に、２学期制の検証についてお伺いをいたします。第３回定例会において

坂井議員の質問がありましたが、県下１４市の中では４市が２学期制に移行してい

ると聞いております。１年９カ月が経過いたしました。１１月に抽出的なアンケー

ト調査が行われたそうですが、子どもたちの意見、保護者の意見、先生方の意見の

検証結果はどうであったかをお伺いをいたします。 

 以上、第１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 私の方からは、専門職の設置について基本的な考え方に

ついて申し上げたいと思います。 

 専門職につきましては、特定の学識経験を要する職務に任期を限って任用するも

のとして、地方公務員法第３条第３項第３号に基づき任用しているものであります。

また職の設置につきましては、地方自治法に基づき、その学識経験者の必要性、目

的などの任用根拠を設置要綱にして定める必要があるというところでございます。

本市の設置状況を具体的に申し上げますと、議員ご承知のとおり、社会教育指導員、

人権教育指導員、その他家庭児童相談員、女性相談員などがございます。ご指摘の

人材確保条例及び要綱につきましては、医師や看護士など福祉職の確保のため住居

や支度金など処遇を整えることを目的としたものでありまして、本市で必要と思わ

れる学識経験者等の専門職の設置につきましては、それぞれの部署において必要性、

目的を明確にした設置要綱を整備し、適切な人材確保に努めているところでござい

ます。 

 私の方からは、以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） 菊池検定についてお答えをさせていただきます。議員ご承

知のとおり、地域の活性化、人材育成、文化産業振興などを目的としまして、特定

の地域や物事に関する知識を問います、いわゆるご当地検定につきましては、現在
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商工関係団体や観光関係団体を主体に自治体や各種団体での共同によりまして全国

的に広がりを見せている状況でございます。県内の状況につきましては、お示しの

あったとおりでございます。県内外から菊池市を訪れるお客様に満足していただく

ため、広く菊池に関わりのある方々がおもてなしの心を持つことは大切なことだと

思っております。また、菊池市民自らが菊池の歴史、文化、産業等に関する知識を

深め、菊池を再発見する機会を創出することも大切なことだと思います。菊池検定

につきましては、今後関係部局や観光等の団体等と連携を計りながら、今後協議を

行ってまいりたいというふうに考えます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 私の方からは、まず指導者の確保についてお答えいたします。

文教菊池を継承する歴史・文化関係分野の指導者確保につきましては、菊池市が中

世における政治文化の中心として発展してきたという歴史もあることから、合併前

より旧菊池市では社会教育指導員としての位置づけをいたしまして、歴史や古文書

等の調査・研究等を実施してまいりました。現在も１名の方を歴史・古文書の専門

舎として社会教育指導員の委嘱を行い、郷土の歴史等の調査や公民館講座の菊池の

歴史と古文書講座を担当していただき、啓発に努めているところでございます。 

 次に、古文書の管理と活用をどのように行うかということでございますが、菊池

市内には多くの古文書が所在しております。その多くは、個人所有であります。市

として把握している古文書の数につきましては、合併前の各市町村史編纂時と県立

図書館の古文書等所蔵家の調査事業において、その目録が作成されており、そのう

ち市で保管しているものは明治からの行政関係の土地に関わる資料が最も多く、旭

志は個人所有の寄託資料も合わせて管理しているところです。 

 そこで、管理数についてですが、市所有は指定文化財を含めて菊池が５点、七城

は１点、旭志は２６点、泗水は２点で、合計３４点となっており、各公民館の市町

村史編纂室や泗水歴史民俗資料館で保管しております。先に述べました市が把握す

る古文書等は、県立図書館刊行の平成８、９年度熊本県古文書等所在確認調査概要

報告書や合併前の各市町村史編纂時の古文書調査で、菊池は３８点、七城は２６点、

旭志は６２点、泗水は１９点、これに市指定文化財である御松囃子の番付並びに覚

書、深川河原手長手鏡、嶋屋日記、菊池川全図、菊池万句の５点を足しますと１５

０点に及んでいますが、その後も社会教育指導員等による所有者調査の継続により、

新たに４点の資料を確認し、現在では１５４点を把握しているところです。内容と

しましては、江戸時代の菊池の様々な出来事、藩の動静とか、祭礼、商いなど１９
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０年間に亘って書き次がれた日記や菊池氏の時代に読まれた連歌を綴った巻物、個

人の証文、井手開削に関わる申上書など、様々なものがございます。管理という点

につきましては、市所有の指定文化財や寄託のあった資料などは、市の施設内に保

管しておりますが、個人所有のものはそれぞれ大事に管理されていることと思いま

す。市では、貴重な物は冊子として保管するなど、資料としての管理に努めていま

す。 

 次に、図書館の充実と読書の推進をどのように考えているかということでござい

ますが、ご存じのように図書館は市民の皆さんの知りたいという望みに答え、皆さ

んの暮らしや仕事、まちづくりに役立つ情報や資料を収集し、誰もが情報を自分で

使いこなせるよう提供することにあります。まさに市民の皆さんの情報拠点、読書

活動拠点として最も身近な社会教育施設になります。 

 そこで、平成２０年度末現在の施設の状況を申し上げます。泗水図書館の蔵書数

は８万１４９冊、登録者９,７４６人、年間利用者２万７,３１７人。中央公民館図

書室の蔵書数は２万１,４９０冊、登録者３,９６１人、利用者６,３８８人。七城

公民館図書室の蔵書数は６,８５６冊、登録者４８９人、利用者５,２３９人。旭志

公民館図書室の蔵書数は９,７６４冊、登録者１７７人、利用者２０７人となって

おり、合計の蔵書数は１１万８,２５９冊、登録者は１万４,３７３人、利用者３万

９,１５１人で、利用者数を人口で割った利用割合は７５.２％となっております。

市民１人当たりの平均は約２.３冊の状況でございますし、またお尋ねの県民１人

当たりの平均は２.１冊、国民１人当たりでは２.８冊となっております。なお、小

中学校図書室の状況は、平成２０年度末の蔵書数が小学校で８万７,０２６冊、中

学校で４万５,３４５冊となっておりまして、合計１３万２,０００冊です。また、

月１人当たりの貸し出し冊数ですが、小学校で６.７冊、中学校で２.４冊となって

おります。 

 次に、図書館関係で、図書司書についてですけれども、図書館以外の図書室も専

門的な見地から図書の案内ができる図書司書を配置することが必要であることから、

これまで未配置であった旭志公民館に本年度より１名の図書司書を配置し、すべて

の公民館図書室で司書配置体制が採れることになりました。なお、図書司書の配置

状況については、泗水６名、中央２名、七城２名、旭志１名でありますが、平成２

１年１０月より６カ月間、国の緊急雇用創出事業により中央公民館図書室の移設と

図書整理のために３名、旭志公民館図書室の図書整理及び拡充のために１名の追加

配置を実施したところです。また、小中学校には全１９校図書司書を配置している

ところです。 

 次に、２学期制についてでございますけれども、２学期制の検証についてでござ
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いますが、昨年１１月に中間状況としてアンケート調査を実施しました。対象者は、

前学校教職員をはじめ小学校５年生、中学校２年生及びその保護者を対象に行いま

した。その中で、２学期制導入に対する保護者からの意見・要望としましては、秋

休みが短すぎるという意見や、また反対に勉強やスポーツに適した時期の秋休みは

要らないといった意見。２つ目に、通知表が２回では不安という意見があり、その

ほか要望としましては、暑い中に夏休みが終わるので、暑さ対策をお願いしたいな

どといったものがありました。また一方で、夏休み前の通知表に代わる連絡表と面

接で子どもの課題がわかった。夏休み中の補充学習の実施は有り難かった。２学期

制に伴い、長期休業中に三者面談を行ったことで、他人と保護者との関係、学校と

保護者の関係がよくなったなどの評価する意見も上がっています。また昨年度末に

小中学校に対して教職員の意見や保護者、地域の反応を求める形で調査を行い、そ

の結果をまとめ分析を行っております。その中で、学校としましては、学習指導、

生徒指導、進路指導等の観点からよかったという意見がよくありました。また、保

護者の声も１年を経過する中で状況を把握できたためか実施前のような不安の声は

ほとんど聞かれなくなりました。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１３番（隈部忠宗君） 再質問をさせていただきます。 

 指導者の確保につきましては、担当部署と相談するということでございましたけ

れども、まだまだ菊池には検証されなければならない点がいっぱいあると思います。

今現在、広報紙に掲載されております菊池の古代ロマン、古代湖「茂賀の浦」の検

証をはじめ、菊池一族のしつじ、城郭の広さ、先日発掘されました菊池隈府土井ノ

外遺跡、伝菊池氏館跡の再検討や菊池市館跡の調査や小中学校の副読本、さらには

菊池検定、古文書の解説と普及、専門員の役割は大きいものがあります。専門職の

人材は少なく、早急な検討をお願いしたいと思います。 

 また、菊池検定につきましては、今後関係部局と連携を図りながら十分協議を行

ってまいりたいということでございますけれども、検定のテキストや講座を開設し

たり、さらに充実してくると思います。また。認定書等を発行されれば、上級へと

進級の励みになると思います。また、観光と結びつけたり、先日、樋口議員から質

問がありましたように、ふるさと納税へとつながると思います。先日、首都圏七城

会に、今できております七城ふるさとカルタを持っていきましたら大変喜んでいた

だきまして、こういうことならばふるさと納税もするばいたと言われました。ぜひ

関係部局と十分協議を行い、検討をお願いいたします。 
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 古文書につきましては、市で把握されているものでも１５４点と膨大な数に上っ

ておりますし、また民間人の方々の蔵書も多いと今の質問でわかりました。しかし、

解説がないと我々にはわからないわけですが、古文書の解説、解読、活用は、今後

どのように行われるか、お伺いをしたいと思います。広く市民に、また教材に利用

されるような活用を望みたいと思います。現在、中央公民館の３階の元図書室が空

くわけでございますが、ここに展示したり、古文書を楽しむ場にしてはいかがでし

ょうか、お尋ねをいたします。 

 ４番目の図書館の充実でございますが、ぜひ積極的にお願いしたいと思います。

私たちが視察に行きました長野県川上村は、人口４,７００人の村ですが、かつて

は日本で一番貧しい寒村だったそうです。今、年収平均２,５００万円の農村に生

まれ変わっております。図書館は２４時間使用できるそうです。現在、東大に３名

在学しているそうです。また、宇宙飛行士も誕生したということでして、村長は教

育さえ充実していれば、この村の将来は大丈夫だと言われているそうです。また、

鹿児島県の出水市は、読書日本一のまちづくりを目指し、キャッチフレーズは「い

つでもどこでも手に本を、全市民参加の読書活動を推進しよう」ということだそう

です。本市の読書の推進についてお伺いをいたします。 

 また、５番目の２学期制の検証結果でございますけれども、当初２学期制の移行

の主な理由は、学校現場において評価活動の煩雑さや生徒指導の課題などで先生方

が多忙感、疲弊感に喘いでおられ、じっくり子どもたちとつき合えないといった教

育環境の問題が解消されること。それから、２番目に夏季休業が学期の途中になる

ことを活かし、長期休業中であっても子どもたちの学習や生活に連続性を創り出す

など、本市の課題であります学力向上や不登校などの生徒指導上の解決の一つの手

段として２学期制を導入したということが報告されましたけれども、検証の結果、

どう成果が発揮されているかお伺いをいたします。 

 以上、再質問といたします。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） ご当地検定では、特定の地域の歴史や文化、観光に関し、

一定の知識を持った人に合格証や認定証を付与することが一般的なようでございま

す。また検定のためのテキストの作成・販売・講座も開設されている地域もあるよ

うでございます。今後も先進地のご当地検定の情報収集及び成果の把握を行い、関

係団体や機関とともに協議を行ってまいりますが、何分この検定においては主体と

なっているのはどこの地域も商工会、あるいは観光協会が主体となってやられてお

ります。行政がやっておられるところもあるように聞いておりますが、先日も１２
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月７日の熊日の新聞にご紹介されておりましたが、阿蘇の達人を目指せということ

で、南阿蘇と小国町を会場に阿蘇町の全域の商工会、観光協会が一緒になってやら

れたということで、３３９名が受験をされたという状況でございます。そういった

関係もございますので、まず観光協会、商工会の盛り上がりが大切だと思いますの

で、各団体とも協議を行ってまいりたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 私の方から、まず指導者の確保関係についてでございますけ

れども、歴史・古文書等の専門職の配置につきましては、先ほども述べましたよう

に、現在社会教育指導員として専門の方を配置しているところでございます。遺跡

等の調査につきましては、埋蔵文化財の専門員を生涯学習課に配置しており、発掘

調査や確認調査等を行い、歴史の解明並びに保存を図っているところです。古文書

等の専門員採用につきましては、現在専門員の配置がなされておりますので、新た

な配置につきましては業務内容等を含め、今後関係部局等並びに専門の学識経験者

の方との協議を行いたいと思います。 

 次に、古文書関係でございますが、古文書の活用等につきましては、これまでも

質問にお答えしておりますが、菊池市には嶋屋日記をはじめとして９件の指定文化

財がございます。このほかにも個人で所蔵されている古文書と言われる古い書き付

けなど、先ほど述べましたように多数確認しているところから、これらの古文書の

解読・解説につきましては、先にも述べましたが、現在、古文書や歴史に詳しい専

門の方を社会教育指導員として配置し、調査等を行っているところです。また、広

く教材に活用できないかということでございますが、これまでの菊池市の歴史・文

教・産業等を記載した菊池市史等にも古文書から紐解かれた歴史などについて記載

がなされておりますし、解読した資料の中でも貴重な資料につきましては冊子とし

て発刊をいたしております。ご承知のとおり、昨年の１０月には肥後渋江家伝家の

文教を発刊し、市内の小中学校や高等学校等へも寄贈を行うなど、郷土資料、啓発

資料として古文書の活用を図ってきたところであります。そのほかに、古文書を教

材とした公民館講座なども開催しております。 

 次に、旧図書館の利用をどう考えるかということにつきましては、現在一部の冊

子等の資料整理が必要なために空いている状況にありますが、中央公民館は生涯学

習の場として多くの皆様に利用されていることから、会議やお稽古ごとなどの使用

希望も多くあり、利用者のニーズも考えながら、今後どのように活用することが市

民の皆様にとって喜ばれるかを十分協議して活用方法を決定したいと思います。 
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 次に、図書館関係でございますが、読書の推進ということですが、読書活動の推

進としましては、市民の方の寄附を活用した打出文庫のコーナーを設置する等、図

書の充実に努めるとともに、中央公民館図書室は３階にあったため、先ほど紹介が

ありましたように高齢者の皆さんや障害者の皆さん、乳幼児や妊婦の皆さん方に多

くの負担を掛けていたことから、今年１０月に１階に図書室を移転し、バリアフリ

ー化を図り、新たに視聴覚コーナーや郷土資料コーナー、乳幼児のお話コーナー等

を設置することで利便性の向上と図書室の機能強化を実施したところであり、利用

者の方からも高い評価をいただいております。また、本年度においては、国の地域

活性化生活対策臨時交付金を利用し、泗水図書館と中央公民館図書館の視聴覚教材

の充実を図るべく、ＤＶＤやＣＤといった視聴覚資料の購入も行っておりますし、

また図書館、各公民館図書室の司書による担当者会を毎月開催し、図書の広報をは

じめ図書の選定や情報交換等の連携強化に努めているところでございます。さらに

司書という仕事を通し、住民に親しまれる図書館をつくるため、スキルアップ研修

に積極的に参加し、利用者への適切な対応に反映できるよう推進しているところで

す。 

 次に、小中学校におきましては、本年度の学校教育重点目標の１つに読書活動の

推進を掲げ、平成２０年の読書量に基づき、月１人当たりの読書冊数を小学校で７.

１冊、中学校で２.９冊という数値目標を定め、すべての学校で取り組んでいます。

また、平成１７年度からすべての小中学校に配置した学校図書司書の効果的な活用、

あるいはノーテレビデーによる親子読書の日、朝の読書タイム、読書週間の設定、

地域ボランティアによる読み聞かせ等、それぞれ学校で特色ある取り組みを行って

いるところです。 

 次に、２学期制の今後の、２学期制を十分発揮していくための方策ということで

ございますが、２学期制については、市内の全小中学校調査結果にも表れているよ

うに、２学期制を導入したということで通知表が１回減ったことや作成時期が変わ

ったこと、評価期間が長くなったことなどで、教職員の多忙感、疲弊感の解消を図

ることができ、そのことによって子どもと向き合う時間が増加し、余裕をもって学

習指導や生徒指導に取り組むことができたとの声が大きく聞かれるようになりまし

た。特に中学校では、７月の中体連時期の煩雑さの解消や１２月の中学校３年生の

進路事務に時間を確保され、三者面談等が余裕を持って実施されたことは、子ども

たちに対して意義があると感じています。また、長期休業日が学期の途中となるこ

とを活かし、休業日に入る前後の面談で学習面、生活面の課題を確認したり、休業

中に補充学習を行うことで長期休業中であっても子どもたちの学習や生活に課業日

との連続性を創り出したことも、子どもたちの学習面に効果的であったと思います。
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実際、今年の全国学力調査の結果を見ましても、中学校ではすべての項目で全国平

均を上回り、学力がかなり向上しましたし、サマースクール等の実施により不登校

の生徒も平成２０年度は平成１９年度に比べると約４分の３に減少するなど効果が

表れてきています。また面談において、長期休業中の学習や生活課題を子どもと保

護者で確認でき、保護者との信頼関係が築けたとの声も多く聞かれるようになり、

学習面以外での効果も表れてきております。今後も２学期制の利点や意義の浸透を

図るとともに、保護者や学校などの意見を十分聴きながら、よりよい制度に努めて

まいりたいと思っております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１３番（隈部忠宗君） 文教菊池の基盤が着々と実現していっていることを感じまし

た。 

 再々質問として、文教菊池について５項目ほど質問をしましたが、市長の所信を

お伺いしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 文教菊池につきましては、これまでも菊池の誇りとして残され

た言葉でありますし、また歴史であると、このように思っております。議員の皆様

方におかれましてもご存じかと思いますが、この文教菊池としての始まりは、先ほ

ども述べられましたけれども、菊池市の歴史にまで遡り、菊池氏の歴史にまで遡り、

当時乱世の世の中で武力が中心と言える時代、２０代の為邦公、２１代の重朝公が

文学や儒教を重んじて文教に力を注いだことによります。江戸時代になりますと、

渋江氏累代や多くの学者によりますところの私塾がつくられまして、渋江塾、木下

塾という言葉が出ましたけれども、数多くの私塾がつくられまして、教育の振興が

図られておりまして、現在の文教菊池の基となったと、このように認識をしており

ます。これらの歴史性から、教育委員会では文武両道、廉恥礼節を教育の理念とし

て、ふるさと菊池を愛し、そして菊池の伝統と文化を受け継ぎながら文教菊池の確

立を目指して取り組んでいるところでございます。しかし、これからは、これらに

つきましては教育の面に限ったものばかりではなくって、市としてもこの歴史など

を生かしつつ活用していくことが市政の発展、あるいはまた市民のアイデンティテ

ィの高まりにもつながってくるのだろうと、このように思っております。本市が掲

げるまちづくりの理念であります「豊かな水と光あふれる田園文化のまち」、これ

は豊かな自然環境やこの歴史を生かしながら人の優しさで創り上げる健康で活力の
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あるまちづくりに相通ずるものであるとして推進しているところでございます。文

教菊池に係る指導者の確保や菊池検定などにつきましては、歴史・文化ばかりでは

なくって、先ほど答弁の中にありましたように、観光とか、あるいは商業・農業・

自然など、様々なことについて菊池を知っていただくための一つの方策であって、

まちづくりになるのではないかと、このように考えます。現在、地域の様々な課題

を解決するために連携協力して行うべく、熊本県立大学との包括協定はご承知のと

おり締結しておりますので、必要に応じまして連携を深めながら関係部局などで協

議をいたし、状況によりまして判断してまいりたいと、このように思います。 

 また、読書の推進や２学期制の取り組みについては、ただいま教育長の答弁にあ

りましたように、その整備の拡充も徐々に図られまして、結果も表れてきていると

いうことでございまして、市政の全般におきまして文教菊池の推進と、それからま

た充実というものをさらに図っていきたいと、このように思います。 

○議長（北田 彰君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１３番（隈部忠宗君） ２番目の市の活性化についてご質問をしたいと思います。食

のふるさと、養生の里菊池をどのように市の活性化に展開する考えであるかという

ことでございますけれども、食のふるさと、養生の里菊池は、１１月８日の日に

「地域とともに こんにちは熊日ですｉｎ菊池」のタイトルでございますけれども、

昨日から葛原議員、中山議員、それから先ほど坂本議員が質問をされまして重複す

るところがございますので、重複は避けたいと思っております。今回は、熊日の主

催でございましたが、市民の手づくりで地域とともに、こんにちはということをぜ

ひ続けてほしいと思いました。その中で、熊日の平野局長のまちづくりの愛情が地

域をいい方向に変えるという挨拶が非常に印象的でございました。パネルディスカ

ッションで５人の方々から素晴らしい提案をいただきました。本市としてどう取り

組むかについてお尋ねをいたします。 

 第１点目は、市長が提案をされましたブランド推進室についての質問でしたけれ

ども、これは重複しますので避けたいと思います。 

 その中でブランド推進室、流通販売の促進に積極的に取り組みたい、環境を大切

にした暮らしやすさ日本一のまちづくりの構想について具体的にお尋ねをしたかっ

たんですけれども、同僚議員の方に回答されましたので省きたいと思います。 

 無肥料無農薬、自然栽培農家の実践が発表されましたけれども、こういう農家に

対してどう支援する考えか、お伺いをしたいと思います。 

 それから、生産者と生活者の顔の見える軽トラ市についての提案もございました。

２回ほど１０月と１１月、２回ほどありましたけれども、非常にこれは隈府町にマ
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ッチした試みであると思います。周辺が旭志、泗水、七城農業地帯でもありますし、

その加工品を活かしたり、それから菊池市の中心街を活性化したり、いい試みだと

思いますけれども、２回の開催の検証と結果、対策についてお伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） まず、有機農産物についての考え方につきましては、農薬

や化学肥料の大量使用が問題となり、環境保全型農業が注目され、農薬や化学肥料

を全く使わない有機農業を目標とするところでございますが、既に実践されている

生産者の方々がおられます。しかし、環境保全型農業を実践する上では、生産者に

おいて作付け方法等の改良、改善が具体的実践課題であり、生産者においてもこれ

に取り組む上での温度差が否めず、また消費者側にも温度差があると感じておりま

す。このような中で、第一段階といたしまして、エコファーマー農産物として、化

学肥料・農薬を現状より減らすことから環境保全型農業への取り組みへの意識付け

を図り、次に化学肥料・農薬を慣行の５０％以上減らす特別栽培農産物への取り組

み、さらに熊本型特別栽培農産物への取り組み、有機農産物への取り組みと段階を

踏んで環境保全型農業への推進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、軽トラ朝市につきましては、熊本菊池軽トラ朝市実行委員会が主催してい

る事業でございます。構成団体といたしましては、菊池市商店会連合会、御所通繁

栄会、立町親衛会、中央通り繁栄会、向町発展会、横町とおりゃんせ会、菊池市商

工会、商工会青年部、女性部、ＮＰＯ法人菊池まちづくり千年の風の１０団体でご

ざいます。委員数は３０名となっておりまして、市も後援団体の立場から委員とし

て参画しております。目的といたしましては、農商工連携を図り、農家、特にお年

寄りや団塊世代の活躍の場を提供し、総合交流と生きがいづくりに寄与し、もって

菊池地域の産業振興及び中心市街地の活性化を目指しているものでございます。２

回の開催におけます結果につきまして、事務局の方にお尋ねいたしましたところ、

１回目の１０月２５日には軽トラ出店台数が６７台、お客様の数といたしまして約

４,０００名、２回目の１１月２２日は軽トラの出店台数が７６台、お客さんの数

が約３,０００人ということでございました。事業の検証につきましては、市の直

接的な事業ではなく実行委員会の主催でありますのでまだ行ってはおりませんが、

事務局の話では、道路使用許可と臨時トイレの２点が課題だと伺っております。ま

た、数十年ぶりの通りの賑わいに沿線住民の感動の声もあったとも伺っておるとこ

ろでございます。市の支援としましては、今後実行委員会と協議してまいりたいと

思います。また、周知の面につきましては、広報紙をはじめラジオでのＰＲ、県外
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向けのメディアの活用など、側面的な支援を行い、継続できるよう努めてまいりた

いと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１３番（隈部忠宗君） 無農薬、有機栽培につきましては、やっぱり生産者のニーズ

に沿って段階的に保全方農業を進めていかなければならないと思いました。よろし

くご指導をお願いいたします。 

 また朝市につきましては、問題点の指摘でもありましたように、２,４００円の

道路占有願いの印紙代ですかね、それが負担になっているようでございますけれど

も、随時この点についてもご検討をお願いしたいと思います。やっぱり市民の手づ

くりのイベントでございまして、育っていくためには行政の支援が当初は必要であ

ると思います。よろしくお願いをしたいと思います。 

 先ほどもありましたように、久しぶりの賑わいだったと。昔の初市に戻ったよう

だったというふうな参加者の声をお聞きいたしました。また、観光客からは、温泉

もよかったし朝市も見られて本当によかったと言われた観光客もあったようでござ

います。 

 再質問といたしまして、パネラーに養生園の竹熊先生が登場されましたけれども、

土とふれあう教育が必要と力説をされました。学校での食育はどのようにされてい

るか。それから、竹熊先生の予防医学をぜひ学校の子どもたちにも講演してほしい

と思いますけれども、養生園の活用は行われていないか、お聞きをしたいと思いま

す。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 学校での食育についてでございますけれども、教育委員会で

は学校教育の重点努力事項の１つであります健康教育推進及び体力の向上の項目の

１つに食育の推進を位置づけておりまして、学校教育活動全体を通して系統的な取

り組みの推進と食に関する知識等を身につけた実践的態度と望ましい食習慣の育成

を掲げております。具体的に申し上げますと、農業体験活動と、そこで収穫された

食材を使った調理実習や学校給食への実施、お弁当の日の設定や家庭の各種だより

における食育の啓発、学校給食の試食会などを行っております。そのような意味に

おきましても、「医は食に、食は農に、農は自然に学べ」をスローガンに、土とふ

れあい、土からの教育を訴えてこられた竹熊先生には、本市ではこれまでも各学校

で講演をいただいたり、児童生徒が養生園に直接出向き講話をいただいたりしてき
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ました。毎日全国各地で講演会等で大変お忙しい先生ですが、養生園で実施される

講話会への児童生徒の参加や学校での講演会などの機会を今後ともつくっていきた

いと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 健康推進面の方からお答えをしたいと思います。養生園の

竹熊先生におかれましては、菊池養生園開設時より食養成を基本とした予防医学に

携われ、本市の健康健診をはじめとする疾病予防と健康づくりに多大なご協力とご

指導をいただいたところでございます。現在も名誉園長として広く活躍なさってお

られます。広域の保健センター、公立菊池養生園診療所では、養生研修が毎週金曜

日に予約制で開催されており、竹熊先生の講話も盛り込まれているとのことであり

ますので、市としましても今後は養生園と連携しながら市民への周知を図り利用者

の増加に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１３番（隈部忠宗君） ぜひ地元にある養生園をですね、活用して、学校の子どもた

ちも、また一般市民の人たちも予防医学に勉強をしなければならないと思いますし、

やっぱり活用すべきだと思っております。 

 再々質問でございますけれども、「地域からこんにちは熊日ですｉｎ菊池」は、

菊池が最後だったそうです。素晴らしい企画であったと思います。また、市民の

方々の努力や新しい考え方も聞くことができました。まさにまちづくりの愛情が地

域をいい方向に変えるものと思いました。これからは、地域の時代であります。地

域をどう活性化するかは、やっぱり市民の考え方だろうと思います。熊日の主催か

ら市民の手づくりの継続的な企画ができないか、パネラーとして出席をされました

市長に時間が６分しかありませんけれども、お聞きをしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） １１月８日の「こんにちは熊日ですｉｎ菊池」におきましては、

食と農をテーマにして、食のふるさと、そして養生の里菊池についてのパネルディ

スカッションがなされたところであります。また、当日はパネルディスカッション

だけではなくって地元の高校生によりますところの演舞、あるいはまた太鼓の演奏と

か俳句の披露をはじめといたしまして、ＪＡ菊池によります物産市など、市民の皆さ
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ん方、まさに総参加の雰囲気の中で大変この活性化につながる活動をいただいたと、

このように思っております。市の総合計画におきまして、一番始めに市民総参加のま

ちづくりということの推進を掲げておりますが、市民の方々が各種の計画あるいは事

業につきまして広く参画されることの重要性を改めて認識をしたところであります。

最近の行政の運営において市民の参加ということについては、行政の透明性、あるい

は説明責任とか公平性と共に重要な要素でありまして、市民の満足度をさらに上げる

こと、理解と納得を確保できる行政を行うことが一番大事だと言われていると思いま

す。議員のご提案の市の活性化について、市民で考える一つのイベントの実施につい

てはいろんな方法とか内容について検討していかなければならないと思います。竹熊

先生のスピーチ、大変素晴らしいものがありました。断食を数日間したからといって

水だけ飲めば人は死ぬことはないと、食べることによって、食べ過ぎること、過食に

よって病になるんだといったお話があっておりました。部長の答弁にもありましたよ

うに、養生園と連携をさらに深めながら、この食のふるさと、養生の里の菊池という

ものを地域活性化の中に活かせていけばと、このように思っております。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後３時０９分 

開議 午後３時１９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、水上博司君。 

［登壇］ 

○９番（水上博司君） 皆さん方の顔を拝見しますと非常に疲れておりますけど、最後

でございますのでご了承していただきたいと思います。今日で３日目の質問の最後

ですが、初日に６番議員の方、そして昨日は８番、９番の議員の方が林業の低迷す

る中、熱い思いを質問していただきまして、私も１人の林業家といたしまして、落

ち込んでいる中ではございますが心強く思いました。ありがとうございました。 

 それでは質問いたします。 

 税のことはあまりわかりませんので、ゆっくり質問しますから、ゆっくり答えて

いただきたいと思います。 

 まず、固定資産の評価基準についてということで質問いたします。文書には算定

基準と書いてありますけど、評価基準ということで訂正をお願いいたします。特に

家屋の評価について質問いたしますが、木造建築の評価には屋根の部、外壁の部、

外壁といいますと大壁が真壁か、そして基礎の部、家の内部に分かれ、部分別には
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家の表面に表れる部分から内部に隠れて見えない部分があり、それぞれの部分の積

み上げがあり、その部分別にも上・中・並、柱にすれば節があるか、ないか、１等

品から３等品まで、天井から床板、電気、各種ユニット、製品まで、部分別の評価

の積み上げイコール建て床面積だと思いますが、国産材、いわゆるスギ材、ヒノキ

材、現在は米松を使った集成材もありますが、それに非木造並びにツーバイフォー

の住宅があります。一連の新築工事が完了した時点での国産材、純木造住宅、さら

には外材を使ったツーバイフォー住宅が建て床面積、建築工事費が異なる住宅にお

いて固定資産の評価はどうなのか。また、建築物価の変動では、その評価額がどう

変わるか。私たち一般の人は、外見で見れば、やはり豪華な家は見た目で判断する

わけですが、専門の調査員もその外見で見た目の判断も評価基準になるのか。また、

木造住宅につきましては、税務課の専門担当の職員が評価を行い、非木造について

は県の職員の評価ということですが、その訳は。１回目の質問といたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） まず、固定資産の評価基準でございますけれども、これ

は総務大臣によって通常３年ごとに告示される固定資産の評価の基準並びに評価の

実施の方法及び手続きを定めた基準のことでございます。市町村長は、この固定資

産評価基準によって固定資産の価格を決定することになっております。家屋の評価

基準の場合、木造住宅、非木造住宅ともに建築物価や労務費を基に決められており

ます。また、木造住宅、非木造住宅とも再建築価格という理論上の建築価格を算出

することで評価をいたしております。具体的には、家屋の構造部分、主体構造、基

礎、屋根、外装、内装、建築設備ごとに評価基準が記載されまして、材質ごとに単

価表で単価と数量を計算して、その総計を家屋の再建築費の評点数といたしておる

ところでございます。この評点数に１年毎の経年原価率を乗じて価格を算定するこ

とといたしております。 

 またお尋ねの１点目の国産住宅とツーバイフォーの住宅で同じ建築金額で評価が

異なるのはなぜかということにつながるのかと思いますけれども、木造住宅の建築

工法には大きく分けまして一般工法と、ただいまおっしゃられましたツーバイフォ

ー工法があります。ツーバイフォー工法といいますのは、一般的には枠組み壁工法

のことでありまして、枠組み壁工法では外壁部分と内壁部分で差を設けてあります。

ツーバイフォー、一般工法、同じ素材の外壁、内壁部分で比較した場合は、ツーバイ

フォー工法のサイディングが一般工法のサイディングの約３割、内壁のクロスで約

６割安い単価になっております。しかし、柱の部分ではツーバイフォー工法が一般

工法の大壁、柱１０.５㎝の単価に比較しますと約２.２倍の単価設定となっており
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ますので、再建築評点数ではあまり差がありません。建築面積５０坪で試算してみ

ますと、一般工法とツーバイフォーの工法では、再建築費で約３６万円、税額にし

て５,０００円程度一般工法の方が高い結果となっております。坪当たりにして計

算しますと約７,０００円、税額にして１００円ほど一般工法が高いということに

なります。 

 また２点目の固定資産の評価は、物価の変動で評価は変わらないのかとの質問で

ございますけれども、固定資産税は３年に一度の評価替えによりまして評価額の見

直しを行っているところでございます。評価替えの年度で３年分の経年原点補正を

行いますので、単年度ごとの建築物価による評価の変動はございません。 

 次に、外見が豪華な家は評価も変わるのかということでございますが、固定資産

の評価につきましては、ただいま評価基準という形でご説明申し上げましたように、

部分別の単価積算で価格が決定いたします。屋根の形状では、みのこ造り、何箇所

も施してあったり、瓦も上等品であったり、壁は漆喰の真壁、下屋も長く装飾して

あったりするなど見た目には豪華な家屋は評価も当然高くなります。これは、家屋

の部分別単価の補正につながる造作が施工されているということから見栄えがよい

というような形の評価になろうかというふうに思います。 

 それと、木造住宅については、市の職員で評価いたしておりますけれども、非木

造についての県の評価であるということでございますが、その訳につきましては、

地方税法の規定によりまして木造家屋については原則市町村で評価して都道府県に

通知すると、その評価を通知するというようなシステムでありますし、非木造につ

いては市町村に、特に市は一定規模以下のものを担当し、一定規模を超える非木造

家屋については県が評価するという事務を分担してありまして、相互に価格等を通

知するという方法を取っております。本件におきましても、県と市町村間で取り交

わしました建築家屋の評価の共同分担化に伴います税務行政運用上の協力に関する

覚書に基づきまして、熊本市を除く１３市におきましては非木造住宅の評価につい

ては１００㎡以上の固定資産については、その評価基準によって県で家屋評価を実

施しているということで、そういう事務分担をいたしているところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 水上博司君。 

［登壇］ 

○９番（水上博司君） できるだけゆっくり答えて下さい。私もゆっくり言っています

ので。 

 それでは、再質問いたします。現在、菊池管内においても住宅の建設が１、２件

だと思います。ほとんど見られません。多分、工務店の方々、悲鳴を上げられてい
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ると思います。これは、工務店だけの問題ではなく、多数の企業も、そして農林業

も、商工業も、今日の経済不況だと、そのしわ寄せだと思いますが、私の地元に主

に外材を使った住宅づくりの会社があります。いくつかの広い敷地にたくさん、と

ころ狭しとその家造りの材料が並んでおります。その材料がどこに運ばれて、どこ

で建てておられるかはわかりませんが、菊池管内のその以外で利用されていること

は間違いないということです。そこでお尋ねしますが、森林組合等あたりの会議の

中で国産材を使った住宅がツーバイフォーの住宅より税が高いというユーザーの声

があるということですが、それはどういうことか質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） なぜ高いかというのは１回目に、５０坪の家を建てた場

合の単価比較の中で、最終的には坪当たり１００円ぐらいが一般工法の方が高くな

るということでございます。これはあくまで評価基準に基づいた全国統一的な基準

でございますので、これに沿って価格を出しているということでございます。また、

旭志村にありますその工場につきましては、かなりの数が住宅建材といいますか、

出て、集積材が発注されているようでございますが、聞くところによりますと九州

管内が、その多くがあの旭志の工場から出ているというようなことを聞き及んでお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 水上博司君。 

［登壇］ 

○９番（水上博司君） 国は、追加経済対策の中で住宅の投資や間伐材の利用拡大を推

進、また県は住宅を建てられる方に抽選で県産材の９０本を提供するなど、温暖化

対策、森林保全に力を入れております。しかし、実際は住宅に使われているのは外

材が多いということで、何かこう私たちにすれば言うこととやることが違っている

ような感じがいたします。またこの件につきましても、菊池市も県なり、国なり、

検討協議する必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、地籍調査について質問いたします。今回で三度目の質問になりますが、再

度質問いたします。昨年の部長答弁では、２０年度より２名の現地調査対応の嘱託

職員を採用し、従来の２班体制から３班体制で現地調査を実施、県の財政健全化の

中で２,０００万円の予算を確保し、早期完了に向けて努力するということであっ

たと思います。２２年度からは市の１０カ年計画により、市街化区域と中山間地域

を並行して調査に取り組むということでしたが、決算特別委員会の中では、中山間

部は２年遅れの２３年度以降という説明でありました。なぜ並行して行わないのか。
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一昨年の岡崎部長の答弁では、平成４０年度の目標を再検討し、早期完了を目指す

ということであったと思いますが、今でこそ所有者の境界と申しますか、確認に時

間を要しているのに１０年後、１５年後、境界確認が本当にできるか、大変厳しい

状況だと思います。地籍調査は、土地の所有者である土地に隣接している地権者の

全員の方の立ち会いが必要であり、旧３カ町村１００％、菊池市も４５％以上近く

完了していることであると報告がありました。税の公平さと申しますか、合併前に

菊池市、そして旭志、泗水、七城も一緒だったと思いますけど、全部の調査が終わ

ってから課税をするというような最初は当初の約束があったと思います。しかし、

３カ町村が地籍が全部終わっていまして、菊池だけが地籍調査が終わってないとい

うことで、今は随時課税ということで、これは合併検討委員会の中で検討されたと

思いますけど、随時課税になっているわけです。ですから、税の公平さを保つため

にも、１日も早く早期完了をすることだと思います。これは、私の１つの例ですが、

地域にですね、年寄りの方ですけど、婦人の方が主人が亡くなったら山の管理をや

ってくれということで、子どもたちも山の場所もわからないということで現場に連

れて行ってもらったわけですが、そのおばあさんも現地だけはわかりますけどその

境界は回ったことがないと言われるわけです。まず、個人情報保護法と申しますか、

役場に行って課税台帳を取り、そして菊池の地籍係で地籍図を取り、そしてそれで

も現地がどこかはっかりわからないですので、航空写真を撮り森林組合の職員と現

地を確認して回ったわけですが、地籍が終わっているからこういった地権者の所有

がわかるものの、まず地籍が終わってなければ、恐らくもう現在の年配の方々、ほ

とんどその家族と申しますか、その方々にその境界を教えるということはほとんど

ないように思います。ですから、まず地籍が終わってなければ、今後土地の売り買

いも進まない。そして、宅地においては家を建てることもままならない状態になる

と思います。現在、森林組合等におきましても緊急間伐対策事業が推進され、国土

交通省から一筆調査としては森林組合を利用し、早期実現に向けて頑張ってくれと

いうようなことでしたが、その後のどういった形で組合とも検討されたか、１回目

の質問といたします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 菊池地区の地籍調査につきましては、これまでの２班体制

から旭志地区の完了に伴いまして３班体制で、平坦地域と中山間地域に並行いたし

まして山間地域の調査に取り組んでおります。なお、森林整備事業が完了いたしま

した山林の地籍調査に着手できないかとのご指摘につきましては、平成２２年度の

山間地の調査面積約１８０ｈａを計画しておりますが、うち約５０％が森林整備事
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業の完了した地区でございます。山村の境界立ち会いにつきましては、ご指摘のよ

うに早急な事業推進が求められておりまして、２２年度以降も森林組合と協議を行

い、整備事業が終了している地区から推進を図ってまいりたいと思います。 

 一筆調査は、これまで原則といたしまして職員自らが実施してきましたが、進捗

率を上げるため民間を活用した地籍調査事業が可能となりましたので、当市もこの

事業を導入することにより平成３５年度完了を目標に予算確保と体制づくりを強化

し、１年でも早く終わるように推進に努めてまいりたいと思っております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 水上博司君。 

［登壇］ 

○９番（水上博司君） 再質問ですが、それは予算の関係もあると思います。しかしど

うしてでも終わらなくてはならない事業でございますので、早期完了に向けて推進

していただきたいと思います。 

 次に、現在の地籍係の場所は元法務局の跡であり、地籍図を取りに地籍係に行き

ましても証明書の発行は地籍係でやって、お金は本所の市民部と申しますか、会計

の方に払わないということで、わざわざ地籍の職員が１人道路を渡って一緒に付い

てきて領収書を切るわけですが、これは全く私たちから見れば無駄と申しますか、

そういったことで改善ができることならばやってもらいたいと思いますが、なんか

改善ができない理由があるならば述べていただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） ただいまのご指摘の件につきましては、公印を必要としま

す証明書につきましては、現在地籍調査課に申請していただき、本庁窓口での証明、

あるいは支払いとなりますが、これにつきましては公印を取り扱うことから従来ど

おりの対応しかできないのが現状でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 なお、コピー等で証明を特に必要としないというものにつきましては、今後現下

で対応できるように内部検討を進めてまいりたいと思っております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 水上博司君。 

［登壇］ 

○９番（水上博司君） 本当に検討して下さい。やっぱり私たち健康な者はいいですけ

ど、市民の方には不自由な方もおられます。特に雨の日など、その道路を渡らなく

てはいけないということで不便であると思いますので、早急に改善ができますもの

ならば改善をしていただきたいと思います。 
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 次に、菊池の秋まつりについて再度質問いたします。この祭りにつきましては、

去年の１２月にも質問いたしまして、執行部の方ではまたかいたと思われるかもし

れませんが、市民の方から何回でもしなっせというようなことでございましたので

質問いたしますが、菊池神社の神幸行列は１３０年続いているという伝統ある祭り

ということと、そして休日に合わせたり、できないということは昨年の部長の答弁

でよくわかりました。ただ、その後の午後から行われますその菊池の秋まつりは、

歴史と伝統をつなぐためにも、そして商店街の活性化はもとより、この祭りを通し

て農家の方々を招待しながら市民総ぐるみの祭りとして今日まで続いてきたと思い

ます。私も昨年、武者行列に参加させていただきました。昨年は本当にこう何とい

いますか、鎧を被って武者行列に出れるなんかは、大変光栄なことだと思っており

ました。ところが、今年は責任出席ということで、議員の方も３名参加されており

ましたが、多分と私と一緒で参加者、そして観衆が少ないと感じられたと思います。

やはりこの市民の祭りと申しますか、秋まつりは、市民が結集して、観衆が集まっ

てこその祭りだと思いますので、今日までの祭りのあり方、祭り自体が衰退しこの

ような状況では、今後の祭りの発展にも、そして市の発展にもつながらないと思い

ますが、市の考えはいかがか、質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 水上議員には、昨年も、さらには今年も参加いただきまし

て、まずもって感謝申し上げるところでございます。菊池秋まつりは、通称新宮さ

んと親しまれておりまして、毎年１０月１５日に菊池神社の秋季大祭の御神幸行列

と市の実行委員会が行います市民参加型の通し物で半世紀以上続いている祭りでご

ざいます。この通し物では、各地区及び各種団体の踊りや御輿２４台の勇壮な武者

行列の参加を得て祭りを盛り上げておりますが、ただいまご指摘のように社会形態

の変化、あるいは価値観の多様化などに伴い参加者も観客も減少しているのが現状

でございます。 

 このようなことから、実行委員会で休日開催の要望が多くありましたので、菊池

神社と協議を重ねてまいりましたが、長年続いた歴史ある祭りの日程を変更するに

は、神社の方の祭りの参加を裏付けるような環境面の整備が図られないと難しいと

いうような感を受けておるところでございます。 

 また、菊池神社の秋季大祭と切り離すという提案もありましたが、地域での様々

な行事等により別日程での調整は現在のところできておりません。通し物の参加募

集につきましては、市民参加の祭りとして全区長に呼びかけているところでござい

ますが、地区内での子どもの減少や高齢化、農繁期などで参加を得ることができな
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い状況でございます。今後も各地区や各種団体に参加を呼びかけながら、観客が増

えますよう各施設等に案内状などを配付し、情報を提供してＰＲしてまいりたいと

考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 水上博司君。 

［登壇］ 

○９番（水上博司君） 祭りに参加して、商工観光職員、そして祭りの実行委員の方々、

そして商工会の会員の方、朝早くから頑張っていることはわかります。そしてまた、

ほかの課の職員の方々も数名この祭りに参加し、県職員の方も参加しておられまし

たが、この祭りを盛り上げるためにわざわざ有休を取って地域のためにと参加され

ておられました。以前、本を読んだ中に宮崎県の綾町というところで、前町長でご

ざいますけど、「結いの心」という本があります。すべては夜逃げの町から始まっ

たというタイトルでしたが、やはり行政は、行政の役割は住民のニーズに応えるこ

とも大切であるが、豊かな生活のできる場を住民自らが創り出すよう自治の心を支

援していくことが大切だと言っておられます。やはり、やろうとしていることが本

当に市民に必要なのか、必要であるならば、やはり何度も協議をして今後この祭り

の方向性を示すべきだと思います。今、１２月でございます。ここに議長をはじめ

２７名の議員の方がおられますが、忘年会シーズンでもあり、私も何回か菊池のま

ちに出ますと、商店街と申しますか、飲み屋さん方も足に火が付いとるばいたと言

われます。やはり議員の方々、ほとんどの方々がこう言われるんだと思いますけれ

ども、やはりこのまちを、そして各４カ町村の町村をどうにかせにゃいかん、そう

いった思いであろうと思います。私は冗談で店の人に、足下の火が付いとるなら燃

えちまうか、途中で消すか、どっちかですなと、そういったことで言いますけれど

も、やはり商売をやっている方は、やはりどうにかしてくれというような思いで言

われていると思います。市長、そして執行部の皆さん、他町村から遅れを取らない

ために国際交流も大事だと思います。しかし、まず地元、この合併した菊池市の足

下の火を消すことが一番大事ではなかろうかと思います。今後、最大限の努力をし

ていただきますようお願いいたします。 

 それでは、次に経済部対策について質問いたします。経済部の中に林務課の設置

について質問いたします。現在、経済部の中に農林振興課、農林整備課があります

が、市民、特に農家、林家にとって、どちらに相談をしたがいいかわかりにくいと

言われます。農林振興課は農業・畜産・林業・農業施設と職種に分かれており、農

林整備課は土地改良事業、国営事業、県営事業、農道整備から林道整備と、多様に

ある中で、市民にとっては非常にわかりにくいと思います。ならば、農林振興課、
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林業関係及び林道整備の課を林務課に、農林整備課・農業畜産・土地改良事業・国

営事業・県営事業・農業関係を産業課に変更ができないか。菊池市も合併して５年、

４市町になり、菊池の振興局も農林部に林務課があります。特に中山間を控えてお

ります大津、菊池の林務関係が多いわけですが、菊池市も６８％の山間地があり、

国も温暖化対策や森林整備について予算化をし、事業推進に邁進していくというこ

とですから、ぜひとも林務課の設置を期待いたしますが、執行部の考えはいかがか、

質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 林務関係の業務につきましては、議員ご指摘のとおり、

現在農林振興課林整係と農林整備課の農林工務係の２係で対応しておりまして、林

整係がソフト面の補助金・交付金を担当し、工務係につきましては林道管理及び災

害復旧工事を中心としたハード事業を行っているところでございます。市民の方に

わかりづらい組織体制になっているのではないかとのことの指摘でございますけれ

ども、林整関係が２課に分かれていることから、確かにご指摘の面もあるかと思い

ますけれども、同じフロア内にありますし、連携を図りながら住民サービスの低下

を招かないような形で対処しているところでございます。 

 また、県の組織体制に合わせた組織づくりを検討してみてはとのことでございま

すが、菊池市地域振興局は、農林部内に林務課を設置し、林政関係の窓口を一本化

しているところでありますが、県の本庁部局につきまして申し上げますと、農林水

産部内に森林整備課・林業振興課・森林保全課・農林水産政策課、団体支援総室の

５部署で対応されているところであります。業務内容について、災害時の対応を例

として申し上げますと、台風による倒木や林地災害は、森林整備課、林道災害は林

業振興課が対応されているところであります。議員ご指摘の組織を細分化させて専

門性を強化するとともに、市民にわかりやすい組織づくりをと行うことも必要であ

ると認識しているところでありますが、反面、組織を小規模化することによりまし

て、横断的に大括り化することによりまして、大災害時など人員数や技術力を多く

求められる場合は対応しやすいことなども考慮し、現在の配置状況となっていると

ころでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 水上博司君。 

［登壇］ 

○９番（水上博司君） 部長の答弁によりますと、災害時の人員の専門家による技術力

と申しますか、人員の配置であるということですが、市民は今の現状でやはりわか
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りにくいというようなことでございますので、組織のスリム化はもちろんのこと、

最大限に、再度検討をしていただきたいと思います。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（北田 彰君） 以上で、本日の一般質問はこれで終わりたいと思います。明日

も引き続き一般質問となっております。 

 本日は、これで散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時５８分 
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○議長（北田 彰君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（北田 彰君） これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（北田 彰君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 はじめに、山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） おはようございます。今日最後の一般質問でございますから、

どうか今日１日皆さん方にもよろしくお願いをしたいと思います。このたび、畜産

危機対策についてと農業・商業連携型の対策についてということ、菊池物産ブラン

ドアドバイザー、また歴史専門員対策についてと辺地計画の進捗状況ということで、

４点に通告をやっておりますから、その順に従いまして質問をいたします。 

 まず１番の畜産危機対策について。政権与党民主党対策はどのように考えている

のか。国は、追加経済対策事業規模２５兆円前後ということでございますが、これ

は２４兆６,０００億円、また財政支出、２次補正でありますけれども、これは７

兆２,０００億円、またこれまで封印していた公共事業も一部復活させるというこ

とを述べております。民主党熊本県連では、地域政策推進室が党の施策に照らして

陳情や要望を精査し、党本部の判断を仰ぐと、新しいルールをつくりました。国会

議員を含め中央省庁への陳情を地元県連を窓口にして幹事長室へつなぐ、一元化を

するということであります。１２月３日に陳情ルールの説明会が県市町村対象にあ

っております。１１月中旬から民主党県連に持ち込まれました陳情は２６件と聞い

ております。その中には、民主党の施策である所得保障の改善を求めるＪＡ中央会

や、また土地改良連合会、県トラック協会等の陳情があったということであります。

国の方針も、今、論じられていいて、先行き不透明であります。国もデフレ対策、

景気対策と対応はしているものの、決断を迫られていることばかりであります。国

民の生活の中で農業・商業は、大変こう苦しく、特に本市の基幹産業の農業・畜産

は待ったなしの状態です。市は、市民の生活や環境、安全・安心を守るのが責務で

あります。このようなことを踏まえ、市は民主党に対し陳情・要望をどのようにし
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ていくのか、まずはお答えを願いたいと思います。 

 本市の様々な問題、生の声を国に訴える考えはあるのか。また本市の事業予算の

確保の陳情の考えはあるのか。本市に合う菊池案の施策の提言はあるのか。このこ

とについてもよろしくお願いしたいと思います。 

 ２番目に、畜産問題でありますけれども、これは農業全体的に大変厳しいわけで

ございます。特に同僚議員の中山議員、お茶をやっておられますけれども、昨年は

四、五十万円収益があったということでありますけれども、１０ａ当たりの、本年

は２０万円に落ちたということでございます。宮崎等においてはですね、自殺者も

出ているという、そういう現状であるということであります。また養豚も、坂井議

員おられますけれども、養豚についてもですね、本当に厳しいと。本年は、国が買

い支えをやったということでありますけれども、これについてもですね、詳しくは

坂井議員の方から経済部の方に報告をやってもらいたい。また酪農についてもです

ね、隈部議員や東議員、坂本議員、それぞれおられますし、その問題についてもで

すね、どうかこう経済部の方に話をしていただきたい。私は、畜産の中でも特に厳

しい肉用牛についての、肉牛肥育農家についての質問をいたします。現在、一番の

危機は畜産であります。畜産の市である本市から早急に畜産の所得保障を国に訴え

る考えはあるのか。現在の畜産の中で肥育農家の現状は厳しくあります。農畜産振

興機構、ここはマルキン肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業、補完マルキンによ

る補てんを肉専用種、これは黒毛、褐毛、交雑種、乳用種ですね、全種目で発動を

やったと。枝肉相場の低迷や飼料価格の高止まり、赤字が膨らみ生産現場の厳しさ

を裏付ける結果になっている。肉専用種、特に黒牛、マルキン補てん額は１頭当た

り５万９,５００円です。元牛飼料代など、物材費を下回る部分は補完マルキンで

５万３,６００円が追加補てんされております。肉専用種の粗収益は１頭当たり８

４万４,５００円で、４月、６月に比べ２万２,０００円減っております。家族労働

費を含む生産コストは１０１万６,６００円で、１頭につき１７万２,１００円の赤

字であります。導入子牛の価格高騰のピークは脱したが、飼料価格が高止まりする

一方で、枝肉価格が低迷し赤字が増えている。機構は、肉専用種は生産費が高止ま

りしている中、粗収益が減っており、生産費と粗収益の開きが進み一段と経営が厳

しくなっている。農水省は、マルキンの肉専用種補てん財源が減っていることから、

農家と国が１対３の割合で積み立てている１頭当たりの積立金の掛金の引き上げを

決めました。現行の生産者積立金１頭当たり６,８００円、国が２万４,０００円を

８,１００円引き上げ１万４,９００円に、国が４万４,７００円にするとしました。

肉専用種の積立金は、引き上げは初めてであります。補てん発動が続き、全国的に

各県畜産協会などが造成する基金の財源が減っているのが現状であります。基金を
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積み増すことで、補てん発動に備えるということであります。昨年は燃油高騰によ

る飼料高、資材高、本年は世界的な景気の低迷、またデフレで畜産は経営が困難に

なっており、畜産は日本農業の中心であります。米・麦・大豆など、土地利用型作

物だけでなく畜産に対する所得保障制度を急ぐべきであります。畜産は、今や待っ

たなしの厳しい状況であります。特に肉牛肥育農家は、現時点での所得保障をやら

ないと多くの農家がつぶれてしまいます。衆議院の農水委員会の中で農水副大臣の

答弁の中で、畜産の所得保障制度についても、モデル事業としてぜひ行いたい、山

田副大臣は答えております。米の所得保障よりも一番厳しい畜産の所得保障を畜産

市である本市から全国で一番に立ち上がり、市長が現状を国に陳情し働きかけるべ

きだと思いますが、市長の考えを聞かせて下さい。 

 ３番に、市の独自の危機対策についての考えはないのかということで質問をやっ

ております。 

 以上、３点について、まずお答えを願いたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） おはようございます。 

 １点目の政権与党民主党対策はどのように考えているかということでございます

けれども、従来地方からの要望や陳情につきましては、各省庁に直接陳情するとい

う方法でありましたが、この方法につきましては族議員と省庁の癒着を生むとのこ

とで、原則的に認めないということになりました。新政権では新たな手法といたし

まして、まず自治体や各種団体の要望を地方の民主党県連を通じて１０日に当官庁

に吸い上げ、その後省庁別の担当副幹事長が精査し、大臣・副大臣ら政務三役に報

告する仕組みとする新陳情システムとして位置づけられ、地方県連の存在感の向上

と積極的活用を促すようなシステムとなっております。ただいま山瀬議員申されま

したように、今月の１２月３日に新陳情システムの説明会が県であっております。

民主党県連代表の挨拶の後に、今回の新システムの趣旨について説明があったとこ

ろでございます。大きなものといたしましては、一つに政・官・行癒着の排除と利

益誘導型から政治の脱却ということと、２点目が分権型陳情で、霞ヶ関詣でを一掃

するというようなことでございました。そのほか、透明性・公平性を確保するため

の陳情の処理ということと、各省庁の担当者の負担軽減というのも含まれておった

ところでございます。このようなことで、直接党本部へ出向いても、原則受け付け

ないというふうな説明があったところでございますし、今、申しましたように県連

を通じなければ陳情は受け付けないというようなことのシステムでございました。

未だ、まだまだ始まったばかりでございまして、その対応に市としても戸惑う部分
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が多々あるわけでございます。そういうわけでございまして、本市におきます国へ

の要望につきましては、この新システムの活用は当然認識しなければならないこと

でございますし、県と問題意識を共有しながら、あらゆる角度から市民の生の声と

いうのを要望を行う方法をやっぱり模索していかなければならないというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） おはようございます。 

 ２点目の畜産経営につきましては、農業全般について厳しい状況にございまし

て、特に肥育牛生産農家を取り巻く状況は、４年前をピークに、その後平成２０年

は飼料・燃油等の高騰により生産費の上昇、平成２１年の飼料価格は若干安くなっ

たものの、販売価格の低迷によりまして、ここ２年は特に厳しい畜産経営をされて

ていると認識いたしております。ご紹介されました農畜産業振興機構が行う肉用牛

肥育経営安定対策事業、通称マルキン事業や、肥育牛生産者収益性低下緊急対策事

業の基金からの補てんを受けても収益が上がらないと聞き及んでおります。また、

養豚農家、酪農家につきましても、同様に厳しい経営がなされていると認識してお

ります。 

 このような現状の中、市といたしましても畜産関係団体等と連携を密に取りなが

ら、畜産農家の声を県や国に訴え、畜産農家の経営安定のための施策を強く要望し

てまいります。 

 ３点目の市独自対策でございますが、議員ご承知のとおり畜産関係における国・

県の所得保障は、一部を除き現在のところございません。本市におきましても厳し

い畜産経営をされていると認識いたしております。市独自の施策は、現段階といた

しましてはございませんが、今後、国・県の新しい施策等の状況を勘案しながら十

分検討する必要があると思っております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） ただいま総務部長の答弁の中にも、国への要望については新

しいシステムの活用をするということであります。また、県と協議をしてあらゆる

角度から要望していくということであります。そのことはわかりました。でもです

ね、県と協議をしていくということでありますけれども、本市においてはですね、

次の質問と一緒でございますけれども、畜産ではまずは今や日本一の市と言われて
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いる市なんですね。ですから、そういう問題については、うちの市から動き出さん

とですね、県に仰いではいかんわけですね。うちから県に言うて、なら国に行こう

だという形でやってもらわんと、そのようなことで、どうかこう活用はするけれど

も、場合によってはうちから一番にやっていくと、そういう方向で進んでいただき

たいと。特にその点についてはですね、後で市長の方から畜産問題を含めて答弁を

いただきますけれども、どうかあと１回、部長の方にですね、本市の問題点、特に

問題のときにはうちから行くと、そういうところをもう１回聞かせていただきたい。

そうすると、経済部長の答弁の中では厳しいことは畜産全体わかっとるということ

であります。でもですね、先ほど質問したように、農水の副大臣、この方は長崎県

の方であります。大変こう農業については詳しい方でありますからですね、その方

が自ら農水の委員会の中で畜産の所得保障は、これはぜひモデル地区でもやらんと

これは大変だなということでございますから、今の民主党の中では米が来年からと

いうことでありますけれども、うちの畜産はですね、待ったなしなんです。ですか

ら、１２月の議会等が終わったなら、市長共々にですね、こういう状況を踏まえて、

こうぜひやっていただきたい。それいいですね、今の問題。 

 そうすると、３番目の市単独の対策ということでありますけれども、今のところ

まだ検討中だというようなことでありますけれども、やっぱりですね、畜産の一番

のうちの市から菊池市はこういう対策でしましたよということをやってですね、や

っぱり県に、国に訴えていくのが当然でしょう。ＢＳＥのときにはですね、これは

平成１３年になりますかね、ＢＳＥのときには、旧菊池市３,３００万円の補助を

やっております。また、七城については１,８００万円、旭志については１,５００

万円、旧泗水については１,０００万円、それだけ各自治体がやっとるわけなんで

すね。このたびもですね、ＢＳＥとあんまり変わりませんよ。ですから、昨年の例

もありますね。昨年は燃油高騰による対策として、例えば借入金の利子補給の援助、

または宿舎等の減免、税金の減免、いろいろやりましたね。ですからですね、そう

いうのも勘案しながらですね、やっぱりうちの市から一番にそういう対策をやって、

そして県に、国に訴えていくと、そういう考えはないのか、再度質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） いろんな案件について県との共有というのは非常に大切

な部分があるというふうに思いますけれども、案件によっては、やはり市から県に

要望し、党本部の方に陳情が届くような市からの発信というのも十分今後積極的に

してまいりたいというふうに思っております。 

 以上、お答え申し上げます。 
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○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 先ほども答弁いたしましたように、農業を取り巻く現状は

大変厳しいものでございます。特に畜産農家経営は、飼料、燃油価格等の高騰によ

る生産費の上昇や販売価格の低迷によりまして厳しい経営を強いられていると認識

いたしております。西日本有数の畜産地帯であることを再認識いたしますととも

に、他の自治体に先駆けて取り組む姿勢は大変重要であると考えます。また議員、

紹介ございましたように、過去においてはＢＳＥ対策といたしまして、特に全国的

な風評被害により畜産農家経営の安定のため、国・県はもとより旧菊池市・七城

町・旭志村・泗水町でも、それぞれ事業が行われ、総額で約７,６００万円の危機

対策が実施されたところでもございます。さらに、以前より農業制度基金利子補給

事業を積極的に活用し、農家経営の安定を図っております。また、平成２０年度か

らの飼料・燃油価格高騰緊急対策事業によりまして、県とともに飼料・燃油価格高

騰対策資金における利子補給を行っております。先ほども申し上げましたように、

現段階における畜産農家等に対する市独自の施策等はございませんが、引き続き現

状調査、把握等を行いながら、厳しい畜産農家の声や現状を国や県に訴え、過去に

行われたＢＳＥ対策時のような事業等が展開されるよう関係団体等と連携し、その

対応に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） ただいま各部長からこう答弁がありました。前向きには進む

ということでございますから、よろしくお願いをしたいと思います。 

 最後に、この３つの問題について、市長、畜産市である我が市から福村市長自ら

国に陳情に行くから議会も同行してくれんかというときには一番に付いていきます

から、市長の思いを述べていただきたい。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） これまで部長の答弁にもございましたけれども、大変この農業

を取り巻く状況は厳しい状況にあります。とりわけ議員ご指摘のとおり、西日本有

数の畜産地帯であります本市にとりましては、誠に憂慮すべきことであると思って

おります。このような認識の上に立ちまして、現在の社会情勢ではあらゆる産業も

そのような非常に厳しい環境下にあるということでございます。同様な状況である

というふうには思ってはおりますけれども、こういった中で先日も申し上げました
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とおり、国や県には畜産産業をはじめ、あらゆる産業の経営安定のため菊池市がさ

らによりよくなるために、新政権に対しましては今後施策などをいろいろと勘案し

ながら強く要望していきたいと思います。また要望については、民主党本部に駆け

込むということについてのご意見だったかなと思いますが、先ほど部長が答弁申し

上げましたとおり、１つのシステムとしてはそれぞれの県にあります民主党の支部

の幹事長室と言いましょうか、そちらの方に申し出なさいということになっており

ます。県連が精査した上において、党本部の方に上がっていくということでありま

して、直接党本部に訪れることについては流れにないということでありますが、そ

れは畜産に限らずあらゆる団体、経済団体等が直接この行政を通じないで行かれる

場合等については、党本部に行かれることも人脈的なこともあってあるんじゃない

かなと思いますが、やはり党支部組織というものがあって、そこを飛び越して行か

ないようにというのが一つの縛りだろうと思います。いずれにいたしましても、政

権が変わって民主党だけではない社民党もあります、国民新党もあります、それぞ

れの連立政権あっての政権であるということを亀井大臣が言っておりましたけれど

も、まさにそのとおりだと思いまして、必要に応じてそういった政治的な政党の門

を叩いてお願いをすべきものはお願いをしていきたいと、このように考えておりま

す。 

○議長（北田 彰君） 山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） ２番目の質問をいたします。 

 農業・商業連携事業の対策についてであります。先日も隈部議員の方から軽トラ

ック朝市についての質問があっておりましたけれども、重複をするところもあるか

と思いますけれどもよろしくお願いをしたいと思います。軽トラック朝市の道路使

用料を定着するまでに３年間ぐらい補助を考えてもらいたいということであります。

商店街、各連合会、商工会、商工観光課、ボランティア各団体、主催者協力の下で

１０月２５日と、また１１月２２日、２回の朝市があったわけでございます。１回

目は、昨日も説明あっておりましたように、曇りでありましてですね、後で小雨が

降るという状況でございましたけれども、出展数が６７件ありました、６７店。そ

うすると、地元の店が３軒開いておりました。また来客数が昨日と若干違いますけ

れども４,０００人余りおったということでありまして、平均の売り上げが３万円、

最高が１０万円と最低が５,０００円。第２回目も１０時前から雨が降りまして、

出展数が７６店、その市の店の開いたのが４軒、農産物が２８軒と海産物が６軒、

飲食が２１軒、その他が２１軒でありました。平均が２万円、最高が６万円、最低

が５,０００円、来客数が３,５００ということでありました。２回の朝市が開催さ
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れて、商店街の人たちや、また来客の人たちは昔の祭りの賑わいを思い出してです

ね、感動されておりました。来客の人たちは、食べたり買ったり満足そうです。ま

た、中心市街地の活性化、農村の人たちとの町の交流、今後ますます農・商・工連

携が進むことだと期待をしております。また、賑わいを取り戻すと。そのためには、

やっぱり市の力強い後押しが必要でございます。問題は道路使用料を１回に付き１

台２,４００円なんですね。飲食関係については、別に保健所の許可で２,７００円。

これは１年間にですね、道路使用料２,４００円掛ける１２回としました。１００

軒の参加があれば２８８万８,０００円ですね。と、保健所についても２,７００円

掛ける１２、掛けるの２２軒が出展数となれば７１万２,８００円なんです。合計

で３５９万２,８００円になります。本年は、県の方から１００万円の補助があっ

たということであります。来年は見込めないということでありますから、農業・商

業、来客の交流、または商店街の活性化のために定着するまで市よりやっぱりそれ

を必要な３００万円ぐらいはこう助成をやってくれんかというのがお願いでありま

す。土木工事の道路使用料は３カ月間で１区間２,４００円なんです。また、使用

している道路はですね、市道でありまして、これは市長の権限であります。市が県

と話し合ってこう、例えば１カ月、１カ月じゃなくてですよ、１年に２回の許可と

かですね、使用料の、いろいろなやり方があっと思うですね。ぜひ県とそういう協

議をやってもらいたいということであります。 

 ２番目に、市の祭りとイベントが大変重なる点がありますね。ですから、このこ

とについても市でやっぱり祭り、イベントの調整をやっていただきたい。特に１回

目のときですね、水源のふるさとまつりと一緒になりました。２回目のときには、

龍門のやっぱりふるさとまつりと一緒でありました、ウォーキングもありました。

向こうの方にも１,０００人からお客が行って、水源のときも一緒なんですね。で

すから、やっぱり１つの祭りにみんなが賛同されるんですね。そのこともよろしく

お願いしたいと思います。 

 ３番目に、朝市の参加についてこう全市に市の方から働きかけてもらいたい、宣

伝をやってもらいたい、この点についてもよろしくお願いします。 

 それとですね、やっぱりトイレが問題なんですね。女性の客が大変多うございま

して、仮設トイレにはやっぱり行きたくないという話を聞きました。ですから、こ

のことについても、例えば上町から下町の間に、あそこの向町から立町の間に、や

っぱり中心街には２つぐらいのピシャッとしたトイレの設置をですね、ぜひ市の方

でやっていただきたい。それと駐車場、この問題、真ん中、ちょっと下の方には若

干ありますね。でも上の方の入口の方がちょっと不足なんですね。ですから、ぜひ 

竜門ダム事務所跡、個人事務所跡、ここを買ってほしいと。これは市民広場、また
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物産館についても一番重要な駐車場なんですね。ですから、スポット的に、イベン

トのときじゃなくてですよ、１年間を通して市で借りると、このこともぜひお願い

をしたいと。このことについて答えをいただきたいと。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 軽トラ朝市の道路使用料補助につきましては、昨日隈部議

員の方にもお答えしたとおりでございますが、軽トラ朝市の波及効果による商店街

の活性化と合わせ、温泉街の活性化につながるような支援ができればと考えており

ます。具体的には、実施主体であります熊本菊池軽トラ朝市実行委員会とともに、

道路使用許可申請に伴います手数料の問題、あるいは毎回毎回使用許可申請をしな

ければならないことから、申請事務の簡素化も含めまして出店者の負担軽減ができ

るよう警察当局との協議を進めてまいりたいと考えております。その結果を踏まえ

まして、後の支援が市としてできるかというのを検討してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、２点目の市の祭り、イベントの調整についてでございますが、前２回の開

催日には秋のイベントシーズンでございまして、他のイベントと重複したところで

ございます。軽トラ朝市につきましては、開催日を毎月第４日曜日に設定されてお

りますので、今後はできる限り期日や時間を調整しながらイベント間の連携を図り

たいと考えております。 

 次に、朝市参加を市全体に働きかけてほしいということでございますが、これに

つきましては市も実施主体であります熊本菊池軽トラ朝市実行委員会に参画してお

りますので、広報紙やラジオでのＰＲ、また福岡都市圏に向けましては熊本県福岡

事務所などを通しまして事業参加の要請や誘客等を広く周知を図ってまいりたいと

考えております。 

 それから、駐車場、あるいはトイレの確保についてでございますが、まず駐車場

につきましては、各商店街の駐車場を開放していただくことは当然だろうかと思い

ますが、九電跡地や菊池振興局が職員駐車場として借用されております竜門ダム工

事事務所跡地なども開催日のみ開放していただくようお願いしてまいりたいと考え

ております。 

 またトイレにつきましては、平成２３年度におきましては街中のポケットパーク

にトイレを併設する予定がございますが、当面は個々のお店にもご協力をいただき

開放していただきますよう各お店や商店街連合会等にお願いをしてまいりたいと思

っております。 

 以上、お答えいたします。 
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○議長（北田 彰君） 山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） わかりました。やっぱりですね、なるべく商業・農業が連携

やって、また商店街が活性化するということは、これは望むところでありますから、

お願いは、駐車場の件も、ぜひこう早急に解決してほしいということと、そうする

とあと道路使用料の件で県と協議が長引く場合はですね、やっぱり商店街活性化イ

ベント事業補助金というのがありますね。そういうのの活用、多分１回の開催に３

０万円程度の助成があると思いますけれども、毎月それぐらい出していけば大体足

るわけなんですから、このこともどうかよろしくお願いしておきます。この問題に

ついては了解であります。 

 次は、３番の問題に行きます。菊池物産ブランドアドバイザー歴史専門員対策に

ついて。農産物商産物ブランドアドバイザーの必要性があると思うが市の考えは。

菊池の台地は、鞍岳、八方ヶ岳、菊池渓谷を源とするミネラルを大量に含んだ豊か

な清流菊池川、迫間川、合志川で育った米・野菜・果樹等があります。また、日本

一を誇る畜産、自然の恵みと先人の知恵で今の産物があります。私たちに与えられ

た今後の課題は、その品質の向上、また適地適作の掘り起こし、消費者ニーズに応

える品物づくり、農畜産物の付加価値を付ける加工品取り組み、また開発、日本一

を目指す菊池ブランド戦略がまず最優先であります。農家の現状は、ＪＡを通じて

経済連から全農、各市場、これは仲買、その人たちが価格を付け、農家が価格を付

けることはありません。今の時代に農家の産物は、本当に二束三文で買い叩かれで

あります。市が先頭に立ってブランド化して、自分たちで値段を決める、そういう

農家をつくらなければですね、やっぱり農家を継ぐ若者はおりません。菊池の農業

はなくなってしまいます、現状ではですね。ですから、付加価値を付ける、所得を

上げる。そして進んで農業をする人たちが増えるようにするのが私たちとか市の努

めであります。ですから、やっぱりブランド戦略なくしてこの地域の活性化はない

ということでありますから、ぜひこのブランド、それを付けるためのまた戦略いろ

いろありますね。そのためには、ぜひこうアドバイザーを１人受け入れてほしいと

いうことであります。このことについて、ぜひよろしくお願いいたします。 

 また、２番目の菊池の宝である歴史を活かした観光まちづくり、その歴史専門員

の必要性があると。市はどのように考えるかということで質問をやっております。

旧菊池市である、例えば菊鹿の大和朝廷時代の鞠智城、これはどんな目的で菊池市

に建てられたのか。また、百済式、何で山科なんか。百済王朝との関係、また百済

の人たちがどこに住み、どうなったのか。菊池市と百済の関係とかですね、またそ

の調査、例えば菊池武光公や武敏公、懐良親王、そのときの朝鮮と中国の南蛮貿易
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が大変こう盛んにされております。それは、九州を平定するためですね、やっぱり

大変なこう貴重な財源になったと聞いておりますが、その貿易の物資の九州への流

れの調査等をですね、例えばなら菊池が九州平定できたのは、やっぱり山の民、こ

れは山伏等でありますけれども、この人たちの、例えば鎌倉、京都、日本中の情報、

どうやってやったかと、そういうときの調査ですね、菊池の情報もですね、そうい

うものの調査。また、海の民、これは海賊でございますけれども、これを利用して

菊池は大変こう利益を上げたということでありますし、その中の例えば熊野水軍を

はじめ瀬戸内と松浦とかなたとか、また天草五人衆、対馬の宗との関係、こういう

との調査。また高麗史とか、西の方の朝鮮、南の朝鮮の朝鮮史、明の国との菊池氏

の関係、また九州の武士団との和冦との関係、そういうとの調査。朝鮮史菊池氏の

名前が数十回出てきます。そういうとの調査。これは、市長が今、日韓友好よくや

っておりますね。その五、六百年前に菊池はもう堂々とこう交流をやっとったわけ

なんですね。そしてまた、１３００年前には大和朝廷を含めた百済との友好があっ

ておる。そうすれば、市長のこう日韓友好の絆というのはまだ強くなっていくと思

います。こういうとの調査ですね。例えば京都の東福寺の当時の五山文学の最高峰

と言われた桂風師との為邦公との関係。また、重朝公、隈部忠直公との京都南禅寺

の当時の日本一の学者の桂庵玄樹、その人を招いて２年間菊池に滞在して、孔子廟

にて儒学を教えておりますけれども、そのときに室町時代、日本三大学校の１つと

言われた菊池の孔子堂がありましたね、そういうとの調査。また江戸時代になって

くれば、朝鮮からに通信史が来ました。これは対馬から長崎、大阪、江戸という形

で来ておりますけれども、そのときの通訳がですね、当時の熊本藩の時習館の水足

屏山と博泉であります。この方は、大変、博泉は、当時１６歳で天才と言われまし

た。そして、やっぱり優れとったから幕府から博泉の名前をもらったということで

ありました。この方が隈府の勝福寺に来て江戸時代の菊池の文教の始まりなんです

ね。渋江紫陽に文学を教えて。そして、神水伯順、木下村、梅里、武藤環山、虎

太と引き継がれて、今の菊池の文教があるわけなんですが、こういうとの調査。こ

ういうのを踏まえてですね、菊池は日本の各豪族との関係の調査ですね、そしてい

つの時代を開いても菊池は各県との歴史の関係があります。それを活かす、つなぐ、

創り上げる、その調査が必要なんです。文教菊池のまちづくりに、また市民広場一

帯周辺に九州全体の中世の資料館等の必要性もあると思いますし、またそれに伴う

図書館の建設も必要だろうと思います。市の活性化のためにですね、歴史専門員を

ぜひ受け入れて、それを最大に活かして菊池の活性化につなげる、このことを考え

ているのかということでご質問をしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 
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［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） まず１点目のアドバイザー等の必要性でございますが、議

員ご指摘のとおり農産物をはじめ商品開発等は専門のコンサル等がアドバイザーと

なり指導し成功した事例があると思います。本市の農業は、地形が山間地域、中山

間地域、平坦地域に分かれ、農作物等もそれぞれの地域に合わせて、茶、シイタケ、

果樹、米、畜産、野菜、園芸施設など、様々な形態の農作物が栽培されております。

ブランド化の取り組みにつきましては、今回の仮称ブランド化推進室の設置が表明

されたことに伴いまして、これまでの議員各位のご提案等を参考にしながら方向性

等につきましては積極的に議論を深めていかなければならないと考えております。

また、県やＪＡ、生産者等の連携は不可欠でございます。あるいは、議員ご指摘の

専門的なアドバイザーの必要性等につきましても、併せて協議を行う必要があると

思われます。何分新しい事業のため試行錯誤が伴うと思われますが、本市の活性化

のため重要な課題として捉えているところでございます。 

 次に、歴史につきましては議員の方から大変詳しいご紹介がございましたが、本

市は南北朝時代に菊池一族の統治の下、九州における政治の中心として栄え、地域

内には多くの遺跡が残っており、政治・教育・文化及び観光面において、現在のま

ちづくりに大きく影響を与えております。これらの歴史的背景は、本市の今までの

地域づくりに脈々と受け継がれてきており、未来につなげていくべきものであると

思います。これまで育まれた歴史や文化を継承し、人々がまちづくりに活用するこ

とは本市のまちづくりの１つの手法でもあると思います。議員ご指摘の歴史専門員

につきましては、歴史資料等に係る収集・整理・調査・研究等を行うことで歴史的

背景を明確にし、講演会、各種講座、広報等の普及活動を行う人材だと考えており

ます。歴史専門員を活用することで、菊池の歴史的な位置づけを明確化し、市内外

へ情報を発信することは文化の継承・振興及び郷土愛の醸成はもちろんのこと、観

光振興の面においてもつながるものだと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） ブランドアドバイザーについても、関係機関と協議をしなが

ら検討していくということであります。また歴史専門員についても同じであります

ね。時間がありませんから、次は市長の方にですね、ブランドをつくる、決める、

開発する、販売する、そのためには絶対やっぱりそういう仕掛け人が必要なんです

ね。ですから、このことについて市長どうお考えなのかをお答え願いたい。 

 また、歴史専門員についてでありますが、菊池物産のブランド化と歴史を活かし
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たまちづくり、歴史を活かした観光ルートづくり、菊池の活性化戦略のためには歴

史専門員はぜひ必要なんですね。その受け入れについて、市長、どうお考えかをお

答え願いたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 地域ブランドづくりにつきましては、農産物だけではなくて歴

史、まちづくりでも可能であると、このように思っております。むしろ歴史やまち

づくりが地域ブランドになれる地域は数少ないところではないのかなと思います。

幸いにして私たちが住んでおりますこの菊池市は、そういった意味では大変恵まれ

ているということでございます。しかし、全国的にこの菊池が持っている、潜在し

た魅力というものをどこまで発信しているかというと、まだまだその域に達してい

ないということが現実だろうと思います。これまで代々先祖から受け継がれてきて

おります貴重なこの歴史的な背景というものを今一度整理をしまして、ご指摘のと

おり菊池のよさというものを見つめ直して、この菊池の存在というものを全国的に、

またお隣の国、中国・韓国につきましても発信していければなと、このように思い

ます。菊池の存在というものにつきましては、これは本当にみんなが歴史的なもの

を今一度紐解いて再勉強していかなければわからない部分がかなりあると思いまし

て、山瀬議員の詳しいお話を聞きながら、やっぱり菊池にそういった素晴らしいあ

れがあって、朝鮮史にも載っておるように、数度にわたって菊池の一族はお隣の朝

鮮半島を尋ねているという、その時代において大変素晴らしいことだったんではな

いかなと。一面においては、倭寇という話もあっておることについてはちょっと危

惧をしますけれども、歴史の一つの通過点としてはいろんな事柄があってもしかる

べきだと、このように思いまして、関わり合いが深いということにおいて、これを

大切にしていくべきではないのかなと、このように思います。地域振興はもとより、

観光振興にも大いに活かせると、このように思いますので、関係各課におきまして、

この歴史専門員につきましては検討をしてまいりたいと、このように思います。 

○議長（北田 彰君） 山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） ４番目の辺地計画の進捗状況について、これについてはです

ね、前の９月議会でも質問いたしましたし、また後でもあるかと思いますけれども、

やっぱり地域間格差があまりにもありすぎて、やっぱり来年からの辺地計画の中に、

この遅れている地域というと怒られますけれども、その地域をですね、ぜひとも５

年間の間に地域の格差を無くしていくと、このことがやっぱり企画部長、あなたに

与えられた仕事でございますから、その思いを込めてご答弁をいただきたい。 
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 まず、説明会等があって、説明会というか区長文書で配送して、受け入れをして、

各部署各課で取りまとめをしたということでございますから、そのことについてお

知らせを願いたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） 辺地につきましては、過疎対策特別措置法と同じように、

国の辺地に係る特別措置法に基づいて実施される事業でございます。辺地対策事業

は、交通条件や自然条件、経済条件等におきまして、他の地域と比較して住民の生

活文化条件が著しく低い山間地など、辺鄙な地域にあって一定の要件に該当する地

域でございます。この辺地に対しましては、起債借入に対する償還額の８０％が交

付税の基準財政需要額に参入される大変有利な事業でございます。この辺地の格差

是正のを図るためには、辺地の総合計画を策定し、計画的に実施していく必要がご

ざいます。したがいまして、本年度は管内１１地域がございますが、その地域の辺

地計画を、総合計画を策定中でございます。計画期間は２２年から２６年までの５

カ年計画を今考えているところでございます。現在各部各課にこのことを周知いた

しまして事業の提出を求めておりますが、その取りまとめを現在行っている状況に

ございます。今上がってきておりますのは合計で２９件ということになっておりま

す。これらの事業につきましては、各課のヒアリングを今後行いまして、財政的な

調整、また新市建設計画との整合性を図りながら計画の策定を行ってまいります。

なお、計画につきましては、県と事前協議を経た上で３月議会に上程し、議決を経

て、県を経由して国へ申請するという状況でございます。この計画にあたりまして

は、区長等にもお願いをして意見を徴収しているところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） 今の部長の答弁の中で、合計で２９件の件数が上がっておる

ということでございます。やっぱりですね、説明会のあり方、区長文書で出して受

付をするということ、これも一つの手段でしょう。でもですね、区長さんにおいて

は、それぞれこう、例えば詳しく説明する方、ざっとする方、何もせん方といろい

ろおられると思います。ですからですね、菊池においては１２月４日ですか、その

区長会で説明をやったということですね。そして旭志については１２月１５日とい

うことでありますけれども、やっぱり私たちの今までの経験の中でですね、例えば

竜門ダムのその水の利用の問題、このことについてもですね、今ようやくしもたな

て、あのとき水ばもろうとくならよかったなという人たちが大変、言うなら一番水
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利権の近いところの人たちがそうなんですね。今じゃ間に合わんわけなんです。で

すから、本来やっぱり市からですね、その辺地地区の各区単位でいいじゃないです

か、区単位でいいじゃないですか、そこに出向いて、あなたたちところはこのこと

は、この事業でしなはりまっせて、こればつくりなっせ、ここに橋ば架けなっせ、

道路つくりなっせとか、そういうことをあなたたちが進めていかんと。そうすると

ですね、やっぱり言いきんならんとですよね、これには大変金額がかかるだろうな

と、もしもひょっとすると手出しがあるかわからんなとか、それぐらいのものなん

ですよ。ですから、ぜひ地元に出向いていって、説明をやって、そして皆さん方が

将来を見据えてどういう事業があってこの事業をやって下さいよ、やんなさいよと

か、するべきですよとか、そういう指導をやって下さい。そういう考えがあるのか、

ないのか。これは、本当にですね、これをやっていって、例えばこの辺地地区が本

当に活性化してくるとなるならば、やっぱり石原部長は違うなということになりま

すから、ぜひ決断をお願いしたい。 

○議長（北田 彰君） 企画部長、石原公久君。 

［登壇］ 

○企画部長（石原公久君） 辺地事業につきましては、事業内容が多岐にわたりますか

ら、まず市の職員は辺地事業と何ぞやということを知る必要がございます。また、

把握しなければなりません。計画段階にある事業が辺地債に該当するかどうか、精

査できるようになることが必要でございます。したがいまして、本年度はこの１０

月２６日に市職員への説明会を開催いたしました。関係する各部各課から出ていた

だきまして、総合支所も集めて実施したところでございます。また、各地域の要望

につきましても、各部各課で事業計画の策定にあたっては、地元と十分協議をして

行うようにというような周知徹底も図ったところでございます。それでもなおかつ

まだ不十分というようなことがございましたので、今、ご紹介ありましたように１

２月４日と、旭志については１２月１５日に区長会に再度説明をして要望を聞くよ

うにいたしているところでございます。今後の事業の策定を詰めてまいりますけれ

ども、もう一度今、ご意見ありましたように、各部各課に周知徹底いたしまして、

それぞれが地域の実情を把握した上で計画の策定にあたるように各課に周知してま

いりたいというふうに考えます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 山瀬義也君。 

［登壇］ 

○１９番（山瀬義也君） 今、部長も前向きにということであります。特にですね、辺

地には、例えば、今、分団長たちもおりますけれどもですね、自然災害、または山
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林火災、そういうところがありますからですね、結局そういうとのためにもですね、

結局辺地が使われる分野で機動力が活かされるようなことがあればですね、ぜひ使

ってもらいたいと思いますから、十二分に各部署間、各課、そして各地域のですね、

徹底した情報をあおって事業に進んでもらうように要望いたしまして、質問を終わ

ります。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５８分 

開議 午前１１時０７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） おはようございます。通告順に従い質問をいたします。 

 まず、救急体制についてということで、あれは確か２００７年の衆議院の補欠選

挙のときだったですので７月ごろだったと思います。龍門の雪野から重味方面、３

８７号線へ抜ける道路です。その道を水上議員と２人で車を走らせていますと、隈

府方面よりけたたましいサイレンの音と共に、私たち２人の前を救急車とレスキュ

ー車が猛スピードで３８７号線を隈府方面より水源方面へと通り過ぎていきました。

何事かと後を追いかけたところ、着いた先は阿蘇市深場の少し下の駐車場で、随分

と車を走らせた感がありました。しかし、その場所はまさしく菊池市内であったわ

けです。着いた先の光景は、車の横に灯油缶、その傍らに横たわった少々黒ずんだ

人らしい物体でありました。その現場で消防隊員の方々が手際よく作業をこなして

おられました。私たちが着いたときには縄が張られ、遠目にしか見ることができま

せんでした。そのとき感じたことは、消防隊員の方々の手際の良さと確実さに感心

したことは言うまでもない事実であります。しかし、それ以上に感じたことは、こ

の菊池市の何と広いことかと、今さらながら驚かされたところでした。恐らく、水

上議員も同じ気持ちだったろうと思います。どんなに優秀な消防隊員の方でも、北

消防署からあれだけ遠くへ出動しなくてはならないと、助かる命も助からないと強

く感じたところです。 

 そこでお尋ねですが、１つ、菊池広域連合管内の出動状況はいかがですか。 

 ２つ、それぞれの最遠地までの所要時間はどれぐらいかかりますか。 

 ３つ目、ＡＥＤの設置基準並びに設置現状はどうでしょうか。 

 お尋ねをいたします。 
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○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） お答えしたいと思いますが、１点目の管内の出動状況と

いうことでございます。救急車等による急病者の搬送につきましては、菊池広域連

合消防本部の業務でありますので、消防本部に聞き取りを行いました。広域連合管

内ということでしたが、出動件数については北消防署管内ということでご理解をい

ただきたいと思いますけれども、北消防署管内の救急車両の出動件数につきまして

は、平成２０年分、これは１月から１２月まででございますけれども１,５１６件、

平成２１年１月から前月の１１月までにつきましては１,２８９件ということで、

前年に比べますと減少傾向にあるということでありました。 

 次に、最遠地、一番遠い地区までの緊急車両の所要時間でございますけれども、

菊池市におきましては穴川の八方ヶ岳穴川登山駐車場までが２８分、木護までが２

３分、渓谷、先ほど言われました菊池渓谷の遊歩道までが２２分、それと菊池高原

カントリークラブまでが２１分。また龍門地区の方では、鳳来までが２０分ほどか

かるとのことでございました。また、広域連合の他の管内の消防署からの最遠地、

一番遠い地区につきましては、南消防署が大津町の真木までが２０分、矢護川まで

が１８分ということでございました。また、西消防署の方が泗水町の住吉までが１

５分、合志の竹迫までが１０分ということで、泉ヶ丘消防につきましては、一番遠

いのが津久礼が８分ということで、そこが一番遠いということで、おっしゃられた

ように菊池市が広範な広さがあるということで、最長２８分というような状況であ

ります。また、中山間地域では、熊本県防災ヘリコプターの使用が有効な手段であ

りますので、必要に応じて要請を行っているところであるということでございます。

今年は菊池渓谷中央駐車場から１件、竜門ダムから１件、中央グラウンドから２件、

鞍岳から１件、計５件の急病者の搬送が防災ヘリで行われたというふうなことでご

ざいます。 

 ３点目のＡＥＤの設置状況でございますけれども、設置基準並びに現状につきま

しては、ＡＥＤの使用につきましては従来医療従事者などだけに認められておりま

したけれども、平成１６年の７月から一般市民にもその使用が認められたところで

ございます。本市では、これまでこれに伴いまして多数の市民の利用が考えられま

す公的施設、体育館等でございますが、設置を進めているほか、ＡＥＤの取扱い方

法を繰り入れた救急講習を実施してまいったところでございます。お尋ねの設置の

基準の策定につきましては、一律に基準を設けることは難しいと考えております。

設置状況についてでございますが、平成２０年度までに市役所、総合支所、小学校

等に寄附を含めて３４台設置いたしております。平成２１年度は、本年度に老人ホ
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ーム、市の体育館、市営プール、市の公民館、保育園等に同じく３４台を設置しま

して、現在６８台を設置しているところでございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） ただいま総務部長の方から答弁で、菊池管内の各署で管轄し

ている一番遠い地区までの救急車の時間が示されました。それによりますと、南署

においては一番遠い地区までの到着時間は２０分、泉ヶ丘署で８分、西署において

は１５分、そして一番菊池市管内の北署におきましては、一番遠い地区は穴川で２

８分ということですけれども、恐らくですね、それ以上かかると思います。一遍、

水上議員と追いかけて行ったときにはですね、あそこからでも１５分ぐらいかかっ

たわけですから、実際はもっとかかると思います。このことは、菊池市の、例えば

穴川地区においてですね、家族の誰かが１分１秒を争う、そして生死の危険性があ

るような事態が発生しても、他の南署、西署等に比べて約２倍の時間を掛けなけれ

ば救急車は来ていただけないということであります。救急車を呼ばれた家族からす

れば、その１分１秒が１０分、そして１時間に感じるのではないでしょうか。そし

て、最悪の場合は救急車がせめて１０分以内に来てくれたらとか、１５分以内に来

てくれたらとか、助かっていたかもしれないというような言葉で言い表しようのな

い悔しい思いをされるものだと思います。地域住民の最も大事であります人の命が

時間に左右されることがあってはなりません。 

 そこで、北消防署の分駐署の設置について質問をいたします。今、菊池市では行

財政改革ということで慣例的施策や施設の見直し、民営化の推進、また財政の無駄

を無くすための努力をされていることについては、一応理解はしております。しか

し、先ほど現状を述べましたとおり、こと人の命に関わることでありますので、新

たな経費が発生したとしても、分駐所の建設費のことですね、が発生したとしても

先頭に立って積極的に取り組んでいかれるのが菊池市を預かっておられる福村市長

の責務ではないでしょうか。消防業務につきましては、菊池管内広域化されており

ますもので、福村市長の独断で分駐所を設置するしないの答弁はできないというこ

とはわかっております。しかし、先ほども言いましたが、他の消防署と比べまして

あまりにも到着時間が長いという事実からして、せめて救急業務だけでも北消防署

の分駐所の設置はできないかと強く要望をしているところでございます。私はこの

ような現状を改善するために、今ここで菊池市長の責務として、責任として、北消

防署の分駐所の設置に向かって最大限の努力をするときではないかと強く思ってお

ります。菊池市民の最高責任者であります菊池市長は、人の命に対する菊池管内の
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現状をどう捉えておられるのか。それと、今後、人の命を守るということから、北

消防署の分駐所の設置を含めてどのような対応策を取っていかれるおつもりか、お

尋ねをいたします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 分駐所の設置につきましては、菊池広域行政事務組合の当時、

菊池消防組合と合併する時点におきまして協議をされた経緯があるそうでございま

すが、職員の配置だとか、あるいはまた救急車両等の経費の問題等々がありまして

設置には至らなかったということを聞いております。今、現状といたしましては、

ご意見は十分わかりました。菊池広域消防本部におきましては、今、管内の消防力

の適正配置についてということで、消防施設整備計画の策定中でございます。この

中で、特に今現在は緊急通信指令システムの建設をしております。これにつきまし

ては、救急通報が入って、それから現場到着の間、いわゆるレスポンスタイムをど

れだけ短縮していくかというのが大きな問題でありまして、この新しい司令センタ

ーというのは、その効果を十二分に発揮できるものだと思います。しかし、現在の

４署体制の中で、いわゆるこの緊急空白地域といいましょうか、そういったものが

現実にあるということは、今、お示しを申し上げたとおりでありまして、全体的な

この空白の地域というものをどれだけレスポンスタイムを短縮していくことが可能

であるかどうかというものにつきましては、署所の配置と、それからまた今言われ

るように分駐所の配置というのも一案としては考えるべきだと思います。ただこれ

については、広域連合の問題でもありますので、広域連合の議会の中でまたお諮り

を申し上げたいと、このように思っております。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） 先ほどちょっとＡＥＤのことについて忘れましたので、ＡＥ

Ｄについてはですね、数的にもたくさんあると思いますけれども、例えばさっきの

穴川地区ですね、ああいうところに結局救急車が２８分から３０分ぐらいかかるわ

けですけれども、その間にいろんなことがあって救急を要するときに、その地区の

ですね、区長さんなりのところに行政の方から１台でも設置ができれば、その地区

は十分守られていくのではないかと思いますけれども、その点について１つだけ方

向性といいますか、できるならそれが一番ですけれども、ちょっとお聞かせをして

いただきたいと思います。 

 それからですね、この間南中のプールですね、あそこに設置がしてなかったこと

をちょっと指摘しましたら、即やっぱりやっていただきました。それは本当に有り



 －326－

難いことでもありますけれども、やはり設置したはいいんですけれども、その指導

ですね、やはり、そこにおられる方の指導、それをやはりきっちりやっていただき

たいということを要望をしておきます。 

 それから、このことにつきましてはですね、また１２月２５日の広域連合の議会

の方でまた一般質問をさせていただこうと思っております。そのときはよろしくお

願いします。ＡＥＤについてだけ、ひとつお答えをお願いします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 区へのＡＥＤの設置につきましてでございますが、現在

菊池市は２１１区がございます。全区への配置ということになると非常に難しいこ

とになろうかと思います。それについては考えられないと思いますが、今おっしゃ

られました遠隔地につきましては、今後の検討課題ということで留めさせていただ

きたいというふうに思います。 

 ＡＥＤの操作につきましては、やはり講習会を開かないとなかなか声で案内があ

りますけれども、やっぱり操作というのを一つ間違えれば何も効果がならないとい

うことでございますので、やはりその配置したところについては、やはり講習会を、

時期を見てですね、何度か繰り返しながらしていかなければならないというふうに

思っておりますので、そのような形で対応させていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） よろしくお願いしておきます。 

 それでは、隈府小学校の校区割りについてということで質問しますけれども、昨

日は市Ｐの忘年会に教育長をはじめ教育委員の方々、それと市議会からも文厚委員

の方、怒留湯委員長をはじめ、ほかの委員の方にも参加をしていただきまして、本

当に身のある懇談会になったと思っております。これもやはり市Ｐの樋口議員のや

はりこの日ごろのよさがそれを実現したものだと思っております。昨日のことを踏

まえてですね、この菊池の教育行政というのは安泰だというふうに思っておりま

す。そのことを踏まえて、質問をいたします。 

 この質問については、あくまでも現隈府小学校へ通学する児童が小学校卒業後の

中学校への通学区割りであることをご認識をいただきたいと思います。ほとんどの

生徒は菊池南中と北中に分かれて通学をしていることは皆さんもご存じのとおりだ

と思います。そこで質問ですが、この校区割りはいつ決められたのか、誰が決めら
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れたのか、どのような機関で決められたのか、どのような理由で決められたのか、

どのような基準で決められたのか。ほかに、小学校を卒業してそれぞれ別れ別れに

なる学校はあるのか。隈府小を卒業して現在北中と南中に進学する割合をお示しを

お願いします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 隈府小学校の卒業生が菊池北中学校と菊池南中学校の２校に

別れて進学するようになったのは、旧隈府中学校の校区の再編が行われ、現在地に

両方の学校の移転が完了した昭和４５年４月１日からとなっております。ご案内の

とおり、菊池北中学校は、旧隈府中学校と龍門中学校及び迫間中学校が統合されて

できた中学校であります。菊池南中学校は、旧菊池中学校と旧隈府中学校の校区の

一部を編入してできた中学校であります。隈府小学校卒業生が別れて進学するよう

になった経緯につきましては、旧菊池市の中学校の再編時における菊池北中学校及

び菊池南中学校の校区の再編について経緯を見る必要があるわけですが、事務局に

おいてその協議、検討内容とその具体的経緯が書かれた文書はいくつかの陳情書、

要望書及び学校遠隔地等を除き残っておりませんでした。残されたそれらの陳情書

等を見てみますと、旧隈府中学校の歴史や校舎への愛着を根拠とする住民の中学校

統合への反対陳情書、一方では通学距離や安全性からの理由で菊池南中学校への校

区の変更を要望するいくつかの行政区からの陳情書等がありました。また、旧菊池

市の学校遠隔地で見ますと、名義上は統合されておりましたが、経過措置でそのま

まに分室として置かれた昭和４３年４月１日でのそれぞれの学級数、生徒数は、菊

池南中学校が１４学級で生徒数６１１名、菊池北中学校の隈府分室では２３学級で

生徒数８１８名、龍門分室が５学級で１５８名、迫間分室が４学級で１３２名とな

っており、菊池北中学校全体では１,１０８名となっております。このように、両

校の生徒数に約１.８倍の格差が生じるという生徒数の不均衡を指摘し、是正を求

める要望書も見られました。そういうものを受けて検討された結果、現在地に菊池

北中学校の新校舎が完成し、移転した時点で旧隈府中学校の校区のうち１１の行政

区が菊池南中学校の校区に編入され、実質的に統合されました昭和４５年４月１日

現在で両校の学級数及び生徒数は菊池北中学校で１８学級の６８１名、菊池南中学

校で２３学級８８６名となったものと思います。いずれにしましても、当時の中学

校の統合、再編問題に関しましては、昭和３０年代前半からの十数年にわたり校舎

問題も含め様々な方面から協議され、結果としまして現在のような区割りになって

今日に至っているものです。 

 なお、ご質問の複数の中学校に別れて進学する小学校についてでございますが、
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県北地区の５つの市に伺いましたところ、荒尾市に１校あるそうでございます。 

 なお、隈府小学校から北中と南中の割合ですが、正確な数値はわかりませんがお

およそ北中へは二、三十人程度ということでございますので、１対８か１対７とい

うぐらいになるかと思います。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） やはり、何か私には数合わせで昔何か行われていたようなふ

うにちょっと今理解をしました。４０年以上の前に決められたということですが、

これまでの間、少子化等様々な環境の変化により学校の統廃合が進んでまいりまし

た。中山小学校と龍門小学校、水源北小と重味小の統合による迫水小学校、豊間小

と隈府小の一部だった高野瀬と遊蛇口とが統合して菊池北小学校、菊池北中と菊池

東中が統合して現菊池北中学校、それと龍門小学校の分校であった小木分校の廃校

と、４０年余りの間にずいぶんと教育環境が変わりました。しかしながら、この隈

府小学校の中学進学の線引きは、今まで何も変わっておりません。現在、私の娘が

隈府小の４年生に在籍しております。娘が私に言うんです。お父さん、何で私、北

中なの。南中がすぐそこにあるじゃない。そういうことを聞くんです。私が、なし

てねと聞き返すと、友達と別れたくないと。私も返答に困りました。それから、こ

んなことも言います。ばあちゃんが亘だけん住民票ば移せばよかたい。何でねと。

そしたら南中に行けるどって。ならあんたは、ばあちゃんと暮らすとって。いや、

お父さんとお母さんと暮らすよと。住民票だけ移せばよかったいと。そんなことを

小学校の４年生の娘が今言うんです。誰に聞いたと、友達に聞いたと。誰々ちゃん

な、うちんちの前を通っていっているじゃないと。そういうことを娘が言うんです

ね。不憫でなりません。なぜ小学校６年間の思い出詰まった子どもたちを２つに引

き裂くのか。昔はよかったんです、半々ぐらいで数合わせでやっていましたから、

５対５で。今、教育長がおっしゃいましたように、１対８とか１対７の割合で、そ

ういう割合で行っている現状をですね、やはりもちろん教育委員会の方にですけれ

ども、ここの議場におられるすべての方にですね、この実情というものをしっかり

ご認識をしていただきたい。 

 そこで質問です。このような状況をどのように考えておられるのか、ご見解をお

伺いいたします。 

 ２つ目、このような状況を踏まえ、学校のですね、選択制に隈府小、特別区では

ありませんけれども、こういうことを解消するために選択制にするお考えはないの

か、お伺いをいたします。 
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○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） まず、通学についてでございますけれども、通学区の指定に

つきましては、学校教育法施行令で、主に地理的条件で指定することとなっており、

本市におきましては菊池市立小中学校通学区域に関する規則第２条におきまして、

それぞれの学校の通学区域を定めているところでございます。この通学区域の指定

基準を地理的条件、いわゆる住民票の所在地のみで定めるということに対しまして

は、今の時代、果たしてこのようなことでよいのかという考えがあることも事実で

す。そういうことで、通学区域の適正化につきましては、昨年の学校規模適正化審

議会に諮問を行ったところですが、今回の答申におきましては、通学区域について

は当分の間、現行の規則のままという答申をいただいたところでございます。その

ようなことから、現在通学区域の見直しを行う予定はございません。 

 次に、学校選択制につきましては、教育改革が進む中、約１０年ほど前から東京

都の一部を中心に採用されたものですが、これは公立の学校間に競争原理を取り入

れ、学校の活性化と特色ある学校づくりを求めたものであり、また保護者の多様な

ニーズに応えようとしたものと言えます。 

 このように、学校選択制は学校の競争原理により緊張感が出て学校の活性化が図

られ、特色ある学校づくりができます。また、教育の自由化で保護者の義務や責任

を促すことができるというメリットがある反面、学校の序列化が進み、一部の学校

で自信喪失が進んだり、学級編成上、偏った学級編成や余剰教室がない状況が発生

したり、また生徒の通学途中の安全確保の問題が指摘されています。さらに教職員

のストレスの増大や学校と地域コミュニティとの連携が難しくなるということも課

題として指摘されています。 

 このようなことから、本市におきましては、いじめや不登校の問題及び卒業を控

えた最終学年や学期末まで、あるいは家の建築転居予定や児童生徒の身体的事情等、

特別な事情がある場合、申請に基づき個々に指定校の変更や区域外の通学も認めて

いるところでございます。したがいまして、本市におきましては、現時点では学校

選択制の導入は考えておりません。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） 今、選択制は現時点ではという言葉がありました。将来的に

は、やられるということだろうと私は理解しました。一度皆さんでこの隈府校区の

ですね、線引きをされている道をですね、１回、どこからどこまでというのをです
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ね、歩いていただければ、この歪な線引きがですね、わかると思います。すぐそこ

に本当に南中があるんです。やはり４０年も経って変えていかないというのは、や

はり私はですね、かえって子どもに悪影響を及ぼしていきます。知らなくていいこ

とまで知っていっているような、私はその住民票だけ移してやっている方にです

ね、実態調査をやれとか、指導をしてくれとか、そういうことは言いません。なぜ

かというと、気持ちがわかるんですね。子どもから言われて、涙ながらに言われ

て、やはりそういうことをですね、注意してくれとか、そういうことは言いませ

ん。ただ、選択制はですね、一つの手段であると私は思いますので。それができな

いならですね、北中と南中をもう一緒にしたらいいと思うんです。今、合併が、統

廃合が流行っていますから、一緒にして下さい。さっきも人数南中８８６、今、足

せば、少し多いぐらいか、同じぐらいだろうと思います。不可能ではないと思いま

す。今、北中がありますけれども、あれは上の北小を無くして、あそこに小学校入

れる、６学年あるわけですから、確か変わらないぐらいになると思います。決して

不可能ではないと思いますので、その辺のところをお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） まず、先ほどの確認ですが、現時点での問題ですけれども、

将来にするという約束ではございませんので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、線引きのことを言われました。私も承知しているところでございますし、

やはりこの問題というのは２つの中学校校区だけの問題ではなく、やっぱり全市的

に検討していかなければならないと考えておりますので、教育委員会としましては

教育の重要課題の１つとして受け止めさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） 今、重要課題ということで、今日ここにテーブルに乗って今

から議論をされるということだけでありがたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、次に進みます。行政改革についてということで、本市も平成１７年３

月２２日に市町村で合併をいたしまして早５年近くになろうとしております。その

間、様々な行政改革がなされ、現在の体制が取られていると思っています。現在、

本市においては、市役所は総合支所方式で運営が行われております。これは、本庁

の下に各支所があるものと私なりに理解・認識しておりますけれども、そのような
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ことで質問をいたします。 

 １つ、本庁並びに各支所間の移動の基準はどのようになっていますか。本庁と支

所の権限と役割の違いについてお伺いをいたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） まず、本庁及び支所の役割について申し上げますと、事

務の詳細については、議員ご承知のとおり、それぞれの事務分掌として規則で定め

ているところでございますが、基本的な役割について申し上げますと、合併時に合

併協議会で新市の事務組織、機構の整備方針として、本庁、支所、総合支所の役割

を定めており、それによりますと本庁は議会・監査・公平委員会等の行政委員会に

関する事務、総合計画策定など新市の政策及び新市全体に係る施策・事業に関する

事務、新市の総合調整に関する事務及び人事・財政・管財・法規など、内部管理に

関する事務、それに合わせまして本庁に集約することが適当で、かつ効率的な事務

となっております。また、各総合支所につきましては、本庁において処理する事務

を除き、行政全般に関する事務と定めておるところでございます。合併後の組織の

進め方につきましても、業務の区分により事務の効率化が図られるものについては、

本庁各部署に集約させるとさせておりまして、現在この方針に基づき整備している

ところでございます。 

 異動関係でございますけれども、各総合支所に対する異動でございますけれども、

先ほど、ただいま申し上げました整備方針に基づきまして本庁部署に集約するため

に総合支所の組織の合理化を図りながら、課・係の統合と人員削減を行いながら、

結果として総合支所機能を維持するため現在の状況となっているものでございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） ありがとうございました。ここにですね、執行部からいただ

いた職員の案内表ですか、配置の案内表があります。非常にわかりやくて大変有り

難く感謝をしておりますけれども、紫は旧七城町役場出身の職員さん、緑は旧旭志

村役場出身の職員さん、青は泗水町出身の職員さん、黒は旧菊池市役所の職員さ

ん。しかしですね、この案内表を見てみますと感じることがあります。何か色が偏

っている、そのように感じているのは私だけではないだろうと思います。特に各支

所、七城支所は紫、旭志支所は緑、泗水支所は青色と、また本庁に至っては、やは

り割合的に旧菊池市の職員さんが多いようです。やはり、もう合併して５年経つわ

けです。パッと見たときにですね、緑にしか見えないんですね、旭志総合支所なん
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て。旭志総合支所をちょっと見てみますとですね、旭志出身の職員さんが２１名、

菊池市出身の方が２名、七城出身の職員さんが０、泗水出身が０。七城支所も泗水

支所も一緒だろうとは思いますけれども、このようなですね、ことをもう５年、恐

らく続いているのかなというふうに思います。これは３年分ありますので比べてみ

ました。名前を、固有名詞は出しませんけれども、若手の職員さんがですね、ずっ

と残られております。そして、ある程度上の方になると、課長さんになったりと

か、そういう形で本庁に帰ってこられることがありますけれども、やはり５年も各

支所に置かれたままだと、やはり本庁の役割と支所の役割は違うと思います。やは

り一つ一つ支所の方から本庁にご意見伺いをやりながら、そして仕事をやっておら

れると。確かに支所の方がですね、いろんな住民の方々とのふれあいとか、そうい

うので礼儀とか、礼儀作法とか、確かにいいものがあるとは思いますけれども、５

年も６年もですね、そのまま放っておいては、どんなにその若手の方が希望がなさ

れたとしても、そういうことではやはり勉強にならないといいますか、本庁には本

庁のいろんな権限があって、勉強もされてやりがいもあると思います。そういうと

ころをですね、ぜひ是正をしていただいて、各支所間の、もちろん各支所間の交流

も必要ですけど、人事面のですね。本庁、そういう人事間の職員さんの異動です

ね、それをやはりしっかりしていただきたいなというふうに思います。例えば、そ

の旭志総合支所の中で緑の方が半分ぐらいで、それからまんべんなくあとは菊池、

七城、泗水の方もですね、５人ずつぐらい、４人ずつぐらいですかね。そして、そ

ういう割合を各総合支所でやっていくと、そういうようなことをぜひ職員課の人に

はですね、お願いしたいと思いますけれども、そういうやり方でやっていただける

のか、それをお伺いをいたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 今、資料として示された色つきのはどこでつくられたの

かというのは、ちょっと存じ上げておりませんけれども、職員課としてはそういう

色分けをして人事異動というのはやっておりませんし、またもう５年も経っており

ますから、この旧の市町村枠というのは払拭していくという、これは務めがあると

いうふうに思っておりますので、そういう理解をいただきたいと思います。確かに

議員ご指摘のように、現在地元の職員の割合というのは現実であるということであ

ります。人材育成の面から、特に若手職員の活用についてでありますけれども、本

年４月に菊池市の人材育成基本方針を策定しながら、その項目であります人材の活

用におきまして、職員一人一人の個性を生かし、個人の持つ能力や適正を最大限に

引き延ばしていくため、様々な職務を計画的にバランスよく経験させて、長期的な
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観点から育成するという方針を設定し、適材適所の人事配置に努めていく、また努

めなければならないというふうにうたっておるし、またそのようにしなければなら

ないというふうに理解しております。議員ご指摘の件につきましては、現実的にそ

のようなことであるというのは認識いたしておりますので、今後本庁を含めて人材

育成を目的とした人事異動については、積極的にやっていかなければならないとい

うふうに思っておりますし、特に若手職員につきましては、やはり将来の菊池市の

宝でございますから、そのような形でいろんな経験をしながら人材の育成に努めて

いきたいというふうに思っております。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） よろしくお願いします。 

 それでは、経済対策ということですけれども、頭にですね、緊急経済対策につい

てということでお願いをしたいと思います。昨年、アメリカのサブプライムローン

に端を発し、リーマンショックで火の付いた世界同時不況は、さらに最近になりド

バイショックによる円高とデフレ、例外なく本市にも黒い影を落としていることは

言うまでもないことだと考えております。私も平成１７年６月まで店を経営してお

りましたが、私を取り巻く様々な環境の変化により、亡き父の代より４０年続けた

店の経営を断念せざるを得なくなり、現在にいたっております。しかし、店は止め

たものの、温泉街に育てられたものとして、温泉街に対する愛着は誰にも負けない

ものと自負をしております。現在は店を止めてはおりますが、社交業同業組合の一

組合員として様々な活動に参加をさせていただいております。温泉街の防犯パトロ

ール、チャリティゴルフコンペの開催、チャリティ夏のビアパーティなど、様々な

事業を企画し、立案しながら温泉街の活性化、イメージアップに組合員の方々と一

緒になり鋭意努力をしているところです。それから、少々宣伝をさせていただきま

すと、来年２月に組合加入の店を集め、はしご酒大会を計画しております。このこ

とにつきましては、組合員の方々と現在会議を重ねながら煮詰めている段階であり

ますけれども、そのときは議員さん、職員さんはもちろん、市民の方々、ご協力を

よろしくお願いするものであります。 

 このように、民間団体としてのこの温泉街の火が消えないように頑張っていると

ころですけれども、このような経済状況の中、民間だけではなかなか厳しいところ

があるというふうに思っているのは、恐らく執行部の方も思われているだろうと思

います。 

 そこで質問ですが、行政として隈府温泉街の活性化対策を今後どのように考え行
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われるのか。 

 ２つ目、今後各種団体へのイベント等への補助は考えていないのか、お伺いをい

たします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） まず、温泉街の活性化対策についてでございますが、議員

ご指摘のとおり平日はもとより休日前であっても温泉街を訪れる客が激減し、通り

は閑散としており、かつての賑わいは見る影もございません。景気低迷の影響から、

個人消費が落ち込み、市民や周辺地域の住民が温泉街に足を運ばなくなったことが

最大の要因であり、また旅館、ホテルの宿泊客の減少も大いに影響を与えていると

思われます。菊池温泉の年間宿泊客数は、平成元年の約４４万人をピークに年々減

少してきておりまして、昨年は約１７万人と、最盛期の半数以下に落ち込んでおり

ます。 

 このような状況を踏まえまして、本市といたしましては、やさしいまちづくりの

イメージアップを図りながら、大阪、広島方面の商談会等に参加し、宿泊客数の増

に努めているところでございます。また、九州新幹線の全線開通に向け、本市の認

知度を高めるために積極的に観光マーケットに参加し、菊池渓谷や良質の温泉等の

観光資源をＰＲしながら観光客誘致に努めるとともに、菊池川流域の関係団体と連

携し、新たな商品開発にも取り組んでおります。市民や周辺地域の住民など一般客

の誘客につきましても、商工観光課が事務局でございます工業連絡協議会や企業連

絡協議会に加盟されている企業や事業所並びにその従業員の方に対しまして、各種

会合やプライベートなど飲酒・飲食の際には地元の旅館、ホテル、飲食店を利用し

ていただくよう、事あるごとにお願いするなど、温泉街の活性化に努めているとこ

ろでございます。 

 次に、２点目の各種団体のイベント事業への補助ということでございますが、本

市にはイベント事業に関する補助制度といたしまして、商店街活性化イベント事業

補助金と地域づくり推進補助金の２つの制度がございます。まず、商店街活性化イ

ベント事業補助金につきましては、これは商店会や商店会連合会が歴史・文化・特

産品などの地域資源を有効活用して実施する各種イベント事業に対して、会場設営、

広告宣伝などの経費の一部を助成する制度でございます。限度額を３０万円としま

して、対象経費の３分の１以内の額を交付することにしております。 

 それから、地域づくり推進補助金でございますが、こちらは広く地域住民等が豊

かな水と緑、光あふれる田園文化のまちづくりの実現を目的としまして実施する地

域づくり事業に対して報償費や需用費、原材料費などの経費の一部を補助する制度
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でございます。祭りやイベントなどの地域づくり活動事業については、限度額を２

０万円とし、対象経費の３分の２以内の額を交付することになっております。議員

の言われておりますビアパーティやはしご酒等のイベントにつきましては、温泉街

の活性化には大変寄与するイベントであるとは思いますが、チケット販売による収

入がございますし、特定店舗の利益につながる部分もございますので、２つの補助

制度の対象事業には該当しないものと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） ただいま経済部長より大変厳しい答弁がありました。ただで

すね、私はこの緊急と付けているんですね。緊急ですから、考えられないこともな

いと思いますので、ぜひ検討をお願いします。私がなぜ経済対策の頭に緊急を入れ

たのかは、今、ご説明したとおりです。この日本は今、世界は今、大変厳しいとき

を迎えているんです。温泉街、今、行政として、役所として打つべき手はきっちり

と打っておかないと大変なことになりはしないかと思っております。私なりに考え

ました何か即効性のあることはないのか、そう思ったときですね、昨日職員さんの

皆様方にですね、ボーナスが支給されたと思います。やはりこういう時期です。昔

はですね、役所の方で食糧費という形で付いて、そのお金で恐らく飲んでおられた

のかなというふうにも思いますけれども、そういうことはないですか。昔はよく私

の店にもですね、課長さん、部長さんが部下の方を連れて、ああ俺がおごってやる

たというふうなですね、そういう形で飲んでおられました。最近は全くそういうこ

とがないんですね。ありますか。やはり、ここにおられる方々がですね、やはりそ

ういうその職員さんを引っ張って、飲み方をつくってでもですね、やっていただき

たい。何か今、職員の間で企画めいたものがあるとは思いますけれども、もしその

企画みたいなのがあって、例えばゲートボールでもいいですよ、ゲートボールで役

所の方を揃えてやって、そして飲み方をやって、そして２次会、３次会と流れると

いうような、そんな企画がありましたならばお伺いをしたいと思います。それが１

点ですね。 

 それから、さっきから山瀬議員からもありましたけれども、軽トラ朝市の件です

けれども、あれは立町から下町ですかね、迎町ですか、その通りを中心に、月第４

日曜日に１回行われているということですけれども、できればですね、そういう第

２日曜あたりにあそこの望月の前から宝来館の前まで、できればやっていただけれ

ばありがたいなというふうに思いますけれども、それをですね、商工会の方に市役

所の方からですね、行政の方から、ぜひお願いをしていたたぎたいと。もちろん観
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光協会からもお願いをしてみたいなと、要請をしてみたいなというふうには思いま

すけれども、恐らく旅館組合の方からもお願いに行くのかなというふうにも思って

おります。とにかく、何かしら企画をですね、私なりに今、考えました。ＮＨＫド

ラマでですね、「だんだん」というのがありました。これは舞妓さんを中心にした

ドラマであったと思いますけれども、ああいうようなですね、何かちょっとこう変

わったですね、そういう癒し系的なものがこの菊池市でできないかなというふうに

も考えておるところですけれども、例えばその熊本市内の奥座敷として、そこに本

当にきれいな舞妓さんをですね、三味線でも弾いてもらって、企業の社長さんと

か、そういう人が癒されるような、そういう、どこかにそういうのがあるとは聞い

ておりましたけれども、もしそういうところをですね、調べておられますならばご

紹介をしていただきたいなというふうに考えております。 

 以上、質問いたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 職員関係のイベント等の企画ですけれども、これは全職

員を対象に互助会で年１回総合体育館で、本年はミニバレーボールをしました。参

加しは３００名近くの職員が参加して、それぞれの課等で、その汗を流した後に、

暑い時期ですから、その後はご理解いただきたいというふうに思います。またそれ

以外にですね、ボランティアとか、スポーツ大会を各課、総合支所は総合支所単位

でだろうと思いますけれども、そういう活動をしたことに対して共済組合の方から、

我々が納めた共済組合の中から一部助成がありますのでそれを活用してということ

で、ぜひしていただいているというので、今から忘年会、新年会時期に各課でそう

いう企画をしながら、あとは二ノ文議員がおっしゃられたような形につながるだろ

うというふうに理解いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 軽トラ朝市の温泉街の活用につきましては、私どもの方も

実行委員会の方に要請をしてまいりたいと思います。 

 それから、温泉街の活性化の１つの事業といたしましては、国の経済対策で観光

立市推進事業ということに取り組んでおりまして、旅館・ホテルの一部分の改装と

いいますか、そういったものの事業に対する補助をやっております。 

 それから、舞妓さんという話でございますが、山形県の酒田市に会社が舞妓さん

制度をつくって、会社で運営されておるということを聞いております。会社という
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組織形態として、各種イベントでも活動し、酒田市の顔、親善大使としても活躍さ

れておるというようなことでございます。このようなことを、もしその本市で取り

組むならというところでございますが、なかなか行政で取り組めるものではござい

ませんので、もし取り組めるといたしましたならば社交組合等で会社あたりを設立

されて取り組まれることは可能ではないかなと思っているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） やはり舞妓さん関係はですね、行政の手助けがないとやはり

なりません。特区という形でよろしくお願いしたいと思います。 

 それとですね、温泉街が見る影もない、まだ見る影はありますので、まだ店はあ

りますので、その辺はですね、ご理解をしていただきたいと。今、頑張っています

ので、どうか皆さん、こぞって温泉街を闊歩していただきたいと思います。 

 それからですね、ひとつ、年に１回ということですけども、全体のやつはですね、

定例会も４回あるわけですから、ぜひ４回ぐらい、企画部長、企画をして下さい。 

 以上、終わります。 

○議長（北田 彰君） ここで、昼食等のため暫時休憩します。午後の会議は、午後１

時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後零時０７分 

開議 午後零時５９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ここで、経済部長より発言の申し出があっておりますので、これを許します。 

 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 先ほどの二ノ文議員の答弁の中で、かつての賑わいは見る

影もないと発言いたしましたが、大変不適切な表現でございましたので、発言を取

り消させていただきます。大変申し訳ございませんでした。今後も、関係団体と連

携を図りながら、賑わいを取り戻すようしっかりと努めてまいります。大変申し訳

ございませんでした。 

○議長（北田 彰君） 次に、栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） それでは、返事だけは大きくしましたが、昼から３人目の１
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番でございますので退屈だろうと思いますけれども、通告に従いまして一般質問を

させていただきます。 

 私は、４点について一応今回は通告をいたしております。農業経営安定化につい

て、マイレージサービスについて、県道及び市道改良、これは街道も含まれており

ます。それから都市計画について、以上４点でございますが、まず１点、農業経営

の安定化について。 

 農業問題については、もう相当いろいろ一般質問がなされました。ちょうど合併

したのが平成１７年３月２２日ですから、ちょうど１７年度に定例会が３回あって、

その後１８、１９、２０、２１年度、本日までの定例会で１９回です。大体１５名

ほど平均するとちょっとそれ以上ですが、延べ２８５人の方が合併してから一般質

問をされております。その中で大体農業問題が７０件以上はあります。そういうこ

とで、執行部の方も大変また言いよるのかというような感じを受けられますかもし

れませんが、本日は農業経営の安定化についてはわかりやすく簡単に答弁ができる

ように質問をいたします。 

 まず、菊池市は農業が基幹産業でございまして、市長もこれは十分認識されてい

るところでございます。そこで、農業経営の安定化対策事業として、誇りを持って

言える市独自の事業があれば、それを一つお聞かせいただきたいと思います。 

 それから２番目に、今後これだけは市長として農業経営安定化の目的達成のため

市独自の事業をする、実施するという考えがあればお答えを願いたいと思います。

この２つについて、まずお尋ねをいたしておきます。 

 あとは、質問席で質問をいたします。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 農業経営安定化のための政策につきましては、各種補助事

業の実施や制度資金等の融通に係る利子補給のほか、国の飼料、燃油高騰。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） 議長、私が聞いているのは、何か市独自で誇りとしている事

業があればということですから、国とか県の事業諸々のことは今までわかっており

ます。 

○議長（北田 彰君） 簡潔にお願いします。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 議員ご指摘のありました市単独財源による独自の事業とい

たしまして、果樹融合品種のモデル事業、それから家畜導入事業、家畜放牧モデル

事業、雌雄判別精液助成事業、飼料米増産対策事業、有害獣防止対策事業等でござ
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います。農業経営安定に対する直接的な対策は設けていないのが現状でございます。 

 以上、お答えいたします。 

 それから、今後の方策でございますが、今回の仮称ブランド化推進室の設置の表

明に伴いまして、方向性等につきましては今後の重要課題でございます。これまで

の本市の農業振興につきましては、多種多様な菊池の農産物に対し平準化した取り

組みが行われてきたところであろうと思っております。そういった意味では、ブラ

ンド化を推進することでございますが、一方ではいい意味での差別化を図ることに

なると考えております。そういったことで、今後十分な検討を加えていきたいと思

っておるところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） お尋ねしたのは、全般的ないろいろな取り組みはある程度わ

かっておりますから、これは誇りだと言えるようなやつがあればということで質問

をいたしたわけですから、今までのように国・県の事業、いろいろやっとるという

ことをご答弁なさっておりますから、誇りとするような、他の町村のモデルとなる

ようなことをやっておられるかという自負心があるかということを私は尋ねたかっ

たわけです。先ほどはあまり、山瀬議員のときはないようなことをおっしゃいまし

たのでお尋ねしたわけですが。そこで、なぜお尋ねしたかというと、いろいろな事

業あります。それは非常に農業問題については、戦後から今まで猫の目行政という

ようなことが言われておりまして、私もそのとおりだと思っております。それは日

本国内だけの農産物のいろいろな考え方であれば、今のように複雑ではなかったか

と思いますけれども、米・麦・養蚕で渡世をしとったわけですね。それが多種多様

になったということで、農協でもこのことについては大変経営がいろいろな指導が

難しくなって、もう個人的にうちの部落あたりでは、農協には出さずに米は個人で

２万円で売るとか、２万５,０００円とか、もうそういう形態をたどっております。

そういうことで、大変難しい問題でございますので、私たちはただ質問して自分で

するわけじゃないので言うばかりのごたるふうになりますけれども、やっぱり議員

としては少しでも市の農業が発展するようにというようなことで日夜考えとるわけ

でございます。そこで、ここで質問をしておるわけですから。ただ、やっぱり農業

経営というのは、もともとは戦後は牛・馬、これで耕作をやっていろいろ、今のよ

うに機械がございませんでしたから、経費はあまり要っていなかったということで

すね。しかし、体は非常に使っていたから腰が曲がったとか、今のように青年のピ

シャッとした腰はなかです、みんな腰が曲がっとったわけです。そういうことで合
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理化が図られたということもございます。それと、ちょうど昭和３６年に農業基本

法が制定されて、それから規模拡大ということでずっと進んでまいりました。それ

が果たして日本の農業に適正だったがというと、これは疑問でございます。理想的

に言えば、そらもうアメリカのように広々とした土地でやるという真似をすれば、

確かにそういうことですが、やっぱりいろいろな作物をつくって、面積も少ないわ

けですから、その中でどうして所得を上げるかということが一番日本の農業にはや

っぱり必要性が出てきます。うちの部落で言えば、高田区では３８町の県営圃場整

備の面積がありますから、それを１人で経営するなら、大体農業所得としてはほか

の課長さん方、部長さん方の給料よりですね、所得は多くなるというのは理想論で

はわかっておるわけですけれども、そうはなっておりません。だから、ないなかで

どうしたがいいかという模索をしていかなければならないのが現状でございますし、

転作もあります。転作についても、施策としては開田をやったとか、いろいろあり

ますが、本来２５０町ぐらい七城町では開田がございます。大体今は４割からの転

作があるということですが、それは大体開田はしなければ半分でよかったと。もう

そういう施策も将来が見えずに、ただ増産、増産でやって、さあ米が余るから転作

をやれというぐりぐりとした猫の目行政が農業では行われてきたわけですから、な

かなか先が見えないと。その中で、いろんな工夫、そういう暮らしていかなければ

ならないという難しい問題があると思いますが、ただ全般的には申し上げませんが、

ただ単純に言うなら、やっぱりコスト低下をいかに図るかということが非常に農業

には大切だと思っております。だからこれは県でももう２０年、３０年前ぐらいか

ら機械化が進んできたときにですね、やっぱりコスト低下ということが叫ばれて、

我々もやってまいりましたから、そういうのをやっぱり農家の皆さん方と話し合い

をして、そしてコンバインでも３軒で１台とか、田植機、それも３軒で１台ぐらい

でいいでしょうと、そういう農協との話し合いがあって進めてまいっております。

最近はそういうことをあまり聞きません。やっぱり農家は、確かに自分が自由なと

きに使われる、ほかの仕事もあるからという共同精神が昔のようにはございません

から難しいと思いますけれども、１つを取り上げればそういうのが経営圧迫につな

がっていると。機械貧乏という言葉があったですね。そういうことが言われたのは、

やっぱりどんどん機械を買っていく。前であれば、牛・馬よかと。やっぱりそうい

うところで、そういうものがだんだんと経営の圧迫を現在やっているということで

すが、これなければまた規模拡大もできませんから。コスト低下もできる分はです

ね、やっぱり市として農業の、農家の皆さんといろいろ話し合って、こういう姿で

いこうではありませんかというようなやっぱり施策をですね、やっぱり取っていく

べきだと。一つの例でございます。もうたくさんは申し上げません、ほかの質問も
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ございますから。そういうことをやっていただきたいということを申し上げたいわ

けです。１回の質問ですから、再質問はいたしません。 

 それで、菊池市のですね、商店街の活性化についても、やっぱり農業の経営が安

定しなければ、どんなに商店街を、道路を、街路をピシャッとしても、環境を整え

ても、消費者が来なければ何もならないわけです、活性化にはつながらない。だか

らやっぱり半分ぐらいは菊池市の農業経営の安定化が図られるならば、今日どもは

飲み行こうかなという結果につながっていくと思いますので、やっぱり農業施策に

ついては真剣に捉えてですね、進めてやっていってもらいたい、やるべきだという

ことを強く申し上げて、次の質問に移らせていただきます。 

 次は、マイレージサービスについてでございます。このことはですね、もう既に

ご承知と思いますが、ちょうどいろいろテレビを見ておりますと、これは佐賀県の

ことが紹介されておりました。そしてまた、一般の方もその中でいろいろ、ああ、

なるほどなというようなことが報道されておりましたので、ただ佐賀県の取扱いに

ついて、ここにちょっと資料がございますので、もう手元にお持ちかと思いますが、

取扱い要綱としてですね、マイレージサービスが航空会社の顧客のサービスとして

広く社会一般に普及していることから、今日の厳しい県財政状況の中、こうした民

間サービスを大いに活用し、少しでも公費、これは旅費でございますね、の節減に

つなげていくため、マイレージサービスを積極的に公務に有効利用をするというの

が佐賀県の考えだそうでございます。そして、３年間、通算されるそうですから、

３年間で９５０万円だったか、ちょっと私が記憶にありませんが、ただ数字として

は９５０万円程度をこれで節費、軽減ができたという報道がなされておりました。

そこで、私はすぐピンと、菊池市にもそれは相当出張もあるし、市長あたりは韓国

にも行かれるし東京にも行かれる、そういうのがどしこあるかわかりませんので、

第１項目として、本市で活用した場合、どれだけかのですね、公費節減が見込まれ

るか。 

 そして２番目、公費の節減が見込まれるなら、当市においても厳しい財政状況は

どこも変わりはないわけでございますので、マイレージサービスを積極的に公務に

有効活用すべきと考えますが、お考えはどうでございますかというお尋ねでござい

ます。 

 以上です、まず。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 過去３年間におけます市長以下職員の出張回数を調査し

ましたところ、１８回以上の職員は存在していなかったということでございます。
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今後、制度改正等によりいろんなサービス提供があると思いますので、経費節減に

つながるものであれば、今後いろんな形で積極的に有効活用してまいりたいという

ふうに思います。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） このことについてはですね、議長も出張がございますので、

いろいろ事務局にもこの要件でちょっとはじいてもらいましたが、３年間では１回

か２回東京分までぐらいはあるようですねということでございますから、ないとい

うことですから私がまた計算しようと思いますけれども、ないなら必要ございませ

んから。 

 それと、個人で行かれる場合もあるだろうと思いますし、それと合わせてという

ことも考えられます。それで、どうはじかれたかは、もう聞きません。ないという

ことですから。しかし、議長あたりは何回か行かれるから、そうすると研修も、議

員研修もございますし、そこまではじかれたのかなんかがわかりませんが、もうく

どくは申し上げません。そのあたりは検討をしておっていただきたいと思います。 

 次に、３番目でございます。県道及び市道等の改良工事についてでございますが、

道路工事につきましては、今まで合併してよく住民の方からですね、あの路線はい

つ完成するのか、あの路線については、あれは何であやんとはしなっとですかと、

そういう苦情なり苦言をよく承ります。それで、やっぱり議員ですから、私も責任

がございますから、いろいろ説明はそこでやっております。まったく同感ですとい

うこともございます。そこでですね、道路行政につきましては、いろいろ用地買収

等もございますから簡単に計画どおりできないということも十分承知はいたしてお

ります。そこで、次の４点についてお尋ねをいたします。建設部長、たまがんなら

んちゃよかです。大体常識で答えられるようなことしか尋ねませんから。まずです

ね、事業実施後５年以上の未完成の道路について、どれだけあるか。それと、長く

かかる云々というのは１０年計画してあれば１０年かかるから、それはみんな該当

しますから、大体普通道路は５年ぐらいの区切りでやっていきますから、そういう

観点でお答えをしていただきたいと思います。５年以上というのは、私は計画性が

そういう延長が長いやつについては当然だと思いますから。 

 それから、２番目に都市計画道路については、計画当時から計画変更がなされて

いるのか、１回なされたのか、２回なされたのか。これはですね、昭和３６年に策

定されたと。いろいろ私も合併当時、建設委員として所属をいたしておりましたか

ら、その次も２年間建設委員でございましたから４年２カ月ぐらいやっておりまし
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たが、いろいろその中でもちょこちょこ聞いてはおりましたが、昨日一昨日この質

問をいたしますので、ちょうど議員の松本議員さんに尋ねたところ、ここにこうい

う資料をいただきましたので、はじめて大体の全体像がですね、理解したところで

す。今までは、聞いた範囲内では、妙見からそこの斉藤病院のところに来て、隈府

中央線ですね、そしてこれがまっすぐ通称御所通りですかね、城の何とか、何とか

線ですね、ということで、正確に何とか線じゃいけませんから。城山・木の本線で

すね、ここまでできて、それから先、玉祥寺の方にですね、そして遊蛇口の方に抜

けて菊鹿に行くというような説明を受けておりましたので、これは素晴らしいやっ

ぱり５０年前はさすがに素晴らしい計画を立ててあるなと、これは感服いたしてお

りました。しかし、この資料をもらいましたところ、ちょっと変わってまいりまし

た。これは、説明を受けたかもしれませんが、私が勘違いをしとったということで、

しかし大変ご苦労があったこの計画だろうと思っておりますが、もう５０年も経っ

たということです。そして進捗状況は、もう７５％かどれだけはできておると、街

路についてはですね。そこで、先ほど申し上げましたとおり、いろいろな苦情があ

る、あの路線はなぜされんですかというのがこの隈府中央線が菊池市の方から聞く

わけですね。もう５０年前のことだからやっぱり忘れておられる方もおりますし、

全然聞いておられない方も中にはあるだろうと思います。しかし、あまりにも長い、

担当者から聞けば、これは１００年計画云々ですよと言われましたけれども、今の

時代に１００年計画なんて言ったら、１０年一昔というのが今５年、いろいろ早く

社会情勢は変わっておりますから、そういうところはやっぱり勘案していかないと、

計画を立てた当時、立派な計画であっても社会情勢と合わないことは、ほかにこと

でもいろいろございます。そこで、２番目の質問はいたしておるわけです。 

 それから３番目がですね、よく最小の経費で最大の効果をというようなことが基

本であるということはいつも言われます。そこで、費用対効果をですね、考えた事

業が、実績がなされているかということも３点目にお尋ねをいたします。 

 それと、これは２番目に質問しようかと思いましたけれども、用地買収等が非常

に難しくて進んでいないところもございます。それで、そういうところについては、

市長は交渉に行かれたか、副市長は行かれたか。副市長は、まだ４月からですから、

しかしもう何カ月かなりますからですね。それから部長も行かれたか。 

 以上、４点について、まず質問をいたしますのでご答弁をお願いいたします。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） ご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、未完成の道路ということでございましたので、県道と市道がございます。
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それぞれにお答えを申し上げたいと思います。県事業関係におきまして、着手５年

以上未完成路線というのが、名前を申し上げます熊本・菊鹿線、原・植木線、二重

の峠・菊池線、旭志・鹿本線、辛川・鹿本線、原・植木線の旭志と、先ほど言いま

したのは泗水でございますけれども、それと植木インター菊池線、鯛生・菊池線、

８路線がございます。市道関係でございますけれども、亘・甲森線、亘・深川線、

塚原・原線、西迫間・寺小野線は、辺地と一般とございます。それに、ご指摘の都

市計画道路がございます、隈府中央線。以上が市道関係でございます。都市計画道

路関係でございますけれども、計画決定は昭和３６年３月２３日になっております。

本数的に行きますと、名前を申し上げますと大琳寺・木庭橋線、これは北原のトヨ

タカローラですね、あれから役所のミカエルの前を通っている道路でございます。

温泉通り線、これは県事務所の前から女子校の方へ通っている道。深川・北原線、

深川・北原線といいますのは国道３８７号線の併用でございます。北宮・袈裟尾線

は、北宮の交差点から袈裟尾の方へ抜けている道路でございます。隈府中央線とい

うのが、今、市役所の前です。正観寺・北原線というのは、正観寺の温泉街のとこ

ろから警察の前を通っている道路になります。それから、城山・木の本線といいま

すのは、菊池神社の第一鳥居から上町、中町を通り、下町を通って野間口の３２５

号線に至る計画道路であります。上町・万福線、これは隈府中央線からつなぎ上町

から玉祥寺を通り袈裟尾へ至る道路。この路線が都市計画道路となっております。

隈府中央線の費用対効果ということでございましたけれども、このことにつきまし

ては、先般泉田議員のご質問に詳しくお答えをしたとおりでございます。 

 用地交渉には行っているかということでございます。私も非常に問題がある、詰

まっているような、例えばこの隈府中央線から北宮橋の方に向かっているところと

いうところには、度々足を運んでお話を伺っているような状況でございます。また、

ほかの路線につきましては、ご要望があって、やっぱりいろいろ難航している分に

ついてはですね、積極的に今後とも一緒に行きたいという気持ちでおります。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 副市長、永田明紘君。 

［登壇］ 

○副市長（永田明紘君） 現在のところ、まだ行っておりません。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 担当部課の方で交渉を続けておりまして、その中でどうしても

やっぱり行く必要性があるという要請があったときには行っております。これまで

例えば柏・木護線、もう数十年来の課題でありましたけれども、東京の方に出向き



 －345－

まして話が決着を付いたということもございますし、また菊池のこの隈府中央線に

つきましても、ご高齢なために何度も足を運んで私もまいりましたし、またご親戚

の関東・関西におられる方々にも直接電話をして何とか交渉をお願いしたいという

ことで申し上げておりますので、傍観しているわけではありません。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） それと、都市計画についての変更がなされたかというのは。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） 隈府中央線関係の都市計画の見直しということでございま

すけれども、全体につきましては、３６年に決定をし、一部見直しは行っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） 尋ねた順番通りに再質問をいたします。 

 今、一部については都市計画の街路ではやっておるということでございますが、

どの路線とどの路線。ただいま私が手元に持っているのは、万福線ですかね、上

町・万福線、これがまだ載っております。それから、城山・木の本線ですね、これ

はそのままで載っております。どの路線をいつ、日にちがわからん場合はようござ

います。１回したのか、もう３６年から５０年経っておりますから、その中で何回

されたのかということです、１つは。 

 それから、費用対効果のことでちょっとお聞きしたいと思います。やっておると

いうことでしたので。私はいつもですね、疑問に思っていたのは、合併して後で菊

池市で決定されていろいろやっておられることだから、あまりこれにいろいろ申し

上げるというようなことも何だなと思ってはおりましたが、もう合併して５年にな

りますので。ちょうど七城の社協の場合は、相当合併してすぐ言われたこともござ

います。だからといって言うんじゃございませんから、そのあたりは十分ご了承を

お願いいたしておきます。 

 それでですね、ちょうどここの前ですね、菊池の前の隈府中央線で感じることは、

特にそこのお寺ですね、擁壁も白塀でびゃっとやっております。それとクスノキが

大きなのがございます。そして、クスノキの場合は、やっぱり木の根っこをいろい

ろ掘削するからということでその保護も必要だと聞いております。それはそれとい

たしまして、また両方に広げるということです。道路にはいろいろ性格がございま

す、その道路の性格というものが、おのおの違います。それで、何で両方にこの連
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たんした市内の中を実施計画がなされたのだろうかというのが非常に不思議でした。

農地の場合はですね、お互いが向こう減らずに、こっちは何で減らさんかというこ

とはあります。それで、値段も両方とも同じです、その場合は、土地は。そうする

と、やっぱりこういう連たんしたところについては、補償費というのもいろいろ違

います。だから、費用対効果を考える最小限度の経費で最大の効果を出すというこ

とであれば、線形についてはどちらにしたがいいかと、それを私たちは必ずやって

道路行政をやってきたのが基本でございます。それで、ここのやり方を見てびっく

りしたというのは、そのあたりです。通称御所通りでも同じです。あれだけ連たん

したのを両方やるなら、極端に言うなら倍費用が補償費がいるということにもなり

かねない。全部がそうだとは言い切れませんけれども、だから計画変更はしたのか

とか、そういうのはそういうのも含まっとるわけです。そら農道をつくるときと、

通過点の道路をつくるときと、生活道路をつくるときと、２つの要件を兼ねた道路

もございます。１つの要件の道路もございます。いろいろ道路の基準がございます

から、一概には言えないところもございますが、何でだろうと、塀があれだけ、路

線を見れば、左の方に振れば、わざわざこっちゃん曲げてこう曲がっとるわけです

ね、そこは。それで、当初計画のときはですね、いろいろあったろうからそういう

具合だったろうと思いますけれども、やっぱりそういうところは最小限度の経費で

最大といった場合は、最大限の経費で最小限度の効果と、逆を言えば、そういうふ

うに私は感じますから申し上げておるわけです。先ほど泉田議員の前回に答えたと

いうことでございましたが、私の考えは泉田議員の質問と全然内容が違いますから、

現場がありますから。それで、部長を責めるわけじゃございません。そうではない

かなということ、私が間違いだったら間違いだと指摘をして下さい。 

 それと、先ほど市長も何度か行かれた、副市長は、それはもう、今年のまだ長く

なりませんからですね、ごもっともだと思いますけれども、用地交渉というのは経

験上申し上げておきます。担当者が、若い者が大体行くわけですね。私もこういう

仕事をやったことがありますから、行ってみますと、何の栃原さん、若いもんな来

たばってん、そういう言葉がお年寄りから帰ってくるわけですね。大体地権者の方

は年寄りの方が所有権があるわけですね。やっぱりその人と話さにゃいかんわけで

す。やっぱり相手もそういう感情があるから、やっぱりトップ、そのあたりが行か

れれば意外と簡単に済む場合もあります。だからそういう観点で市長、副市長、行

かれましたかというのは聞いたわけですから、菊池市の場合は行かれたということ

ですが、七城に１つ、２つあるわけですね。だから、そういうところも職員から十

分聞いて、やっぱり市長自ら行くことも必要ではないかなと、行ってみらんとわか

らんわけですね、行かずにでけんということじゃまだ言えませんから。やっぱりそ
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ういう努力をやってもらいたいなという気持ちがございます。だからお尋ねをやっ

ておるわけですから。 

 それと、要件があります、いろいろ。どこの路線とは申し上げませんけれども、

３つぐらい要件を出しとるばってん、何の答えもない、これは県道のことですから。

しかし県道と言えども市がいろいろやってくれという要望をやってやっております

から、やっぱり市の職員が主体になって用地交渉はやった方が県の方もいろいろな

取り付けとか、市道等の取り付けのときは、これまでぐらいやってやりましょうと

いうような感じが県がやってやることもございますから。そういうことでお尋ねを

しておるわけです。今後、そういう、まだ１回も行かれて、市長、副市長も行かれ

ておられないなら、担当課あたりから聞いて、やっぱりこらちょっとぐらい行かに

ゃいかんなというようなこともあるだろうと思いますから、それは部長の方から上

司にお願いを、要請をしなければ、市長、副市長は動かれませんから、そういう方

向で用地買収等はなかなか難しいことですが進めていただきたい。もうやっぱりあ

んまり長くなりますとですね、何だろうかと、住民がですね、金はいっぱい使って、

あとちょっとこしこだとか、中が途切れとるとか、大変だとは思いますが、そうい

うふうにして速やかな推進を図ってもらいたいというのが２番目の質問でございま

す。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） お答えを申し上げます。議員ご指摘の用地交渉等で行き詰

まっている路線というのもございます。１つには、３２５号線に接します旭志・鹿

本線の荒牧のところでございますけれどもり、１筆だけ非常に困難をしておると、

県の方でも大変苦慮されている部分だろうと思っております。そういうところにつ

きましてはですね、今後積極的に用地交渉の方にですね、出掛けていけるように県

と話し合いながら進めていきたいと考えております。 

 先ほど都市計画の見直しの件で申し上げましたけれども、一部といいますのは隈

府中央線の一部、これから先の件で一部変更があったということでございます。そ

の１回があっております。費用対効果につきましては、先ほど申し上げましたけれ

ども、街路の必要性につきましては、市街地における道路は円滑な移動を確保する

交通機能はもとより、市街地において生活環境、あとは防災面での良好な市街地空

間を形成して市街地の整備・開発・保全に大きな影響を与えるものでございます。

そのことで、都市計画街路につきましては、道路構造令におきまして車道幅員、路

肩、植栽帯を含めた基準が設けられておりまして、幅員については１６ｍというこ

とで隈府中央線は整備を行っているところでございます。計画見直しはということ
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でございますけれども、道路計画区域内、都市計画街路の区域内につきましては、

私権の制限が課せられております。将来、道路整備が可能となるように家を建築す

るような場合につきましては、容易に移転・除去することができるもののみ県知事

の許可を受けて建築可能となりますけれども、このような私権の制限を伴うものに

ついては裁判ということもありますし、そういう行われている例もあります。平成

１５年当時は見直しは困難でありましたけれども、平成１７年に入りまして２０年

以上未着手の都市計画道路については、県が見直し検討ガイドラインを定めて、そ

の必要性の検証を行うように指導しております。本市におきましても、未着手の路

線２本ございます。先ほど言いましたように上町・万福線、城山・木の本線、２本

がございますので、この件につきましては本年度から県事業で見直しの作業に着手

をいたしているところでございます。 

 あと、お寺関係でございますけれども、３６年の都市計画決定から今日に至って

おりまして、その間、地権者の皆さん方に先ほども言いましたように私権の制限を

かけているのも事実であります。道路の線形の変更にあたりましては、相当数の物

件の変更が生じてきますので、地権者の皆さん方の混乱を避けるために線形の変更

には至っておりません。現在のまま、決定どおりということで進めているところで

ございます。今後、隈府中央線につきましては、平成２４年度をまちづくり交付金

事業の最終年度となりますので、完了予定をいたしております。 

 また、これから隈府中央線から先のことにつきまして亘・甲森線というのがござ

いますけれども、この件につきましては、国道３２５号線の４車線化が今現在進め

られておりますので、このことにつきましては先に中山議員等にもご答弁をしてお

りますけれども、この亘・甲森線につきましては、この４車線化との接点等が確定

しましたときに具体的な計画を立てなければならないなということで考えておりま

す。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） 都市計画につきましての街路につきましては、１００年計画

とかいろいろあって、まだ５０年経って全然手を付けていないというようなことも

ございますので、それにはやっぱり制限が加わっとるわけですね。そうすると、建

てるときに引いてした、いざ変更しようとすると、何で俺は引いとるのにと、そう

いうことがあるからですね、ますます複雑になっていくから、十分日ごろ社会情勢

の変化を勘案しながらですね、やっていただきたいと申し上げておきます。 

 次に、都市計画について、同じようなことが２つ重なりますけれども、これはち
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ょっと内容が違いますから。都市計画についてですね、４番目の都市計画の実施の

ため七城町、旭志に説明会に入っておられます。そこで、第１点として七城及び旭

志でですね、それぞれ何名参加されたか。２番目に、どのような意見が出されたか、

簡単にようございます。 

 それから、３番目に説明の結果、住民の理解は得られたと感じるか、感じないか

をまず１点にですね。 

 それから２番目に、これはもう都市計画法でございますけれども、１条から４条

までずっと、１条は目的があり、２条は都市計画の基本理念ということがございま

す。３条については、国・地方公共団体、住民の責務、そして４条が定義がうたわ

れております。もう既にご承知かと思いますので、そこでお尋ねをするわけでござ

いますが、農業振興地域の整備が七城町としては策定されております。農振ですね、

通称。それから、里山条例もございます。それでですね、これによって都市計画の

策定をということで説明に入られたということでございますから、何か都市計画に

基づいて事業をやるいろいろな構想があって入られたのか。単なる規制とかいろい

ろがあるからこれに乗せよう、泗水、旧菊池市はあっとるから七城と旭志は全然や

っていないから、どういう構想があって七城町にこの法律に基づく事業で説明会に

臨まれたのかを２点お尋ねをしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） ご質問にお答えを申し上げます。都市計画区域の見直し案

及び都市計画案マスタープランについて、５月に市全域を旧地区に分け住民説明会

を実施しましたけれども、参加者が少数であったこともあり、議会をはじめ各方面

からもっと多くの人に説明すべきてあるや集落単位の説明を求めるとの意見をいた

だきました。そのことを受けまして、２回目となる今回の説明会は、全域が都市計

画区域であります泗水地区を除き、新たに都市計画区域に編入する案の地域を基本

に６９カ所で９月から１１月までの３カ月間にわたり都市計画区域の見直し案を中

心とした住民説明会を実施いたしました。旧市町村別で申し上げますと、菊池地域

が１６１名の参加、旭志地域で３７８名、七城地域で７７７名、全体で１,３１６

名の参加をいただき、いろいろな意見をいただきました。また、住民の皆様の意向

を把握するためにアンケート調査も実施をしております。アンケートの中では、説

明会の内容は理解できたか、地区を広げる理由は理解できたか、また区域にいるこ

とについてなどをお尋ねしております。菊池地域では、説明会の内容は８割の方が

理解し、広げる理由についても約７割の方は理由はわかると答えられておりますが、

一方で区域にいることについては賛成は２８％、反対が６７％の結果となっており
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ます。特に中山間地域で反対が強く、過疎に追い打ちをかけるなどの意見をいただ

いております。一方、花房台区では強く編入を要望されたところでございます。旭

志地域につきましては、内容や広げる理由は約８割の方に理解をいただきましたけ

れども、一方で区域への編入に対しては賛成が４２％で反対が５０％という結果に

なっております。ここでも中山間地域では反対が多くなっております。反面、平野

部では賛成が多いところもございました。七城地域では、集合住宅、要するに団地

を除くほかの半数を超える世帯から参加をいただき、その関心の高さが伺えました。

内容や区域を広げる理由については、７割の方に理解をいただきました。区域にい

ることについては３０％が賛成で、６２％が反対との結果となっております。意見

としましては、集落内の道路が狭いのでセットバックすれば家の増改築ができなく

なるなどのご意見をいただいたところでございます。 

 ２点目でございますけれども、都市計画区域への編入について、七城ではどうい

った構想を持ってのぞんだかということでございますけれども、現在、菊池市合併

後、菊池市におきまして、都市計画区域が旧の菊池市の一部と泗水全域をかけた都

市計画、２つの都市計画があります。今後、新しい新市となって合併しております

ので、一体的な新市の都市計画というものを進めていくためには、やっぱり一体と

なった都市計画区域の設定というものが大前提であろうということになります。一

体的な、総合的なまちづくりを推進するという形を取る以上は、やはり１つの都市

計画区域として新たな見直しを、これがベストではないかという案をつくった上で

の説明会でございましたけれども、ただいま申し上げましたとおり、いろいろなご

意見・ご要望が上がったのが事実でございます。七城町には、以前、里山条例によ

る規制を掛けておられましたし、旭志にもそういった条例がございました。これは、

法的な規制条例ではございませんので、あくまでも法の下では法が優先するという

ことでございますので、１つ言うなればお願いをするための１つの決めごとという

ことになろうかと思っております。農振地域との整合性ということでございますけ

れども、菊池の場合も農振地域を含めた都市計画区域の設定をいたしております。

七城の場合にどんな構想、都市計画事業というのがあるのかということになろうか

と思いますけれども、現在のところでそういった事業の予定は今のところありませ

んけれども、まずは今住んでおられる住環境を見ていただければおわかりになる部

分があるだろうと思います。下水道等については完備されておりますけれども、一

歩住宅内に入れば２ｍや３ｍといった狭隘な道路のところがたくさんございます。

やっぱりこういう道路を将来までそのような状況で過ごせるのかという部分も考慮

していかなければならない部分だろうということでご説明を申し上げましたけれど

も、それは今、家を直すならば建築でけんごとなるというようなご意見も多々あっ
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たところでございますけれども、ねばり強くご説明をしていきたいと思っておりま

す。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 栃原茂樹君。 

［登壇］ 

○２１番（栃原茂樹君） 今、お聞きいたしておりますと、七城の場合は何らいろいろ

な事業の構想とか何とかはなくて説明会に入ったということでございます。一応、

大変うれしいことはですね、七城町を残してこっちだけ云々というと誤解を招きま

すから大変そのありがとうございます。ただしかし、例えば七城町の場合は、３２

５線ですね、台から水次橋の方へ４車線の計画がありますね。当然、台橋までは通

ってくる、あそこはもうできておりますから。そうしますと、あの路線を民間投資

によって商業区域ですね、そういうことの構想があるなら非常にわかりやすかわけ

ですね。農振から外してと。今、農振が被っておりますから、道路拡張４車線にす

るときは問題はございません。それじゃなくして、やっぱり都市計画の説明やって

いくならば、何もないけれどもというようなことでいけば、規制だけでやるのかと

いうのがすぐ出てくるわけです。ですから、事業説明のときは、なら間所地区はこ

ういう県道の改良がございます、小規模だけれども、都市計画法に基づいた似たよ

うなやり方でこういうことでやりますとか、３２５線については４車線にもう将来

はなります、両サイドどれだけか、この都市計画ですね、そういうこともあるから

商店街ゾーンをつくると、そういう構想があるから、一応これが主眼でこういう説

明があっておりますよと。そういうことだったらですね、非常に納得がいくと。何

もなくて、菊池も泗水も行っとるから、七城町もと、ありがたいことでございます

けれども、説得力に薄いということですね。それで、里山条例の規制が、上位の方

があるから云々と言われましたけれども、その条例で止まったところが私の役場に

おったときあっておりました。やっぱりそういうやつがあればですね、そういうや

つでいろいろ法律的に云々言うよりも、言ってくる人もやっぱりまちの方としても

説明すれば納得がいきます。 

 それと、都市計画の基本理念としてですね、都市計画は農林漁業との健全な調和

を図りつつですね、そして健康で文化的な都市生活及び機能的な都市生活を確保す

べきこと並びにこのためには適正な制限の下に土地の合理的な利用が図られるべき

ことを基本理念といたしている。だから、何もかにもが都市計画でというようなこ

とではないと私は理解しております、この基本理念はですね。やっぱり物事には、

法律があるのには筋が通っております。何もかんもチャンポンにやるということじ

ゃございません。だから、そういうことはただ単純に思うたとき、こういうことが
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必要なら七城町のときでもやっぱりもれなくこの都市計画法に基づいていろんな事

業をやっております。たがらといって、今やられるのを私はだめだと言っているわ

けじゃございません。やっぱりその地域地域の特性を活かした法律等が農業には、

農林業にはございます。やっぱりそういうことを十分網羅してからやれば事足りる

こともあります。だから、３２５線をやるというようなことであれば、こういうこ

とでやるとか、が必要じゃないかということで質問をさせていただいたわけです。

再質問はいたしませんけど、時間が０でございます。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後２時００分 

開議 午後２時０９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） こんにちは。私は、議員生活でこんなに傍聴者が大いには初

めてでございます。大変緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

 １０年後を見据える坂井でございます。しかし、今日は本市の２０年先、３０年

先を見据えて頑張っていただける学生の方がお見えでございます。緊張しておりま

すけれども、よろしくお願いいたします。 

 菊池市、泗水、旭志、どの第三セクターも一緒と思いますけれども、地域の思い

がこもって、また地域のためにつくられた地域のための第三セクターでございます。

そんな第三セクターも経営・運営を間違えれば大変なことになる。閉鎖や解散もあ

るのであります。私は七城の議員ですけれども、七城のメロンドーム、そしてまた

温泉ドーム建設運営に至りましては、地元住民の汗と涙と思いが染み込んでおりま

す。すべての七城町民、この第三セクターに強い誇りと愛着を持っていることを知

っていただき、質問に移りたいと思います。第三セクターの運営が市の財政を圧迫

しかねないことも多々あるということを念頭に、第三セクターの運営について、温

泉ドームの入湯税と入浴料について質問をいたします。合併前の温泉ドームのお年

寄りの入浴料が１５０円から３００円に上がり、また使用料等ほとんどの料金が上

がったと思います。七城町民、合併してよかったという言葉は、あまり聞けない現

状でございます。将来を考えれば、新市になってと考えねばならないと思いますけ

れども、またまた七城町民大変な難題が出てまいりました。それは、入湯税を取っ

て料金を上げるという条例案が出されたわけですが、そこで第１回目の質問でござ
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いますけれども、第１２０号、第１２１号議案が可決されれば入浴料を４００円に

上げるのか。本当に入湯税を取るのか。また、徴収後、何らかの形で戻す考えはな

いのか。そうしたら、入浴料は上げなくて済むが、果たしてどうなのか。栃原議員

は、その他の公衆浴場にするのが筋と言っておられます。もちろん、それは筋であ

ります。そして、たびたび老人福祉との観点から市内のお年寄りの入浴料に関しま

しては１５０円にすべしと何度も強い要望をされました。１５０円にはお年寄りの

入浴料なるのかならないのか、質問いたします。 

 最後に、これは社長である市長にお伺いをいたします。第三セクター経営権当委

員会の答申書が９月に提出されましたが、その答申書を十分検討・参考にし、また

四季の里の指定管理の公募も視野に入れて入湯税は考えられたのか。温泉ドームの

指定管理協定書が本年４月に締結され、５年の契約の１年目の途中であることも十

分考えられて入湯税徴収に関しては考えられたのか。この点は市長にご答弁をお願

いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） それでは、質問にお答えしたいと思いますが、まず子ど

もさんたち、児童生徒がおられますので、入湯税とはということで、これはどうい

うものかというのをお知らせしたいと思います。皆さんが温泉に入られるとき、こ

れは旅館あたりに温泉に入られるとき、日帰りの場合は菊池市の場合は６０円税金

がかかります。宿泊した場合には１５０円が税金として、お風呂に入った税金とし

て入って、その税金につきましてはそういう環境整備という形で税金は使う目的、

そういう目的で取られる税金でございますので、ご説明をしておきたいと思います。 

 七城温泉ドームにつきましては、ただいま坂井議員仰せられたとおり施設の形態

及び利用状況からして、市といたしましてはその他の公衆浴場に類似する施設と判

断しております。その他の公衆浴場に変更された時点で本市税条例に基づき課税し

なければなりませんので課税されるということになります。以上、お答えしたいと

思いますし、また指定管理者、これは菊池市には多くの市の所有する施設がござい

ます。例えば市立の総合体育館とか、文化会館とか、指定管理者というのは、今ま

では市が直接運営をしておりましたけれども、それを民間にしていただくというの

が指定管理でございますので、そういう制度でございます。菊池市のリバーサイド

パークの運営に関する協定書につきましては、本年４月１日で菊池市と有限会社七

城振興公社と管理業務について２５年までの５年間、平成２５年までの５年間の契

約を締結しております。この契約については、管理運営に関する業務の締結であり
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ますので、入湯税課税が条件の変更には該当しないと、そういう認識をいたしてお

ります。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 七城温泉ドームの経営状況といたしましては、平成２０年

度の温泉部門の収支につきましては、利用料金等収入９,８９７万８,０００円で、

人件費・光熱費・衛生管理費等の経費が１億３,７９１万６,０００円となりまして、

差引３,８９３万８,０００円の赤字となります。この温泉部門のマイナスを他の部

門で補っている状況にございまして、七城温泉ドーム全体の利益は１,２００万円

ほどとなっております。 

 次に、入場料上限４００円の算定につきましては、ただいま申し上げましたよう

に温泉部門では約３,８００万円の赤字経営であることや、入湯税６０円の課税が

されますと、単純計算で年間１,８００万円程度を税として納める必要があり、温

泉ドーム全体の利益１,２００万円からしますと入湯税だけで見ましても年間５０

０から６００万円の単年度赤字が見込まれることになります。また、利用者の減少、

あるいはその他の部門も相乗的に減収が予想されることから、運営主体の経営を著

しく圧迫しない範囲の入場料としまして４００円と試算しました。なお、今回提案

しております条例改正の金額につきましては、上限額でございまして上限の範囲内

で指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めることになり、今後指定管理者の

有限会社七城町振興公社との十分な協議を行いながら、入場料につきましては定め

てまいりたいと思います。 

 次に、高齢者の入場料１５０円につきましては、対象者が七城町住民の一部地域

だけの優遇であったため、公平性の観点から平成２０年３月３１日、今年の３月３

１日までを有効期限とする経過措置を経て廃止となったところでございます。それ

に代わるものといたしまして、月間フリーパス券の発行が現在行われております。

料金改定に伴いまして、高齢者に対する何らかの対応の必要性は認識しております

が、菊池市全域の高齢者を１５０円とすることは、入湯税との課税も相まって指定

管理者の経営をより強く圧迫する可能性も含んでおります。このため、高齢者の優

遇措置につきましても、七城町振興公社と十分協議して定めていく必要があると考

えております。 

 以上、お答えいたします。 

 大変申し訳ございません。先ほど公平性の観点からということで、平成２０年３

月を申し上げましたが、その後に今年と言ったそうでございますが、平成２１年３
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月３１日までの有効期限ということでございますので、訂正させていただきます。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 七城温泉ドームと四季の里の２つがこの関係にあるわけであり

ますが、その２つの施設につきまして、その他の公衆浴場に営業の種別が変更され

たら、その時点におきまして入湯税の課税対象ということになります。２０１０年

の日本の経済は、バブル崩壊後を上回るような大変な試練が待っていると言われて

おります。大変長期間継続しておりますデフレ、円高、さらには株安の下で外需が

低迷しまして消費不足、あるいはまた雇用の崩壊など、スパイラル的に急落をして

おります。このことがさらにまた二番底と言われておりますことが予想され、深刻

な状況に立ち至るであろうということになるわけであります。こういった状況の中

で入湯税を課税するということにつきましては、ただいま数値が示されましたよう

に第三セクターの経営状況に大きな影響を与えるということになります。適正公平

な、しかし課税のためにも、課税は課税としてしなければならないということであ

ろうかと思います。課税の時期につきましては、今後その他の公衆浴場に変更する

ことを指定管理者であります有限会社七城温泉ドーム及び株式会社四季の里と協議

を進めていかなければなりません。その結果を踏まえまして、地域住民への入場料

の改定、周知及び券売機ですね、入湯券を販売するわけですから、券売機等の機材

の調達などが考慮しなければなりません。また課税の猶予につきましては、可能か

どうかを含めて内部検討してまいりたいと、このように存じます。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） ありがとうございました。市長、かなり答弁が進んでいたよ

うな気もいたしますけれども、２回目の質問といたします。 

 経済部長がおっしゃいましたですね、温泉ドーム、入場者が２９万人、これに入

湯税をかけていけば５００万円ぐらいの赤字が出るというような答弁だったと思い

ます。その他の公衆浴場に変えるのも、入湯料を取るのも、非常に、市長がおっし

ゃいましたとおり時代背景が悪い、経済状態が悪いということでございます。また、

参考までに本市の２０年の決算の中で本市全市で入湯税総額が１,９００万１,００

０円でございます。そんな中で温泉ドームが単独で１,８００万円、そして四季の

里が４００万円から５００万円になると思いますけれども、２社で２,２００万円

ということになります。これもご認識していただきたいと思います。 

 それから、第三セクター、日本の大半の第三セクターが赤字の中で、温泉ドーム

においては、役員・職員一丸となって努力をし黒字を計上しておられるところでご
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ざいます。そういった限られた中で経営改善をやるわけですけれども、指定管理契

約の途中で１,８００万円という大幅なる条件変更でございますね、これ。突然に

決められましても、１,８００万円という経費、コスト分を捻出することが簡単に

できるわけは私はないと思います。四季の里もただでさえ赤字なのに、４００万円

から５００万円の入湯税というコストが重くのしかかり、第三セクターの赤字とい

うことで市の金をまたもや注入することに至るかもしれません。総務省から抜本的

改革、また連結決算が叫ばれている中、大変な事態になるとも思われます。冒頭に

も申しましたけれども、経営・運営を誤れば大変なことになるわけでございます。

あまり言ったら文句も言われるかもしれませんけれども、第２の四季の里を出さな

いために、菊池市の第三セクターの方向性について、ここに四季の里の答申書が出

ておりますけれども、若干検証してみたいと思います。第三セクターを取り巻く状

況は全国的に厳しさを増し、地方公共団体の財政にも深刻な影響を及ぼすことが予

想されている。このために、総務省から示された第三セクター等の抜本的改革の推

進についてでは、収支経営状況、資産状況及び将来負担の実態も含め適正に掌握し、

存続も含めた抜本的な改革を推進するように国の方から通達が来ております。また

四季の里の現状は、平成２０年度においては営業損失単年度赤字２,０３０万５,０

００円、それから累積赤字、今まで溜まりに溜まった赤字が１億１,５４６万１,０

００円を計上するに至っております。また、年間で本年度の赤字が１,０００万円

は超えるものとなっているような状況でございます。経営悪化の原因を分析した結

果もここに出ております。その１つに平成１２年度、類似施設が近隣において５件

設置されたことや魅力性の低下があると。そして、もうこれ以上、コストを下げる

ことはできないというような分析結果が出ております。入湯税をかけてコストが５

００万円かかる、これも大変なのに、なお料金を上げて、旭志の議員言っておられ

ましたけれども、こんな高い金じゃ泊まりに来んよと、そういうようなことを市の

執行部が決めて、指定管理で委託するわけでございますけれども、近隣市町村にた

くさんの似たような施設がありますけれども、誰が来ましょうか。そしてまた、以

上のことから経営主体である第三セクター株式会社四季の里は、早期に解散すると

して、指定管理の公募や民営化に着手すべきである。そしてまた、指定管理を公募

するにあたっては、民間企業にとって応募に見合うだけの魅力があるのか、危惧さ

れるところである。これは入浴税を掛けたりいろいろした場合、魅力もなくなりま

す。そして、また最後に公募にあたっては当初の建設目的である住民福祉を逸脱し

ないように注意を払う必要がある。あまりにも条件が過度となり、民間の力が発揮

しづらい環境とならないような配慮も必要であると、こういう答申が出されている

わけですね。大体私に言わせればですね、一般公衆浴場でも私は構いませんけれど
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も、筋と言われればその他の公衆浴場でも仕方がないかもしれません。しかし大事

なことはですね、近隣の山鹿市、鹿本の水辺プラザかもとですね、合志町のユーパ

レス弁天、そして大津町の岩戸の里、菊陽町のさんふれあ等は、本市が変えようと

しているその他の公衆浴場で許可区分されております。ですけれども、その今言っ

た第三セクターは入湯税はどこも取っておりません。どこも取っておりません。鹿

本町は宿泊客は取っておりますけれども、一般客は取っておりません。これは今の

温泉ドームと一緒ですね。その他の公衆浴場には、近隣市町村と合わせるために変

更しても仕方がないかもしれませんけれども、入湯税も近隣市町村に合わせて取る

必要は私はないと思います。入湯税は市税であります。本市で決めればいいわけで

す。入湯税を取らないように再検討したらどうでしょうか、お伺いをいたします。 

 また、指定管理契約途中の条件変更、つまり１,０００万円の入湯税なんかです

けれども、これについてどう思われますか。そして、また公募による指定管理契約

についても同様でございます。お伺いをいたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 菊池郡市及び近隣の類似した温泉施設の課税状況につい

てでございますけれども、今、坂井議員仰せられたことと若干重複しますけれども、

水辺プラザかもとにつきましては、宿泊客、家族湯及び日帰りの客で宴会利用者に

つきましては入湯税が課税されております。合志ユーパレス弁天、大津町の岩戸の

里、菊陽町のさんふれあにつきましては、温泉施設の利用料金が１,０００円以下

のもっぱら日帰りの客に供される施設で食泊施設がないため、税条例で課税免除と

なっております。本市の税条例第１４２条の規定によりまして、本市条例では一般

公衆浴場であれば課税免除の対象ですが、その他の公衆浴場になった場合には課税

となりますので、今回その他の公衆浴場に種別変更がなされた場合においては、こ

れは税条例上、課税しなければならないということになりますので、ご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） 指定管理のこともちょっと聞いたんですけれども。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 指定管理者との契約でございますけれども、この管理運

営に関する協定書については、管理運営に関する業務の締結でございますので、入
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湯税が課税されたということのみをもって条件の変更には該当しないと認識いたし

ております。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） 指定管理は経営が悪かったら公募するわけですね。そして、

その公募された方に経営を託すわけです。それはなぜ託すかというと、黒字化する

ためにですよ。それをですね、指定管理をお願いして、１,８００万円といきなり

課すというのは、私は理不尽だと思います。今後総務省からも第三セクターの運営

は赤字にならぬように、そして市の一般会計からの持ち出しをしないように厳しく

経営をチェックしていかなければならない今日、急激な条件変更により、温泉ドー

ムでは１,８００万円の入湯税徴収は、私に言わせれば自殺行為であると思います。

まして四季の里はただでさえ赤字なのに、入湯税５００万円くらいを取り、入浴料

も使用料も高くするように設定すれば、答申書にあったように類似施設が近隣に５

件あり、さらに客が離れる恐れ大であります。まして公募にあたっては、あまり条

件が過度となり、つまり入浴税等民間の力が発揮しづらい環境とならないようにと

いうような答申書も書いてありました。また、当初の目的である老人福祉の観点か

らも、料金の値上げは不況下、お年寄り、市民の利用者の楽しみを奪う行為であり、

許し難いものだと私は思います。現在、未曾有の大不況の中、日本の国民は就業不

安、所得の減少の中、ともかく安いものへと走り、安ければ買う、安ければ利用す

る、まさしく市長もおっしゃいましたとおり、デフレスパイラルの真っ直中です。

入湯税を取り、料金を３００円から４００円へと、これ３３％アップです。物価に

しても大変なアップ率です。今の状況下で誰が利用するでしょうか。大幅な減少が

見込めると私は思います。ほとんどの利用者が近隣の第三セクターに流れていくと

私は思います。客も減少すれば、食事、宴会も減少し、マイナスの連鎖です。温泉

ドームの収支決算１６年度マイナス１,０８７万円、１７年度１,９１８万円のプラ

ス、１８年度プラス１５４万円、１９年度マイナス１,２８０万円、そして２０年

は１,８００万円ですかね、これを５年間で合計しますと１,５０５万円の黒字であ

ります。これを５年度でうち割れば単年度で３０１万円の黒字です。この３０１万

円に１,８００万円をぶっかければどうなりますか。黒字は見込まれなく、第２の

四季の里、まっしぐらでございます、というシナリオになりかねません。市長、合

併して５年、四季の里が破産状態になったのも、これは出資者、役員の責任もあり

ますが、５年間社長であった市長の責任が今後問われずには済まない問題だと思い

ます。温泉ドームとは、指定管理契約の協定書締結が今年の４月で１年目の途中で
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あり、四季の里においては今から公募により指定管理を結ぶ時期であります。経営

が悪いので指定管理者に黒字になるように託すわけでございます。そこで公募によ

る指定管理の契約をするわけです。しかし、しかしですよ、簡単に、簡単にですね、

途中でぽんとこのようなコストを課すような大幅なる条件変更、入湯税の１,８０

０万円、四季の里も一緒ですが、そういうことになれば、指定管理者はたまったも

のではありません。私が言いたいのはですね、この不況下で、デフレスパイラルの

状況下で第三セクターの経営にいきなり１,８００万円という入湯税の経費、コス

ト、そして料金の値上げは無理難題だと思います。その他の公衆浴場にする、入湯

税を取るとは言われましたけれども、いつから取るとはまだ言っておられません。

今の状態が悪すぎるわけです。いろいろ長く言ってきましたけれども、どうか現在

の状況をよく踏まえられて、入湯税は取るべきでない、撤回か、もしくは時期を見

て徴収時期を延ばすことも考えてほしいと思いますが、ご答弁をお願いします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 入湯税を課すべきか、課さざるべきかといったことでございま

すが、あくまでも条例におきましてはこの課税すべきと、公平公正な課税であるべ

きということに基づきまして課税の条例ということになっているわけであります。

ただしこの運用につきましては、要綱によりまして４００円を上限としてこの指定

管理者と、それから市長の方が協議をすると、このようになっております。しかし

あくまでも議員ご指摘のとおり、経営主体であります七城町特産品センター、ある

いは株式会社四季の里、両会社におきまして経営をどうもくろんで、そして入湯税

に対してどう対応されるのか。例えば３００円の入湯料、３３０円の入湯料、これ

につきまして税を加えるとすれば、その内税としてそれから６０円の入湯税を払う

ということではなくて、上乗せをする形で多分に予測されるのは４００円前後の入

湯料というふうになるのではないかと。そうならなければ、先ほど試算によります

赤字というのが大幅に出てくるということであります。この経年、これまでの年ご

との収支を先ほどお示しいただきましたけれども、これまでにレジオネラ菌の発症

によりまして営業を中断したり、あるいはまた天井の落下によってこの営業ができ

なかったり、そういった年が大幅な赤字というふうになって、やっと元に戻ってき

ているという状況に温泉ドームの場合はあるわけであります。今後、七城町振興公

社並びに株式会社四季の里の経営取締役会等におきましてこの論議をしたいと、こ

のように思っております。そのことによって、猶予できるものであるかどうかとい

うことも含めまして取り組んでまいりたいと、このように思います。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 
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［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） 料金は上げるといいますと、その料金では徴収できますけれ

ども、お客の減少というのを今は一番考えなければならない時期だと思っておりま

す。いろんなことを考えてご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、次に市道の整備でございますけれども、１番目の質問を飛ばしまして、

板井地区から板井開田１３部地区合わせて約６０ｈａへ通じる板井畜産流通線です

けれども、板井、梶迫、前川、岩瀬、菰入、宮園、清水、新古閑地区の方々が利用

する道路でございます。土手ぐえ等で大変危険とのこと。整備がなかなか進まない

ということでございますけれども、進まない理由をお聞かせ下さい。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） お尋ねの市道板井畜産センター線のところにつきましては、

地元共同墓地下の市道の法面につきましては、現在ブロック積みにより施工済みで

あります。未整備箇所につきましては、共同墓地内の民有地法面でございますので、

市としましては民有地の整備はできませんので、共同墓地関係者の方々によって整

備をお願いしたいと考えております。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） 大雨などのときには非常に危険な土手でございます。土地を

市に寄附してでも、というそういう思いもございますので、今後も相談していきた

いと思います。 

 続きまして、辺地及び中山間地の整備について質問いたします。固有資産等所在

市町村交付金及び納付金でございます。これは、竜門ダムに国の方から来る交付金

でございますけれども、１９年度が８,４４５万５,０００円、２０年度が８,７１

４万８,０００円でございます。このように来ておりますけれども、これは私が思

うには、ダムが存在している龍門地区に還元すべきだと思いますけれども、市の考

えをお伺いいたします。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 国有資産等所在市町村交付金といいますのは、ただいま

申されましたように国または県等が所有する収益的な事業に用いられる資産につい

て、固定資産税の代わりに交付されるものであります。現行の地方税制では、国・

県等が所有する土地建物、いわゆる固定資産に対しましては固定資産税が課せられ
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ないことになっていますが、これらの国・県等の資産であっても所在市町村の様々

な行政サービスを受けることになっております。現に固定資産税が課税されている

他の固定資産税と同様であることになります。他の固定資産税との均衡を考慮しな

がら固定資産税に相当する額が交付されておりますので、使途につきましても固定

資産同様の取扱いをしなければならないというふうに思っておりますし、また全市

的にこれは収入として固定資産税と同等として取り扱うべきものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） これはですね、私はですね、ダムによって人口の流出ですね、

また地域が分断され、小学校の統廃合、また若者もどんどん流出し、高齢化率も非

常に高くなっております。そういった観点から、龍門地区の活性化のために私は使

うべきだと思います。なおかつ龍門地区は辺地債が適用されますので、辺地債に対

する起債にでも使っていただければ結構かと思いますけれども、そのお考えはあり

ませんか。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） 交付金の性格といたしましては、ただいま申し上げまし

たように国・県補助金等のように使途が特定の事業のみに充当可能な特定財源では

ございませんで、固定資産税と同じく使途が特定されていない一般財源となります

ので、辺地債を利用した場合に発生する公債費の償還財源としては考えておりませ

ん。ちなみに交付金が仮に１億円あったとした場合に想定しますと７５％が交付税

と相殺されまして、実質的には２５％の２,５００万円が増収という形になってお

りますので、加えてご説明申し上げます。 

 以上でごさいます。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） 山瀬議員も質問されましたけれども、龍門地区、水源地区、

辺地が適用される地区ですね、この点に関しては、山瀬議員が質問されましたので、

区長さんなり地域の方々の周知徹底をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本市のグランドデザインについて質問いたします。私たち総務委員

会で四国の高知県馬路村へ研修に行ってまいりました。本市の竜門ダムの上流に１,

０５０人ぐらいの村があると思っていただければ結構でございます。まさしく営林

署があり、３０年くらいまでは材木が高く、大変賑わっていたそうでございますけ
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れども、材木の低迷とともに人口も流出し現在に至っているそうでございます。そ

こで、何か物産、産業を興さないといけないということで、ゆずに目を付け、ゆず

栽培を、平たん地はここはあまりありませんけれども、傾斜地とか、ほんと小さい

面積のところにも植えてありました。１,０５０人の全人口でありますが、班の班

林的でございますので、その農業関係者は３００人ぐらいだと推察いたしますけれ

ども、はじめはゆずを販売、それから村の存亡を賭けて１０年の計でゆずを加工販

売してこられました。山深い山村の全人口１,０５０人で、またこのゆず関係でい

くら売り上げを伸ばしているか、皆さん考えて下さい。たった１,０５０人の村で

すね。私たち全員びっくりしました。なんとですね、３０億円、ゆず関係で売られ

ております。私たちその農協の２階に全員で行きましたところ、再春館製薬がコミ

ュニケーターが電話で注文を受けておりますけれども、１５人ぐらいのコミュニケ

ーターが、若い女性でございますけれども、テキパキと電話の対応をされ、インタ

ーネット販売等、全国へ発送をされておられました。下の工場を上から見せていた

だきましたけれども、近代的なオートメーション化した工場、これは過疎債を利用

してつくられたそうですけれども、ゆずのジュース、ゆずポン等、ゆず製品が２０

品種ぐらい、また隣の研究室では大阪大学の大学院と言われておりましたけれども、

優秀な研究者が新商品の開発をされておられました。今後も力を入れている製品は、

ゆずの化粧品を開発していくふうに言われておりました。全国に顧客を持ち、ほと

んどがインターネットの販売だそうでございます。農協の加工場事務員等、若い社

員は都市部からその馬路村へ通勤しているとのこと。正職に慣れた方は馬路村に住

むと言っておられました。過疎化する村をどぎゃんかせにゃいかんという皆で知恵

を出し、１０年、２０年のグランドデザインを描き、実行されたわけでございます。

そこで、いろんな方が一般質問をされておられますけれども、非常に、特産品をつ

くる、また活性化するというのは難しいのはわかっておりますけれども、やはり１,

０５０人でこういった事業を成し遂げられました。また、山瀬先輩たちが長野の川

上村ですか、１戸平均２,６００万円ぐらいの収入を上げて、レタスですね、上げ

ておられるような事例もあります。そういう観点でですね、菊池市市民一緒に夢を

見られるようなグランドデザインが必要だと私は思います。菊池市のために、地域

のため自分にできることは何だろうと。市長は市長で考えられ、議員は議員で考え、

職員は職員で考え、市民は市民で考え、一緒に夢を見て行動をしたとき、素晴らし

い菊池ができるものと思います。合併特例債残り５年、本市の活性化のためにグラ

ンドデザインを描き、市民の皆さんと将来の夢を見たいものでございます。今後で

すね、残り５年の合併特例債がございます。このグランドデザインについて市長の

お考えをお聞きしたいと思います。 
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○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 議員ご説明の高知県の馬路村の取り組み、また本市の地域振興

のためにグランドデザインということを含めまして、興味深く聞かせていただきま

した。グランドデザインということにつきましては、その町にしかない固有のもの、

またほかにない、何か特別の魅力というものを示すことによりまして、市民が一丸

となって町を将来にわたって他の地域に売っていく、また将来共にこの地域の活性

化になって発展していくという、そういうものの絵姿を示すことだとこのように考

えております。幸いに本市におきましては大変豊かな自然環境、あるいはまた温泉

を含めた歴史・文化などがございます。本市のグランドデザインにつきましては、

他の地域にないような本市の魅力を十分取り入れながら、町のイメージがよくわか

るような取り組みを市民皆さん方総参加の中で考えさせていただきたいと思います。 

 ところで、馬路村と何か聞いたような名前だなと思ったところでありますが、随

分前に馬路村の村興し、ちっちゃな村、人口１,２６９人の感動の物語ということ

で、村興しの仕掛け人であります大歳昌彦さんの著書をちょっと見たことがござい

まして、農協の職員から、今、ご指摘になりましたゆずの加工品について、産直、

あるいは通販ということで大変な実績を上げられたということで、その素晴らしい

スピリット精神にびっくりしたといいますか、本当に驚愕の思いで見たところであ

ります。今、述べられました数々のことにつきましてご提案として大切に受け止め

させていただきますとともに、ブランド推進の参考にさせていたたぎたいと、この

ように存じます。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） 市長、大変大いに期待をしております。よろしくお願いしま

す。 

 奨学金制度について質問いたします。不況時にこそさらなる制度の充実をという

ことで質問いたします。さっきからずっと言っておりますけれども、リーマンショ

ックに端を発した金融危機による平成の世界的経済恐慌でありますが、派遣社員の

首切り、失業、リストラ等の雇用不安、所得の減少による不景気によるところの消

費の減少による物価の下落、デフレスパイラルですね、家庭生活にも深刻な影響を

及ぼしております。一家の主が、また主婦が、突然病気をしたり、リストラにあっ

たり、不景気で経営が悪くなったりしたとき、向学心のある、後ろにもたくさんの

学生の方が来ておられますけれども、やる気のある若者、学生のために、さらなる

奨学金の充実を図ったらと思いますが、今年に入りまして東議員、木下議員も質問
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をされました。本市の奨学金制度は、他市に比べても充実しているのはわかります。

わかりますけれども、こういう状況ですので、貸付金額のアップ、そしてまた返済

は１０年と聞いておりますけれども、これも少し延ばされないか。それに、以前私

質問いたしましたけれども、受付を年度当初ではなく年間随時受付、年間を通して

受け付けてほしいというようなことを言いました。そして、これは一番大事なこと

は、そのような不況時だから、特にですね、全家庭にこの奨学金制度というのを利

用される方も多々多いと思うんです。周知徹底を強く望みます。これを１回目の質

問とします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） 現在、デフレによる経済不況は、市民の生活や雇用状況に大

変厳しい影響を及ぼしているということは十分承知しているところです。そういう

中で、保護者の就労状況の悪化やそれに伴う収入の低下は、当然子どもの就学に金

銭面だけではなく精神的にも不安をもたらすものです。そこで、お尋ねの増額や返

済期間についてですが、これまでも申しましたように、本市の奨学金の額や返済期

間は現在のところ県下の中では最高の水準にありますので、増額や期間の延長は今

のところ考えていませんが、今後の経済状況等を視野に入れ、随時考えていきたい

と思います。 

 また、貸付申請についてでございますけれども、菊池市奨学金奨学資金貸付条例

の規定のとおり、特別の事情がある場合は、随時申請を受け付けてまいります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） 随時受け付けるということになっているかもしれませんけれ

ども、途中で申請に行ってできなかったというような人もおられました。どうかも

っと年間を通じて受け付けやすいようにしていただきたいと思います。 

 それから、木下君が質問しておられますが、入学準備金というのも何か設定され

るようになっているように聞いております。このようなことは知らない方が多いと

思いますので、先ほども言いましたように市民の方に周知徹底をよろしくお願いし

たいと思います。それについてもお願いします。 

○議長（北田 彰君） 教育長、田中忠彦君。 

［登壇］ 

○教育長（田中忠彦君） この奨学資金等の制度の充実のために基金等を活用いたしま

して入学準備金、また給付型の奨学金が創設できないか、今、現在検討していると
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ころでございます。そういうものも含めまして、先ほどから周知のことがありまし

たけれども、現在までも広報あるいはインターネットで周知を図っているところで

すが、一層そういう面で努力してまいりたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○１７番（坂井正次君） 教育長、頑張って下さい。よろしくお願いします。 

○議長（北田 彰君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後３時０２分 

開議 午後３時１０分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（北田 彰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） 皆さん、こんにちは。いよいよ一般質問も最後となりました。

４日間、本当にお疲れでございますけれども、しばらくの間、ご清聴のほどをよろ

しくお願い申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず、観光振興・十八外城の整備の現状と取り組みについてお尋ねをいたしま

す。この件につきましては、合併に伴う新菊池市議会選挙後の初めての平成１８年

６月の定例会において、歴史を誇る菊池としての取り組みについて、特に観光資源

としての十八外城についての質問をさせていただいております。そのときにも申し

上げましたが、合併により旧七城町の町名の由来となっております７つの城跡と旧

菊池市の１１の城跡が一緒なり、晴れて菊池市の十八外城となったのであります。

十八外城は、皆様もご存じのように１５代菊池武光公が懐良親王を菊池にお迎えし

たときに征西府の菊池の本城を守るため重要な外城で、山や川などの自然の険しい

地形を利用して築かれた砦のようなもので、七城町に亀尾城、打越城、馬渡城、正

光寺城、増永城、神尾城、台城、旧菊池市に菊の池城、戸崎城、古池城、木庭城、

黄金塚城、市成城、掛幕城、元居城、鷹取城、葛原城、五社尾城が鞠智本城を取り

囲むように配置されていた城跡を江戸時代の学者渋江松石が菊池風土記に菊池の城

跡を十八外城と発表したものであります。前回の質問では、元居城の地元の元居区

の陳情を具体的に例を挙げて質問をしましたが、すべての城跡の整備を同時にやる

ことはできないために、それぞれの優先的なもので表示看板案内板を設置するとの



 －366－

ことでありました。今回、改めて質問させていただきますが、前回の質問後の整備

の現状を詳しくお示し下さい。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） ただいま議員ご紹介ありましたように、十八外城は菊池の

本城を取り囲むように菊池の山岳、丘陵、河川などの地形を利用した外城を配置し、

備えを固めていたと言われております。十八外城整備につきましては、教育委員会

で半永久的なものとしました統一した説明板を平成２０年度で１８外城すべてに設

置されているところです。さらに、本市を訪れる観光客が史跡等の案内としてボラ

ンティアガイドを求められる状況がございますので、１人でも多くの観光客が散策

できるように「ぶらっと菊池一族散策ガイドブック」や「菊池文化財マップ」を作

成し、十八外城の位置図を掲載し、観光資源として活用しているところでございま

す。また、ガイド本を使ったウォークラリーを開催するなど、関連した取り組みも

さらなる観光客の増員を図ったところでございます。今後もボランティアガイドの

募集・養成をしながら、本市を訪れる観光客に対してガイドブック等を利用しなが

ら関係団体と連携した取り組みをしていきたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。ガイドブック等ということでござ

いまして、施設の整備とか、そういうのには全然対応されていないようであります。

十八外城に行かれた方は見られたと思いますけれども、昭和１９年に大映が菊池千

本槍の映画を制作し、その記念に十八外城跡に石碑が立っております。先日、葛原

議員の質問の中で報告がありましたように、菊池神社の崇敬会で３日に分けて跡め

ぐりが行われました。私も参加させていただき、これまでの学習大学の研修も含め、

十八外城跡すべてを回ることができました。先ほども申し上げましたが、山や川な

どの自然の険しい地形を利用して築かれた砦のようなものでありますので、現在で

は特に山林等も手入れもできておりませんので、城跡まで行くのが困難な状況であ

ります。今回、改めた地元区長をはじめ菊池神社崇敬会の方々の協力によって、現

地周辺の刈り払い等をやっていただいたのですが、菊池千本槍の記念碑がなければ

場所も確認できないとのことでありました。このままでは周りの雑木等も年々成長

し、正確な場所もわからなくなってしまいます。先日の葛原議員の質問に対する教

育長の答弁では、維持管理についてはこれまでどおり所有者等でお願いしたいとの
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ことでありましたけれども、現状は所有者の高齢化も進み、大変厳しいものがあり

ます。市が観光資源として位置づけ、付加価値を付けていくことを考えているので

あれば、十八外城跡の未整備の城跡を再チェックし、場所によっては市が購入した

り、城跡までの林道・農道・市道等の整備を早急に対応する必要があります。前回

の質問で、市長は将来の展望からして、やはり地元の歴史を知る、そしてまたこの

歴史の背景にあります十八外城の一つ一つの中のさらなる歴史を知るということが

大切であり、歴史学の先生に十八外城物語を書いていただくとか、それぞれの城主

になっていただける方を募集するとかと、具体的に案を上げて答えられ、菊池が持

っているものの中で一番大きなものは、やはり無形のこの歴史というかけがえのな

い歴史だと思っているので、この歴史を紐解くための十八外城の整備について今後

とも努力しますと力強い答弁をいただいております。 

 そこで改めてお尋ねですが、市のトップとしてもちろんその後現地を確認してお

られると思いますが、前回の答弁後の対応の成果も含め、また市長自ら十八外城に

どれだけ行かれておられるのか、その件も含めてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 十八外城の重要性というのは、今述べられましたように前回の

答弁でもそのように答えた記憶を持っております。私自身が十八外城に何度足を運

んだかということでございますが、なかなか運ぶ機会がございませんで、本当に実

態として自分の体験の中で知り得ているものではござません。歴史上においていつ

も皆様方の中から言われるその菊池氏の歴史というものの中に、本当に重要な位置

を占めてきた十八外城ですから、さらにおっしゃりますように民地であるというこ

とがまず第一だと思います。その民地である部分について、どう公が関わっていけ

るのかといったものは検討していかなければならないと、このように思います。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。いずれにしても歴史を活かしてい

くということで、先般、隈部議員の質問にも答えられておりましたので、ぜひとも

十八外城についてはですね、一生懸命やっていただきたいと思います。 

 それでは、次に急傾斜事業についてお尋ねをいたします。急傾斜事業は、急傾斜

地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するた

め必要な処置を講じ、もって民生の安定と国土の保全に資することを目的に事業が

行われております。旧菊池市は特に急傾斜地が多く、崩壊する恐れがある地域がた

くさんあります。今回私の地元太田区の大久保地区の急傾斜事業の現状と古川地区
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の現状をお示し下さい。特に古川地区については、平成７年３月２２日に急傾斜地

崩壊危険区域の指定を受けておりますので、その後の進捗状況を詳しくお願いいた

します。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） お答えを申し上げます。県に伺いましたところ、急傾斜地

崩壊危険箇所は、土地の傾斜度が３０度以上、なおかつ高さが５ｍ以上、崩壊によ

り危険が生ずる恐れがある人家が５戸以上、または５戸未満であっても観光所、学

校、病院、旅館などに被害が生じる恐れがある区域について指定をされ、急傾斜地

崩壊対策事業として実施することになっております。なお、高さが１０ｍ以上で１

０戸以上の人家が所在する区域で危害が生じる恐れがある区域は国の補助事業、そ

れ以外は県事業で実施することになっております。市の負担割合は国の補助の場合

は事業費の１０％、単県事業の場合は３分の１となっております。菊池振興局管内

では５８カ所が指定をされ、そのうち菊池市の指定箇所は４７カ所、施工中は６カ

所であり、その内訳は補助事業で百把田、柿木平地区、単県事業で下組、日向、富、

小楠野地区となっております。お尋ねの太田地区と大久保地区につきましては、市

から県へ要望をいたしているところでございます。また、古川地区につきましては、

平成２０年度に現地測量調査を実施しております。県では新規箇所として予算を要

望中と伺っております。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。厳しい状況でもあるかと思います

けれども、本当に住民の安全が一番でございますので、今後ともよろしくお願いし

たいと思います。先ほど栃原議員の方からも５年以上未完成の道路の指摘があって

おりましたけれども、私も同感であります。特に古川地区についてはですね、約１

４年も経過しておりますので、指定は県でありますけれども、市が申請者というこ

とで聞いておりますので、その点もですね、しっかり確認をして頑張っていただき

たいと思います。 

 それでは、次に旧憩いの広場についてお尋ねをいたします。憩いの広場跡は、平

成１４年に市が雇用能力開発機構から譲渡し、その後菊池高原に平成１５年５月１

日から平成２０年３月３１日まで契約で借りていただいておりました。その契約終

了後は手つかずのまま放置されております。市も２０年９月議会において売却も考

慮してと思われますけれども、不動産鑑定を予算計上し、現在はその算定金額も出
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ているはずであります。地元としては、憩いの広場跡地は地域の核であります里山

の家と隣接しており、重要な場所でもあります。これまで地元の企業が借用されて

おりましたので、水迫地区のふるさとまつり等にも憩いの広場跡地を駐車場に気持

ちよく貸していただき開催することができておりましたが、もし地元との協調がで

きない企業、あるいは個人に売却をした場合、地元としては大変な問題であります。

これまでに憩いの広場跡地については、地元水迫地区との協議等の要望も出ている

と思いますが、その点も含め、旧憩いの広場の現在の状況と今後の市の計画につい

てお示しをいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 

○経済部長（後藤 定君） 野外活動施設憩いの広場につきましては、昭和５８年に市

と雇用促進事業団が余暇を活用し自然に親しみ、明日への労働力の回復を目的に建

設されたものでございます。しかし、国自らが福祉施設を設置・運営する必要性が

低下したと判断されたことから、平成１４年に雇用能力開発機構より当施設の譲渡

を受けたところでございます。その後、民間の活力を期待し、観光振興に寄与でき

ること、地元とも連携を図ることを目的に同施設の運営を民間募集しまして、株式

会社菊池高原と５カ年間の賃貸契約を締結し、平成２０年３月に契約満了いたして

おります。建設当初にあります余暇を利用したレクリエーション施設としての目的

が達成されたことや、施設の老朽化によりまして売却を視野に入れた不動産鑑定を

行ったところでございます。今後の方向といたしましては、売却を前提といたしま

して観光振興及び地域住民に配慮した利活用が図られるよう進めているところでご

ざいます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。いずれにしましても、地元として

はですね、非常に大切な場所であります。また、菊池渓谷の観光ルートからの景観

からしましてもですね、ある程度の対応をしていただきたいと思います。今後、一

応その予算的なあれも出してありますので、交渉をしていかれているのか、その交

渉をやるということでありますけれども、そのことについてどのような形でやられ

るのか、また期限をどのぐらいの形で決めておられるのか、その点をですね、お答

えをいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 経済部長、後藤定君。 

［登壇］ 
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○経済部長（後藤 定君） 契約時期につきましては、先方の意向の最終確認をしてい

るところでございまして、諸々の条件が整い次第、２１年度内のできるだけ早い時

期に契約締結ができるよう努めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。２１年度中にですね、きちんと対

応されるということでございます。いずれにしましても、その後も地元との協議を

ですね、きちんとしていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次に道路の改良についてお尋ねをいたします。 

 まず、柏・木護線の改良についてですが、水迫地区木護集落は、迂回路がないた

めに立門・木護線が落石等で通行止めになると陸の孤島になっておりましたので、

平成１８年より用地交渉等で難航していた柏・木護線を改めて用地交渉を再開し、

それぞれの関係者、先ほど市長の方からもお話がありましたように、努力によって

全線開通の見通しが立ってきたようでありますので、現在の状況を詳しくお示しい

ただきたいと思います。 

 その次に戸城・渡打線ですが、水迫地区戸城集落と水源地区の渡打集落を結ぶ重

要な道路であり、また県道二重の峠菊池線の災害時の迂回路としても重要な路線で

ありながら、改良が途中で止まっていましたので、改めて戸城区より要望書を提出

していただきました。今回、辺地総合整備計画の追加によって事業費が付いたよう

ですので、今後の改良計画をお示しいただきたいと思います。 

 次に、西迫間・寺小野線ですが、この路線については平成９年から何度も私も質

問・要望してまいりました。お陰様で、現在、西迫間集落内の家屋移転も進み、改

良が進んでおります。あと井手の部分の改良が残っているようですが、今後の計画

をお示しいただきたいと思います。 

 次に、七坪・小楠野線の七坪集落内の道路改良についてですが、この地域は陣内

の一般廃棄物処分場との関連もあり、早急に対応をしなければいけない区間でもあ

ります。調査費の計上等をお願いしておりましたが、現状をお示しいただきたいと

思います。 

 以上、４路線について詳しく進捗状況をお示しいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 建設部長、岡崎俊裕君。 

［登壇］ 

○建設部長（岡崎俊裕君） お答えを申し上げます。 

 柏・木護線は、木護地区の大変重要な迂回路線であります。昨年度より路面整備
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に着手をし、本年度に橋梁部右岸側の整備を行い、来年度に橋梁本体を整備し、順

次木護地区まで路面整備を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、戸城・渡内線は、本年度に測量設計を行い、来年度より整備に着手する予

定であります。 

 次に、西迫間・寺小野線は、整備延長が９７０ｍ、進捗率で８０％でございます。

残りの２３０ｍが未整備の状態でございますが、本年度に西迫間地区交差点付近８

０ｍを整備し、来年度に残りの１５０ｍを施工し、整備完了の予定でございます。 

 なお、七坪・小楠野線につきましては、西迫間・寺小野線の整備が完了次第、事

業に着手する計画でございます。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。柏・木護線については、いよいよ

橋梁部分に入るということで、もう地元としてもですね、念願でございましたので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、戸城・渡打線についても、来年度から事業に入るということでございま

す。 

 それと、西迫間・寺小野線ですが、来年度１５０ｍですか、その部分が単年度で

やれるかどうか、予算等もあるでしょうけれども、ちょうど井手の部分ですから予

算等も大分かかると思いますので、ぜひとも１年で終わってですね、完了をしてい

ただきたいと思います。 

 それと、七坪・小楠野線についてですが、今のうちからちょっと調査費ぐらいは

付けとってもらわんとですね、完了してから、完了してからということで、ずっと

まだ石原部長のときからずっと完了してから調査費を付けますということの答弁で

繰り返しでございますが、もう今のうちに調査費を付けて、ある程度実測をしてい

ただかんとですね、なかなか間に合わないんじゃないかなと思っておりますので、

ぜひとも調査費だけは早めに付けていただくようによろしくお願いしておきます。 

 それでは、次に発注工事等についてお尋ねをいたします。 

 まず、随意契約の定義についてですが、市民の方から市の入札の件で相談を受け

ました。ある工事の入札の方法が随意契約だったとのことですが、仕事の内容から

して、なぜ結果的に随意契約になったのか納得がいかないとの意見でありました。

入札問題は、この厳しい経済状況ですので、ますます市内の業者の方々から厳しい

チェックがあると思われますし、議会としても中小企業振興条例までつくっており

ますので、地場産業を推進していかなければなりません。そこで１点目のお尋ねで
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すが、随意契約の定義について、詳しくお示しをいただきたいと思います。 

 次に、市の発注工事等の竣工検査後の会計処理についてですが、この件も市民の

方から市の会計処理が非常に遅いとの苦情の意見でした。現在の会計処理の流れと

平均的にどのぐらい時間がかかっているのか、お示しいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 総務部長、緒方希八郎君。 

［登壇］ 

○総務部長（緒方希八郎君） まず、随意契約の定義についてでございますけれども、

これは地方自治法第２３４条及び同施行令第１６７条の規定によりまして、地方公

共団体が行う契約は入札を原則とするものとされておりまして、同施行令第１６７

条の２の規定により、認められた場合のみ随意契約を行うことができるとされてお

ります。随意契約の要件となるその内容を要約しますと、１つに予定価格が１３０

万円以下であること、また委託業務につきましては５０万円以下、物品は８０万円

以下ということでございます。 

 その次に、契約の性質が競争入札に適しないという場合について随意契約が認め

られております。そのほか法令により規定する施設・団体等の契約、これにつきま

しては、シルバー人材センターあたりとの契約については、随意契約でも可能であ

るということでございます。そのほか、緊急により入札ができない場合、競争入札

によることが不利である場合、時価に比べまして著しく有利な価格で契約できる場

合、競争入札に付し入札者がいない場合、落札者が契約を締結しない場合、認定者

による新商品である場合、以上の場合のみについて随意契約が認められているとこ

ろでございます。 

 次に、市の発注工事等の竣工検査後の会計処理の状況についてでございますけれ

ども、まず工事完了に伴い、業者より工事の発注を行った工事担当課に竣工届が提

出されます。これを受けまして、提出日から１４日以内に工事担当者は業界立ち会

いの上、竣工検査を実施します。業者から工事担当者へ竣工検査写真の提出があり

次第、工事担当課は竣工復命書の内部決裁を受け、これに約１週間前後日数を要し

ておるところでございます。決裁後は、工事竣工認定書を業者に交付いたします。

これを受けまして、業者より請求書が提出されることとなっております。その後、

工事担当者は支出命令書の決裁を受け、会計課に支出命令書を提出します。これに

約１週間前後かかることになります。会計課での事務処理は、工事担当課より支払

い伝票が提出されますと審査を実施し、適正なものは、その後支払うこととなりま

す。通常は口座振替の方法により送金しますが、この場合は会計課に持ち込まれて

１週間前後で支払いが完了します。また、支払いを急ぐ場合におかれましては、振

り込み依頼書による方法も可能であります。この場合については、２日程度で支払
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うことが可能であります。なお、菊池市公共工事請負契約約款では、請求を受けて

から４０日以内に支払うこととなっております。このように、竣工検査後の会計処

理につきましては、担当職員それぞれが適正な事務処理に努めているところでござ

いますが、今後より一層円滑な会計処理が執り行われるように努めてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。なかなか随意契約についてはです

ね、私も所管の総務委員会ですので、またちょっとさらに勉強しながらやっていか

なければいけないと思います。１つのちょっと例を挙げますとですね、先般市道立

門・井野線の立門地区の法面工事がですね、国の緊急補正によって約５,０００万

円で工事が行われました。無事完了して、地域住民も安心して生活ができるように

なりましたけれども、私も最初から関わっておりましたのでよく理解しております

が、調査費を最初６００万円かけて組んでいただいて、その後、方法等もですね、

何か専門的な工事になるので難しいということでございましたので、それでもやっ

ぱり専門の業者に直接発注するんじゃなくて、まずはその頭に地元の業者に発注し

ていただいて、それでその専門業者が下に入って工事をすると、そういう形にしな

いと、地元の地場産業育成にはならないんじゃないかという、そういうお話もさせ

ていただきました。結果的には、地元の企業が受注してですね、きちんと工事もで

きておりますので、そういう形で、これはある程度大きな事業ですけれども、どう

いう形で分けるかによって、地元の人たちがこういった、先ほど言ったような、何

で随意契約になるんですかというような理解ができないところがたくさんあるんで

すね。ある看板屋さんが自分自身が看板のその受注をもらえると思ったところが、

下の工事をする、工事をする会社の方からよその市外の業者から見積もりが自分に

来たという形で、何で私たちの方が、言うなれば下の工事をするのを発注できるよ

うにしてもらえば、私たちが頭で取ると、そういう何か不満をですね、私に言われ

たことがあります。どっちにウエイトを置くかによって、結局その契約が変わって

くるというようなのが結構あるんですね。私も今から委員会でもしっかりそういう

ところを勉強してですね、地場の方の産業育成に結びつくようにしていかなければ

いけないと思っております。先ほどの会計処理の問題ですけれども、先ほどから申

しますように、市民の方から、とにかくどこで時間がかかっとっとだろうかという

ことで、そういうお叱りがありました。部長の答弁では、４０日以内に支払うこと

ということで、それが遵守されとるんですけれども、ちょっと、もうちょっとスピ
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ード感をもってやっていただかないと、もう皆さんが非常に厳しい状況ですから、

表現的にはやっぱりもう回すのに大変な状況だと思うんですね。だから、１日も早

く公共事業の場合はスピード感を持って支払いができるような状況を今後とも考え

ていっていただきたいと思います。最後に、市の指名審査会の委員長さんですか、

副市長さんでございますので、副市長の方からですね、随意契約も含めて地場産業

育成の取り組みについてのお考えといいますか、今後の決意と申しますか、お答え

をいただきたいと思いますが。 

○議長（北田 彰君） 副市長、永田明紘君。 

［登壇］ 

○副市長（永田明紘君） ただいま今後の考えをというお尋ねでございます。常に地元

優先を念頭に置きながら、今後とも公正公平に執行してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。心強いお言葉をいただきましたの

で、ぜひとも市民が理解するような対応をお願いしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、最後の最後になりましたけれども、産廃問題でございます。環境保全

協定書の一部変更協定書ですか、白紙撤回を産廃業者が表明している問題について

お尋ねをしたいと思います。昨年の１２月議会で福村市長は九州産廃との１３項目

の業務委託の議会への未公表文書の問題で謝罪をされた上で、市としてはあくまで

も努力目標であり、密約という認識はないと主張されておられます。しかしながら、

九州産廃側は記述期間短縮の条件だったとして市に対して最終処分場埋立期間の短

縮協定の白紙撤回を表明し、市・県・業者のこれまでの三者協議でも結論は出ず、

先日１１月２６日の三者協議においては、市側から九州産廃が１２月７日までに白

紙撤回を取り下げない場合、協定の有効性の確認を求め裁判所に民事調停を申し立

てる意向を示されました。私は三者協議を傍聴しておりましたので、市側の突然の

調停申し立てにびっくりしたわけでございます。他の議員さんたちも次の日の新聞

に記事で載っておりましたのでびっくりされた人たちの方が多かったんじゃなかろ

うかと思います。三者協議では、１２月７日が取り下げの期限になっておりました

が、今日は１２月１１日でございます。その点も含め、現在の状況をお示しいただ

きたいと思います。 

 それと、先日の三者協議で出ておりました環境整備基金の返還について協議され
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ておりますので、その点もお答えいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市民部長、原川智明君。 

［登壇］ 

○市民部長（原川智明君） 産廃問題につきましては、これまで一般質問でもお答えし

ておりますので、一部重複するかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思

います。昨年末に九州産廃株式会社が一部変更協定書の白紙撤回を表明して以来、

市民の代表者であります区長を交えた四者協議を１回、市と県・会社の三者協議を

３回開催をしております。また、県との協議も随時行っておりますし、顧問弁護士

に対しても環境保全協定書の法的解釈や協議の進め方などもお尋ねをしておりま

す。その結果、市に何ら瑕疵はなく、白紙撤回する理由もないということで九州産

廃株式会社へ白紙撤回を取り下げていただくようお願いをしてまいりました。九州

産廃株式会社は、本市との解決条件とした１３項目の業務委託は期間短縮をお願い

してきた市からの回答で会社との約束事項であり、会社の継続的な運営や維持管理

を行う上では必要な業務であることを主張し、委託業務が実施できないのであれ

ば、一部変更協定書を白紙に戻すとしております。しかし、市としましては１３項

目の業務委託等は将来に関わる業務もあわせて約束できるものではなく、法を逸脱

しての委託はできないこと、計画変更や社会情勢の変化などで委託できなくなるこ

とも予想されることから、市の努力目標としており、利用者も了解し運営している

ことを主張しております。さらに利用者の信頼関係を構築し、今後協議を進めるた

めにも、白紙撤回の取り下げをお願いし続けているところでございます。しかしな

がら、両者の主張は依然としまして平行線のままであります。そこで、白紙撤回の

発言があって以来１年を経過しようとしており、早期解決を図る必要があることか

ら、先日開催しました３回目の三者協議の場でこの状態のまま会社が白紙撤回を取

り下げていただけなければ、司法の場の調停で第三者に判断していただくことを申

し出たところでございます。 

 それから、１２月７日までの答弁ということで、うちの方で調停申し入れをしま

して、期限としまして１２月７日まで何らかの答弁を下さいということでしており

ますが、今のところちょっと２、３日待ってくれということの回答を得ています。 

 次に、環境整備基金の方から、そのときちょっと第三者会議の中で会社の方から

話があったわけでございますけれども、水迫地区にちょっと使用しないならば会社

の方からちょっと返還してくれという申し出があっておりました。そこで、うちと

しましては一応寄附をいただいておりますので、今のところ返還する考えはないと

いうことで一応答弁をしているところでございます。 

 以上、お答えします。 
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○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。九州産廃の方の意見としては、市

側としてはですね、何か早く早期解決を考えて調停に踏み切るようなあれですけれ

ども、それが本当に解決に結びつくのかなというのが思いであります。新聞等で記

事を見ていますと、向こうはやっぱり騙されたというような表現もしておりますし、

私も傍聴しましたときに、当事者である市長も途中で退席をされ、その後新しく担

当といいますか、副市長がおられて、担当者もその当事者の方は誰もいないからと

いうことで大分怒っておられたのを聞いておりますけれども。いずれにしてみまし

てもですね、もう私どもが一番心配するのは、こういった形になって市民がですね、

本当に不安に駆られております。そしてまた何よりも地元のですね、方々が今まで

一生懸命ですね、この産廃問題には本当に歴史がございます。地元の方が苦渋の選

択をして、４年間短縮になればということで、そういう思いの中で四者協議にも入

って、そして形ができてきたわけでございます。今までのですね、努力が本当に水

の泡になってしまうということで、地元は本当に憤慨しているような状況でありま

す。市長としてですね、最終的にこのような形になって、調停には入っていくでし

ょうけれども、市民に対してですね、ある程度のきちんとした説明責任も必要だと

思いますが。それと、先般から話が出ております南部清掃の方ですか、あの方も最

終的にはもう泗水のみということで、将来的に菊池市が一緒になれるようなあれが、

私も途中までの傍聴のときにはほかの地区の議員さんたちが信頼関係がきちんとで

きていないということで一緒にはなれないと、そういう形でいろんな意見が出てお

りました。最終的に、何か坂本議長の方で門戸が開かれたような最後のお言葉があ

ったということで、先般も環境課長の方から報告がありましたけれども。いずれに

しても市長としてですね、市民に対する説明責任も含めてどのように考えておられ

るか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） 今回の産廃問題につきましては、これまで市民の皆様やまた議

員の皆様、問題解決に取り組んできたこの成果によりまして、多くの方々の努力に

よりまして最終埋立処分場の使用期間というものを４年間短縮する一部変更協定書

を締結することができたわけであります。九州産廃株式会社はこのことにつきまし

て白紙撤回を表明したことでありますが、その内面的な言い訳、向こうの申し立て

分については、もう皆さん方ご承知のとおりであります。決して密約ではなかった

ということを申し上げておりますけれども、密約であり、しかもこれが何かしら条
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件であったということを言われている。そのボタンの掛け違えといいましょうか、

言い分の違いの中で、この白紙撤回にするという会社の方に意向であるということ

であります。このことにつきまして、あくまでも市の方としては、先に部長が答弁

いたしますように、断固として認めるわけにはいきません。これまで九州産廃株式

会社とは、もう再三にわたって協議が進められております。また市民の皆様へも産

廃問題への不安が再発しないようにということで、区長会の説明とか、あるいはま

たこの市の広報に掲載するなどして、機会あるごとに市民の皆様方にも報告をして

きたところであります。今後は、司法の場での調停を申し出ておりますが、そこで

解決を図りたいと、このように考えております。その経過や結果については、市民

やまた議会の皆様方にも報告をしてまいりたいと、このように考えます。 

 次に、また環境整備基金の運用についてということで先ほど話があっておりまし

たけれども、一般質問にはこの議員の方のこれまでお答えしてきましたとおり基金

の目的ということや施設周辺地域の地元住民の要望に基づきまして、基金の一部を

地元の環境整備に活用するものとしております。そこで、また怒留湯議員の質問で

もお答えしましたとおり、菊池市環境整備基金運営要綱に基づく運営委員会で運用

案を策定しまして、地元水迫地区の区長さんへ説明をさせていただいたということ

でございます。しかしながら、この議員からご説明がありましたように、水迫地区

の区長さん方、全地域におきます会合が行われまして、その全地域の区長さん方の

全員の賛同が得られなかったと。そのことを受けまして、この本市から示しました

運用案ということについて、これは受け入れられないということで区長会の皆さん

方が来庁をされまして、文書で提出をされたところであります。そのことを受けま

して、市といたしましては現況においては水迫地区へのこの菊池環境整備基金の運

用ということについては数次にわたりまして一般質問等々を通じまして、木下議員

からも強い要望があっておりましたけれども断念せざるを得ないという、現況にお

いてはそういうことだと思っております。今後につきましては、この環境整備基金

は、その目的に基づきまして運用したいと、このように考えております。環境整備

に必要な事業というものの判断というものがありました場合には、これは順次活用

してまいりたいと思います。 

 また、環境整備につきましては、常々地元の方にもいろんな諸会合のときに申し

上げてまいりましたけれども、当然市が行わなければならないことにつきましては、

この基金のみならずいろんな意味でこの国や県の補助事業というものを利用しなが

ら、あるいはまた交付金事業、さらにはまた辺地債によります事業など、財政的に

有利な事業を使ってやるべきものはやりたいということを申し上げ、その裏負担の

部分について、この分を利用したらもっと大きな事業が有効的にできるではないか
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ということも申し上げたことでありまして、その辺については、今、これまでのと

おり変更はありませんので、そのようにお答え申し上げたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１６番（木下雄二君） ありがとうございました。市長の方から環境整備基金の運用

についてということで、改めてその使途目的が決まっているからということでござ

います。先般、原川部長の方でですね、質問についてのお答えがありました。この

件についてはですね、私もちょっと申し上げとかなければいけないというふうに思

っております。先般、１０月２６日に市長室において、私も同行したんですが、水

迫区長会、全員出席の下に運用についての回答を持ってまいりました。ちょっと読

み上げてみますけれども、今回菊池市より提案されました整備基金の扱いについて

は、区長会としては全区長の賛成を得られないため白紙に戻す。 

 １つ、産廃からの寄付金相当額という表現や平等割、個別割りで配分される整備

基金を使用することで、水迫地区を二分することは避けたい。白紙に戻すというこ

とは、今回菊池市より提案された案に対しては同意できない。よって、現況下での

整備基金は使用しない。それと、なお、今回の菊池市より提案された整備基金の運

用にあたって、水迫地区での議論中にもかかわらず、９月議会で否決されたとか、

過疎債、今、菊池は過疎債ないでしょうけれども、菊池市には過疎債はないでしょ

う、辺地債の間違いと思いますけれども、地元では過疎債という表現で一人歩きし

ておりました。過疎債があるので、何でも使えるということで、そういう基金は使

わなくてもいいというような表現だったろうと思います。そういう形で、いくつか

の誤った情報が一部の方から流されました。このことが混乱に至った一因でもあり

ます。この情報が行政に関わる方から出されたものとすれば、遺憾の意を表します

ということで、それを読み上げて水迫地区の区長である山口様の方から市長に回答

書として渡したわけであります。先般、９地区のうちの何地区が反対してという形

で、議場で表現をされましたけれども、そういう文言は１行も入っておりませんし、

また基本的にはもう地元がですね、まだ話し合いの途中で、本当に間違った情報が

流れて、本当に地元としてはですね、今、混乱状態になっているようなところもあ

ります。いずれにしましても、きちんとした形の中で地域がまとまってお願いをし

てていかなければいけないことだと思っております。私自身も平成２０年の６月、

９月からこの整備基金の運用については質問しております。１３項目の問題が浮上

する前から、地域の活性化のために使途目的が決まっておりますので、ぜひとも地

元の方々のために運用をしていただきたいということのお願いはしておりました。

私としては、表現的には何ですか、２１年の６月の議会で原川部長が言われたその
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九州産廃からの寄付金という表現はいけないと。あくまでも私としてはその基金の

一部を取り崩して使っていただきたいという形に変えてもらわないと、地元ではや

っぱり九州産廃から直接もらっているような気持ちになれば使えないと、そういう

こともちゃんと私は議会の中で申し上げとったはずです。それなのに、その後、地

元の説明会のときには、九州産廃からいただいた分をいかにも地元に還元するよう

な表現をしてあるもんですから、なかなかそういう形では地元としては受け入れら

れない。これも１つの原因だったんだろうと思います。市長の方から、いずれにし

ても地元のために還元するということの意思は変わらないということでありますし、

またこの環境整備基金については、もう使途目的がきちんと決まっております。そ

れに基づいて、また改めて地元の方が理解をして、きちんとした形で使えるような

環境づくりもしていかなければいけないと思っております。 

 最後にですね、市長の方に４年間短縮ということで地元が期待しております。そ

のことについてですね、市長として本当にその４年間短縮ということをですね、き

ちんと守っていくという決意といいますか、そのことも含めて、ちょっと最後にお

答えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（北田 彰君） 市長、福村三男君。 

［登壇］ 

○市長（福村三男君） この協定書というものをどう見るかということだろうと思いま

す。これはあくまでもやっぱり契約的な条件というものになっていることだと思っ

ておりますし、そのことは破ってはならないことで、双方が結んだ条件であります

し、また県の方もその中に仲介人として入っておられます。ですから、このことを

そのほかの覚書とかといったものを含めて、あるいは１３項目といったものを含め

まして、そのことで判断が揺らぐことではないと私は思っておりますが、これはま

さしくこの両方に平行線の中で解決していく場合においては、第三者の判断、すな

わち行政司法の判断というものを仰がざるを得ないということで、最終的までやっ

ぱり努力には努力を重ねながら話し合いによってできた協定でありますから、ぜひ

この遵守をしようということにおいては、協定を守ることを前提として話し合いは

続けたいと思いますが、今の現状としては、やっぱりこの調停をせざるを得ないと

いう思いで調停の提案をさせていただき、数日間待って下さいということが会社側

の方から返事があっているということでありますので、またしばらく辛抱強く交渉

は重ねていきたいと、このように思っております。 

○議長（北田 彰君） 以上で、一般質問は終わります。 

 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。次の会議は１２月１７日の午前１

０時から開き、議案の採決を行います。 
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 本日は、これをもちまして散会いたします。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後４時０４分 
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○議長（北田 彰君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（北田 彰君） ただいまより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（北田 彰君） 日程に従いまして、日程第１、去る１２月４日の会議におきま

して、各常任委員会に審査を付託しました議案第１１８号から議案第１３３号まで、

及び請願第３号から請願第５号までの１９案件並びに継続審査案件について、各常

任委員長から審査結果の報告があっておりますので、これを一括して議題とします。 

 ただいまから各常任委員会における審査の経過及び結果について、各常任委員長

の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、三池健治君。 

［登壇］ 

○総務常任委員長（三池健治君） おはようございます。本定例会で総務常任委員会に

付託されました議案は、条例関係２件、予算関係１件、議決案件１件、合計４議案

でございます。２日間にわたり慎重に審議しましたので、その経過と結果について

報告いたします。 

 議案第１１８号、菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例の制定についてを申

し上げます。審議の過程で質疑がありましたのは、「この条例で暴力団を円滑に排

除できますか」とか、また「申請時に一般の人と暴力団員との区別判断はどのよう

に行いますか」とか、それに「個人情報の保護や人権問題等はどのような対処を行

うのですか」等が質疑されました。それに対して、「条例制定後、警察と合意書を

締結し、警察と協力体制で排除してまいります。また申請時の判断は難しいと思わ

れるので、一旦申請の受付を行い、その後警察に照会等を行いながら対処していき

たい。一応受け付けるが、第４条に、暴力団と分かった過程で取り消しが出される

項目を設けているので、これで対処していきたい」との答弁でした。「この条例は

市の公共施設の貸し出しの場合であるが、将来は市民も目的に向けて市全体で取り

組む意欲があるのか」との質疑に対して、「市民もこの条例の目的にありますよう

に、市民生活の安全及び平穏の確保のため警察と協力しながら、いかに暴力団を施
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設から排除するかということを充分協議していかなければならないと思っていま

す」との答弁でした。 

 また、「この条例の承認にあたり、他の市町村や企業等がつくっている条例等の

情報を警察が持っているのであれば、総務委員会に呼んで話を伺ったらどうか」と

の質疑に対して、「この条例は市が議会に提案するものでありますので、執行部か

ら説明をさせていただきたい」との答弁でした。 

 慎重に審議した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第１１９号、菊池市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを申し上げます。この条例は、上記条例の制定に

伴い、この条例を一部改定するものです。 

 慎重に審議した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第１２２号、平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号）についてを申

し上げます。審議の過程で質疑がありましたのは、総務費の中の一般管理費につい

てであります。その中に非常勤職員報酬があります。これは四季の里旭志の公募選

定委員の報酬との意見がありました。それに対して、「ここで非常勤報酬を認めれ

ば、必ず民営化になるということですか。市が公の施設として引き継ぐ考えはない

か」との質疑がありました。これに対して、「公の施設は公募による施設にするか、

市が運営でするかの二つの道筋しかない。ですから、この公募選定委員会で指定管

理者として馴染まないと判断されたら市の直営になりますが、指定管理者と認めら

れたら民間の会社に運営に携わってもらうことになります」との答弁でした。また、

「条件が悪ければ公募されている２社が手を引く可能性もある。そしたら市が運営

することになる。今まで運営ができなかったのに、運営できますかとの質疑に対し

て、公募して運営できるところ２社が手を挙げている。よりよい経営方針を持って

いるところが選考のテーブルに着いたと思われます」との答弁でした。 

 それと、辺地共聴施設整備事業補助金等です。「これはデジタル放送のアンテナ

設置で、国が設置費の２分の１を補助するもので、組合等に支払いを行います。こ

の設置に個人負担金７,０００円を支払っています。もし来年、国が全額補正をとい

うようなことになった場合は、この負担金の返却はありますか」との質疑に対して、

「現在の補助制度で負担した場合はあくまでも現在を対象としますので、個人負担

金の返却はありません。来年補正予算制度が変わった場合は、その変わった制度に

なります」との答弁でした。 

 慎重に審議した結果、原案のとおり可決すべきと決しました。 

 議案第１３０号、辺地総合整備計画の変更についてであります。これは、杉生区

の防火水槽１基を設置する工事の追加であります。 
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 慎重に審議した結果、原案のとおり可決すべきと決しました。 

 以上、本定例会で当委員会に付託されました議案の審査結果であります。議員各

位におかれましたは、慎重審議のうえ、速やかにご賛同いただきますようお願い申

し上げまして、総務常任委員長の報告を終わります 

○議長（北田 彰君） 次に、文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） おはようございます。これより文教厚生常

任委員会委員長報告をいたします。 

 本定例会において、本委員会に付託された議案は、補正予算３件、議決案件３件、

請願２件であります。２日間にわたり慎重に審査をいたしましたので、その経過と

結果をご報告いたします。 

 まず最初に、議案第１２２号、平成２１年度菊池市一般会計補正予算のうち民生

費中、障がい者福祉費の介護給付事業費５,７５０万円の増額は、利用単価が上がっ

たことと利用者が前年比１３％増によるものです。 

 次に、衛生費中、塵芥処理施設費の修繕料１,２４１万１,０００円は、ＲＤＦ施

設エコヴィレッジ旭の修繕費です。委員から、積算根拠の妥当性や委託先との関係

などが詳細にわたって聞かれました。それに対して、故障の内容、原因等はいずれ

も高度な専門性が求められるものであり、見積書の精査は市の職員では対応できな

いので、（財）日本環境衛生センターへ委託をしているとのことでした。委員から

は、「今後については、職員が技術面、知識面で、より専門性を高めることによっ

て、コンサルタントに依存しない独自の維持管理ができる方向を追求すべきだ」と

の意見が出されました。 

 次に、教育費中、小学校費の工事請負費２億３,３００万円は耐震化関係で、隈府

小学校改築工事及び太陽光パネル設置工事の増額と菊之池小学校体育館耐震補強工

事に伴うものです。 

 同じく中学校費の工事請負費１億６,６００万円も耐震化関係で、南中・七城中の

耐震補強工事の増額と旭志中の耐震補強工事及びそれぞれの中学校への太陽光パネ

ル設置工事の費用です。委員からは、「学校の安心・安全については最優先事業と

して進めることと、太陽光パネル設置については、現在では学校ごとにぱらつきが

あるので、今後は順次整えることし、全校設置を目指すように」との意見が付され

ました。 

 次に、議案第１２９号、平成２１年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予

算については、つまごめ荘の給食業務委託としての債務負担行為、平成２２年度か

ら２３年度までの限度額１億２,６８３万４,０００円、単年度限度額６,３４１万
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７,０００円が提案されました。説明では、３社から見積もりを取り、そのうち見積

額の最低のものを除き、金額の近い上位２社の平均で設定したとのことでした。こ

れに対して委員から、「なぜ３社の平均や最低価格で提案しなかったか、限度額で

あってもあえて高く設定する必要はない」などの意見があり、また、「つまごめ荘

に限らず、積算根拠は全課統一したものを定めるべきだ」との厳しい意見が出され、

これに対し執行部から、「今後十分に反映させたい」とのことでした。 

 議案第１３１号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市立泗水図書館）

は、条例の選定基準、応募要項等を満たし、市のモニタリングにおいても評価が高

かったため指定をしたいとのことでした。 

 議案第１３２号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市市民会館）は、

応募は２者あったとのことでしたが、この指定管理者については、これまで一般質

問や質疑等でいくつかの角度から問題が指摘されてきました。委員からは、「清掃

業務を本業としながら、多くの事業を展開している中で文化的施設の管理運営は果

たして十分なものがあるのか。また、当該指定管理者は給食業務等も受託していた

こともがあり、公平性の点でも問題ではないか」との意見や、また「舞台や照明・

音響の各技術面での有資格者はすべて委託をしていることも問題ではないか」等の

厳しい意見が出されました。これについて執行部からは、「文化的な面での向上は

市からの指摘や議会の指摘で改善点が見られる。さらに専門性を高めるように指導

監督を強化していく」ということでした。５年間の期間ついては、「市が定める指

定管理者制度に関する指針に５年という定めがあり、指定管理者が視野を広く持ち、

管理運営に特色ある事業に取り組めることが期待されることと、正規職員の雇用も

可能となり、専門性を高め、人材育成にも繋がる」ということでした。また、「５

年以上の有資格者の必要については、応募要項の資格のところで、自社で雇用がな

ければ委託することができるとされている」ということでありました。 

 委員からは、「これらに限らず公の施設の指定管理の期間５年の見直しや一者一

業種等との公平性の観点からも委託業者の選考基準は再度検討する必要がある」と

の厳しい意見が出されました。 

 その他、議案第１２３号、１３３号についても説明を受け審査しました結果、以

上の６議案は、全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、請願第３号、最低保障年金制度の実現を求める請願書については、紹介議

員に出席を求め説明を受けました。委員からは、「趣旨は理解できるが賛成できな

い部分もある」といった反対討論があり、採決の結果、賛成少数で不採択とすべき

ものと決しました。 

 終わりに、請願第５号、菊池市老人福センター存続に関する請願についても紹介
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議員に出席を求め説明を受けました。委員からは、計画変更や泉源の問題、湯量の

問題、掘削・送水管の問題、温泉審議会等との同意の問題等が数多く取り上げられ

ました。これらのことを理由に、本請願は賛成多数により採択すべきものと決しま

したが、この件については、少数意見の留保がありました。 

 なお、継続審査になっておりました請願第５号、菊池氏館跡の調査及び保存・活

用に関する請願については、継続とすることと決しました。 

 以上が、当委員会に付託された議案の審査の経過と結果でございます。議員各位

におかれましては、慎重審議の上、速やかにご賛同いただきますようお願いをして

報告を終わります。 

○議長（北田 彰君） 次に、経済常任委員長、本田憲一君。 

［登壇］ 

○経済常任委員長（本田憲一君） おはようございます。経済常任委員会の委員長報告

をいたします。 

 経済常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過

並びに結果をご報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件は、条例案件２件、予算案件１件、請願１件でご

ざいました。 

 はじめに、議案第１２０号、菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条

例の制定について及び議案第１２１号、菊池市四季の里旭志条例の一部を改正する

条例の制定について、どちらもその他の公衆浴場への種別の変更により入場料の改

正を行うため条例の一部を改正するものでありますが、委員より、「なぜ今の時期

に入場料の引上げをしなければならないのか。また合併後に入場料は、わずか５年

間で２度の改正となり、地元の利用者、主に高齢者の負担が大きく、さらなる引き

上げは来場者の減少も考えられる。地元の市民感情も受け入れ難い」との意見が保

多数あり、審議の結果、継続審査となりました。継続審査にするにあたって、税務

課との協議を密にし、課税サイドだけで推進しないように強く求める。併せて、税

条例の改正も含め、総合的に判断し、住民の健康と福祉の増進を図るという地域活

性化を推進する当初の設置目的を十分に考慮して検討してもらいたいとのことでし

た。 

 次に、議案第１２２号、平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号）につい

て、主なものを申し上げます。農業振興費の負担金補助及び交付金については、単

県補助事業による茶・柿・梨・アスパラガスの生産力向上のための施設整備を図る

ものであります。 

 次に、農地費の負担金補助及び交付金については、基盤整備事業や農道整備事業
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の事業費確定に伴う減額および増額補正であります。 

 採決の結果、全会一致で可決いたしました。 

 最後に、請願第４号、改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願については、

採択すべきものと決しました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり賛同賜りますようよろしく

申し上げ、経済常任委員長の報告といたします。 

○議長（北田 彰君） 次に、建設常任委員長、隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○建設常任委員長（隈部忠宗君） 建設常任委員長報告をいたします。 

 本定例会において当委員会に付託されました議案は、補正予算案６件でありまし

た。２日間にわたり、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果についてご

報告を申し上げます。 

 まず、議案第１２２号、平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号）中、付

託分について申し上げます。 

 その主なものは、道路橋りょう費の工事請負費５,５５８万５，０００円の増額補

正は、泗水中央線の用地交渉が難航し、年度内契約が見込めないため、同じ補助事

業である妻越・泗水線の工事請負費に流用し、工事の進捗を図るものであります。

伊倉・黒仁田線は、補助事業追加申請による事業費の増により施工延長し、早期実

現を図るものです。また、藤田・赤星線は県事業である菊地川広域基幹河川改修事

業（河原区）における大型補正予算により年度内着工となり、人道橋の下部工を同

時施工する必要が生じたための補正であります。公有財産購入費は、３０１万１,

０００円の減額補正でありますが、泗水中央線及び妻越・泗水線の用地交渉が難航

し、年度内契約が見込めないための補正であります。委員より、用地交渉について

は、地元の協力を得、地権者の意向を聞きながらできるだけ早く進めていくよう要

望がありました。補償補填及び賠償金の１,５０７万４,０００円の減額補正は、泗

水中央線の用地交渉が難航し、年度内契約が見込めないのが主なものです。道路橋

りょう維持費の５７２万５,０００円の増額補正の主なものは、市道伊野・竹ノ牧線

の拡幅を行う重機の賃借料及び里道水路等に対する維持管理のための区長要望に伴

う原材料費です。住宅管理費の１,０８０万円の増額補正の主なものは、市営住宅の

修繕料です。委員より、「年間どのくらいの修繕維持費が必要であるか」との質問

に、「平成２０年度決算では約３,０００万円、当初予算で１,８００万円、今回の

補正で２,８８０万円になる」との説明でした。速やかに修繕するよう努めていると

のことでした。繰越明許費補正で、道路橋りょう費の伊倉・黒仁田線道路改良事業

４,２１２万３,０００円、妻越・泗水線道路改良事業５,９９７万８,０００円は、
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用地交渉の難航により、年度内完了が見込めないための繰越であります。債務負担

行為の補正として、国道３２５号線道路改築事業関連負担金として２,２８０万円で

あります。 

 議案第１２４号、平成２１年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第３号）

について申し上げます。４４０万５,０００円の増額補正は、本管及び吸水管の修繕

費が主なものであります。 

 議案第１２５号、菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について申

し上げます。５３２万９,０００円の減額補正は、燃料費及び各種業務の委託料の減

額が主なものです。債務負担行為補正として、浄水センター等運転業務委託料とし

て、平成２２年度５,８７８万９,０００円、地方債補正として限度額４億８,０４０

万円とするものです。委員より、「新たな機械設備やコンピュータが導入され、機

械の操作も簡単になった。このような財政の厳しい中、業務委託についても考えな

ければならないと思うが、業務委託料はどのようにしているか」との質問に、「下

水道課で算定して積算した数字である」との答えでした。「これからは、業者の言

いなりでなく一般競争入札の制度を取り入れ、市民に負担がかからないよう努力し

ていく必要がある」との強い意見が出されました。これには、委員会に市長の出席

を求め、見解をお聞きしました。今までの経過を検証しながら、市民に迷惑がかか

らいように、また負担がかからないよう業者の皆さんの理解を保ちながら、将来的

には一般競争入札の方向で行きたいとのことでした。また、繰越明許費補正につい

ても、「単年度で締めていくように努力していただきたい」という要望が出されま

した。 

 議案第１２６号、平成２１年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）について申し上げます。２,２７０万円の減額補正は、工事請負費の

富の原西の接続工事の延期、環境工事の詳細設計に伴う減額が主なものです。債務

負担行為の補正として浄水センター管理業務委託として、平成２２年度３,１１８万

５,０００円、地方債補正として下水道事業２億４,１３０万円です。 

 議案第１２７号、平成２１年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第

３号）について申し上げます。債務負担行為の補正は、浄化槽保守点検及び清掃業

務委託の平成２２年度の２０７万９,０００円です。 

 議案第１２８号、平成２１年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）について申し上げます。９４万５,０００円の増額補正は、七城南部浄化センタ

ーの修繕料です。債務負担行為として、処理施設管理業務委託平成２２年度の３,

８２９万５,０００円です。 

 以上、１２月１５日の現地調査を踏まえ慎重に審査しました結果、本委員会に付
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託されました議案につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 議員各位におかれましては、慎重審議のうえ、速やかにご賛同賜りますようお願

いいたしまして、建設常任委員長報告とさせていただきます。 

○議長（北田 彰君） 以上で、委員長報告を終わります。 

 次に、請願第５号については、樋口正博君から少数意見報告書が提出されており

ます。少数意見の報告を求めます。 

 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 議長のお許しを得ましたので、発言をさせていただきたいと思

います。 

 少数意見報告書、平成２１年１２月１５日。 

 文教厚生常任委員会において留保した少数意見を、下記のとおり会議規則第１０

１条第２項の規定により報告いたします。 

 請願第５号、菊池市老人福祉センター存続に関する請願書についてであります。 

 意見の要旨 

 １点目、区長名での請願書提出でありますが、総会等の正式な機関を経た経緯が

確認できないとのこと。 

 ２点目、泉源不足というふうにありますが、すべてのお湯を温泉水で賄うことが、

湯量不足の判断基準にあるとのことでありましたが、温泉水を利用したシャワー等

はレジオネラ菌発生の大きな原因ともなりかねないので、できるだけリスクが少な

いかたちとして上水道を用いることが望ましいこと。 

 ３点目、新たに用地買収することについては、まちづくり交付金事業適用外で全

額市による単費事業となり、会館建設も同様に補助適用外となることから、新たな

大規模な財政出動が発生すること。さらには、既に購入済み建設予定地用地買収補

助金返納も発生し、財政計画に大きな影響を及ぼしかねないこと。 

 ４点目、平成２０年度で用地買収の予算を議決し、さらに平成２１年度では実施

設計予算の議決を経ていること。 

 ５点目、計画から５年以上が経っており、これ以上の遅れを避け、できるだけ早

期の着工が望ましいこと。 

 以上５点、留保した少数意見を報告させていただきます。 

○議長（北田 彰君） ただいまの各常任委員長の報告及び少数意見の報告に対し質疑

を行います。質疑はありませんか。 

 東裕人君。 
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［登壇］ 

○２番（東 裕人君） おはようございます。 

 請願第５号、菊池市老人福祉センター存続に関する請願書について、文教厚生常

任委員長にお尋ねをします。今、片方で財政難、コスト削減を理由に３,０００万円

を削るために養護老人ホームの民営化を進める、もう一方で老人福祉センターは移

転・新築をする。同じ老人福祉で、こっちは投げ出して、こっちはつくる、私は非

常に違和感を感じているのですが、この老人福祉法に基づく２つの施設をめぐる施

策の違いについて、委員会で議論がされたのかどうか、菊池市の福祉行政全体に関

わる問題として議論されたのかどうか、初めにお尋ねをします。 

○議長（北田 彰君） 文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） お答えをいたします。 

 ただいまのご指摘については、文教厚生常任委員会の中では審査の対象になって

おりません。 

○議長（北田 彰君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 審査の対象になっていないというのではなくて、議論していな

いというふうに理解して、次にお尋ねをします。地元区長さんから、今、このよう

な趣旨の請願が出されること自体、行政の政策決定のプロセスに問題があるのでは

という疑問が残りますが、このプロセスの問題での議論はあったのか、なかったの

か、お聞きします。 

○議長（北田 彰君） 文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） お答えいたします。 

 プロセスの問題は議論がございました。長い時間の経過の中で、計画の変更があ

ったことが審査の中の最も大きな問題であったかと思います。答弁としましては、

この８年間の間に国の補助事業とかまちづくり交付金事業とか制度が変わりまし

て、その都度執行部としては、より有利な補助事業を取り込んで、より豊かな福利

厚生施設を目指すという答弁でありました。その経過についての中身については、

十分議論がされたところです。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

 横田輝雄君。 

○２８番（横田輝雄君） ただいまも質疑がありました請願第５号について、文教厚生

常任委員長にお尋ねします。この請願の表題は、「菊池市老人福祉センター存続に
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関する請願」というふうになっております。しかしその委員長報告の中では、新し

く建設を予定している、既に先ほど報告がありましたけれども、設計料まで議会で

議決をいたしおります。あるいは用地交渉も済んでおります。その土地を対象にし

たような形での、やっぱりそれがだめだからこれを請願するというふうに私は聞こ

えましたので、その辺をですね、どのような審議がされたのか。新しいやっぱり老

人福祉センターと、それから今の高野瀬のセンターとのその整合性についてですね、

審議されておればお尋ねしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） お答えいたします。 

 論議の中心ではなかったかと思います。請願の内容については、現高野瀬に今は

残すようにという趣旨が中心であったかと思いますけれども、委員会の中では、先

ほど申し上げましたような計画の変更や泉源の問題、湯量の問題、それから掘削か

送水かというような問題が中心になりまして、委員長としましては、それはその請

願の中には１点ですので、その技術面とか経過については分けて論議をすべきであ

ろうという提案をいたしましたが、委員会の総意でこれらは一緒に論議をされると

いうことでございました。 

○議長（北田 彰君） 横田輝雄君。 

○２８番（横田輝雄君） ただいま委員会審議の成果を聞かせていただきましたが、こ

の高野瀬の老人福祉センター、現在ございますが、もう既に新しい老人福祉センタ

ーをつくろうということになりまして、これは合併前の旧菊池市としての課題であ

ったわけでございます。その中で、各種団体の方々、お集まりをいただいて、区長

会あるいは老人会長さん、あるいは青年団、婦人会、いろんな方々の特別委員会を

つくって、この場所の選定にあたられました。その中で、７つの場所が、これは選

ばれたと聞いておりますが、その中にこの高野瀬のこの地域も入っております。そ

のことについてはですね、どのようにやっぱり、高野瀬の福祉センターを採択する

ということであれば、その以前審議されたことについてはどのように先議されたか、

再度委員長にお尋ねいたします。 

○議長（北田 彰君） 文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） お答えいたします。 

 予定候補が上がったのは、確か旧菊池市議会では５つというふうに聞いておりま

すけれども、この今回の文教厚生常任委員会の中では、高野瀬が１つの候補に上が

っていたということは、審議の中ではどなたも触れておられません。 
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○議長（北田 彰君） 横田輝雄君。 

○２８番（横田輝雄君） この以前の候補地については、今回の審議にあたっては触れ

られていないということですけれども、やはり考えてみますと請願を採択するとい

うことは振り出しへ戻るというふうな部分もかなり考えられはしないかというふう

にも思うわけでございますし、先ほども質疑があっておりましたが、用地の買収を

済ませて、そして設計料の予算の議決もいたしております。その辺についてはどう

いうふうな審議をされましたか、お尋ねします。 

○議長（北田 彰君） 文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） お答えいたします。それも重要な審議の柱

でございました。ただいま少数意見の留保の中で要約されましたように、旧菊池市

議会からの懸案ではありますけれども、新市に持ち越されまして、２１年の６月で

したか、この議会で用地買収、一億二千数百万円を議決しておりますね。そして、

私どもの委員会になってからも、実施設計を議決しております。そういう経過の中

で、これが今出てくることの整合性については問われました。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

 境和則君。 

［登壇］ 

○２４番（境 和則君） 文厚委員長に質疑をいたします。 

 大体少数意見の留保の中で、十分意味はわかりましたけれども、その結果を踏ま

えて採択だったということで、もう一度お尋ねしますけれども、そのような少数意

見の留保が一体どのように審議されて、この請願を読む限りですね、この請願者の

提出者は住所、区名、区長として出されておりますけれども、少数意見の中にもあ

りましたように、大体区で集会を開いて、その区の総意であるということで代表で

氏名捺印されると思うわけですね。それが本人を、じゃ呼んで、地名を出していい

かわかりませんけれども、高野瀬区の総意だということで確認をされなかったとい

うこと自体に対して、この請願書が、請願というのは国民に与えられた、憲法で認

められた大変重要なことですから取り上げられるのはいいんですけれども、その中

で審査される議員さんたちにおいてもですね、やはり５万２,０００人の有権者の代

表でありますから、品格と人格を持って、その誠実さを確かめる必要があったんじ

ゃないかなと思いますので、その辺のプロセスについてですね、どういうことがあ

って、なおかつこの何といいますかね、５項目だったですかね、少数意見は、その

５項目の中の経緯の中でも我々が実際に執行部の提案によって同意をし、そして議

決した案件について、この整合性についてですね、非常に疑問を持っておりますの
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で、もっと少しわかりましたらゆっくり丁寧にご説明いただければと思います。 

○議長（北田 彰君） 文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） お答えをいたします。 

 少数意見の留保の中に要約されました意見というのは、審議の中でも疑義の意見

として出されました。しかし、本当にこう重点的なその審議の中身というのはそう

いうことではなくて、計画の変更に伴うこと、先ほどから申し上げますけれども、

泉源の問題、それから湯量の問題、掘削か送水かというその計画変更の問題等々が

主な柱となって、結果的にはその疑義が出されたにもかかわらずそういう、ただい

ま申し上げたような結論であったということです。 

○議長（北田 彰君） 境和則君。 

［登壇］ 

○２４番（境 和則君） わかりました。それで見ますと、この請願の内容は、先ほど

の同僚議員から質問がありましたように、現の老人福祉センター存続に対する請願

と書いてあるわけですたいね。そうしますと、これは今、それぞれ少数意見の中に

ありましたように、旧菊池市平成１３年からずっと経過を踏まえまして、道順を踏

まえまして、いろんな諸問題については審議をされたというような経過が一般質問

の中でも出てきたわけですね。それでいみじくも私ども議会議員は執行部の提案に

対して、この議会で同意をし、議決をし、予算を認めて、それぞれ今まで願望だっ

た老人会その他の方たち、地域の活性化のために寄与したという自負がありますけ

れども、その有田物産跡地の老人福祉センター建設に反対なのか、いや、反対です

たいね、反対で、それは止めた方がいい。そして、今の老人福祉センターをやりな

さいというような趣旨じゃないかなと思いますけれども。ただ請願は議員それぞれ

勉強をされておりますでしょうけども、関係、この公益性やら現実性を踏まえてや

らなければならないと、こう「議員必携」にちゃんと載っているわけですね。議員

として最も重要な案件の、また住民といいますか、国民としては請願を出すことは

健康上認められた権利でありますけれども、議会が何といいますかね、それぞれの

諸団体だとか、いろんなおつきあいで請願になる姿というは断れない面もあります

けれども、そのために議員さんはそれぞれ請願の趣旨をしっかり考えて、やはり選

択をしてほしいというようなことが書いてあるわけですね。それで、例えばですよ、

少数意見の中であったその経緯を話した結果の中でも、例えばこの老人福祉センタ

ーに服された場合に現実性はあるんだろうかというような疑問点、そういう点、代

案と申しますかね、例えば、それなら今の老人福祉センター、高野瀬にあるのを代

案した場合に財源の裏付けはできているのか、何ができているのかというようなお
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話はあったか、ないか。もしくは、また財源の裏付けがあったとするならば、その

財源の裏付けはどなたか一般質問しましたけれども、まさか一般財源でみんな立て

替えるというようなお話だったのかどうか、もしありましたらお聞きしたいと思い

ますけれども。 

○議長（北田 彰君） 文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） お答えをいたします。 

 たびたびご指摘いただきますように、請願の中身は１点でありました。現地に、

現在のところに残すということでありましたけれども、先ほど来申し上げますよう

に論議の中身がこれまでかれこれのそのいろんな技術面の問題であるとか、経過の

問題と混同されまして結論としましては、それを理由に採択するということになっ

たわけです。財源についても意見が出されました。現在のところを止めて高野瀬に

戻すとすればどうなるかということ。これについては、ただいま計画中のところを

止めれば国庫に全額返納しなければならないと。そして高野瀬にするとすれば、先

ほど来申し上げていますように、全部一般財源、市の持ち出しとなるということで、

財政面としてはとても厳しい状況が出てくる、現実的に非常に厳しいという答弁は

ありました。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいまの委員長報告で議案第１２０号及び議案第１２１号並びに前定例会から継

続審査案件の請願第５号については継続審査です。 

 これから、議案第１２０号及び議案第１２１号並びに継続審査案件及び請願第３

号を除き、議案第１１８号から議案第１３３号まで、及び請願第４号並びに請願第

５号を含め討論を行います。討論はありませんか。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 松本登君。 

［登壇］ 

○２２番（松本 登君） 請願第５号の委員会の採択に対しまして、反対討論をいたします。 

 老人福祉センターの建設の目指すところは、本市の人口約５万２,０００人のうち高

齢者、６５歳以上の人口は約１万４,０００人であります。その占める割合は２７％に

及んでおります。その高齢者の生きがいと健康づくりの拠点として、また夢と希望を乗

せる施設として計画され、建設をされるものであります。事の起こりは、平成１３年旧

菊池市時代に高野瀬地内に立地しております現センター施設の老朽化が著しいとして、
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市老人クラブ連合会、市労連により改築の要望書が提出されたことに端を発しておりま

す。その後、民間を含め建設検討委員会が設置され、審議が進められました。平成１７

年当初、合併直前において市と委員会、検討委員会において意見の集約が図られ、建設

地を下町地内有田物産跡地と集約がなされております。その後、合併後の対応となるわ

けでありますが、平成２０年度３月議会におきまして、用地買収のための予算が提案さ

れ、議決を見ております。平成２０年９月に土地売買契約、契約額、買収額１億１,５

９３万２,０００円、面積４,５８３㎡が締結をされております。平成２１年度、本年度

ですが、６月議会でセンター施設の基本設計、実施設計費用の予算が提案され、議決を

されております。同年、本年７月に設計業者との委託契約１,０１６万４,０００円で締

結をみて、今日に至っております。今議会において、センター施設に関し多くの議論が

今もあっております。私も一般質問をいたしました。その概要を申し上げますと、まず

建設のスケジュール、供用開始の時期、施設内浴場に温泉の導入に伴う利活用について、

また建設財源として合併特例債とまちづくり交付金事業の併用について、さらに施設管

理の現実等についての内容でお尋ねをしたところであります。市の答弁によりますと、

建設スケジュールにつきましては、平成２２年度、来年度でありますが、建設費の予算

化を図り、早期着工、そして年度内の竣工を目指すと明言されました。そして、平成２

３年度当初のオープンが明確に示されたところであります。温泉の利用については、温

泉は送水方式とする、浴場における利活用については、管理上は問題ありませんという

ことでありました。また、温泉の送水方式は、温泉法に抵触するのでないかという問い

に抵触はしないとありました。補助事業の併用については、施設管理との関わりがあり

ます。公民館的な機能となるのではないかという問いに対して、一般市民の利用が考え

られる。ただ、管理上、利用時間の制限等により、その施設管理についての市の方針を

定め、その方針を市労連の皆さんに説明し、了解をいただいておるということでありま

した。名称について、市にこれは確認をいたしましたところ、補助事業の併用であり、

公民館あるいは交流センター的な名称となるのではないかという私の問いに対して、老

人福祉センターの名称で問題はないということでありました。今議会へ提出の市老人福

祉センター存続に関する請願書の内容は、これは私の解釈でございますが、温泉の泉源

不足を憂い、現有敷地合わせて隣接地の用地買収を図り新築してほしいという請願であ

ったろうと思います。市の答弁でも、湯量、イオン共に適正なる管理を実施すれば問題

はない、いわんや建設場所の変更については、これまでるる質疑があっておりましたけ

れども、現計画敷地の用地買収費あるいは建設のための設計料共々に議会の議決があっ

ております。また事業認可の変更については、これはもう簡単なものではありません。

まちづくり交付金事業は、当初まちづくり総合支援事業として５カ年の実施期間が終わ

りまして、平成２０年度からまちづくり交付金事業と名称が変わりまして、実質２期目
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がスタートして２年目を迎えておるということでございます。そういう状況の中で、こ

の事業の変更は、これは難しいということになります。現敷地の買収も、このまちづく

り交付金の対象となっております、補助をいただいておるということでございます。場

所が変われば、当然返納ということにもなりますし、そうなれば財源の捻出はどうなる

のか、市単費での対応となるほかはないと、そのように理解をいたします。補助事業の

併用は、補助金起債の最大限の利用であり、市費の支出を押さえるためのものでありま

す。施設は、高齢者の利用を最優先して整備すると市は言っております。私は、高齢者

の皆さんの永年の夢がやっと現実的なものとなってきたなという思いをしております。

市労連の皆さんとともに完成を楽しみにしたい、そのように思っております。 

 議員各位におかれましては、ぜひとも請願採択に対し１万４,０００人に及ぶ高齢者

の皆さんのためにも反対いただきますようにお願いをいたしまして、反対討論といたし

ます。 

○議長（北田 彰君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 東裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 賛成討論を行います。 

 請願第５号、菊池市老人福祉センター存続に関する請願について賛成の討論を行

います。私は、本当に必要であれば堂々と慌てることなく推進すればいいと考えて

います。ただし、それには必要不可欠な条件が１つあります。それは、議論が尽く

されたのかどうかという点です。目的が二転三転する、送水か掘削かの議論も分か

れる、場所に至っては今日の様々な意見が噴出をしています。これが長い間検討し

てきた結果なのか、まだまだ議論すべきではないか、こう考えています。また、老

人ホーム民営化問題も含めた菊池の老人福祉をどうするのかという全体像からの議

論も弱いと考えます。場所をはじめ、この会期中に噴出した多くの問題点を解決す

る努力が必要であり、それなしに、また議論が尽くされないまま進めるべきではあ

りません。それから、先ほど来、請願者の資格を問う議論もありました。この請願

は、憲法と請願法に基づいて平穏に提出をされ、受理された請願であり、採決の場

で請願者の資格を問うことは、私は疑問です。それから、先ほど松本副議長の解釈

の話もありました。この請願の解釈の問題では、請願の文言をよく読んで、文脈を

捉えてみれば、単純に今のところにつくってくれ、こう言っているのではなく、今

の計画をストップし、調査・再検討を求めることに主眼を置いているわけで、そう

いう点でも私は何ら反対する理由はなく、逆にしっかり議論を尽くすべき、この立

場から賛成したいと思います。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。原案に反対者の発言を許します。 
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 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） 皆さん、おはようございます。私は、請願第５号、菊池市老

人福祉センター存続に関する請願について、採択に反対の討論をさせていただきま

す。 

 このことにつきましては、平成１３年１２月に旧菊池市の老人クラブ連合会より

老人福祉センターの改築の要望書が提出をなされました。これを受けて、平成１６

年度に旧菊池市で老人福祉センター建設検討委員会が設立され、様々な事柄につい

て検討がなされました。とりわけ場所、位置については、有田物産跡地を含め７カ

所の候補地が上げられました。しかし、平成１７年９月議会に１,５４９名分の署名

とともに老人福祉センターを市民広場の弓道場跡地へとの陳情書が提出されまし

た。陳情書の内容は、市民広場の近くにはやひめ荘跡の泉源もあり、土地代も要ら

ない。これは、財政的見地からのものであります。それから、市民広場には芝生を

備えたグラウンドもあり、あそこで老人会の方々がグラウンドゴルフでも興じなが

ら楽しまれ、その後に老人福祉センターで温泉に浸かり、疲れを癒やし、弁当を食

べて、飲んで、その後に夢美術館で芸術文化に浸り、最後に物産館で買い物でもで

きれば、健康長生きにも役立ち、物産館の売り上げ増にもつながるという内容であ

りました。私は、この陳情書には数名の議員さんとともに賛同したわけですけれど

も、結果は賛成少数で否決となり、非常に残念であったと未だに記憶をして残念で

なりません。今でもその考えに違いはありません。そこで、今回の請願の内容を見

てみますと、現在の位置で残すためには隣接の用地を買収して、環境整備を図り新

築をということでありますが、結局は温泉の温度など低く、掘り直し等も含め多額

の費用が伴うことと考えられます。それから、９２０世帯、２,８８０名の高野瀬区

民は我慢して見守ってまいりましたとありますが、果たしてそうでしょうか。請願

書の原本を見せていただきましたが、請願者の方は確かに高野瀬の区長さんではあ

りますけれども、高野瀬区長としての公印が打たれてはおりませんでした。どうみ

ても高野瀬区民９２０世帯、２,８８０名の総意とはかけ離れているものと思わざる

を得ません。それに、紹介議員になられた山瀬議員も、その当時老人福祉センター

建設を目的とした有田物産跡地の不動産鑑定料には賛成をしておられると記憶して

おります。少々筋が違うのではないでしょうか。何よりもこの請願に私が賛成をし

たならば、署名をなされた１,５４９名の市民の方々と陳情に賛同なされた、そのと

き同僚議員の甲斐元議員さんや渡邊元議員さん、ほか数名の議員さん方に対して申

し開きができません。しつこいようですけれども、今でも弓道場が最適地だと考え

ております。 
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 よって、この請願に対しては反対の意を表明させていただきます。 

○議長（北田 彰君） 賛成者の発言を許します。ありませんか。 

 ほかに討論はありませんか。 

 境和則君。 

［登壇］ 

○２４番（境 和則君） 請願に反対するものであります。 

 やはり我々議会議員もいろんな選択をされて、それぞれの議会が提案に対し同意

をし、議決をし、労連、その他の方たちの夢・希望を苦渋の選択で着々と進めた経

緯がこの菊池市議会にあります。その議会が多大な状況下によってやむを得ない状

況ということであるならばいろいろな方法が出てくるかもわかりませんけれども、

このような状態の中で請願にうたってある代替案で、ましてや一般財源でやる、そ

して議会の同意を得て用地交渉に１億２,０００万円、基本構想、実施計画、その他

について数千万円の出費をしているという事実であります。しかし、請願に基づい

て今現状の福祉センターの改良その他になれば、先ほどから意見が出ておりました

ように、補助金返納、常日ごろ我々は財政の硬直化を交えないためにも、常に財政

的には最小で最大の効果を上げなければならないということを信念に議会活動をや

っておられるかと思います。どうぞ平成１３年度からいろいろ審議をしてきて、そ

の都度、賛成、反対はあったかもわかりませんけれども、やっと建設が目の前に来

ているわけでございます。どうぞ議員各位におかれましては、慎重審議されまして、

不採択に賛同するようによろしくお願い申し上げます。 

○議長（北田 彰君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 請願に反対の討論をさせていただきます。 

 皆様が非常にご心配をされている泉源の問題、名称の問題、その点について、私

も先ほど東議員がお話がありましたが、議論が尽くされたかという部分については

理解をいたします。ただ、皆さんにもう１つ理解していただきたいことは、今回の

請願の趣旨は高野瀬への再移転というところがこの請願の趣旨であります。すなわ

ちこの請願を受け入れることは、現在の計画のさらなる遅れを招く恐れがある。そ

の点に関して、計画から５年間、建設に対して一日千秋の思いで待っておられた労

連の方々の体力とそして精神的な負担が果たしてもち得るのか、その部分をぜひと

も請願の趣旨を何であるかということをご理解いただきながら、移転だけは避ける

べきとの観点で反対の討論をさせていただきます。 

○議長（北田 彰君） 奈田臣也君。 

［登壇］ 
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○１４番（奈田臣也君） この請願に賛成の立場から発言いたします。 

 この後、今日のあれで凍結というのが出てまいりますが、そのときに私の存念と

いうものをしっかり皆さん方に訴えたいと思っておりましたけれども、その前に一

言、今回の問題点についてしておきます。元々この老人福祉センターは、当初は補

助金なし、そこから出発していることを忘れてしまっては困ります。それから、途

中から、それはいいですから、次にいきます。よかですか。今回の問題点は、補助

金をもらうためにまちづくり交付金事業でこの老人福祉センターをつくろうとした

ところに元々私から言わせれば大きな間違いがある。このまちづくり交付金事業な

るものは、地域交流センター、観光交流センター、まちおこしセンター、子育て世

代活動支援センター、複合施設センターの５種類があります。今回、その中で今回

の建設は、地域交流センターをつくるというのが目的でございます。だけん僕はこ

のうち聞かにゃいかんと思っとるのは、市当局は今回の補助金申請において、本当

にその地域交流センターというところで補助金交付の申請をしたのか、老人福祉セ

ンターを建設するために補助金の申請をしたのか、その辺が明らかになっておりま

せんので、その辺はまた後で追求せにゃいかんと思っておりますけれども、地域交

流センターにつきましては、次のような施設は地域交流センターには該当しない。

次というのは、社会福祉施設、老人福祉施設は、地域交流センターには該当しない

わけですよ。しかしながら、提案事業としては計上することができる、書いてあり

ます。今回の、今、菊池市がつくっている地域交流センターは、平成１３年のとき

に菊池市がつくりました、計画をつくりました。それは、１,１６０㎡ですね、老人

福祉センター、事業費が３,６００万円ですか、それをつくりました。それをそっく

り今回のやつにはつくる計画のようであります。私が調べたんでは。だから、この

現在の計画の中には、この部分は地域交流センターだ、この部分は老人福祉センタ

ー、この部分は共通だというようなことで事業の積算をして４億数千万円しており

ます。そのようなことで、分けてあるなら結構ですけれども、その辺の区分がなさ

れていない。だから昼は老人の方が使います、夜は一般の方が使います、そのよう

な利用目的になっておりますけれども、国からは５億円のうち２億円補助金もらっ

て、こちらの都合で地域交流センターをつくっておって、看板が老人福祉センター、

そういう事業の採択、そのような目的と違反した事業がなされていくなら、菊池市

はですね、もう早晩なくなりますよ。我々税金というのは、目的にあった税金の使

い方をせにゃいかん。何かあやふやな税金の使い方はですね、おかしい。そのよう

なことを考えまして、この請願を採択し、これによって後１回審議をせにゃいかん。

そして、我々の血税が本当に老人の方々の福祉になるのかどうかですね、検証して

下さい。今んごたる昼だけ老人、夜は一般、地域交流センターの中身はですね、よ
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かですか、地域活性化としてですね、コミュニティ活動をするとか、文化活動をす

るとか、そういうですね、目的があるわけですよ。そういう目的にするために、国

は５億円のうち２億円をするわけですから。その辺をですね、考えれば、あと１回

みんなでですね、検討せにゃいかん。 

 以上ですが。 

○議長（北田 彰君） ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。ただいま討論がありました請願第５号を除き一括採決しま

す。 

 お諮りします。議案第１１８号、議案第１１９号、議案第１２２号、議案第１２

３号、議案第１２４号、議案第１２５号、議案第１２６号、議案第１２７号、議案

第１２８号、議案第１２９号、議案第１３０号、議案第１３１号、議案第１３２号、

議案第１３３号、請願第４号、以上１５案件について、各常任委員長の報告は原案

のとおり可決です。各常任委員長の報告のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、以上１５案件については、

各常任委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

 次に、討論がありました請願第５号について起立により採決します。請願第５号

について、委員長の報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います 。 

（賛成者起立） 

○議長（北田 彰君） 起立多数です。したがって、請願第５号は、委員長の報告のと

おり採択されました。 

 次に、請願第３号について討論を行います。討論ありませんか。まず、原案に賛

成者の発言を許します。 

 東裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 請願第３号、最低保障年金制度の実現を求める請願について、

委員長報告では不採択でしたので、賛成の討論を行います。 

 年金問題で今焦点になっているのは、消えた年金と合わせてもらえない、暮らし

ていけないという無年金・低年金の問題です。社会保険庁の２年前の調査でも、今

後７０歳まで保険料を払い続けても２５年に満たない人、もらえない人が１１８万

人と大変深刻な事態になっています。夏の総選挙では、当時の連立与党重点政策で
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さえ受給資格を１０年に短縮など掲げるほど、無年金、低年金者の救済は緊急の課

題です。また、年金の財源を逆進性の強い消費税に求めれば負担が増えるだけでな

く、給付増に合わせた消費税率の引き上げにもつながりかねません。すべての国民

に安心できる老後を保障するために、全額国庫負担による最低保障年金制度は早急

に実現すべきであると思います。よって、この請願に賛成をいたします。 

○議長（北田 彰君） 次に、議案に対する反対者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） これで討論を終わります。 

 これより請願第３号を採決します。請願第３号に対する常任委員長の報告は不採

択です。したがって、可を諮る原則により、原案について採決します。採決は起立

によって行います。 

 お諮りします。請願第３号は、原案のとおり採択することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（北田 彰君） 起立少数です。したがって、請願第３号は、不採択とすること

に決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第２ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

○議長（北田 彰君） 次に、日程第２、委員会の閉会中の継続審査並びに調査につい

てを議題とします。 
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 総務常任委員会 

  １ 一般行財政、市税、企画開発、地域振興、情報処理等に関する諸問題の調 

   査について 

 文教厚生常任委員会 

  １ 請願第５号 菊池氏館跡の調査及び保存・活用に関する請願書 

  ２ 福祉、環境、健康管理、教育等に関する諸問題の調査について 

 経済常任委員会 

  １ 議案第１２０号 菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の

制定について 

  ２ 議案第１２１号 菊池市四季の里旭志条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

  ３ 農政、林業、商工振興、観光開発等に関する諸問題の調査について 

 建設常任委員会 

  １ 土木、都市計画、公共下水道、水道等に関する諸問題の調査について 

 議会運営委員会 

  １ 議会運営等に関する諸問題の調査について 

 議会広報特別委員会 

  １ 議会広報に関すること 

 小川会館建設特別委員会 

  １ 小川会館建設に関すること 

 新庁舎建設検討特別委員会 

  １ 新庁舎建設に関すること 

 企業誘致促進特別委員会 

  １ 企業誘致に関すること 

 議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から所管事務調査事項につい

て、議席に配付の閉会中の継続審査・調査申し出の一覧表のとおり申し出があって

おります。 

 お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から申し出の

とおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長、各常任委

員長並びに特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続・調査とすることに決

定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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 追加日程第１ 意見書案第８号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書の提

出について 

○議長（北田 彰君） 次に、追加日程第１、意見書案第８号を議題とします。提出者

の提案理由の説明を求めます。 

 経済常任委員長、本田憲一君。 

［登壇］ 

○経済常任委員長（本田憲一君） 意見書案第８号、改正貸金業法の早期完全施行を求

める意見書の提出について、提案の理由としまして説明いたします。 

 上記の意見書を別紙のとおり菊池市議会会議規則第１４条第２項の規定により経

済常任委員会として提出いたします。 

 厳しい経済状況下、生活苦での自殺者が年間７,０００人に達し、自己破産者も１

８万人を超え、多重債務者が２００万人を超えるなど、深刻な多重債務問題を解決

するために、改正貸金業法を早期に完全施行し、多重債務者のために必要とされる

相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅等の施策を求め

るものであります。 

 提出先及び意見書につきましては、案文をご参照下さい。 

 議員各位におかれましては、意見書の趣旨にご賛同いただきますよう提案申し上

げます。 

○議長（北田 彰君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 意見書案第８号については、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会付

託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。意見書案第８号について、原案のとおり可

決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、意見書案第８号は、原案の

とおり可決されました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第２ 意見書案第９号 安定した公的年金制度の確立に関する意見書の提出

について 
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○議長（北田 彰君） 次に、追加日程第２、意見書案第９号を議題とします。提出者

の提案理由の説明を求めます。 

 文教厚生常任委員長、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○文教厚生常任委員長（怒留湯健蓉さん） 提案をいたします。意見書案第９号、安定

した公的年金制度の確立に関する意見書の提出についてでございます。申し上げま

した意見書案を別紙のとおり菊池市議会会議規則第１４条第２項の規定により文教

厚生常任委員会として提出いたします。 

 提案の理由としましては、国民の公的年金制度に対する不安・不信などが高まっ

ている中で、国民誰もが老後を安心して迎え、活力ある高齢社会を実現するために

は、公的年金制度の安定した運営が不可欠であるためでございます。提出先及び意

見書につきましては、案文５ページをご参照下さい。 

 議員各位におかれましては、意見書の趣旨にご賛同いただきますようにお願いを

申し上げて、提案理由といたします。 

○議長（北田 彰君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 意見書案第９号について、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会付託

を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。意見書案第９号について、原案のとおり可

決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、意見書案第９号は、原案の

とおり可決されました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 追加日程第３ 意見書案第１０号 農業共済関係予算の確保を求める意見書の提出に

ついて 

○議長（北田 彰君） 次に、追加日程第３、意見書案第１０号を議題とします。提出

者の提案理由の説明を求めます。 

 東英俊君 

［登壇］ 



 －409－

○１番（東 英俊君） おはようございます。意見書案第１０号、農業共済関係予算の

確保を求める意見書の提出について。上記の意見書案を別紙のとおり菊池市議会会

議規則第１４条第１項の規定により提出いたします。 

 提案の理由といたしましては、数年続く経済不況下、さらには先の見えないデフ

レ、円高の状況下において、農業そのものが疲弊をしてきております。農業は経済

情勢の影響をまともに受けやすく、災害時におけるセーフティネットとして重要な

役割を果たす農業共済事業、共済掛金国庫負担金及び事務費負担金の３分の１程度

の削減の評価は、農家負担の増高を招いたり事業運営に支障をきたす恐れがあるこ

とによって、これをしっかりとした確保と充実を講ずるよう求める、その意味を含

めまして、提出先及び意見書につきましては、案文をご参照いただきますよう、そ

して、議員各位におかれましては、意見書の趣旨にご賛同いただきますようお願い

いたしまして、提案理由といたします。 

 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 提出者の東議員にお伺いいたします。 

 この文面を見る限り、非常に厳しい環境下、農業においては厳しい環境であるこ

とは十分理解をするところであります。ただ、この意見書案については、本来この

最終日の本会議場で短い時間で審議をするというよりは、経済委員会において中身

を十分審議をしながら採択をし、意見書が出されるという経過が私が望ましいとは

感じておりますが、日程等その他何かの都合により、どういう経緯でこのような形

になったかというのをちょっとお聞かせいただければと思います。 

○議長（北田 彰君） 東英俊君 

［登壇］ 

○１番（東 英俊君） 樋口議員のご質問にお答えします。 

 この農業共済事業におきまして、農業共済の掛金事業、そして農業事業の運営、

その件につきまして、実際、今、共済そのものも、今、署名運動活動をとっており

ます。我々農業、畜産の、すべて農業者含めまして共済の署名運動の中で賛同して

おるところでございます。これと並行した中で、確かにご指摘のとおり時間をもっ

とかけまして審議しておくべきではなかったろうかというふうに私も思っておりま

す。ただ国の情勢、それと農済の署名活動、それと同時進行とすれば、今回、時間

のない中でも意見書として提出させてもらえればという意味合いを込めまして今回

提出とさせていただきました。 
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 以上でございます。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 意見書案第１０号については、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の付託を省略するこ

とに決定しました。委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。お諮りします。意見書案第１０号について、原案のとおり

可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、意見書案第１０号は、原案

のとおり可決されました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 追加日程第４ 決議案第１号 菊池市老人福祉センター建設計画の一時凍結を求める

決議案の提出について 

○議長（北田 彰君） 次に、追加日程第４、決議案第１号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 決議案第１号、菊池市老人福祉センター建設計画の一時凍結

を求める決議案の提出について。上記の議案を別紙のとおり菊池市議会会議規則第

１４条第１項の規定により提出いたします。 

 提案理由を説明いたします。この一時凍結決議案の提出に対しましては、高野瀬

区の菊池市老人福祉センター存続を求める請願及び地域交流センター等老人福祉セ

ンターの併合した建設計画、さらに菊池市の湯の町にふさわしくない温泉使用の建

設計画に対し、執行部の明確な事業内容が示されていない。菊池市の老人福祉事業

への思いを確信するまでは一時凍結を願い、別紙に案文のとおり決議するものであ

ります。 

 議員各位におかれましては、慎重審議の上、速やかにご賛同いただきますようお
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願い申し上げます。 

○議長（北田 彰君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 提出者の本田議員に質疑をお願いいたします。 

 提案理由の中で、温泉の使用計画、執行部の明確な事業内容が示されていないと

いうところで、先ほどから議論に上がっているところだとは思うんですが、請願に

ついては高野瀬の再移転を求める趣旨であったと思いますが、この意見書では一時

凍結ということになっているんですが、そこら辺が非常にちょっと私も捉えにくい

ところで、どのような趣旨であるかということをお聞かせいただければと思います。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 常任委員会の付託の案件も、先ほど討論、賛成討論・反対討

論、いろいろな角度からありました。この提案の中にも書いていますようにですね、

私は今の菊池市、東議員の方からも言われましたですけど、この老人福祉センター

に対しては、本当に煮詰まっているのかなと思います。それを申しますには、当初

の計画からですね、あまりにもかけ離れてきていると。執行部から出されました、

まず今の予定地のところで掘削していくという方針で出されましたんですけど、そ

れがいつの間にか全員協議会では泉源の埋蔵量とかいろいろ言われたんですけど、

この定例会にはもう送水方式ということで、そういう整備の仕方を提案されてまい

りました。私たちはその送水方式さえ知らせてなかったんですよね。それから、先

ほどもいろいろありましたですけど、樋口議員も申されましたように、例えば今度

のまち交で補助金を２億円取ると、用地買収に充てていると。そしたら、そのあと

使われんなら、今度は一般財源ばっかりでされるような言い方もあったんですけど、

私はまだその方法は合併特例債というのもありますから、いろんな方向から考えれ

ば、まだまだ方向性は出てくると思うんですよ。私もですね、菊池市の老人のため

にも１日でも早くつくりたいのは私も心の中に十分承知しております。その考えは

ですね、みんなの議員さんと一緒だろうと思います。そういう形で、もう一度です

ね、原点に返って、早い時期で特別委員会ででも開いて結構ですから、早い時期で

すね、してもらいたいと。ただ今の現段階では、一時的なものですけど凍結をお願

いしたいということで提案いたしました。 

○議長（北田 彰君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 再質疑をお願いいたします。 
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 本田委員長、おっしゃられるとおり、もしかすると私も思いは同じかもしれない

というふうには感じております。ただ、先ほど申されました使用の目的である、ま

た用途のやり方及び泉源掘削送水量方式というのは、議案としては、また予算とし

て議会に上がってきておりませんので、私は決定事項ではないというふうに捉えて

おります。これは残された時間、十分議論を尽くさなければならないというふうに

考えておるわけですが、この意見書の内容を見ますところ、また先ほどの本田議員

からのご提案の内容をお聞きしますと、十分議論を詰めていった場合、仮にその結

果が議会の賛同を得られるものであれば、絶対的に建設を現在の高野瀬の敷地内に

動かすという結論ありきではなくて、移設建設予定地の現在購入した下町区にも建

設はあり得るというふうに聞き取れたのですが、それでよろしいでしょうか。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） お答えいたします。私もですね、今、樋口議員が言われたよ

うに、あくまでもですね、常任委員会でされました高野瀬区のですね、採択されま

した高野瀬区の請願、そればっかりじゃなくて、全体でですね、もう一度今のきく

のしろの後のですね、泉源問題、送水方式、いろんな問題がありますから、それを

加味して、場所はですね、あくまでも高野瀬でもいいし、また第３、ほかのところ

でもいいと思います。いろんな方法はあると思いますから、そういう形ですね、た

だいまの場所ではあまりにもいろんな最初からの変更が進むもんですから、もうち

ょっと時期尚早かなということで一応出しております。 

○議長（北田 彰君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○６番（樋口正博君） 再々質疑をさせていただきます。申し訳ありません、本田議員。 

 今、また違う第三の候補も含めてということで、再度議論を仕直すということで

すが、申し訳ありません、再度お聞きいたします。現在購入の下町区の土地も、そ

の候補になり得るか否かをお聞きいたします。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 樋口議員にお答えしますが、ここの下町のですね、今、きく

のしろ跡の今の候補地、それも私もいろんな方向からまだ検討があるといいますか

ら、その含みはあるということは申し上げておきます。ただ私の思いは、ここにも

書いていますように、早く老人の方にですね、この新しいセンターは建設するのは

私たちもやぶさかでないということはわかっていただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 
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 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） 提出者の本田議員さんにお尋ねをいたしますけれども、今、

この決議案の文章を見てみますと、今の有田物産跡地がもう前提にされた形という

ことですけれども、先ほどの請願の高野瀬区ということで採択になったわけですけ

れども、その辺の整合性ですね、その辺の整合性を加味していただきながら、もう

少し詳しく説明をお願いしたいのでよろしくお願いします。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 二ノ文議員にお答えいたします。 

 この提出議案の説明にも書いておりますが、建設の目的があまりにも今のところ

では不明瞭であるし、また当初の計画から、計画は掘削方式だったのを送水方式に

変えられると。それから、また配置計画にしてもそういう、埋蔵文化財の問題でも

あるし、ここに書いておりますが、まちづくり交付金事業でですね、建設されるこ

とになれば、先ほど奈田議員の方から説明がありましたですけど、本当にですね、

老人福祉センターでは採択基準に当たらないのか。そこの問題も出てくると思うん

ですよ。それと、今言われましたその高野瀬区の請願が上がっています今の老人福

祉センターの整合性と言われたんですけれども、いろんな方法ですれば、泉源のお

湯の埋蔵量の問題とか、それから現在の高野瀬にした場合の今度は事業費の問題と

か、いろいろ絡んできてですね、なってきたんだろうと思います。今の老人福祉セ

ンターを、私が一応出しているのは一時凍結という形で出しているんですから、こ

の間にいろんな方向から、角度から検討されていただいて、またみんながですね、

今のきくのしろの跡でこういうあれでいいとなればそこでも結構だろうと思うし、

それではやっぱりいかん、まだ事業費が高野瀬の方が安いというならばそこでもい

いし、二ノ文議員が先ほど言われました旧弓道場の跡もまた浮上してくるかもしれ

んですけど、そういういろんな話が出てくるんだろうと思います。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） ただですね、今、本田議員さんおっしゃられましたけれども、

この文章をここにぴしっとですね、そういうことであれば、場所も含めたというこ

とをしっかりと明記をしていただかないと、この私も判断に困るわけです。ぜひで

すね、一時休憩でもして、その内容をですね、弓道場を含めたところでということ

をですね、ぜひ入れていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 
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［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 再度お答えいたします。 

 一応ですね、この文章には載っていないんですけど、口頭では二ノ文議員がそれ

じゃ困るといわれるかもしれんですけど、一応案として出しているのはこれですか

ら、これで認めてもらいたいというのが私の意見でございます。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

 境和則君。 

［登壇］ 

○２４番（境 和則君） 提出者に質疑を行います。同じような質問になるかと思いま

すがですね、請願が採択されたわけですたいね。請願の趣旨は、高野瀬地区のを要

望されとるわけですね。間違いないと思いますが。それで、この決議案は、そこを

もうひとつ明確にですね、その整合性をはっきり答えるべきだと私は思います。 

 それから、本田先生に非常に個人的に申し上げて申し訳ないんですが、確か本田

先生も１９年は文厚委員だったっじゃなかでしょうかね、経緯と経過の中では。随

分審議をされて、下組についてのことは可決されとるわけですよね。そのようなこ

とで、議会議員としてやはり請願だとか決議書とか、いろんな案件を出す場合には、

やっぱり今までの経緯と経過を十分判断されてその辺の道筋、整合性というのはき

ちっとやっていただきたいかなと思いますので、どういうお考えかお尋ねしたいと

思います。 

 それからですね、やっぱり我々議会議員は最小で最大の効果を上げるということ

なんですね。ですから、ここの１項目に載っています老人福祉センターを目的とし

た施設建設なのか、地域交流センターで、誰もが使用できる施設建設なのかは、月

例会でもお話があったわけですね。それは最小の経費で、有利な財源で持ち出すた

めにはこのような方法でやればまちづくり交付金が４０％入ってくると。そしたら、

残りの財源に対して９５％を合併特例債で使うと。そうすると、一般会計の一般財

源が少なくなるというような説明はあったわけですたいね。ですから、それを踏ま

えてなのか。それから、地域交流センター建設であれば、建設計画予算はまちづく

り交付金の対象であるが、政権交代に事業仕分けになってまちづくり交付金の財源

の確保の確実性がないと。しかし、旧菊池市はまちづくり交付金は、確か平成２４

年度間での５カ年計画の中にはもらっているわけですよね。隈府中央線もまちづく

り交付金の中の一環として、財源としてやってきよるわけですね。それから、準備

計画、用意周到に提案されたときには、当然執行部としては財政の裏付けは取って

あると思うわけです。ですから、新しい建設については、まちづくり交付金の財源

が対象にされるか、対象にされないか、わからないと思いますが、だけどもそれぞ
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れの地方自治体で計画性のあった財源については、やはりどんなに政権が変わって

もこれは約束しとることですから、なかて言いなるならなかかもわからんけれども、

その判断はどなたがするのかということですからですね、この書いてある項目に対

してですね、非常にもう少し疑義がありますし、提案者としてですね、どのような

ことでやっておられるのか、その高野瀬地区の請願に対して請願がされたわけです

から、それは民主主義ですから請願採択というのはわかりますけれども、一時凍結

の決議案を出すということになればですね、そちらに踏まえていかれるのか。そう

すると、今、下組に提出された予算の範囲内の補助金の返納とか何かについてはど

ういうお考えなのかをですね、そこを踏まえてこの決議書が提出されているのかを

ちょっとお伺いいたします。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） まず、境議員の質問にお答えいたします。 

 １つ目のこの計画ですね、全員協議会のときに執行部の方から説明がございまし

たですね。その時点では、こういうのを今の掘削をした場合、お湯の泉源に埋蔵す

るお湯の量が足らないということで申されました、１つは。それと、もう１つは、

今言われましたようにまちづくり交付金事業が平成２０年度から新たになっている

から、それを活用したいということで、地域交流センターということをちょっと言

われました。それで、土地購入の４０％をその補助事業で賄いたいということ、そ

れは私もわかります。それはもう本当に境先輩が言われるように、大いに財源確保

には補助金を取ってするのは財政の一番の問題だろうと思うんですけど、それがで

すね、その後、まちづくり交付金事業でやった場合、地域交流センターでやった場

合が、先ほども奈田議員の方から言われましたけど、老人福祉センターですると、

そのまち交には該当しないと。地域交流センターですれば該当するということにな

ればですね、老人の人たちの入浴の方が恐らく制約されてくるのでは、今度のこの

地域交流センターの事業になってくるんじゃなかろうかと私は思ったんです。それ

ならですね、今の段階では一時的に凍結して、もう一度再度みんなでそのあたりを

執行部サイド、勉強してですね、やったがいいんじゃなかろうかということで一時

凍結案を出したんです。 

 それから、私も審議しているからで１年半前までは文厚委員会に属しておりまし

た。文厚委員会でも高野瀬区のあそこの今の老人福祉センターを見に行き、隣接地

の用地も見に行きました。そのときはいろいろな問題があるということでお聞きし

ました。それから、またいろいろな情勢が変わって、今の問題がまた高野瀬区から

も出てきたんじゃなかろうかと私は思っております。 
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［登壇］ 

○２４番（境 和則君） 整合性を言ってくれんですか。請願とその整合性はどう思っ

ていらっしゃるのか。決議案を出したのか。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 請願のは、先ほどありましたように、もう議会でも一応採択

になったんですけど、私が言うのは、この請願でなったのはあくまでも老人福祉セ

ンターをあそこは建設したいということで高野瀬区から出たんですね。それは私た

ちは、それはそれもいいんじゃないですか、１つの選択方法ではないですかという

ことで私も採択に賛成したんですけどですね。ただ、今の現状で進めよっと、いろ

んな方法があるならこっちの老人福祉センターの方が進むならあれだけんというこ

とで、一時的に凍結してもうちょっと再度検討したいというのが私の意見でござい

ます。 

○議長（北田 彰君） 境和則君。 

［登壇］ 

○２４番（境 和則君） 今、お話を聞きましてですね、請願についての採択について

は異議はありませんが、取りようによっては、有田物産跡地の菊池市老人福祉セン

ター建設について、温泉のことですたいね、その送水とか掘削とか、その問題。そ

れで、先ほど同僚議員がおっしゃった財源については全くまず示されていないわけ

ですね、現状では。実質計画の段階ですね。ですから、お話をどうも聞いていると、

それに対してもう湯泉がなかたいとか、送水することについて非常に不安がってい

る。この前の前日の一般質問のときの同両議員さんたちの質疑に対して、執行部は

１００％じゃないけれども自信を持ってタンクを溜めて建設的には支障がないとい

うお答えだったろうと思うとですよね。ですから、この決議をするのは、じゃこう

いう具合に考えていただければいいんですか。そういう湯泉の問題やら、それから

地域交流センターをやった場合に財源の方は認めるけれども、老連の方たちが使う

時間が少なくなったり、元々の目的から違うということですけれども、これも一般

質問で確かお答えがあったと思いますが、その要望書、陳情書を提出された老連の

会長、その他理事さんたちにはお話がついていると、それで結構ですから建設を進

めてほしいという確か意見があったと思います。それやこれやお話を聞いていると、

どうもこの請願と、またその一時凍結を求める決議書が、どういう案で出されてい

るのか、私もどうもこうもわかりませんし、私のお願いは、いろんな諸条件はある

でしょうけれども、こういう案を提出されるときには、やはり自分としてこれがい

いというようなことでお答えをいただかないと、なかなか決断が私どもわからなく

なってくるもんですからですね、あえて私がお話をしているのは、この一時凍結案
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というのは有田物産跡に建設した場合に、その温泉源とか、その管理上の問題とか

あるから、じっくりその辺、送水管にしても、掘削についても、もっと議会と十分

打合せする必要があるから、有田物産の建設についてのこれ一時凍結ですか、凍結

じゃないかを再度質疑をいたしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） お答え申し上げます。 

 一時凍結というのはですね、諸々の、先輩言われましたですけど、諸々の財政面

も含め、また請願でありました高野瀬区の要望も含め、いろんな角度からですね、

もう一度、そういう時間を長く置かんでもいいですから、早く短い時間で結構です

から、諸々の角度をですね、総合的に判断していただきたいということで出してお

ります。 

○議長（北田 彰君） 境和則君。 

［登壇］ 

○２４番（境 和則君） また、それでは、高野瀬も含んで、ほかの候補地も含んで、

ここの含んで、そしてここは有田物産跡がほかのところがいいと言ったらいいとい

うような結果が出れば、要するに今、有田物産の土地使用補助金を使って購入した

代金、返却も含めて、それも全部含めて、まずは一時凍結をしなさいという意味合

いに聞きましたけれども、ですから、この有田物産の建設についても含んで凍結を

考えるべきじゃないかと。それから、もうご案内だと思いますけれども、こういう

ような国家情勢になっておりますから、いろんな新設面については、それこそこれ

に書いてあるようにどういう起債が該当するかは全くわからない状態を見まして、

時期的に早くという時期でしたから、その早い時期を委員長がどのぐらいの時期を

お考えかを、再度含めてお話をお聞きしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 再度お答えいたします。 

 今、申されましたようにですね、現在の有田物産の計画もですね、もう含んでで

すね、一時凍結をお願いしたいということです。それで、時期は、この前、市長が

松本議員の一般質問のときにも２２年度で着工して、２３年度から供用開始をした

いと市長は言われたんですよ。私もそういう意味で、早く、なるだけ早くと。それ

を何日ということは、期間は言われませんですけど、なるだけその市長が言われま

したその時期に沿うように、私たちも努力していきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 
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 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 本田議員に質疑をいたします。大変素朴なも単純な疑問

です。諸先輩がお聞きになる中で、もう１つ私がすとんと落ちなかったのは、やっ

ぱり整合性の問題なのですね。ただいま請願第５号を採択されましたけれども、そ

の請願第５号というのは高野瀬に残すということが大きな柱でありました。それに

つきましても、現有田物産跡地で計画が進んでおりますが、その用地取得等々にあ

たりましては、前任の文教厚生委員会、木下委員長、隈部副委員長の下でそれは議

決されておりますね、用地を取得するということ。その後の計画については、後任

の私どもの委員会で認めてきたという経緯があります。これは議会の議決という非

常に厳粛な事実でありますけれども、そうであるにもかかわらずこの時点で高野瀬

へということについての整合性が１つの論点であったかと思うんですね。でも、非

常に僅差で採択をされたと、何かその差はわかりませんけれども、そういう中にお

いて、この凍結を求めるという決議案が提案されたということは、ご提案の中でも

ありましたけれども、ただいま請願第５号が採択されたということにも勘案しなが

ら、それとの関連をおっしゃりながらこのことを出されてきたということであれば、

その全体の文脈から見ますと、高野瀬に残すことを前提とした一時凍結というふう

に見るのが自然の流れといいましょうか、文脈としてはそうなると思います。むし

ろ、そうおっしゃる方が非常にわかりやすいですよね。その辺が私ちょっと疑問で

ございますので、お答えいただきたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 怒留湯議員にお答えします。 

 前の文厚委員会から今度の、今の文厚委員会に引き継いできたと、それはわかり

ます。わかりますけど、その諸々の社会情勢も変わってきております。私たちも先

ほどの境議員の質問にも言いました、私も見に行きましたんですけど、諸々の社会

情勢、またそのときの条件が変わってきておりますから、それは変わるのは私は仕

方ないんじゃなかろうかと。それと、言われました高野瀬区との請願書との整合性、

私は先ほど二ノ文議員にも言いましたですけど、あくまでもですね、一時凍結を求

めることは現在の場所での振興するのを求めているんですから、その角度を考えて、

いろんな角度を考えたら、採択がありました高野瀬区も一つのあれになるのかなと。

二ノ文君が言いました弓道場跡も１つの・・。また、それともまた第三者のところ

が来るかもしれんし、そういう角度は角度として大いに検討していただきまして、

なるだけまた先ほど言いましたように、時間が限られていますから、早くできるよ
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うにですね、大いに検討していただくといいと思います。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） すっきり、ああそうですかということにはなかなかなら

なくて、わかりにくいんですけど、皆さんの意見を質疑に対する答えなどを聞きな

がら、現状を一時凍結と。そして場所については、請願で採択した高野瀬オンリー

ではなくて、現状のその下町のところも含めたところを場所としても検討課題とす

るということに解釈してようございますか。 

○議長（北田 彰君） 本田憲一君。 

［登壇］ 

○２０番（本田憲一君） 何回も申し上げていますが、それで結構でございます。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 決議案第１号については、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会付託

を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の付託を省略するこ

とに決定しました。委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 松本登君。 

［登壇］ 

○２２番（松本 登君） 決議案第１号の決議案に対して、反対の討論をいたします。 

 請願第５号における委員会の採択に関しまして、私は反対の表明をいたしたとこ

ろであります。その内容につきましては、先ほど申し上げましたので省略をいたし

ますが、１つだけ申し上げますと、いわゆる補助事業の併用ということについてで

ありますが、これは執行部として認可申請、国・県に対して認可申請を行う場合は

十分に練り合わせる、協議するということが前提でありまして、それから認められ

たということはまちづくり交付金事業として市のいわゆる事業の基本計画に老人福

祉センターというのが盛り込まれておるということになる、なるはずであります。

そのように受け止めておりまして、市の答弁においても、市老人福祉センターの名

称も使うということは何ら問題ないとお聞きしたところで、先ほど申し上げたとお

りであります。なお、請願第５号は採択となりましたが、私は請願採択とこの決議
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案についての整合性の問題についてですね、これは整合性が取れないんじゃないか

という考え方であります。そこで、執行部におかれましては、センターの建設、有

田物産跡地におけるセンターの現計画の建設については、何としても答弁されまし

たとおり建設スケジュールに沿って粛々と進めていただきたいという思いを込めま

して、決議案第１号の一時凍結については反対の討論といたします。 

○議長（北田 彰君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

 奈田臣也君。 

［登壇］ 

○１４番（奈田臣也君） 私は、原案に賛成の討論をいたします。 

 もともとこれは平成１３年に老人クラブの方から改築の要望が出されたのを契機

としてですね、始まるわけですが、１４年ぐらいに、１４、１５ぐらいですかね、

に建設検討委員会を立ち上げ、それをしまして、もう１７年度には老人福祉実施計

画が３月ごろはできる計画になっとったわけですよ。その後ですね、私がここで言

いたいのは、その広く議会が反対しよるけんでけんようなやつがいっぱいあります

けど、その後議論はしましたけれども、議会で反対した経緯はないわけですよ。今

まで、ここまで長引いたのは、市当局の私は怠慢そのものでない。まともな計画を

せんだったから、このように延びたのは現実だと私は思っております。またですね、

わかっておりました、さっきも言いましたように、老人福祉センターは当初から補

助金はなかったことはみんな承知なんですよ。したがって、しゃんむりそこを補助

金もらうためにですね、まちづくり交付金事業を使ってしようと。したがって、こ

の事業の、補助金をもらう以上のこの事業の目的は地域交流センターをつくるのが

目的なんですよ。市はですね、この目的をはき違えて、このまちづくり交付金事業

を使って老人福祉センターの計画を今しよる。したがってですね、老人福祉センタ

ーの建設と言いながら、実際は国から補助金をもらうために地域交流センターをつ

くらざるを得ない、これが私の考えなんですよ。じゃそのときどのような問題が出

てくるのか。それは言いましたように利用区分、昼間は老人の方がする、晩は一般

の方がする、このようなですね、ことで本当にまちづくり交付金事業の目的が果た

せるのか、私は場合によってはこのようないい加減なまちづくり交付金事業を使っ

て、そして老人福祉センターなんていう看板を立てたならば、それは補助金の返還

になる可能性もある。また、それがないなならば、元の目的どおりの地域交流セン

ターになりまして、老人福祉センターはなくなるんじゃないかと、そのようなこと

を市当局は私の一般質問に対しましていろいろ申しましたけれども、その辺は私は

信用ができない。たった３回の答弁で信用はできない。ということで、これが第１

の目的ですね、私が凍結に賛成する。 
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 それから、第２のあれは温泉源ですね。温泉源は、私たちは当初あそこに温泉を

掘るということでしたわけですから、温泉がでけんだったけん送水管に出すて、そ

ういうでたらめな計画はない。この温泉のまち菊池で１,５００ｍも掘ってですね、

して、貯水タンクに１００ｔも溜めて、そのような施設は私は検討すべき。 

 それからあと１つは、レジオネラ菌の対策ですけれども、何回も話しましたけれ

ども、どうも市が言っていてることについては、私は万全な安全対策でないと。こ

れは人の健康にも生命にも、また菊池観光温泉の名誉にも関わることですので、も

っと我々が安心したというのはですね、安全対策をしてもらわにゃいかん。そのた

めにもですね、あと１回審議をすべきと思います。 

 それから、場所の選定におきましても、これは１７年の３月、私は申し上げまし

た。あそこの場所よりか今の場所がいいぞて、歴史的にも孔子公園の後で環境もい

いと、あそこにつくった方が金も安くなるといようなことを申し上げてきました。 

 私は以上のようなことでですね、凍結に賛成なんですが、ただ私たちは老人福祉

センターの早期着工はですね、私たちこそ一番願っとるわけです。私こそ一番、私

は６５歳、老人ですから一番つくってもらいたい。ただですね、今のような大きな

問題、目的、温泉源、レジオネラ菌、場所、本当にその快適な場所、そのような問

題がたくさんありながら、そのようなやつを早期着工の名の下に事業を興していく

ならば、本当に正義といいますか、物事の考え方がですね、歪んでしまう。私はそ

のように思っております。したがって、私たちはここで一度立ち止まって、本当に

ですね、このような事業で本当に老人福祉の目的を果たせるのかどうか、また地域

交流センターの目的をして菊池市の活性化につながるかどうか、その辺のですね、

やっぱり議論をすべき。なおかつそのような議論をしますと非常に時間も経ちます

ので、じゃ時間を早期着工するためには何が必要か。そのためにはですね、あと１

回原点に返って、みんなが本当に原点に返って一番早期着工ができて、一番問題の

ないような考え方でですね、これに取り組むことがですね、絶対条件と私は思って

おります。 

 以上のような点でですね、私は早期着工を図るために一時凍結し、そして目的が

果たせるようにせにゃいかんということで、原案に対して賛成をいたします。 

 以上です。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

 横田輝雄君。 

［登壇］ 

○２８番（横田輝雄君） 福祉センター建設の一時凍結を求める決議案について、反対

を表明するものであります。 



 －422－

 先ほど来、提出者である本田議員の答弁を聞いておりますと、趣旨としては１日

も早くつくりたいと。やはり、非常に菊池市全体の老人の皆さんの気持ちを考える

と、やはり１日も早くつくらなきゃいかんというのが根底にあるように私は受け取

りをいたしました。それと同時に、執行部の今の計画を聞きますと、３月の予算に

提案したいということであります。３月までもうしばらく時間があります。一時凍

結の時間がどれぐらい思っておられるかわかりませんが、３月の議会に提案をされ

れば、そのときにちゃんと審議すればいいし、あるいはまた今から３月までは期間

があります。その間において、いろんな市民の声だとか、あるいは議員さん方の声

を反映する場所をつくっていただく。そして議員は毎月例会をやっております。そ

のような場所で論議をすればいいんじゃないかというふうに思います。 

 実は先だって、ちょっと高野瀬の今度の請願の提出者である高野瀬区長にお会い

することがありました。高野瀬区長に、どうも私の判断では老人福祉センターの存

続に関する請願ということですが、これはどうも私が納得いかない点がありますか

らお尋ねします。それは何なのかというと、それでは有田物産跡を否定をして、そ

して高野瀬の福祉センターにつくれと、単純に言うとそういうことですかといった

ら、いえいえ、そういうことではございませんとはっきりおっしゃいました。やは

り老人福祉センターが有田物産跡にはもう土地の買収も済んで、着々と進んでいる

わけですから、そのことを私は何も否定するものではありませんと。老人福祉セン

ターについてはぜひつくって下さいと。ただし、高野瀬区の後のやっぱりことにつ

いては、高野瀬は非常に人口も多いし、今後ここをちゃんと整備をして下さいと。

それではやはりお互いに話し合いをしながら、２本立てでいけば一番いいんじゃな

いですかと。だから、今日の議会、いろいろ議論が必ず出ますので、聞きに来て下

さいということまで申し上げました。お聞きになっとって、そして区長さんが請願

された趣旨と議会の動きとどういうふうにあるかということを見て下さいというお

願いをしました。そしたら、今日はどうしても先約があって来れないというふうな

ことでした。だから、やはりそんなことを聞きながらもですね、先ほど採択されま

したのでそれを否定するものではありませんけれども、凍結をわざわざせんでも、

やはり残された期間、お互いが全力を挙げて早急に執行部といろんな協議を重ねな

がら、そして３月の議会に提案されるならば、その３月の議会で十分議員としての

発言を強めて審議をすればいいというふうに思っておりますので、この件について

は反対をいたします。 

○議長（北田 彰君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○７番（二ノ文伸元君） この決議案書には反対をいたします。なぜならば、今、質疑
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の中で私が明記をして下さいと、場所についてのこともしっかりと明記をして下さ

いとお願いをしたにもかかわらず、それはできないということで、そういうことで

あれば、やはり先ほどの請願は高野瀬区ということで相成ったわけです。私の気持

ちとはかけ離れたものだと、そういうふうに思っております。やはり、弓道場の担

保がなければ、この一時凍結には反対をいたします。 

 それとですね、私の支持者が言うんですよ。二ノ文君、５０になったときの１年

と７０になったときの１年はなて、５倍どんは違うばいて。あれから８年も経っと

るて、そういうことをおっしゃいます。恐らく５０になったときの１年と７０年に

なったときの１年は５倍ぐらい差があると思います。それだけ弱っていかれます。

この８年の間にどれだけの方が亡くなられたかわかりません。やはりそういうこと

も考慮をしながらですね、しっかりとやっていきたいと、そういうことでこの一時

凍結にはですね、反対の意を表明いたします。 

○議長（北田 彰君） 東裕人君。 

［登壇］ 

○２番（東 裕人君） 決議案に賛成の立場で討論します。 

 場所についていろいろ議論もされています。先ほどの請願の議論の中でも、私は

この請願の趣旨、主眼をどこに置くのか、場所ではなくて計画をストップし、再検

討を置くこと、再検討をすること、ここに私は主眼を置いて賛成討論をしました。

また、反対討論された議員さんの中には、今進められている計画地ではなくて別の

場所に、高野瀬ではなく別の場所にという点から反対の意見を述べられた議員さん

もいらっしゃいました。この請願の場所の問題についての解釈はそれぞれありなが

ら、賛成・反対の討論があって、採択をされたわけです。そう考えると、解釈が分

かれる問題をどんどん除外していくと、この請願と決議案の共通する部分は何かと

いうことにたどり着くわけです。共通する部分は、今進められているのをちょっと

止まって、そして再度調査もして、十分納得ができるような説明もいただいて、そ

ういう再検討を求めるという共通項が残ると思います。そういう点では、先ほどか

ら言われている整合性の問題は、私は何ら問題はないと思います。 

 それから、先ほどの請願の反対討論の中でも議論が尽くされていないことは認め

るという反対討論された方もいらっしゃいました。まさに議論が尽くされていない

わけで、私はこの議論を尽くせ、この１点でこの決議案に賛成をしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１１番（怒留湯健蓉さん） 私は数々の意見のやりとりを聞きながら、この決議案に

反対をしていく思いを固めました。そういう思いに至りました。それは提案者にお
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伺いいたしましたところ、請願第５号との関連性において、高野瀬に戻すというこ

と、そこに固執するものではないということであれば、この一時凍結の必要性が大

変低くなってくると思うのですね。今、執行部から提案されています技術の面であ

るとか、用途のことであるとか、制度設計については、数々のご指摘があったよう

に１００点ではないでしょう。しかし、早期着工をするということにおいては、こ

れを凍結することよりも、今、示されている、不十分であってもその計画に改善・

改良を加えていくという方向で進めていくということの方が費用の面においても、

時間の節約の点においても、より多くの市民の皆さんの納得が得られるんではない

かなというふうに思います。そういう意味において、この決議案の必要性が大変低

いということを根拠に反対をしたいと思います。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

 森隆博君。 

［登壇］ 

○１８番（森 隆博君） 私は今、いろいろと請願第５号の問題、そしてまたこの一時

凍結の議案の問題につきまして聞いておりましたけれども、賛成の立場から発言を

行いたいと思いますが、これはまず今までの流れをずっと聞いてまいりましたが、

１３年度に老人組合の方から、関係から一応要請を受けられまして、合併によりま

して１７年度に合併特例債とか、その後のまちづくり交付金事業が受けられるとい

うような形で計画が進められてまして、もう約５年経っております。その中で、や

はり執行部の、これは尻たたきと思いますけれども、やはり執行部の建設に対しま

しての効率性の問題、そして経済性効果の問題、そして老人福祉に対しての有効に、

すなわち貢献度の問題がはっきりした明確に伺えてはないというようなことで、や

はり行政の事務事業の執行にあたりましては、やはりスピード、コストの面、貢献

度の面をピシッと示した計画でなければならないというふうに思います。その必要

性を思いまして、やはりこの事業を推進するにあたりましては、一時こういった期

間を設けて、そして老人福祉のサービスに充実した建設になることを願っておりま

すので、一時凍結をすることに私は賛成をいたします。 

○議長（北田 彰君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（北田 彰君） これで討論を終わります。 

 決議案第１号は、討論がありましたので起立により採決します。 

 お諮りします。決議案第１号については、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 



 －425－

○議長（北田 彰君） 起立多数です。したがって、決議案第１号は、原案のとおり可

決されました。 

 以上をもって本日の議事日程は全部終了し、今定例会に付議されました事件はす

べて議了しました。 

 これをもちまして、平成２１年第４回菊池市議会定例会を閉会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

閉会 午後零時２６分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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平成２１年第４回定例会付議事件一覧および審議結果表 

（１２月４日・１２月１７日議決） 

議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第 ９０号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２１

年度菊池市一般会計補正予算（第５号）） 

原案認定

議案第 ９１号 

平成２０年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

原案認定

議案第 ９２号 

平成２０年度菊池市老人保健医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

原案認定

議案第 ９３号 

平成２０年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

原案認定

議案第 ９４号 

平成２０年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

原案認定

議案第 ９５号 

平成２０年度菊池市簡易水道事業等特別会計歳入歳出決

算の認定について 

原案認定

議案第 ９６号 

平成２０年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

原案認定

議案第 ９７号 

平成２０年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

原案認定

議案第 ９８号 

平成２０年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

原案認定

議案第 ９９号 

平成２０年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

原案認定

議案第１００号 

平成２０年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳

出決算の認定について 

原案認定

議案第１０１号 平成２０年度菊池市水道事業会計決算の認定について 原案認定

議案第１１８号 

菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例の制定につい

て 

原案可決

議案第１１９号 

菊池市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

原案可決
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議案番号 件       名 審議結果

議案第１２０号 

菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の

制定について 

継続審査

議案第１２１号 

菊池市四季の里旭志条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
継続審査

議案第１２２号 平成２１年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 原案可決

議案第１２３号 

平成２１年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号） 
原案可決

議案第１２４号 

平成２１年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算 

（第３号） 
原案可決

議案第１２５号 

平成２１年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算 

（第３号） 
原案可決

議案第１２６号 

平成２１年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 
原案可決

議案第１２７号 

平成２１年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正

予算（第３号） 
原案可決

議案第１２８号 

平成２１年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号） 
原案可決

議案第１２９号 

平成２１年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予

算（第３号） 
原案可決

議案第１３０号 辺地総合整備計画の変更について 原案可決

議案第１３１号 

公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市立泗水図書館） 
原案可決

議案第１３２号 

公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市市民会館） 

原案可決

議案第１３３号 

公の施設の指定管理者の指定について 

（菊池市総合体育館） 

原案可決

議案第１３４号 

熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更について 

原案可決
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議案番号 件       名 審議結果

議案第１３５号 

熊本県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体

の数の減少及び規約の一部変更について 

原案可決

議案第１３６号 菊池広域連合の規約の一部変更について 原案可決

意 見 書 案 

意見書案第８号 

改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書の提出に

ついて 

原案可決

意見書案第９号 

安定した公的年金制度の確立に関する意見書の提出につ

いて 

原案可決

意見書案第１０号 農業共済関係予算の確保を求める意見書の提出について 原案可決

請  願  

請願第３号 最低保障年金制度の実現を求める請願書 不 採 択

請願第４号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願書 採  択

請願第５号 菊池市老人福祉センター存続に関する請願書 採  択

決  議  

決議案第１号 
菊池市老人福祉センター建設計画の一時凍結を求める決

議案の提出について 
原案可決
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